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図版１

キトラ古墳の調査
2002年にキトラ古墳の墳丘を調査したが、仮設保護
覆屋の完成までは石室を密閉状態で保存するため、石
室南側の墓道1.5ｍ分については手を付けなかった。今
回、これをほぼ完掘した結果、石室の前面と墓道奥部
の様子がわかり、盗掘時の石室破壊状況も判明した
（写真右）。
上下65cm、上幅40cm、下幅25cmの盗掘孔を通して
石室内部を観察したところ、壁面の漆喰の状態は極め
て危機的だった。保存処置の前に、壁画の各種写真撮
影をおこなった。そのうちの赤外線写真撮影では、東
壁奥にある獣頭人身像をはじめて正面からとらえ、十
二支の寅と確定できた（写真上）。そのユーモラスな
表情には、飛鳥の絵師の技量が遺憾なく発揮されてい
る。が、輪郭線にヘラ描き線がみとめられるなど、描
法についての謎は一層深まった。

本文72頁参照（撮影：井上直夫）



クメールの瓦屋根復元
タニ窯跡Ａ６号窯から出土し

た瓦を使用。平瓦は凸面に短い
突帯があり、細い角材の横桟に
引っ掛けて留める。クメールロ
ータスを飾る軒先瓦は、丸瓦部
が小さいので、後の丸瓦がほぼ
完全にかぶってしまう。平瓦列
３列で幅は約50cm。
本文６頁参照（撮影：井上直夫）

図版２

西トップ寺院　中央祠堂
西トップ寺院は、中央に１塔と南北に小塔１基ずつを有す３塔形式の小規模寺院である。四方に出入り口と階段を有し、東側には仏教テラスを付設
する。周囲は写真手前に見えるラテライト石列で囲まれる。西から。 本文３頁参照（撮影：井上直夫）



図版３

藤原宮朝堂院東第二堂南半と東門（飛鳥藤原第125次調査）
昨年度の北半に引き続き、朝堂院東第二堂の南半と東面回廊を調査した。調査では、東第二堂の南妻を検出し、建物規模が梁行5間、桁行15間であ

ることが確定した。また調査区東側では東面回廊に開く東門も検出している。手前が東第二堂、奥が東面回廊及び東門。西から。
本文80頁参照（撮影：井上直夫）

藤原宮朝堂院東門（飛鳥藤原第125次調査）
桁行３間、梁行２間、柱間は17尺等間の八脚門

と推定される。現在まで確認されている朝堂院東
門の中でも最大の規模を持つ。礎石の大きさも朝
堂院のものに比べて大きい。北から。

本文80頁参照（撮影：井上直夫）



図版４

藤原宮朝堂院東南隅およ
び朝集殿院西北隅
（飛鳥藤原第128次調査）

朝堂院回廊の東南隅と朝集殿

院回廊（手前）の接続部。いず

れも複廊だが、朝集殿院回廊が

１間ぶん西にずれる。朝堂院南

面回廊の礎石位置には根石を残

す。南から。奥は耳成山。
本文90頁参照（撮影：井上直夫）

川原寺鉄釜鋳造土坑
（飛鳥藤原第119-5次調査）
寺域北限に、創建期の冶金関連工房跡
があり、それに重複して鉄釜鋳造土坑が
設置されていた。鋳造土坑は径2.8mの隅
丸方形で、一部を奈良時代の建物の柱穴
によって壊されている。土坑内には、口
縁を下にしたかたちで据えられた、径
1m近い鉄釜の鋳型が、良好に残ってい
た。北から。

本文118頁参照（撮影：井上直夫）



図版５

石神遺跡（飛鳥藤原第129次調査）
昨年度調査区の北隣接地を調査した。左に藤原宮期の南北道路と西側溝、その西側に石敷遺構がある。中央は天武～持統朝の幅の広い南北溝で、畦
の手前には溝の西岸から突き出る堤状遺構がみえる。北から。 本文106頁参照（撮影：井上直夫）

石神遺跡出土木簡
石神遺跡からは、昨年度の調査に引き続き、多くの
木簡が出土した。写真は三川(参河)国から貢進された
荷札木簡。荷札木簡に記される年紀や地名にはまとま
りがみられる。このことは、木簡群の性格を解明する
上で大きな手がかりとなるであろう。縮尺２：５

本文106頁参照（撮影：井上直夫）



図版６

朝集殿院（平城第355次：上写真・346次：下写真）
東区朝堂院に南接する朝集殿院の内庭部と外郭部を調査した。朝集殿院の区画施設が掘立柱塀から築地塀へ変遷することを確認。南面では二時期の
掘立柱塀の柱穴を検出した。下層の掘立柱塀の柱抜取穴は深さが２ｍに及ぶ。 本文128頁参照（撮影：中村一郎）

朝集殿院の東西幅が、掘立柱塀の時期には、朝堂院に比べて広いことが明らかとなった。東面築地塀の東外側で検出された南北方向の掘立柱塀は、
当初の朝集殿院の東面掘立柱塀である可能性が高い。 本文128頁参照（撮影：牛嶋茂）



図版７

第一次大極殿院南面築地回廊
（平城第360次）
第一次大極殿院南面築地回廊の西南部分を検出した。

これまでの調査とあわせると南面築地回廊西半を全面発
掘したことになり、その規模や造営・解体過程がこれま
での知見と共通することを確認した。加えて、築地回廊
南側で検出した朝堂院の礫敷が、奈良時代に属する可能
性を指摘した。北東から調査区全景。

本文136頁参照（撮影：杉本和樹）

第一次大極殿院内庭部の見切石列
（平城第360次）
第一次大極殿院内庭部で確認されている奈良時代前半
の礫敷のうち、中層の礫敷で南を限る見切石列を検出し
た。見切石列は南側に面をあわせ、築地回廊に沿って東
西に連続している。北西から。

本文136頁参照（撮影：中村一郎）



図版８

旧大乗院庭園 西小池
(平城第352次)
西小池南池の調査。南池

の北岸から東岸、『大乗院四
季真景図』に描かれた「ヲ
シマ」とよばれる中島の東
半部、「ヲシマ」から「連リ
ハシ」によって結ばれた小
島と対岸部、東大池と西小
池を結ぶ流路の西岸にあた
る嘴状の岬などを検出した。
この情景は、かつて森蘊に
より京都桂離宮松琴亭前の
天橋立と州浜の関係に類似
することが指摘されている。
南東から。

本文146頁参照
(撮影：中村一郎)

旧大乗院庭園　東大池西北の陸上部分（平城第365次）
東大池の西北隅に設けた調査区（北区）では、中世後期から近代にいた
る各時期の遺構を検出し、庭園の陸上部分が度々造り替えられた様子を確
認した。手前に東西礫溝SD8571（Ⅱ-1期）、中央に南北石列SA8564（Ⅱ-3期）
とSA8565（Ⅲ期）がみえる。北西から東大池越しに福智院本堂を望む。

本文146頁参照（撮影：牛嶋茂） 旧大乗院庭園　東大池西南岸（平城第365次）
東大池の池岸は中世以来の積土によってしだいに高く造成されてい
る。東大池の西南隅に設けた調査区（南区）では、岸の造成土の下に
広がる礫敷面SX8587を確認し、かつて東大池西南部が現況より西に張
りだし、洲浜状の入江を形成していたことを明らかにした。池岸
SX8590の汀線の位置で、手前にみえる地山起源の礫層SX8589が途中で
とぎれ、礫敷面SX8587に切りかわる。北から。

本文146頁参照（撮影：牛嶋茂）
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例 言

１ 本書は、独立行政法人文化財研究所 奈良文化財研究所が２００３年度におこなった調査研究の報告である。

２ 本書は、� 研究報告、� 飛鳥・藤原宮跡等の調査概要、� 平城宮跡等の調査概要、の３部構成であ
る。�は飛鳥藤原宮跡発掘調査部、�は平城宮跡発掘調査部がおこなった発掘調査の報告であり、�
にはそれを除く各種の調査研究報告を収録した。調査次数は、�が飛鳥藤原の次数、�が平城の次数
を示す。２００４年１月以降に開始した発掘調査については、本書では略報にとどめ、正式な報告は『紀
要２００５』に掲載する予定である。

３ 執筆者名は、各節または各項の末尾に明記した。発掘調査の報告は、原則的に調査担当者が執筆にあ
たり、遺物については各整理室の協力を得た。

４ 当研究所の過去の刊行物については、以下の例のように略称を用いている。
『奈良文化財研究所紀要２００１』 → 『紀要２００１』
『奈良国立文化財研究所年報２０００－�』 → 『年報２０００－�』
『飛鳥・藤原宮発掘調査報告�』 → 『藤原報告�』
『平城宮発掘調査報告�』 → 『平城報告�』
『飛鳥・藤原宮発掘調査概報２６』 → 『藤原概報２６』
『１９９５年度平城宮跡発掘調査部発掘調査概報』 → 『１９９５平城概報』
『飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報１４』 → 『藤原木簡概報１４』
『平城宮発掘調査出土木簡概報３５』 → 『平城木簡概報３５』

５ 本書で用いた座標値は、平面直角座標系第�系（世界測地系）による。高さは、東京湾平均海面を基
準とする海抜高であらわす。２００２年４月１日からの改正測量法の施行にともなって、当研究所の発掘
調査も日本測地系から世界測地系へと移行することとしたが、実施にさいしては１年間の準備期間を
設けて基準点の改測・改算作業をおこない、座標の変位量を算出した。世界測地系への全面的移行は
２００３年４月である。なお、標高に関しては、２０００年度平均成果に基づく改訂にしたがうが、実質上大
きな変化はない。飛鳥藤原地域では、橿原市・明日香村・桜井市にまたがる５５の３級基準点（一部２
級基準点）で座標変位量を算出した。両測地系の差（世界測地系座標値－日本測地系座標値）は、平
均して南北方向（X座標）が＋３４６．５２m、東西方向（Y座標）が－２６１．５７mである。ばらつきを示す標
準偏差は、それぞれ０．０３１m、０．０２３mと小さい。したがって、飛鳥藤原地域では、X座標で＋３４６．５m、
Y座標で－２６１．６mを両測地系間の座標変位量と認めることにする。つまり、実用上、日本測地系の座
標を世界測地系に変換するためには、上記の数値を日本測地系の座標値にそれぞれ加えればよい（と
もにマイナスの数値のため、Xの絶対値は減少し、Yの絶対値は増加する）。一方、平城地域では、奈
良市の平城宮跡内で、２２の３級基準点（一部１級基準点）の座標変位量を算出した。両測地系の差は、
平均すると、南北方向（X座標）が＋３４６．４０m、東西方向（Y座標）が－２６１．２８m、標準偏差はそれぞ
れ０．０１２m、０．００９mと僅少である。よって、平城地域では、X座標で＋３４６．４m、Y座標で－２６１．３mを
両測地系間の座標変位量と認めることにする。上記以外の地域では、当研究所が設置した基準点がな
く、改測・改算作業をおこなっていない。なお、当研究所における世界測地系への変更は、基本的に
本書が初出となるので、混乱を避けるため、平面図には、１４９頁を除き世界測地系のほかに日本測地系
の座標も括弧書で併記した。

６ 発掘遺構は、遺構の種別を示す以下の記号と、一連の番号の組合せにより表記する。
SA（塀・柵）、SB（建物）、SC（回廊）、SD（溝）、SE（井戸）、SF（道路）、SG（池）、SH（広場）、
SK（土坑）、SS（足場）、SY（窯）、SX（その他）

７ 藤原宮内の地区区分については、『藤原概報２６』（１９９６・３頁）を参照されたい。

８ 藤原京の京域は、岸俊男の１２条×８坊説（１坊＝４町＝約２６５m四方）を越えて広がることが判明して
いる。南北の京極は未確定であるが、東西京極の確認をうけて、本書では１０条×１０坊（１坊＝１６町＝
約５３０m四方）の京域を模式的に示した。ただし、混乱を避けるため、条坊呼称はこれまでどおり、便
宜的に岸説とその延長呼称を用いている。



９ ７世紀および藤原宮期の土器の時期区分は、飛鳥�～�とあらわす。詳細については、『藤原報告�』
（１９７８・９２～１００頁）を参照されたい。

１０ 平城宮出土軒瓦・土器の編年は、以下のようにあらわす（括弧内は西暦による略年式）。
軒瓦：第�期（７０８～７２１）、第�期（７２１～７４５）、第�期（７４５～７５７）、第�期（７５７～７７０）、

第�期（７７０～７８４）
土器：平城宮土器�（７１０）、�（７２０）、�（７４０）、�（７６０）、�（７８０）、�（８００）、�（８２５）

１１ 本書の編集は、� 西山和宏、� 渡辺丈彦、� 高橋克壽が分担しておこなった。巻頭図版および中扉
のデザインは中村一郎が担当した。また、英文目次�については、ウォルター・エドワーズ天理大学
教授の校閲を受けた。
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はじめに 文化庁伝統文化課と奈良国立文化財研究所で

は、平成５年度からアンコール文化遺産保護に関する研

究協力事業を開始した。現在は研究所独自の国際遺跡調

査研究事業として継続している。

本事業は内戦の混乱によって危機的状況にあるカンボ

ディアのアンコール文化遺産の保護と研究に対して、カ

ンボディア側との共同研究を通して寄与しようとするも

のである。研究の目的として遺跡探査、写真測量、石像

建造物の劣化対策、発掘調査技術、修復技術、広域遺跡

整備の６項目を設定し、カンボディア現地での研究と、

日本にカンボディア人研究者を招聘しておこなう研究で

構成される。また相互に研究者が交流するとともに、相

手国で発掘調査などに参加することによって人材育成に

貢献することも目的としている。これまでアンコール遺

跡群内のバンテアイ・クデイ寺院やタニ窯跡群での調査

活動を上智大学アンコール遺跡国際調査団の協力の下に

進めてきた。

タニ窯跡群の発掘調査終了を受けて、平成１４年度には

新たな共同研究を計画し同年１２月に覚書の調印をおこな

った。アンコール・トム内の西トップ寺院を対象遺跡と

し、平成１４年度から平成１７年度までの４年間、共同研究

をおこなう予定である。

西トップ寺院 西トップ寺院はアンコール・トムの中心

バイヨンの西約５００mに位置し、低い基壇上に３塔を置

き、東前面に低くのびる基壇を持つ小型の寺院である。

当初は中央塔だけのごく小規模な寺院だったと推定され

る。中央塔の�石にスレイ様式の紅色砂岩が用いられて

おり、現在の砂岩基壇化粧の内側にラテライト製の基壇

化粧を一部見ることができるため、１０世紀頃にラテライ

ト基壇の建築遺構が建立されたと推定される。その後、

一部の石材を転用しながら砂岩製の一回り大きな現存す

る中央塔が建立されたと推定できる。

南北両塔は主体部の破損が著しいが、基壇は明らかに

中央塔の基壇に付け足す形で造営されている。基壇の型

式を見ると北塔が、程なくして南塔が造営されたと推定

できる。中世に至ると、東側前面に仏教テラスと通称さ

れる低い基壇が造営される。今回の発掘調査によって、

１４～１５世紀頃に大規模な掘込地業を施し仏教テラスと周

辺のラテライト列を構築したことが明らかとなった。

今後平成１７年度までの事業期間内に、中央塔周辺や仏

教テラス上に発掘調査区を設定し調査を進めるとともに、

建造物の測量調査や石材の調査を含めて、西トップ寺院

の変遷をより詳しく明らかにしていく必要がある。

（杉山 洋）

カンボディア・
西トップ寺院の調査

図２ 中央祠堂西面�石（南から）

図１ 西トップ寺院 ３D測量図（東から）

� 研究報告 3



第１次発掘調査 仏教テラスの南側、テラスの中軸線と

直交する方向に、東西３m×南北１２mのトレンチを設定

した。現地表面には仏教テラス上の木造建造物に由来す

ると思われる瓦が散布している状況であり、廃絶時の遺

構検出面は浅いことが予想された。瓦を含む表土を１０～

２０�ほど下げたところで、とくに北側に瓦が集中する部

分が検出され、この寺院の廃絶期の旧地表面と判断した。

トレンチの西側の断割り調査の結果、仏教テラス造営

過程が明らかになった。北側では現地表面から約２．５m

下で、明黄灰色粘質土の地山を検出した。地山直上から

も１４～１５世紀の中国陶磁器が出土することから、仏教テ

ラスの造成時に、このレベルまで達する掘込地業をおこ

なったことがわかる。

地山まで掘りこんだ後、粘質の整地土１を入れたうえ

に、砂質の整地土２を積む。整地層２を積んだところで、

テラス側面の外装となる砂岩を加工する。長径１０�前後

の砂岩チップを多量に含む層が、その際に形成されたと

みられる。つぎに、砂岩チップ層の直上に南側のラテラ

イトを２段積む。１段目を埋めるかたちで、仕上げに砂

質の整地土３を積む。整地土３まで積んだ後、仏教テラ

スの地覆石となるラテライトを置く。

四周をラテライト列で画された寺域全域に及ぶ大規模

な掘込地業を確認したこと、構造物の地覆石となるラテ

ライトは、設置した後で整地土を積む方法で埋設し、整

地後に掘形を掘って埋設する方法はとらないことなど、

中世の寺院の造営方法に関する興味深い成果を得ること

ができた。さらに、寺院造営当初の様相や仏教テラス造

営の詳細な時期、テラス上に想定される木造建造物など、

今後の調査の課題もみえてきた。 （神野 恵）

図３ 仏教テラス造営過程模式図 図４ 西トップ寺院第１次調査遺構図
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３次元情報の取得 遺構は本来、立体的なものであり、

その形状を正しく把握するためには３次元的な計測が欠

かせない。計測にはいろいろなやり方がある。伝統的で

一般におこなわれるのは、セオドライトなどを用いて割

付をした後に、手作業で物差しを実物に当てて測り、図

を紙に記録するやり方。ほかには複数の写真をもとに計

測・作図をおこなう写真測量、直接対象物までの距離を

計測して、位置を算出するレンジセンサーなどがある。

いずれの手法にもそれぞれの特性があり、対象となる遺

跡・遺構の種類によって向き不向きがある。かかる費用

や取り扱いの難易度もさまざまなので、適切な方法を選

択しなくてはならない。

今回、西トップ寺院では、平行撮影でない写真から３

次元計測をおこなうソフトウェアの利用を試みた。この

手法の利点は、以下の通りである。

デジタルカメラで撮影した画像から計測するため、現

地での作業が比較的短時間で終わる。カンボジアのよう

に気候条件が厳しいところでは、屋外作業時間の短縮は

機械にとっても人間にとっても重要な点である。第二に、

対象物に触れる必要がないので、崩壊の危険がある石積

みなどを離れたところから計測するのに適している。ま

た、写真を基礎に計測をおこなうので、対象物の質感や

とらえた点と点の関係などを直接把握しやすい。一般に

よく使用されるレンジセンサーでは得られるデータが点

群で、それぞれの点の意味するものを理解するのが困難

である。今回の手法であれば、使用する機器やソフトウ

ェアが比較的安価であることも大切である。

実際の作業においては、複数画像間で対応する点を自

動で検出できず、手作業となったために、かなり長時間

の室内作業が必要となった。この原因はいろいろと考え

られる。現地にはたくさん木が茂っていて日光が葉の間

から漏れ入る状態であり、写真が異なると同一位置でも

影の状態が異なったことがまず第一の理由である。また、

石材表面を清掃せずに撮影しているために、落ち葉がた

まっていたり、蘚苔類・地衣類の繁茂で、石の角などの

形状が変化する位置を確定するのが困難であったり、立

木の陰になって写っていない部分があったりしたことも

理由として挙げられよう。

屋内作業では、ソフトウェアによって、まず、２枚か

ら３枚の写真をもとに計算した単位となる図形を作成す

る。次いで、これらを順次接合することによって、対象

物の側面や背面へと図をつないでいく。垂直の基準や、

長さの基準がいずれかの写真に写しこまれていれば、各

点の絶対的な位置や大きさを算出することができる。

３次元データとして得られた、建物を構成する石材の

位置情報は、CADのソフトに持ち込んでさらに整形を試

みている。側面からの撮影では詳細を捉えることのでき

ない、基壇上面や建物内部について正確なモデルを作成

するためには、CADソフトでの作業が必要となるためで

ある。

現況の把握は、今回の試みのみで完成するものではな

く、ほかの手法の適用とも合わせて、さらに進めていき

たい。複数の手法を適切に組み合わせれば、計算機の中

に西トップ寺院を３次元情報として再現し、創建や改変

など各段階での復元形状の描画もおこなうことができる。

建物の全体形状だけではなく、西トップ寺院周辺の情

報とともにGISを活用して整理作業が進行している。建

物を構成する石、崩落した後、付近に整理して置かれて

いる石についても、見えている範囲ではあるが、ひとつ

ひとつを登録し、大きさなどを記録する作業をおこなう

予定である。 （森本 晋）

図６ 主塔と南小塔のデータにテクスチャを貼ったところ
（テクスチャには実際の画像を使用している）

図５ 主塔と南小塔のワイヤーフレーム表示
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アンコール・ワット（Angkor Vat）や王都アンコール・

トム（Angkor Thom）を築き上げたクメール文明。その王

朝末期にこの地を訪れた、元の周達観は『真臘風土記』

（１４世紀初頭）を著して、当時の風土・文物に関する貴重

な記録を伝えた。これを読むと、当時の仏教寺院やヒン

ドゥー寺院が石造あるいは磚築だったのに対して、王宮

（ピミアナカス、Phemianakas）の建物は、「その正殿の瓦は

鉛でつくり、ほかはみな土瓦で黄色である」とあって木

造瓦葺だったことがわかる。実際、石造寺院の屋根も瓦

葺を模した造形を採用しているし、壁体だけを石積みな

いしは磚積みとし、屋根には木の桁材を架して瓦葺で仕

上げた建物は、バンテアイ・スレイ（Banteay Srei）やタ・

プローム（Ta Prohm）など多くの寺院跡で目にすること

ができる。また、遺跡からは、多量の瓦が発見されるの

で、クメール王朝において、瓦は主要な建築材料の一つ

だったといって過言ではない。

クメールの瓦研究は、１９７３年に発表されたジャック・

デュマルセ（Jacque Dumar�ay）の成果が金字塔としてそ

びえたっている。その内容は、瓦の種類や軒先瓦の型式

分類を含み、瓦の使用方法（葺き方）までおよんだ詳細な

ものだ。論文の主眼がクメール建築の構造研究に向いて

いたから、瓦の考古学的研究としてはもっとつっこんで

ほしい点もなくはないが、建築学の立場から大局を把握

しようとしたデュマルセの研究は今日でもその意義を失

っていない。

瓦は当然、窯で焼く。その一つ、タニ瓦窯群は、アン

コール・ワットから東北東に約２０㎞はなれたルン・タエ

ック村にある。１９９５年８月にその存在を確認し、その後、

１９９９～２０００年にかけて奈文研はそのなかの１基（A６号

窯）を発掘調査した。遺跡の状況、および大量に出土し

たクメール陶器と瓦の詳細は現在作成中の報告書に譲る

として、瓦の製作技法について気づいた点を書き記した

いと思う。

クメールの瓦は、丸瓦・平瓦が基本的な構成で、丸瓦

の先に紋様部分（瓦当）をつけた軒先瓦と、棟に並べる棟

飾瓦があり、ほかにいくつかの道具瓦が確認できる。こ

れらには無釉瓦と施釉瓦がある。

丸瓦と平瓦の製作技法 出土した丸・平瓦のほとんどは

無釉の瓦だった。丸瓦は、截頭円錐形の筒を二分した形

で、和風にいうと「行基式」。全長２４～２８㎝、径１３～１５㎝

の規格。凸面はていねいにナデ調整してあるが、凹面は

調整が粗雑で粘土紐の継ぎ目がはっきりとみえる。しか

し、布の圧痕はない。模骨（芯）を使わないで粘土紐を巻

き上げて筒をつくり、これを二分割して丸瓦としている。

凹面には、粘土の小塊を貼り付けた突起や突帯がある。

平瓦は、中央が平板で両側辺が折れて立ち上がる。丸

瓦同様、狭端と広端の区別はある。凹面には粘土紐の継

ぎ目がみえるが、凸面はていねいにナデ調整してある。

だが、丸瓦とは逆に凹面を上にして使うので、凹面にも

多少のナデ調整を加えており、突帯は凸面側につく。

平瓦は、その全長が丸瓦とおおむね等しく、しかも狭

端と広端の外周の長さは丸瓦とほぼ一致する。さらに、

平瓦凹面の屈折部を観察すると、粘土紐の継ぎ目が何か

にあたって潰れていることがわかる。これらからすると、

平瓦は、丸瓦を直方体の台に据え、凸面から押さえて断

面形を矩形に加工したものと判断してよい。凸面に叩き

の痕跡は認められないので、手で押さえたのだろう。

施釉した丸瓦と平瓦は全体を確認できるものがないが、

無釉のものに比べると薄手で、丸・平瓦とも凹面をてい

ねいにナデ調整して粘土紐の継ぎ目をみせない。

軒先瓦の製作技法 クメールの軒先瓦は、丸瓦の先にア

ーチ形ないし尖頭アーチ形の瓦当を取り付けたもので、

平瓦に紋様を付けたものはない。瓦当紋様は型（笵型）で

作成する。瓦当の下辺は、直線的になるものが多いが、

左右２ヶ所を三角形に切り欠いたものがある。切り欠き

は、平瓦側辺の立ち上がり部分を受けるための加工だ。

タニA６号窯から出土した軒先瓦は、基本的に花弁紋

（クメールロータス）を表現する。計２１種を確認した。多く

は、花弁３枚をならべ、中央の花弁には稜線がある。花

弁の周囲には珠紋を配置するものとこれを欠くものとが

あり、ほかに放射紋を飾るものがある。周囲に珠紋のな

い型式は、紋様が平板でしかも花弁紋が崩れた印象のも

のが多い。型式的に遅れるのだろうか。このほかに、無

紋の瓦当が１種類ある。

施釉のある軒先瓦はともに小破片で全形をうかがい知

れないが、下辺には切り欠きがあることや瓦当周囲を火

炎紋風に加工することがわかる。

クメール瓦の製作技法
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軒先瓦の丸瓦部が遺存している例をみると、粘土紐巻

き上げの技法は共通するが、丸瓦部は全長１６～１９㎝、径

１０～１２㎝しかなく、ふつうの丸瓦よりもかなり小さく作

られている。デュマルセが指摘しているように、この大

きさだと軒先瓦はその次にのる丸瓦が完全にかぶってし

まう（口絵図版２）。瓦当部と丸瓦部との接合に際して、

先端を削ったり、刻み目を入れるなどの加工をおこなっ

た例は確認しなかった。

棟装飾瓦の製作技法 先端を砲弾形に尖らせ、途中に扁

平な球形装飾を付けた瓦製品がある。石造寺院の造形か

ら判断して、大棟などに並べた瓦だ。この瓦は、直立す

る装飾部分を粘土紐巻き上げで作った後、回転台の上で

細部の造形をおこない、これを鞍形の台と接合する。

鞍形の台部は、凹面に粘土紐の継ぎ目を残すこと、端

部が薄くて丸く終わるものと、分厚くて矩形に終わるも

のがあることなどから、丸瓦を半分に切ったものを素材

としていることが明らかだ。半裁した丸瓦の中央に穴を

あけて、そこに装飾部を差し込み、さらに台部周囲を切

り取って鞍形に加工する手法が復元できる。

クメール瓦の技法体系 タニA６号窯出土瓦からみると、

クメール瓦は丸瓦を基本とした製作技法体系をもつ、と

いえよう。丸瓦を瓦当部に接合して軒先瓦を作るのは特

殊でも何でもないが、平瓦が丸瓦を変形させて作られる

特徴はそのことをよく示している。棟装飾瓦もその台部

は丸瓦を素材としており、基本的にはすべての瓦が粘土

紐を巻き上げた粘土円筒から製作される。

模骨作りを見慣れた目にはこれらは新鮮に映るが、秦

・漢代の中国や漢城期の百済では粘土紐巻き上げの粘土

円筒（泥条版築）が瓦の素材となっていた。技法的にはそ

れにつながるのだろうか。

ミャンマーの瓦を紹介した上原真人氏は、この地には

古くには中国系の瓦があったが、その後、ローマ系やフ

ラットタイル系が登場し、後者がもっとも長い間使われ

たという。ローマ系瓦は横断面矩形の瓦で、同形の瓦を

かぶせて丸瓦として使う。フラットタイル系の瓦は裏面

に横桟のついた板状の瓦。近年、インドの祇園精舎近傍

の瓦が報告されたが、そこによく似たものがある。

これらと比較すると、クメール瓦はミャンマーのロー

マ系瓦と平瓦は似ているが、丸瓦は中国的といえよう。

いいとこ取り、かもしれないが、なにより、一つの技法

体系をそなえた瓦作りがおこなわれていることは間違い

なかろう。カンボディアには凹面に布圧痕（布目）のある

瓦もあるらしいので、今後、クメール瓦の系譜と体系化

の過程がわかってくれば、東南アジアの造瓦の歴史とい

う、尽きせぬ泉がくめるやもしれぬ。 （花谷 浩）
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文化庁文化財部は、平成１５年３月にベトナム社会主義

人民共和国文化情報省文化財局と、「ベトナム社会主義

共和国文化情報省文化財保護局及び日本国文化庁文化財

部との間における覚書―伝統的集落および建造物の保存、

修復、管理の分野における技術協力に関して―」と題す

るROD（Record Of Discussion）を交換した。協力の具体的

な方法は、ベトナム政府が集落保存の第１号として保存

を目指しているハタイ省ドンラム村の保存をモデルケー

スとして技術協力をおこなうものである。このようなな

か、当研究所は文化庁の協力要請を受け、集落調査から

集落保存方策の策定についての技術協力をおこなうこと

となった。

ドンラム村は、ハノイ西方に位置し、ベトナム国内で

も歴史ある村として知られている。今回の調査対象は４

つの集落からなり、集落それぞれに集落の中心となる廟

（ディン）をもち、ディンを中心に街路が網の目状に構成

され、要所には集会所（ディエム）や公共井戸を配置する

など、特徴ある集落形態が残る。かつては各集落が竹垣

等で囲われ、門を有していたといい、一部にその門も残

る。集落内の街路に面しては、屋敷地を囲む塀や門や附

属屋が連なり、それらが主としてラテライトで構築され、

特徴ある街路景観を形成している。さらには、屋敷地内

の主屋や附属屋の多くが伝統的木造建築であることも、

この集落の価値を高めている。

本年度は、日本における集落保存の方法とその事前調

査の方法を、ベトナム側の現地調査隊であるハノイ国家

大学と建築研究所に説明するとともに、具体的調査方法

を協議し、主として現地調査隊による調査をおこなった。

その内容は、基本的なベースマップの作成と、現況調査

である。それをもとに、平成１６年３月に、現地で開催さ

れたワークショップに参加した。ワークショップは２回

おこなわれ、ハノイでは主として中央行政および研究者

を対象に、ハタイ省では主として地元行政・住民を対象

におこなわれた。ワークショップでは、現況調査の中間

報告をおこない、保存に向けての考え方を説明するとと

もに、地元行政・住民との意見交換をおこなった。

今後は、当研究所を主とした調査隊を編成し、現況調

査とともに集落構造・建物等の歴史調査をおこない、こ

れをもとに保存のためのルールづくりについてベトナム

側と協議する予定である。 （島田敏男）

ベトナム社会主義人民共和国
ハタイ省ドンラム村の調査

図９ 調査風景

ビーフン省

バクザン省ビンエン

ハノイ
バクザンハノイ

空港ハタイ省 ドンラム村
バクニンホン川

ソンタイ

ドン川フエ

ダナン
バクニン省

ハタイ省 ハノイ

図１０ 現地ワークショップ
ホ
ン
川ホーチミン

シティー

図８ ドンラム村位置図
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当研究所は従来から中国社会科学院考古研究所と共同

で日中都城の比較研究をすすめており、２００１年度からは、

５ヶ年計画で唐長安城大明宮太液池の共同調査をおこな

っている。

大明宮は現在の陜西省西安市にあり、明代に築かれた

城壁の北方に位置する。中国唐（６１８～９０７）時代の都長安

城の東北にあたり、６３４年に造営が始まり後に政治の中

心となった宮殿である。宮殿内はおおきく南北にわかれ、

主として南半が政治の場で、その中心が含元殿で、現在

その壮大な基壇が復原整備されている。北半が主として

居住の場で、その中心にあった巨大な池が太液池で、

『旧唐書』などにその記述があるが、現在は池にあった

蓬莱島の高まりのみが池の面影を残している。共同調査

に先行する１９９８年から中国社会科学院考古研究所がボー

リング調査をおこない、池の範囲をほぼ確定しており、

２００１年度から本格的な発掘調査を開始した。

２００２年度末から２００３年度春にかけては、蓬莱島南岸と、

西側の中島と池北岸の発掘調査がおこなわれ、これら発

掘成果についてはすでに中国において調査概要が報告さ

れている（「唐長安城大明宮太液池遺址考古新収穫」『考古』

２００３年１１期、中国社会科学院考古研究所）。蓬莱島南岸の発

掘区では、島内を南北に走る道路状遺構、その脇に磚や

石で組まれた池状遺構、敷石遺構、建物の礎石や景石が

検出された。西側の発掘区では、西側の中島と池北岸間

で、平面がV字形で、池を跨ぐ独特な構造をもつと考え

られる建物遺構が検出され、太液池の具体的構造が次第

に明らかになっている。

２００３年１０月からは、池南岸の建物遺構の発掘調査を開

始し、２００４年春を目処に調査を続行中である。

今年度は発掘調査とともに、出土遺物の共同調査をお

こなった。出土遺物は金属製品、陶磁器、瓦磚、建築石

材等で、中国社会科学院考古研究所西安研究室に保管さ

れている。同研究室において共同で遺物調査を実施し、

詳細な検討とともに意見交換をおこなった。次年度以降

も同様な共同作業を継続し、共同研究もさらに充実させ

る予定である。 （島田敏男）

唐長安城大明宮太液池の
共同発掘調査

図１２ 蓬莱島（中国社会科学院考古研究所撮影）

蓬莱島

太液池

２００２年度発掘調査区２０００年度発掘調査区
１００m０

２００３年度発掘調査区２００１年度発掘調査区

図１１ 唐長安城大明宮太液池発掘調査区位置図 図１３ 太液池北岸と西の中島間の建物遺構（中国社会科学院考古研究所撮影）
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１万点以上の木簡 ２００１年度の飛鳥藤原第１１５次調査で

藤原京左京七条一坊西南坪が発掘され、池状遺構SG５０１

を中心に１万点以上の木簡が出土した。SG５０１は藤原宮

期の前半に存在した、東西約２３m、南北１０m以上の浅い

池状の遺構である。SG５０１は藤原宮期の後半段階になる

と、木簡を含む木屑などの廃棄物によって一斉に埋め立

てられる。木簡はSG５０１中央部の東西６m、南北６mの範

囲に特に集中していた。木簡は年代的に大宝元年（７０１）

・同２年でほぼまとまり、内容的にもよく似た傾向を示

しているため、一括廃棄されたものとみられる。

木簡の数が膨大であるため、整理作業はいまだ終了し

ていないが、『藤原木簡概報１６』（２００２年）、『同１７』（２００３

年）の編集にともなう釈読により、これらは衛門府の官

司運営に関わる木簡群であり、左京七条一坊に衛門府が

存在していた可能性が高い、という見通しをもつにいた

った。木簡が出土して間もない時期に執筆された『紀要

２００２』では、衛門府以外にも、中務省もしくはその関連

施設が置かれた可能性が指摘されていた。だが木簡の大

半を見渡せる現時点では、中務省説をとることは難しい。

以下、衛門府説をとる論拠を述べたい。

『紀要２００２』の見解 『紀要２００２』では、木簡の内容は多

様としながらも、次の３点が特徴的であるとする。

①貴族・皇族との物品のやりとりの木簡。

②中務省被官官司が中務省に、藤原宮から物品を外に

搬出する許可を申請した「解」の木簡や、宮内省が

中務省に出した「移」の木簡。

③官人の位階昇進や考課に関する木簡。

このうち②木簡（史料Ⅰ－No．４、５。以下、番号で木簡を

示す）は、門�制に関わる内容である。宮城には内側から

外側に向かって、閤門（内門）・宮門（中門）・宮城門（外

門）という３種類の門が設けられていた。これらの諸門

を人や物が通過する際には一定の規制がかかり、人に対

する制度が門籍制、物に対する制度が門�制である。門

�制を適用する門は、宮城の外郭に開く宮城十二門であ

る。門�が必要とされたのは、十事以上の兵器を宮城門

を越えて搬入・搬出する場合（史料Ⅱ）と、物資一般を宮

城外に搬出する場合（史料Ⅲ）である。②木簡はいずれも

後者に関わるものである。そこで史料�をみると、以下

の手続きを踏んだことがわかる。

（１）物資を搬出する官司が中務省に門�を申請する。

（２）中務省は門�を作成し、宮城門の警備にあたる衛

門府の門司に門�を付す。

（３）物資が宮城門を通過する際、門司は門�をもとに

勘検をおこなう。

さて②木簡は、物資の搬出にあたる官司から中務省に

宛てられた申請文書であり、宮外へ搬出する物資とその

数量、通過する宮城門号、運搬にあたる者の名前などが

記されている。（１）に対応することは明らかである。

さらに②木簡は、別筆で「中務省移出」などと書かれ

ている。これは門�申請に対する、中務省の決裁文言と

理解できよう。問題は、別筆書き入れ後の木簡の動きで

ある。『紀要２００２』では、２つの可能性が指摘されていた。

（a）この木簡は中務省に留め置かれ、それとは別に門�

が中務省から衛門府に発給された。（b）この木簡は中務

省による決裁文言を得ることで、申請文書から門�に転

化して衛門府に転送された。このうち（b）の見方にたて

ば、②木簡は衛門府説の有力な根拠となる。しかし『紀

要２００２』では、その場合、①木簡と衛門府との関係が整

合的にならないとし、難色を示している。

だが本当に、①木簡は衛門府との関連がないのであろ

うか。ここで史料�を再度みてみると、「別勅賜物」（天

皇の命令によって特別に賜った物）に限っては、門�制の適

用外であったことを知る。①木簡は、物資の賜与に関わ

る内容をもち（No．２、３）、また皇族の事例が多い

（No．１、２）ことから、別勅賜物であったとしても何ら

不自然ではない。とすれば、①木簡が衛門府と無関係で

あったとはいえないことになる。

衛門府説の主根拠 つづいて、衛門府との関係を強く示

す木簡を提示することにしたい。

まず③木簡があげられる。そこには、「山部」（No．６）
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「海犬甘」（No．７）など、宮城十二門を警備した門号氏族

の名前がみられる。『紀要２００２』でも指摘されているが、

実は③木簡にかかわらず、門号氏族名を書いた木簡の数

は極めて多い。現時点において、大伴・佐伯・丹治比

（蝮）・壬生・山部・五百木部（伊福部）・海犬甘（海犬養）

・県犬甘（県犬養）・若犬甘（若犬養）・玉手・的・建部・

猪使を確認している。宮城十二門を警備する衛門府には、

門号氏族が門部などとして多数勤務していただけに、衛

門府説をとる有力な根拠となるであろう。

つぎに、「衛門府」という語句を習書した木簡（No．８）

や、「靫負」（ユゲヒ）や「衛士」と書かれた削屑木簡

（No．９、１０）があげられる。衛門府の古訓が「ユゲヒノツ

カサ」であることはいうまでもない。衛士についても、

左右衛士府以外に衛門府で勤務することになっていた。

木簡と同時期にあたる『続日本紀』大宝元年８月丙寅条

には、衛士を増員し衛門府に配した記事がみえる。なお

大宝官員令では、左右衛士府の職掌に門�のことがあっ

たようであるが（『令集解』職員令６１左衛士府条古記。養老職

員令では、門�のことはみえない）、衛士が宮城門の警備にあ

たった点と無関係ではなかろう。

さらに「杖笞」の付札（No．１１）や、「杖廿 杖廿」とい

う習書木簡（No．１２）も、衛門府には物部が所属し、罪人

の処罰にあたったことと関係するとみられる。

このほかにも衛門府に関わる木簡は多々あるが、これ

に対して、中務省との関連をうかがわせる木簡は、前述

の①②木簡を除けば皆無である。しかも①②木簡につい

ては、衛門府との関連でも十分に理解できるものである。

ところで、中務省は大宝令（大宝元年成立、同２年施行）

によって成立した官司といわれている（異説もある）。木

簡の年紀が、大宝元年・２年に集中することは前に述べ

た。そこで次のような見解がだされることがある。中務

省は創設当初、藤原宮内に適当な場所を確保できなかっ

たため、宮外の左京七条一坊に仮に置かれた。やがて宮

内の改作（藤原宮の官衙地区は大宝律令の施行を契機に大改作

された）が完了すると、中務省は宮内にうつり、左京七条

一坊の中務省は廃絶したのではないか、と。

しかし、藤原宮官衙地区の前半段階では建物配置は散

漫で、空閑地が極めて多かったことが知られている（金

子裕之「藤原京は手狭だったか」『季刊明日香風』５５、１９９５）。天

皇の秘書官ともいうべき中務省をあえて宮外に置いたと

は考えにくく、この見解は成立しないであろう。

これに対して、宮城門の警備にあたる衛門府であれば、

朱雀門の南東約３００mに位置する藤原京左京七条一坊西

南坪の地に置かれていたとしても特に不審な点はない。

この坪では、大宝２年頃にSG５０１を埋め立てるのと前後

して、大型の東西棟建物SB５００を建てるなど、改作を施

している。これも大宝律令の施行による官衙の整備にと

もなうものと考えられ、この地に一貫して衛門府が置か

れたとしても不自然ではないのである。

門�制に関わる木簡 以上の点を踏まえた上で、あらた

めて①②木簡を検討してみたい。

まず②木簡からみていく。衛門府説にたった場合、②

木簡は前述の（１）（２）の流れに従って、衛門府の門司にも

たらされ、（３）にあるように、物資が宮城門を通過する

際の勘検業務に使われた、とみることができよう。

ところで、物資の運搬にあたる官司は、門司あての木

簡を別に作成していたことが実例から知られている。今

泉隆雄「門�制・門籍制と木簡」（『古代木簡の研究』吉川弘

文館、１９９８）が指摘したように、運搬者は物資とともにこ

の木簡を携帯して指定された門に赴き、木簡を門司に渡

す。すると門司は、門�（②木簡）とその人の携帯してき

た木簡・物資を勘検し、誤りがなければ通行を許可する、

という仕組みであったと考えられる（図１４）。
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図１４ 門�制の仕組み（今泉論文第５図利用）
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すなわち、物資の運搬にあたる官司から、図１４のA・B

２つの流れに従って木簡が門司のもとにもたらされ（以

下、A木簡・B木簡と呼ぶ）、勘検業務に使用されたわけで

あるが、その後の木簡の行方は対照的である。

まずA木簡（②木簡）であるが、今回出土した木簡には

種々の門号が書かれているため、特定の門司によって廃

棄されたとは考えがたい。A木簡は各門から衛門府本司

に回収されたとみるのが妥当であろう。A木簡が左京七

条一坊西南坪から一括して出土したことは、近傍に衛門

府の本司があった可能性を強く支持している。

一方、B木簡は左京七条一坊西南坪からはまったく出

土していない。B木簡は平城宮跡から多数でているが、

宮城門の近辺で出土するという特徴がある。藤原宮で出

土したB木簡の確実な事例としては、史料Ⅳが知られる

のみであるが、やはり北面中門の東１５mにある土坑から

出土している。この事実は、B木簡が勘検後に宮城門の

近辺で廃棄されたことを物語っていよう。史料Ⅳでは下

端に二次的に穿孔が施されているため、門司によって回

収された後、一定期間保管されたことがわかるが、A木

簡のように本司までもたらされていないのである。

これに対して、A木簡はいまのところ宮城門の周辺で

は出土していない。A木簡が宮城門付近で廃棄されなか

ったのは、後日の計会作業などに備えて、門司から衛門

府本司に持ち帰ったためだと推測される。

つぎに①木簡について。これが別勅賜物に関わる木簡

とみられることは前述したが、No.１にあるように、一種

の送り状であったと考えられる（No.２、３の「給」と書かれ

た木簡も、二次的に送り状として機能した可能性は十分ある）。

この種の木簡は送り先で廃棄されるのが通常であるが、

今回の場合はさまざまな宛先のものが一括出土している

ので、そのようには理解できない。①木簡は宮城門での

勘検の際に、別勅賜物であることを証明する役割を果た

した上で、門司によって回収され、衛門府の本司に送ら

れたとみることができよう。

さて①木簡で特徴的なのは、②木簡とは異なり、宮城

門の名前が記されておらず、中務省による決裁文言もみ

られない点である。この点については、対象となる物資

が別勅賜物であったため、門�制が適用されなかったこ

とによると理解できよう。これらが衛門府にもたらされ

たのは、門�制の適用外にあったため、A木簡に該当す

る文書が作成されなかったことと関係するのではなかろ

うか。すなわち、後日の計会などに使用するため、A木

簡に代わるものとして、別勅賜物の送り状が衛門府にも

たらされた可能性を指摘しておきたい。

藤原京左京七条一坊の性格 ところで、調査区東隣の左

京七条一坊東南坪でも、１９９４年度橿原市教育委員会によ

る調査で木簡が２４点出土している。このうち釈文が公表

されているのは４点にすぎないが（史料V）、「皇子宮」

「宮」「帳内」という語句がみえることから、従来、某皇

子宮に関わる可能性が指摘されていた（橿原市教育委員会

・橿原市千塚資料館『かしはらの歴史をさぐる』３、１９９５）。だ

が史料Ⅴ－a、bに関しては、「宮入奉」「遣」「皇子宮」な

ど、西南坪から出土した木簡にも共通する語句がみられ

る点は看過できない（No．１３、１４）。これらは別勅賜物に

関わる木簡の可能性があり、この地に皇子宮が置かれた

とみる見解は再考を要する。

ここで注目したいのが、左京七条一坊は４町占地の可

能性がある点である。すなわち、前述の橿原市教育委員

会の調査では、六条条間路と東一坊坊間路の交差点付近

を含んでいたにもかかわらず、条坊側溝が検出されてい

ないのである（橿原市教育委員会露口真広氏のご教示による）。

また飛鳥藤原第１１５次調査区でも、北東部でL字の溝が検

出されている。『紀要２００２』で指摘されているように、こ

の溝が敷地を区画する施設であれば、左京七条一坊の４

町分の中央部に１町分の内郭が想定でき、４町占地の可

能性が高まることになる。このように左京七条一坊が４

町占地であるならば、東南坪から西南坪と類似した木簡

が出土したことも自然に理解できよう。

衛門府が４町占地であった理由としては、多数の門部

や衛士を抱える官司であったことが考えられる。平安京

には諸司厨町が存在し、諸国から各官衙に上番した課役

民や下級官人の宿所として使用されていた。諸司厨町に

相当する施設は奈良時代にも存在し、平城京左京七条一

坊の地（飛鳥藤原第１１５次調査区と同じ坊名であるが、藤原京の

場合とは異なり、宮からは遠く離れる）には衛門府の厨町が

置かれていたと推定されている（奈良国立文化財研究所『平

城京左京七条一坊十五・十六坪発掘調査報告』１９９７）。ひとつ

の可能性であるが、藤原京左京七条一坊の地では、衛門

府の本司と厨町的なものが一体化していたことも考えら

れるかもしれない。 （市 大樹）
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調査の経緯 山田寺跡からは第１・２・４・７・８次の

各調査で木簡が出土した。これらは既に『山田寺発掘調

査報告（奈良文化財研究所学報第６３冊）』（２００２、以下『学報』）

で報告されている。その後飛鳥藤原宮跡発掘調査部に赤

外線デジタルカメラが導入され、これを用いて木簡の再

撮影をおこなったところ、釈文に関して新たな知見が得

られた。再調査の成果は別途刊行予定の『藤原木簡概報

１８』で報告するが、本稿では特に注目すべき木簡１点を

取り上げて紹介する。

第４次調査出土題籤軸 本木簡は、１９８２年度の第４次発

掘調査で出土した題籤軸の頭部である（図１５、『学報』木簡

番号①）。東面大垣の東約７mの暗灰色砂土中から出土し

た。暗灰色砂土は１１世紀前半に東面回廊を倒壊させた土

砂崩れの流入土である。１行目は出土当初には寺名を記

した可能性も指摘されていたが（加藤優「奈良・山田寺跡」

『木簡研究』５、１９８３）、『学報』では命令下達文書に関す

る文言とされた。このたびの再調査では、「浄土寺／経

論司」と釈読した。「土」の字形は「�」である。

以下、本木簡に関連する事柄について補足する。

山田寺の法号 「浄土寺」は『日本書紀』天武天皇１４年

（６８５）八月乙酉条、『上宮聖徳法王帝説』裏書、天平１１年

（７３９）石川年足願経跋文などに見える。従来、山田寺と

浄土寺を別寺とみる説があったが、本題籤軸により山田

寺の法号は浄土寺であることが確定したと言えよう。ま

た、本題籤軸が埋没した１１世紀前半の土砂崩れの発生以

前にこの法号が使用されていたことも確実になった。

＊『大和名所記』をはじめとする近世地誌は山田寺の法号を

「華厳寺」と記す。静胤撰『多武峯略記』（『群書類従』巻４３６所

収）に多武峰寺の末寺として「山田寺 法号華厳寺」とあり、

同書原本の成立年が奥書によると建久８年（１１９７）であること

から、一見、１２世紀末以前に山田寺の法号が華厳寺に変更され

たかのようである。しかし、静胤本は近世に改編された流布本

と言われており、より原本に近いとされる永済撰『多武峰略

記』（『神道大系神社編５』所収）には「石
�

川
�

寺
�

法号花厳寺」とあ

って、そもそも山田寺に関する記載ではないという可能性も

残る。よって、静胤本の記載が原本成立以前に遡り得るかどう

かについては、慎重な判断が要求される。

「東北院」 ８世紀中頃～９世紀後半（Ⅳ期）にかけて、

伽藍中心部の東側に隣接して「東北院」と仮称する区画

が存在した（『学報』）。本題籤軸の出土位置は「東北院」

南限の東西塀SA５０５の北側、すなわち同院の内部にあた

る。よって、本題籤軸は「東北院」内の建物に収蔵され

ていた可能性がある。題籤の内容からみて、軸に巻かれ

ていたのは経論類ではなく、寺務に関わる文書ないしは

帳簿であろう。「東北院」は、山田寺の寺務機関、例えば

三綱所などが置かれた区画であると推定できる。

浄土寺経論司 題籤軸とは、書庫に収蔵された多数の巻

子の中から必要なものを容易に取り出すため、内容を簡

略に示す見出しを付した巻子軸である。本題籤軸に巻か

れた書類の内容としては、２つの可能性が考えられる。

①「東北院」所在機関が浄土寺経論司との間で取り交わ

した文書（案文を含む）を貼り継いだもの。②「東北院」

所在機関が管理していた浄土寺経論司に関する帳簿。

浄土寺経論司とは、山田寺所蔵の経論類を扱う部署、

もしくはそれを職掌とする人物を指すと考えられる。た

だし、「東北院」所在機関との関係（所管―被管か、独立の

存在か）は不明である。こうした点は今後さまざまな要素

を踏まえて検討する必要があろう。 （竹内 亮）

赤外線デジタルカメラを用いた
山田寺出土木簡の再釈読

浄
土
寺

経
論
司

（72

）・21

・8
061

（
題
籖
軸
）

図１５ 山田寺出土題籤軸 ３：２（赤外線撮影）
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石神遺跡出土定木 ２００３年度の石神遺跡第１６次発掘調査

（飛鳥藤原第１２９次。本書１０６～１１７頁参照）において、文書の界

線割付用定木とみられる木製品が出土した（図１６）。

本木製品は石神遺跡C期の溝SD１３４７から出土した（本

書１０７頁参照）。木取りは縦材の板目取り、法量は（１００）・

（２７）・５（�）である（以下、法量記載は木簡の方式に従う）。

上端は原形を保つが、下端は切り折りにより失われてい

る。片側（以下、左側）に１ヶ所、反対側（以下、右側）に

３ヶ所の切欠がある。表裏にはいずれも墨書が確認でき

（釈読できない）、切欠が墨書を切っている。木簡を転用し

た木製品であろう。左側の切欠は深さ６�。平面形は台

形状を呈し、上端側は側面から垂直に切り込む。右側の

切欠は深さ３�。V字形に切り込んでおり、複数の切欠

の中に墨痕が確認できる。筆先の形状がそのまま墨痕と

して残っている箇所もある。また、側面から浅く刃を入

れた刻み目が左側に３ヶ所、右側に１ヶ所ある。刻み目

は表裏どちらの面からも見えるように施されている。切

欠・刻み目の位置は以下の３種類（A～C）に区分できる。

Ａ）左側の切欠 上端側の垂直に切り込んだ位置で測る

と上端から３２�となり、唐尺の１寸１分に相当する。

Ｂ）左側の刻み目 上端から測って２０・４０・４０（�）の

間隔で施される。ただし３つ目は切り折り位置と重

なり、明瞭ではない（切り折り跡との判別が難しい）。こ

の間隔は唐尺の７分・１寸４分・１寸４分に相当する。

Ｃ）右側の切欠・刻み目 上端から２６�間隔で切欠が施

される（切欠の底の位置で計測）。１つ目と２つ目の切

欠から１３�ずつ離れた位置に刻み目が１つある。

この木製品は、公文書の界線を割り付ける際に使われ

た定木と考えられる。その根拠は以下の３点である。

①切欠の中に墨痕が付着している。切欠を使用して墨で

アタリ（目印）を打った際の痕跡と考えられる。

②切込・刻み目の間隔と、『延喜式』が規定する界線の規

格（『延喜式』図書寮式、下記 a～c）が合致する。下線部の数

値が上記A～Cに対応することを確認されたい。

ａ）天の横界は紙の上端から１寸１分、地の横界は紙の

下端から１寸２分の高さに引く。

ｂ）縦界（闌界）は、麁闌界（単行の規格）では７分間隔、

注闌界（双行の規格）では８分間隔で引く。

ｃ）天の横界の下に数本の横界を引く（書き出しを階層状

に段下げするための横界。帳簿の類に多く実例がみられる。

文書によって体裁が異なるが、おおむね１文字分の高さ、

すなわち１０～１５�間隔で引かれる例が多い）。

③段下げの横界（上記c）は経典や典籍などには存在しな

いので、この定木は文書作成用と判断できる。

この定木の使用法は以下のように復原できる。

１．定木の上端を紙の上端に合わせ、Aの切欠を利用して

紙の上端から１寸１分の高さにアタリを打ち、天の横界

を引く。地の横界も同様に下端から１寸２分の高さに引

いたと思われるが、定木下端は欠損するため不明である。

２．定木を横向きに置き、文書の書き出しとなる右端に定

木の上端を合わせる。まずBの刻み目を使用して右端か

ら７分・１寸４分・１寸４分の間隔でアタリを打ち、縦

界を引く。次に定木の端を７分（１行分）左にずらして１寸

４分の間隔でアタリを打つと、７分間隔で縦界が引ける。

３．定木を縦向きに戻し、Cの切欠を使用して天の横界か

ら２６�等間でアタリを打ち、横界を引く。次にCの刻み

目を利用して定木を１３�上にずらし、２６�の間隔でアタ

リを打つと、１３�間隔で段下げの横界が引ける。

＊Bの刻み目はごく浅いため、横界のための切欠（A・C）と異

なり、筆を用いてアタリを打つことはできず、針や刀子などで

紙を傷つけてアタリを打ったと推定される。これはアタリを

目立たせないための工夫であろう。縦界は横界に比べて本数

が多く、墨でアタリを打つと目立って見苦しい。

平城宮跡出土定木 １９８１年度に実施した平城宮第１次朝

堂院地区東南隅の発掘調査（平城宮第１３６次。『１９８１平城概

報』）でも文書用の定木が出土している（図１７）。既に今泉

隆雄が紹介し、写真も公表されているが（向日市教育委員

会編『長岡京木簡１解説』１９８４）、詳細は未公表であるため、

あらためて報告する。

定木は溝SD３７１５から出土した。SD３７１５は中央区朝堂

院東限の約１８m東を南流する南北溝で、平城宮中央部の

基幹排水路である。この調査では同溝から木簡が出土し

ており、定木はその中の１点である。木取りは縦材の柾

目取り、法量は（２１１）・８・４（�）である。上端は原形を保

つが、下端は折損する。片側のみに６ヶ所の切欠がある。

切欠の深さは１�前後と浅く、V字形に切り込んでいる。

切欠の間隔は上端から２６・１３・１７・１９・１７・８２（�）で、

文書用界線割付定木二態
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複数の切欠の中に墨痕が残る。石神遺跡例と同様に、墨

でアタリを打った際の痕跡とみられる。表面には墨書が

あり、「右□」と釈読できる。墨書は切欠によって切られ

てはいない。墨書面の右側に切欠が施されているので、

定木の機能に関係する文言かもしれない。

この定木の使用法については、長岡京太政官厨家推定

地から本例と類似する定木が出土しており、参考になる。

今泉の報告および考察によると（「文書の界線引の定木」『長

岡京木簡１解説』）、長岡京跡出土定木の法量は３５８・２３．５・

４（�）、片側のみに６ヶ所のV字形切欠が施されており、

その間隔は上端から３４．４・１２．２・１１．０・１２．８・９４．７・

６７．２（�）である。６ヶ所の切欠は横界のアタリを打つ

ためのもので、１つ目の切欠で天の横界、２つ目から４

つ目までで段下げの横界を割り付ける。５つ目と６つ目

の切欠は離れた位置にあるが、文書の種類によっては１

～２本の横界が中央部や下部寄りに引かれる実例があり、

それに相当する。地の横界を割り付けるための切欠は、

長岡京例では側面の欠損部にあたっており失われている。

以上から平城宮跡出土定木の使用法を類推すると、１

つ目の切欠で天の横界、２つ目から５つ目までで段下げ

の横界、６つ目で中央部の横界、欠損部に想定される７

つ目の切欠で地の横界を割り付ける、ということになる。

＊紙の上端から天の横界までの間隔は『延喜式』では１寸１分

と規定する。長岡京例はこれに近似するが、平城宮例はやや狭

い。ただし、現存する文書の実例ではこの間隔は必ずしも式の

規定通りではない場合が多い。

以上、文書用界線割付定木は、現時点で長岡京例を含

めて３点が知られることとなった。最後に、これらの出

土定木から得られる課題について簡単に述べておく。

縦界の割付 従来、縦界の割付方法については２つの説

があった。１つは、定木の幅が縦界幅に合わせて作られ

ており、定木を１行分ずつ横にずらしながら切欠のない

側で縦界を引いたとする説である。長岡京例でもそのよ

うな使用法が想定されている。もう１つは、縦界は定木

による割付をせず、目分量で引かれたとする説である

（杉本一樹「律令制公文書の基礎的観察」『日本古代文書の研究』

２００１、初出は１９９３）。石神遺跡例は縦界幅に対応する切欠

が存在するので、定木の幅は界線の間隔とは無関係であ

ろう。また、平城宮例は幅が８�と狭く、この幅を用い

て縦界を割り付けたとするには無理がある。平城宮例で

は縦界は別の定木を用いて割り付けたか、もしくは目分

量で引いたのであろう。

線引の方法 石神遺跡例には両側面に切欠があり、定木

製作の際、これ自体を用いて界線を引くことは想定され

てはいない。胆沢城跡からは切欠を持たない線引専用の

定木が出土しており（水沢市教育委員会編『胆沢城跡―昭和

６１年度発掘調査概報』１９８６）、石神遺跡でも線引用の定木が

別に存在した可能性がある。ただし石神遺跡例では側面

に筆を直接当てて線を引いた際の墨痕が観察でき、時に

簡便な方法として定木自体を線引に用いた場合もあった

ことが知られる。一方、平城宮例・長岡京例は構造的に

切欠のない側で界線を引くことが可能で、そのような使

用が想定されていたかもしれない。しかし、どのように

線を引いたかということと、どのように縦界を割り付け

たかということは、本来別個の問題であり、区別して考

えなくてはならないと思われる。 （竹内 亮）

＊脱稿後、飛鳥京跡１５２次調査（橿原考古学研究所）より定木が出

土した（現地説明会資料）。詳細の発表が待たれる。

０ ５�

図１６ 石神遺跡出土定木 ３：５ 図１７ 平城宮跡出土定木 ３：５
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はじめに 金属製の人形は、『延喜式』においては天皇・

中宮・東宮の使用する祭祀具のひとつとして記載がある。

奈良時代においては、金属製人形は平城宮と平城宮周辺

に出土が集中しており、『延喜式』にみえる取扱いから考

えて、天皇家に関わる祭祀具とみられている１）。飛鳥・藤

原地域ではここ数年、金属製人形のうち銅人形の出土数

が増加し、年代の絞り込める類例も認められるようにな

ってきた。ここでは、奈良県明日香村石神遺跡において

２００２・２００３年度に出土した銅人形を取り上げ、これまで

に出土した銅人形の類例と比較して、いくつか気づいた

点を述べてみたい（図１８）。

石神遺跡出土の銅人形 石神遺跡ではこれまで１６次に及

ぶ発掘調査が実施され、第１２２次ならびに第１２９次調査に

おいて、銅人形がそれぞれ１点と５点出土した。第１２２次

調査出土例については『紀要２００３』において、また第１２９

次調査出土例については『紀要２００４』「Ⅱ飛鳥・藤原宮跡

等の調査概要」で報告している。ここで、あらためて両

者について詳細を記しておこう。

第１２２次調査出土例１は、長さ３．５㎝、幅１．４～１．５㎝、

厚さ０．３～０．４�の銅板製で、全体に風蝕が進み本来より

厚みが減じていると考えられるが、地金は明るい赤銅色

の輝きを放つ。首は三角形の小さな切欠を入れ、足は長

い三角形の切欠を入れて表現し、顔面は水平な刻線を左

右に１本ずつ入れ、鼻部に相当する位置に円孔が開けら

れる。顔面の刻線はおそらく目の表現であろうが、鼻部

位置の円孔は何を示すものか定かでない。現状で、右腕

は認められず、左腕は切込の痕跡がわずかに残るかとも

みえるが、風蝕のため断定できない。足の切欠からみて、

腕は切込で表されていたと推定する。目は鏨による加工

と認められる。外形の成形痕は風蝕のため不明瞭である

が、首右方の成形痕から、ここでは鏨と推定しておく。

石神遺跡の時期区分（以下、同じ）ではB期（天武～持統朝）

の溝SD４０８９から出土した。

第１２９調査出土例２～６は、B期末の木屑層から一括出

土しており、下層の溝SD４０９０（SD４０８９に北接する溝）堆積

土出土木簡からみて、持統６年（６９２）以降に投棄された

ものであろう。幅１．１～１．３㎝、厚さ０．４～０．５㎜の銅板製。

風蝕するが地金は赤銅色の金属光沢を放ち、純銅に近い

成分構成ではないかと思われる。いずれも鏨による加工

である。形態と加工法をもとに２大別できる。一つは長

さ３．１～３．３㎝の比較的小型のもので、３点ある。首と腕

の切込を入れ、足は股を稲妻形の切込で、目と口はほぼ

水平の刻線で表わす。ただし顔の表現の不十分なものが

２点、股の付け根の切込方向が異なるものが１点ある。

もう一つは、長さ４㎝程の比較的長いもので、２点ある。

首と腕の切込は小型品と類似するが、足は股の切込が付

け根から垂下し、顔は左辺にかかるように切込を入れ、

顔面右にも２本の刻線がある。ただし、６は顔の線刻が

不十分で、股を切り込まないまま銅板が屈曲しており、

あるいは失敗品か。

石神遺跡例の特質 比較的最近までの金属製人形出土例

については、臼杵勲の集成と考察がある２）。以下、臼杵の

成果に拠りながら石神遺跡例の特質を考えたい。

臼杵の分類に照らして石神遺跡例をみると、１は「切

込腕式」となり、また、巽淳一郎の分類３）では「A類」に

相当する。２～６は首の表現に差異があるものの、概ね

「切込腕式」ないし「A類」に含め得る。飛鳥・藤原地域

では、「切込腕式」銅人形は飛鳥池遺跡、藤原京右京五条

四坊・右京六条四坊・右京六条五坊・右京十一条四坊で

出土しており、他に沖の島例が知られ、これらに石神遺

跡例を含めると、この型式が７世紀後葉から８世紀初頭

に主流であったとする臼杵の指摘は首肯できる。

次に法量をみると、飛鳥・藤原地域および沖の島出土

の「切込腕式」銅人形の長さは、３㎝前後、４㎝前後、

５㎝前後、６㎝前後、７㎝前後、８㎝前後、１１㎝前後と

なっている。石神遺跡例は長さ約４㎝以下で、最も小さ

い部類に属する。これに近い長さの「切込腕式」は飛鳥

池遺跡、藤原京右京十一条四坊にみられる。ただ、飛鳥

池遺跡では長さ約１１㎝の比較的大型のものが出土してお

り、大型品が比較的早くに成立していたことが窺える。

この点では、藤原京期までは全長１０㎝以下で、奈良時代

に全長が伸びるとする臼杵の指摘は一考を要するが、長

さ１０㎝未満のものが多いことに変わりはない。法量の分

布や形態からみると全体の傾向として、「切込腕式」銅人

形はかなり多様性に富むといえる。

しかし、石神遺跡例で特筆できることは、こうした全

体傾向としての多様性にもかかわらず、２～６のように

銅人形の新例について
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法量、形態と加工法に高い共通性の認められるものが存

在することである。これまで飛鳥・藤原地域で出土した

「切込腕式」銅人形は、藤原京右京十一条四坊例を除け

ば、同一の遺跡ないし地点から複数出土したものであっ

ても、法量や細部の形態の差が比較的大きい点に特徴が

ある。しかし石神遺跡例は、２点ないし３点をほぼ同形

同大に加工しており、その加工法も共通で、他の「切込

腕式」に比較して規格化されているといえよう。全体傾

向として多様性のより卓越した「切込腕式」銅人形とは

いえ、すでに７世紀後葉ないし８世紀初頭に、一部では

規格化された「切込腕式」が確実に存在していたと考え

られよう。

石神遺跡例２～６の出土層位は、B期末の最終的な堆

積土あるいはC期（藤原宮期）の造成に伴う整地土の一部

とみられ、複数が一括して出土したとはいえ、その状況

は必ずしも祭祀行為のあったことを明確に示すものでは

なく、複数枚を一組として使用したかどうかは定かでな

い。単に失敗品を一括して廃棄した可能性も十分にある。

しかしながら、複数枚を一揃として製作したことは明ら

かであり、その前提条件のひとつとして、複数枚を一組

にして使用するという祭祀が存在した可能性が想定され

る。それは、必ずしも広範に想定できるものではないが、

一部にそうした動きがあった可能性はある。

平城宮の祓いでは、木製人形２枚１組を最低単位とし

た原則４）が認められ、また臼杵は、平城宮東南隅出土例か

らみて、「無腕式」銅人形にもこの原則が認められそうで

あるという５）。これが「切込腕式」銅人形にも認められる

かは今後の検討課題である （小池伸彦）

注

１）金子裕之「平城京と祭場」『国立歴史民俗博物館研究報告』第

７集、１９８５。

巽淳一郎「まじないの世界Ⅱ」『日本の美術』第３６１号、１９９６。

２）臼杵勲「５金属製人形について」『平城京左京七条一坊十五

・十六坪発掘調査報告書』１９９７。

３）巽淳一郎 注１文献。

４）金子裕之「日本における人形の起源」『道教と東アジア』

１９８９。

５）臼杵勲 注２文献。

０ ５�

１ ５ ６４３
２

７
８

９

１０

１４１１ １２ １３ １６１５ １７ １９１８ ２０
２１

１～６石神遺跡、７藤原京右京五条四坊（下ツ道東側溝）、８藤原京右京七条一坊（SE１８５０）、９・１０飛鳥池遺跡、１１～１４平城宮内裏東大溝（SD２７００）、１５・１６平城京左京七条一坊

（SD６４００）、１７平城京左京一条三坊（SD６５０）、１８～２０平城京左京二条二坊（SD５１００）、２１平城京右京八条一坊十四坪（SE１５５５）

図１８ 飛鳥・藤原地域および平城宮・京の銅人形 １：１
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はじめに 飛鳥藤原地域では円板がしばしば出土する。

しかし古代の円板はほとんど研究されていない。そこで

全体的な様相を検討し、今後の足がかりとしたい。

円板とは、土器や瓦の破片を打ち欠いて、まるい板状

に整形した遺物である。各地で出土し、縄文から近世ま

で報告されている。しかし用途は定説がなく、各地・各

時期の円板が一連の遺物かどうかさえ明らかではない。

円板・有孔円板・紡錘車 本稿では、土器片などからつ

くった無孔品を「円板」とする。転用ではなく当初から

意図して粘土を成形、焼成したものは「真正品」と呼ぼ

う。円板の真正品はいまだ確認されていない。円板に類

似した遺物として紡錘車があり、真正品は「紡錘車」。土

器や瓦を転用したものは「転用紡錘車」だが、かならず

しも紡錘車とは限らないので「有孔円板」も用いる。

今回の調査は飛鳥藤原宮跡発掘調査部蔵品を対象とし

た。２００４年１月時点で、円板４０７点、転用紡錘車（有孔円

板）４４点、紡錘車１４点に達する。

素 材 転用した土器・瓦の器種や時期の比定は困難な

場合も多いが、弥生土器から近世陶器（図１９－６）まで多

種多様である。大半は土器を用い、瓦は全体の１割程度

にとどまる。土師器と須恵器はほぼ同数である。器種・

部位は、土師器・須恵器とも甕の体部が多く、特に須恵

器では７割を占める。甕体部のゆるい湾曲、１個体から

多数の破片を得られることが好まれたのであろうか。土

師器は杯類も比較的多い。屈曲部は用いず、湾曲が緩い

部位を用いる。弥生時代も甕が多い。中世の報告例には

高台部を利用した円板が多数あるが、飛鳥藤原には中近

世も含めてそのような円板はない。

形 状 円板の形態や加工技法は、時代が異なってもよ

く共通している。円板は円形が基本だが形は精粗があり、

長方形（７）、不整形の例も少数存在する。転用紡錘車も

精粗がある。形態はさほど重要ではないらしい。真正品

の紡錘車は基本的に整った円形である。

円板の加工技法 各地の円板と同様、打ち欠いただけの

円板と、外周側面を研磨する円板がある。研磨度を４段

階にわける。０：打ち欠いたまま。１：割面の稜をわず

かに研磨する。２：比較的よく研磨して面をなすが、割

面も比較的残る。３：丁寧に研磨して割面がほとんど残

らない。ところで研磨度２の円板には一部をよく研磨し、

ほかは割面のままという例がある。これは整形時の研磨

の偏りであり、使用痕や意図的な集中研磨ではない。

研磨度０、１の円板は輪郭を気にしない円板といえる。

対して研磨度２、３では輪郭を整形することに留意して

いる。前者を１類、後者を２類としよう。すべての円板

の４分の３は１類である。研磨度からみて最も特徴的な

ものは、瓦製円板である。１類と２類がほぼ同数あり、

丁寧に研磨する精製品が比較的多い。１類の平均直径

６．１㎝に対し、２類は４．３㎝と小さい。瓦製円板は厚さと

径の比率が土器製円板とは異なるので、径が小さいと全

体形状も大きく違ってくる。精製の瓦製円板は、土器製

円板とは別種の遺物とみるのが妥当だろう。

土器製円板では、圧倒的に１類が多い。とくに須恵器

製円板ではほぼ１：１０の割合で１類が多数を占め、なか

でも研磨度０の粗製品がもっとも多い。土師器製円板で

も１：３ほどの割合で１類が多くなっている。

転用紡錘車（有孔円板）の加工技法 途中品の状況から、

外周側面を研磨した後に穿孔することを追認した。した

がって、すでに穿孔してある転用紡錘車（２）は、外周側

面が打ち欠いたままでも途中品ではなく完成品である。

転用紡錘車は、ほぼ１：３で１類が多い。

円板の法量 円板の平均値は直径４．２㎝、厚さ０．８㎝、重

量２２．４gとなる。材質ごとにみると、瓦はやや大きく、土

師器はやや小さい。中近世の陶器は小型品が多い。計測

値を並べると、直径１０㎝以上のものは点数が少ないこと

もあり大型として分離できるが、そのほかは直径２～９

㎝に切れ目なく分布する。厚さ・重量は素材に影響され

るのでまとまりがない。したがって、大型品以外を法量

で明確に区分するのは難しいが、便宜的に４㎝を境に小

型と中型にわけ、１０㎝以上を大型とする。小型品は側面

を研磨した精製品が多い。

紡錘車の法量 紡錘車の平均値は直径４．７㎝、厚さ１．６㎝、

重量３０．５g。同じく転用紡錘車は直径４．０㎝、厚さ０．６㎝、

重量１３．６g。円板と同様に、直径は２～７㎝大が連続的

に分布しており、大きさによる分類は難しい。また、転

用紡錘車と円板の法量分布は重なっており、円板と転用

紡錘車の未穿孔品を弁別することはできない。

破損・使用痕跡 円板の多くは完形品である。擦痕など

飛鳥藤原の円板
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はほとんど見られない。すなわち、ほとんどこすれたり

しない使用方法で、破損しなくても役目を終えたと考え

る。異物が付着する例もあったが、いずれも埋まってい

た土に由来するものか、転用前の焦げなどであった。

数少ない使用痕跡をもつ例として、７５次調査出土の瓦

製円板がある（８）。凸面・凹面とも非常に平滑な面にな

っている。外周側面は研磨度０、直径は６．５㎝で、握りや

すい大きさである。これは平らなものを擦るのに使用し

た砥瓦の一種と考えるのが妥当である。

出土遺跡と傾向 円板は多数が出土する遺跡と、ほとん

ど出土しない遺跡がある。今回の集計では、石神遺跡が

１７１点と突出して多い。大半が７世紀の円板と考えられ

る。藤原宮跡も９９点あるが、弥生土器と中近世の土器で

半数を占める。飛鳥池遺跡も４１点を数える。対照的に寺

院からはほとんど出土していない。本薬師寺６点、和田

廃寺３点、飛鳥寺・田中廃寺２点、川原寺・山田寺・奥

山廃寺・豊浦寺１点。吉備池廃寺の１５点は中近世のもの

と考えられ、ほかも時期を判断できるものの多くは中世

以後である。寺院にほとんどない、という事実は円板の

性格を考える上で重要である。しかしその理由は現段階

ではわからない。

用 途 用途は百家争鳴である。多くの先行研究を渉猟

した川吉謙二は、ひとつに限定されることなく様々な使

われ方がなされたと述べた。以下、いくつか検討しよう。

灯心押さえとする説（兼康保明、山口格）を適用すると、

真正品がない点が気になる。石神遺跡、藤原宮跡でも土

器片の灯心押さえを使用したのか。それに灯心押さえな

らば寺院で多数出土してもおかしくない。油や煤の付着

も確認できなかった。山口が提示したように付着物から

灯心押さえと認めうる円板が存在するとしても、大多数

の円板は灯心押さえかどうか検討の余地がある。また反

対に、一乗谷出土の灯心押さえは有孔円板と類似してお

り、転用紡錘車の用途も再検討すべきかもしれない。

祭祀具説では、元興寺極楽坊出土の円板が冥銭とされ、

近年では有孔円板を模造銭とみる意見などがある。飛鳥

藤原でも出土状況をよく検討する必要がある。

今回、石神遺跡SE８００出土の瓦製大型円板２点（１０・

１１）は、祭祀遺物と考えた。なんら使用痕跡がないこと、

実用品とは思えない２㎝ほどに打ち割ったり研磨した瓦

片（３～５）、凸面が擦れた中型円板（９）とともに、井戸

の埋土から出土したためである。敷衍すれば、大型だけ

でなく中型にも祭祀具を含む可能性があろう。

これ以外の諸説も、遊戯具では駒石と円板の精製品が

似ているし、紡錘車未製品としての円板は当然あり得る。

しかし各説とも決め手を欠き、すべてを説明しうるもの

ではない。円板として一括される遺物には、性格が異な

る遺物が混在していると考えるのが妥当である。

まとめ 提示されている円板の用途の多くは思いつきの

域を出ないが、限定できない以上、それらも考慮せねば

ならない。大乗院庭園で報告された遊具と同様の近現代

の瓦製円板も出土しており、数十年前には表採した古瓦

で同様の遊具を作成していたとも聞く。このような要素

も含めて、雑多な円板をいかに分別してゆくかが今後の

課題である。また、中国では漢長安城未央宮に、韓半島

では楽浪郡治址、慶州にある雁鴨池や天龍寺址、朝鮮時

代の水原古邑城跡などに、瓦製紡錘車、その未製品とさ

れる瓦製円板、土器製円板が報告されている。日本との

かかわり、円板の用途を考える上で無視できない資料で

あり、今後は東アジアも視野に入れて円板を研究しなけ

ればならない。 （石橋茂登）
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はじめに

『日本書紀』持統７年２月条の「詔造京司衣縫王等収

所掘屍」という記事から、藤原宮・京の造営時に古墳を

破壊したことがわかる。発掘調査によっても藤原宮の下

層には、古墳時代の遺構や遺物が存在することを確認し

ている。古くは戦前の日本古文化研究所による調査で、

埴輪の出土が報告されている１）。近年も京域では四条古

墳や下明寺古墳などが、宮域では大極殿院・朝堂院地区

の発掘調査が進み、多数の埴輪が出土した。また、飛鳥

藤原第１３１次調査では、宮造営時に破壊された古墳を検

出する（本書１０２～１０４頁）など、宮周辺の埴輪や古墳の様

子が具体的に見え始めた。これを機に、藤原宮とその近

隣の古墳時代について考えたい。

藤原宮域出土の埴輪

１９８０年までに出土した藤原宮・京域出土の埴輪を報告

した『藤原報告Ⅲ』では、円筒埴輪を大きく３群に分け、

出土状況から宮域内外に古墳が存在することを指摘し

た２）。分類の詳細は報告を参照されたいが、Ⅰ群を４世紀

後半～５世紀前半、Ⅱ群を５世紀後半、Ⅲ群を６世紀前

半に比定している。新たな出土例を加えて、再度藤原宮

域の主な埴輪出土地とその埴輪を概観してみる（図２０）。

１次 宮南面中門とその南方にあたる。約２８０片出土。各

群が混在する。Ⅱ～Ⅲ群がやや多い。

１７次 日高山北麓に位置する。約１９０片。Ⅰ・Ⅱ群が各２

割、残り６割はⅢ群に属し、各群に形象埴輪が伴う。

２０次 宮造営時の運河から出土。約２８片。Ⅰ群とⅢ群が

半数ずつある。Ⅰ群は軟質だが摩滅が少なく、赤色顔料

がよく残る。Ⅲ群は硬質だが摩滅している。

２３次 １７次の東南に位置する。約１６５片。埴輪の諸特徴や

各群の出土割合は、１７次とよく似る。

４０次 日高山１号墳に伴う。内法で一辺１７mの周濠内に、

想定２８本の円筒埴輪と、蓋形・鶏形埴輪が立てられてい

た。有黒斑だが突帯のやや低い、５世紀中頃のもの。

４５‐２次 日高山東麓の谷を埋めた、厚さ３mに達する朱

雀大路造成に伴う整地土中から多量に出土。約４２０片。Ⅰ

～Ⅲ群のほかに、日高山１号墳のものに似る５世紀中頃

の埴輪が含まれる。

１１３・１１８・１２４・１３１次 高所寺池堤防改修工事に伴う一連

の調査。１３１次では約２５０片が出土。いずれの調査でも、

Ⅲ群の埴輪が８～９割を占めるが、１３１次の古墳周濠SD

９８２０では、Ⅱ群がまとまって出土した。

１２０次 朝堂院東第二堂北半部にあたる。約３５０片。約８

割がⅠ群に属する。形象埴輪は、外面に赤色顔料が明瞭

に確認できる大きな破片が多い。中でも、大きさや形態

が、大阪府津堂城山古墳例に類似する蓋形埴輪や大型の

家形埴輪は、小規模な古墳ではあまり見ないものである。

１２５次 朝堂院東第二堂南半部。約１３０片。約８割がⅠ群

に属する。埴輪の諸特徴は、１２０次と酷似している。

１２８次 朝堂院東南隅。約２５０片。９割近くがⅢ群に属す

る。出土点数は多いが、小片のみで形象埴輪は少ない。

なお、日本古文化研究所の調査では、字南城殿（朝堂院

西第二堂付近）から蓋形埴輪立ち飾り部が、１次調査と同

位置にあたる南面中門南方からは円筒埴輪や家形埴輪の

出土が報告されている３）。蓋形埴輪はⅠ群に、円筒埴輪や

家形埴輪は、Ⅲ群に属すると考えられる。

３つの古墳群

以上をまとめると、藤原宮域の埴輪の出土状況は、大

きく３つに分けることができる。すなわち、A）Ⅰ群が

大半を占めるもの。朝堂院北半部（１２０・１２５次）。B）Ⅲ群

が大半を占めるもの。朝堂院東南隅および宮東南部（１２８

次と高所寺池の各調査）。C）Ⅰ～Ⅲ群が混在するもの。大

極殿院および日高山丘陵北麓から宮南面中門（１・１７・２０・

２３・４５‐２次）、である。

A：朝堂院北半部やその周辺から出土するⅠ群の埴輪

は、軟質であるにもかかわらず遺存状態が良く、遠くか

ら運ばれたとは考えにくい。特に、朝堂院東第二堂から

はⅠ群が集中して出土しており、近傍に５世紀前半の古

墳が存在する可能性が高い。

B：宮東南部の埴輪は、Ⅱ群をもつ１３１次の古墳周濠を

除くと、Ⅲ群が多数を占める。付近に古墳があったと思

われるが、出土量が少ないことからやや離れた場所にあ

ったと推定される。朝堂院東南隅でも、宮東南部と同様

にⅢ群が集中している。宮南面中門より南方では日高山

丘陵の埴輪が広がっていたが、朝堂院には及ばない。出

土した埴輪はいずれも小片で硬質に焼成している反面、

摩滅が進んでいるため、直近ではないがさほど遠くない

ところに古墳があったのだろう。

埴輪からみた藤原宮域の
古墳時代
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C：日高山丘陵とその周辺は、朱雀大路を通すために

丘陵を削って大規模な造成工事をしたことがわかってい

る。その整地土にはⅠ～Ⅲ群が混在しているため、日高

山丘陵上には、Ⅰ～Ⅲ群各期（４世紀末～６世紀前半）にか

けての古墳が存在していたのである。

古墳の造営主体

以上のように、藤原宮域には３つの古墳群を想定する

ことができる。その造営主体を考えるため、藤原宮域の

集落遺跡をみてみる。

Ⅰ群に対応する時期の集落は、藤原宮西北部（９４次）や

宮東方官衙地区（３８次）などで確認されているが、両集落

ともに規模は小さく、朝堂院北半部近くに想定する古墳

の造営主体は不明である。

Ⅱ・Ⅲ群に対応する時期の集落は、東方官衙地区と宮

東南部・西南部にある。東方官衙地区では、５世紀後半

の棟持柱をもつ掘立柱建物と、東西約５０mの区画内に整

然と配置した、６世紀の総柱建物を検出している。一般

集落ではなく、屯倉や豪族の居宅の一部と推定している

（４１・４４次）。宮西南部（６２次）や香久山西麓（４５～４７次）、

宮東南の高所寺池（１１３・１１８次）では、竪穴住居や韓式系

土器が出土し、渡来人も居住する一般集落であるとみら

れる。しかし、彼らは埴輪を樹立した古墳は営まなかっ

ただろう。渡来人の集落をのぞけば、現在のところ概期

の集落は、宮東方官衙地域しかなく、有力な候補地であ

る。そこは、南から北にのびる舌状の微高地にあたり、

現在も木之本町や高殿町の集落が営まれている。集落を

営む最好適地である微高地には、高所寺池や日高山を墓

域にしていた人々の集落が存在する可能性が高い。

おわりに

藤原宮内から出土する埴輪の数は、直接古墳に伴って

出土する場合に比較して著しく少ないが、古墳の位置や

造営主体をある程度考えることが可能である。藤原宮の

ある奈良盆地南部は、大和古墳群を擁する盆地東南部に

比べ前・中期古墳の分布は希薄であるとされていたが、

今後、明確な遺構の確認が期待できる。 （前岡孝彰）

注
１）日本古文化研究所『藤原宮阯伝説地高殿の調査二』１９４１。
２）「飛鳥・藤原地域の埴輪」『藤原報告Ⅲ』１９８０。
３）出土埴輪の一部は、橿原市立鴨公小学校に所蔵されている。

０ ３０�

２３次調査出土 鶏形埴輪

２３次調査出土 家形埴輪

４０次調査出土 蓋形埴輪

図２０ 藤原宮域の埴輪出土地点と出土埴輪 １：１０，０００ １：１０
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明日香村飛鳥集落の北西、旧飛鳥小学校東方から不思

議な石造物が掘り出されたのは、１９０２年のことだった。

花崗岩製のこの石造物は「石人像」「須彌山石」とよばれ、

現在飛鳥資料館で展観されている。

飛鳥藤原宮跡発掘調査部では、１９８６年以来、この石神

遺跡の発掘調査を継続している。発掘は１６次を数え、２

つの世紀にわたる調査部でも数少ない調査となった。調

査ごとに概要を報告しているが、複雑に重複する遺構は

調査担当者を苦しめ、調査ごとにまとめられた遺構変遷

は、それ自体が遺構「解釈」変遷になるぐらいだ。本稿

は、そのような石神遺跡の遺構変遷に新機軸を打ち出そ

うなどという大それた意図に基づくものではない。

ことの発端は、現在進行中の飛鳥池遺跡の報告書にあ

る。飛鳥池遺跡（明日香村飛鳥）は飛鳥時代最大の工房遺

跡なので遺跡地内に瓦葺建物が存在した徴証にはとぼし

いが、飛鳥寺に近接していることもあって、多数の軒瓦

が出土している。

これらの中に、八弁の蓮華紋が八角形となる「角端点

珠型式」あるいは「奥山廃寺式」と呼称される軒丸瓦が

ある。出土した８点、最大でも蓮弁１枚分の破片にすぎ

ない、この軒丸瓦が飛鳥池遺跡の性格を左右するほどの

重みをもつものではない。ただ、飛鳥寺ではごく少量の

出土にとどまるこの型式の出自は知りたい、と思った。

調査過程での概要報告では、これらの軒丸瓦について、

奥山廃寺（奥山久米寺跡、明日香村奥山）の同笵品（奥山廃寺

式Ⅱ型式E）と報告してきた。奥山廃寺Ⅱ型式は、この寺

の金堂創建軒丸瓦だ。

しかし、出土した軒丸瓦を詳しく検討すると、奥山廃

寺の「奥山廃寺式」軒丸瓦（現在、A～Eの５種に細分）とは

同笵でないとわかった。飛鳥でこの型式の瓦を出土する

寺跡はあまりなく、和田廃寺（橿原市和田町）などでごく

少量が出土した以外、ほとんどみつかっていない。唯一

の例外が、石神遺跡。ここから出土する飛鳥時代の軒丸

瓦の大半が「奥山廃寺式」だ、ということはあまり知ら

れていない。報告していないから当たり前である。その

責をぬぐいたい。

石神遺跡から出土した奥山廃寺式軒丸瓦は、総数６４点

にのぼる。まとまって出土したのは、遺跡の南辺、第３

・４次調査区。第３次調査区では、南接する水落遺跡と

の境界施設SA６００・５６０の南側、溝SD５３１やSD５２４・５５７

から出土した。

第４次調査区では、B期（７世紀後半：天武朝）の総柱建

物SB７３５の基壇をおおう黄色粘土層から出土した。その

後も、少しずつではあるがこの型式の軒丸瓦は出土して

いる。

石神遺跡の「奥山廃寺式」軒丸瓦は、A～Eの５種類が

ある。まず各々の特徴をのべよう。

石神A 弁区と外縁との間が０．７～０．８㎝ほどあき、蓮弁

・中房ともやや盛り上がりに乏しい。弁幅４．４㎝。間弁は、

中房から発した放射状の軸線と、左右にひらいた紡錘形

部分とが離れる。弁区から外縁との間にかけて木目状の

笵傷がある。

瓦当をほぼ完存する資料（図２１－１）は、筒部先端を片

ほぞ形に加工した丸瓦を裏面の上端に接合する。ほかの

資料は、筒部先端未加工の丸瓦を接合する。瓦当の各蓮

弁に対する丸瓦接合位置は、互いに直交する２方向に限

られる。

胎土・焼成は、①明灰色で表面が多少いぶし焼き風に

黒くなる、②淡青灰色で硬質、③表面が暗褐色で断面が

明褐色、の三者があり、①と②が多い。合計１７点出土。

石神B 石神Aに似るが、中房がやや大きく（直径３．５㎝）、

間弁先端の紡錘形の部分が太い。笵傷は一致しない（２）。

平坦に仕上げた瓦当裏面の上端に、先端未加工の丸瓦

を立てて接合する。支持ナデはなく、接合粘土は少量。

砂粒の少ない緻密な胎土をもち、軟質の焼きのものが多

い。表面は明灰色、断面はオレンジ色。８点出土。

石神C 石神Aに似るが、中房がわずかに小さく（直径３．１

㎝）、蓮弁の形状や笵傷の位置も石神Aと一致しないの

で、別笵と認定した（３）。弁幅４．５㎝。

丸瓦は、先端の凹面側をヘラケズリして接合する。内

面接合粘土は少ない。砂粒の少ない緻密な胎土をもち、

瓦当はごく薄く作る。石神Aとは笵傷が一致しないので

この型式と認めた２点を含めて、合計３点ある。

石神D 弁区と外縁との間のあきが０．５㎝しかなく、石神

遺跡の奥山廃寺式軒丸瓦では最も狭い。弁幅４．２㎝。砂粒

を多量に含んだ粗い胎土が特徴的。

丸瓦凹面先端をヘラケズリして瓦当裏面上端にさし込

石神遺跡の瓦
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むもの（４）、丸瓦凸面先端をヘラケズリして瓦当裏面上

端に少しだけさし込むもののほか、加工をほどこさずに

瓦当裏面上端にのせて接合するもの三者がある。合計１３

点が出土した。すべて第３次調査区出土。

石神E 石神A～Cのように弁区と外縁との間が０．７㎝ほ

どあく。石神Aに似るが、間弁が細く、先端の紡錘形と

の間がやや広く離れることと、弁端の点珠が小さいこと

で区別できる。弁幅４．１㎝。砂粒をほとんど含まない須恵

質の焼きも特徴。

丸瓦凹面先端を斜めにヘラケズリして接合するもの

（５）と、先端を片ほぞ形に加工し、瓦当裏面上端に被せ

るようにして接合するものとがある。奥山廃寺Ⅱ型式E

と同笵。焼きも胎土も奥山廃寺と一致する。７点出土。

以上の「奥山廃寺式」軒丸瓦のほかに、中房だけはよ

く似た十弁の素弁蓮華紋軒丸瓦がある（６）。蓮弁の形状

からみて、飛鳥寺「花組」の系統だが、飛鳥寺ではこれ

まで出土していない。仮に「石神F」と名づけよう。

石神Fは、飛鳥寺Ⅰ型式よりも蓮弁にふくらみが強く、

外縁の幅が広い。平坦に仕上げた瓦当裏面の上端に、凹

面をヘラケズリした丸瓦を接合する。裏面の下半分の周

囲をつまみあげてとがらせる。１４点が出土した。

さて、石神遺跡から出土するこれら飛鳥時代軒丸瓦は

どう評価すればよいか。石神遺跡A～D期の建物はすべ

て掘立柱建物で瓦葺ではないから、そこにはのらない。

奥山廃寺式軒丸瓦の年代観は、これを６２０年代から６３０

年代とみている。片ほぞ接合があることや、ともなう玉

縁丸瓦が玉縁部内面（凹面）をヘラケズリする、といった、

飛鳥時代初期の「星組」瓦に特徴的な技法的要素をそな

えていることが、その理由。そして、６４０年前後には、百

済大寺（吉備池廃寺、桜井市吉備）や山田寺（桜井市山田）で

山田寺式軒丸瓦が登場し、素弁型式が終焉をむかえるか

らだ。紋様様式からいえば、奥山廃寺式と山田寺式との

間に「船橋廃寺式」がある。奥山廃寺式は、推古朝の末

期から舒明朝前半ぐらいと考えたい瓦だ。素弁十弁軒丸

瓦（石神F）についても、同じような年代とみてよい。

さて、石神遺跡A期の遺跡中枢には、東西に２つの区

画があり、その東区画の中心に井戸SE８００がある。この

井戸の構築は、出土土器により飛鳥土器編年の飛鳥Ⅰの

新しい段階とされる。土器の年代は山田寺下層土器など

によって、６４０年代とみてよい。これが石神遺跡A期の開

始年代ならば、軒丸瓦６種はそれ以前の瓦となる。

石神遺跡の軒丸瓦A～Fの出土点数７８点（種別不明含

む）は、奥山廃寺の奥山廃寺式軒丸瓦出土点数（１１５点）に

迫り、平瓦広端幅３５㎝とした単純計算で軒先２７．３m分。

これは、飛鳥寺東金堂の屋根正面（平側）全長よりも若干

長い距離になる。石神遺跡に、井戸SE８００構築以前の瓦

葺建物が存在した、と推定することは十分可能だ。

飛鳥時代初期には、瓦葺建物＝仏教寺院、が常識。斉

明女帝が小墾田宮を瓦葺にしようとして頓挫したのは

６５５年のことだった。飛鳥寺の北面大垣に接して別個の

寺があった、とも想像しにくい。

けれども、埼玉稲荷山古墳鉄剣銘に記されたような原

義での「寺」として、石神遺跡の瓦葺建物を評価するこ

とはできないだろうか。私はその可能性を想定するのだ

が、紙幅も尽きた。稿を改めて論じてみたい。

（花谷 浩）

参考文献

西口壽生「石神遺跡SE８００出土土器の再検討」『年報１９９７－Ⅰ』。

１ ２ ３

０ １５cm

４ ５ ６

図２１ 石神遺跡の軒丸瓦 １：６
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はじめに

飛鳥藤原第１１３次調査（高所寺池堤防改修にともなう事前

調査）で５０点ほどの凸面布目平瓦（以下、凸布）が出土した。

これらは、井戸SE９３３０の埋土や遺物包含層などから出土

したもので、伽藍などの寺院遺構にともなうものではな

い。しかし、その内容には非常に興味深い点がある。今

後の凸布に関する研究の進展のためにも当該資料を紹介

したい。また、一部ではあるが、川原寺出土の凸布につ

いても再検討を試みたい。

第１１３次出土の凸布 １～４類に分類できる。

１類 全長や幅などは不明。厚さは１．７～２．２�。凸面に

は側板痕が明瞭に残る。側板の幅は２．５�前後。各側板に

は縦方向に約４．５�間隔で長径５�ほどの楕円形の凹み

がある。布を側板に留めたつけた撚紐の圧痕と考えられ

る（以下、布留痕）。また、糸切痕や粘土板合わせ目が確認

できるものもある。凹面は棒状の工具を用いてヨコ方向

になでる。ヨコナデの後、タテナデを施すものもある。

叩きなどの痕跡は一切残さない。側面は凹凸両面側から

深い面取りをして断面剣先形に加工するものと、分割面

を削り凹凸両面側から面取りするc３手法１）のものがある。

焼成は須恵質で胎土は精良。クサリ礫を含むのが特徴で

ある。側面と凹面の調整の方法や、胎土と焼成の特徴な

どから荒坂瓦窯産と推定できる。

２類 全長や幅は不明。厚さは１．７～２．４�。凸面に残る

側板痕はあまり明瞭でなく平滑である。側板の幅は２．５

�程度。布留痕もみられるが、明瞭ではなく、縦の間隔

も約１４�と広い。糸切痕や粘土板合わせ目が確認できる

ものもある。凹面調整はタテナデ。側面調整はすべて c

３手法。焼成は須恵質になるものが多い。胎土は石英や

長石を多く含み、１類に比べると粗い。

３類 全長や幅は不明。厚さはほとんどのものが１．６～

２．３�であるが、３．０�と厚いものもある。糸切痕を明瞭

に残すものが多い。また、凸面に１０�ほどの撚紐の圧痕

がみられるものがある（図２４）。１・２類のような小さな

布留痕が凸面に確認できないことから、これも布を側板

に留めつけたものと考えたい。撚紐が布目の上にあるこ

とも傍証となろう。ただし、すべての側板にあるわけで

はない点は注意が必要かもしれない。側板に布を留めつ

ける箇所が少ないのだろうか。このような資料が増える

ことを期待したい。

３類の側板痕は平滑で不明瞭なものと凹凸の明瞭なも

のがある。側板幅は２．５�前後。凹面調整は砂粒の動きが

大きい特徴的なヨコナデ。１・２類と比べるとナデによ

る凹面の凹凸が著しい。側面調整は分割面を削り凸面側

のみを面取りするc２手法が多く、c３手法もみられる。

焼成は硬質のものとやや軟質のものがあり、色調も灰色、

黒灰色、灰白色、橙灰色など様々である。

４類 赤褐色や橙褐色を呈する焼成不良の一群である。

側面は剣先形とc３手法のものがある。凹面調整は工具

を用いたヨコナデ。これらの特徴は１類に類似している。

１類の焼成不良品の可能性もあると考えられる。

１～４類のすべてに共通するのは、糸切痕や粘土板合

わせ目が確認できることである。これらの痕跡から考え

ると、布を留めつけた桶型の内側に粘土板を貼りつけて

粘土円筒を作成した桶型内巻作りであるといえる。

また上記のうち、３類は側面や凹面の調整手法におい

て１・２・４類と違いがみられ、側板に布を留めつける方

法も異なっている。このような凸布はどこの寺のものな

のだろうか。第１１３次で凸布が多く出土したSE９３３０は藤

原京左京七条二坊西北坪にある。この付近の寺院跡とい

えば、左京八条二坊に位置する小山廃寺が思いつく。

小山廃寺は字名「キデラ」から紀寺跡に推定されてい

る。この小山廃寺からも凸布が出土している２）。

小山廃寺の凸布には多様性がある３）。側面調整は剣先

形のものもあるが、c２・c３手法のものが多い。焼成も

灰黒色や黄灰色、灰白色などを呈す。凹面は砂粒が大き

く動くヨコナデ。これらの特徴は３類に酷似している。

長い撚紐の布留痕の有無は不明だが、凸面の側板痕が不

明瞭で平滑なものがある点などから考えて、３類は小山

廃寺の瓦とみて間違いないだろう。

川原寺の凸布再見

川原寺の凸布には糸切痕や粘土板合わせ目が確認でき

るとともに、桶の合わせ目が観察できる資料がある４）。こ

のことから、川原寺の凸布は展開した桶に粘土板を貼り

つけ、桶もろとも巻きつけて粘土円筒を作成する桶型内

巻作りであると考えられている５）。粘土円筒を作成する

際、桶の合わせ目と粘土板の合わせ目が一致しないのは、

飛鳥における凸面布目平瓦
の一事例
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桶型に粘土板を貼りつける際に「のりしろ」部分を設け

るためである６）。この「のりしろ」の長さについては、中

井公氏よりご批判をいただいた７）。そこで再度、川原寺の

凸布について検討してみたい。

図２２－１は、凸面の右端に布端の綴じつけがみられる

とされた資料である（△の部分）８）。一方、図２２－２は２箇

所の布端の綴じつけの間に布目の及ばない一枚分の側板

痕がある（▲の部分）。この両者の布端の綴じつけを比較

すると、布の引っ張られ方に違いがみられる。後者に比

べ、前者の方が布の引っ張られ方が弱い。また、図２２－

１の右側縁にはわずかながら布目が確認できる（図２３）。

もし、当該部分が布端の綴じつけであるならば、右側縁

にみえる布目は逆方向に引っ張られると考えられる。お

そらく、布留痕のすぐ脇をヘラケズリしているために布

端の綴じつけのようにみえたのだろう。

上記のように考えて川原寺の凸布をみると、布端の綴

じつけは瓦の右端に、粘土板の合わせ目は瓦の左端に確

認できる例が多いことに気がつく。中井氏が指摘される

ように、「のりしろ」はわずかな幅で、その両者の間で分

割されている可能性が高いと推測できる。

本来ならば、側板パターンを検証し、粘土板合わせ目

と桶の合わせ目の出現傾向を分析する必要があるが、現

段階ではそこまで到達できていない。この点の解明には

もう少し時間がかかりそうだ。徐々に解明されつつある

凸布だが、その謎はまだまだ深い。 （小谷徳彦）

注

１）大脇潔「研究ノート丸瓦の製作技術」『研究論集�』１９９１。
２）奈良県立橿原考古学研究所「明日香村紀寺跡第７次発掘調査

概報」『奈良県遺跡調査概報（第二分冊）』１９９２。

３）小谷徳彦「凸面布目平瓦の製作技法とその系譜－大和盆地出

土例を中心として－」『帝塚山大学考古学研究所研究報告』

Ⅲ、２００１。

４）花谷浩「川原寺の調査－１９９５‐１・１９９６‐１次」『年報１９９７‐Ⅱ』

１９９７。

５）展開した桶に粘土を貼りつけて桶ごと円筒状にする技法は大

脇潔氏によって提唱された。大脇潔「古代造瓦技術に関する

一考察－凸面布目平瓦の製作技法を中心として」『奈良国立

文化財研究所第５０回公開講演会資料』１９８１、「凸面布目平瓦

再考」『帝塚山歴史考古学研究会第７回発表資料』１９８４、「凸

面布目平瓦の製作技術」『古代の瓦を考える－年代・生産・

流通』１９８６。

６）前掲注３。

７）中井公「凸面布目平瓦研究の最近の動向について」『藤澤一夫

先生卒寿紀年論文集』２００２。

８）前掲注４。

▼

▽

△
▲ ▲

図２３ 川原寺出土凸布細部

�
� �

１（川原寺） ２（川原寺）

４（３類）３（２類）

図２２ 飛鳥の凸面布目平瓦 １～２＝１：６ ３～４＝１：５ 図２４ 凸面の長い撚紐痕跡
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藤原宮域を囲郭する施設は、掘立柱塀の大垣を主軸に

して、その内側に内濠、外側に外濠を配する。さらに外

側の、宮域の周囲の条坊道路との間に、場所によっては

幅が２８mを超える広大な外周帯が設定されている。私は

１９８４年に、藤原宮の諸地割計画の復元をこころみた際に、

これら藤原宮外郭施設の設定規格についても検討し、と

りわけ南面の外濠の位置が、調査地点によって南北にか

なり異なっている事実について、図２５・２６に示したよう

に、宮南面中門（朱雀門）ないしは南面宮城門の前面に限

って、１５大尺、つまり外濠の設定幅だけ門側に接近した

地点に設定されていたと想定した１）。

その後長い間、藤原宮南面外郭施設に関わる発掘調査

の機会がなかったが、２０００年から２００１年にかけて、藤原

宮の東南側で大垣、内濠、外濠、六条大路を一連の調査

区の中で確認する調査が、第１１８次と第１２４次の２度にわ

たって実施された。その報告文の中で、調査者は、南面

中門（朱雀門）以東で初めて宮南限施設を確認したことを

受けて、各遺構の国土座標値を示し、さらに既往の調査

で明らかにされている南面外郭施設遺構も合わせて、設

定方位などについての分析をおこなっている２）。それに

よると、①内濠、南面大垣、外濠の遺構は、いずれも非

常に整合性の高い直線の式を導くことができる。②いず

れの遺構も、全て東で北に振れる造営方位を示す。③そ

の振れは、大垣が０°４５′５５″、内濠は０°４５′５０″と、両者

ほぼ平行するのに対して、外濠は１°２４′２２″とやや大き

く、それらと平行しない。以上の指摘に基づいて、「（外

濠の）振れの違いが南面の施設全体に及んでいたことが

確定した。大垣と外濠との距離が西になるほど広がるの

は、各々の方位が異なることに原因していたのである」

との判断を示した。しかしながら、私は上記の分析のう

ち、外濠に関しては「整合性の高い直線の式」は成立し

がたいと考えており、したがって、外濠のありようにつ

いての理解にも異論がある。

藤原宮南面外郭施設についての発掘調査は、これまで

に、A大垣西南角周辺（第３４次：１９８１）３）、B宮南面西門の西

側（第２９－６次：１９８０）４）、C宮南面中門〔朱雀門〕周辺（第１

次：１９６９）５）、D宮南面東門の東側（第１１８・１２４次：２００１・２００２）６）、

E大垣東南角の東側（第１１８次：２００１）７）の５地点でおこなわ

れている。A、B、C地点での内濠、大垣、外濠の設定規

格については旧稿で分析したが８）、図２７に示したように、

A、B地点では、大垣を中心にして、幅６大尺（復元値２．１２

m：以下、復元値算出には、大垣西南角と朱雀門心の間隔４６０．２４

mが１３００大尺であることから求めた１大尺＝０．３５４０m＝０．２９５０m

×１．２を援用する。）の内濠の南岸まで３０大尺（１０．６２m）、幅

１５大尺（５．３１m）の外濠北岸まで６５大尺（２３．０１m）であった

と考えた。これは宮北面中門付近での北面外郭施設の設

定状況と一致している。それに対して、C地点の朱雀門

の南側では門心（＝大垣心）から外濠北岸までを５０大尺

（１７．７０m）と復元しうるのであり、ちょうど外濠の幅１５

大尺分門側に寄っていることが知られた。ここでの状況

は宮東面の外郭施設と共通している。以上の状況をもと

藤原宮南面外郭施設
設定規格復元考

図２５ 藤原宮外郭地割復元想定図１９８４（単位は令大尺） 図２６ 藤原宮南面大垣地割復元図１９８４ １：８００
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にして、冒頭に述べたような、南面外濠の設定状況を想

定したのであった。

さて、近年調査されたD、E地点でも、大垣と内・外濠

の位置関係は整然とした企画性をみせている。内濠と大

垣の関係は、この近辺においても、宮域の他の全ての地

点での設定寸法、つまり大垣と３０大尺の間隔を置いて幅

６大尺の濠という規格を復元できる。いっぽうD、E地点

での外濠と大垣の間隔は南面外郭の以西に比べるとさら

に狭くなっており、大垣心から外濠北岸までの距離は

１４．５m前後である。外濠の遺存幅は最大部分で５mほど

であり、本来の幅を１５大尺（５．３１m）とすると、大垣、外

濠の間隔は４０大尺（１４．１６m）の設定寸法に復元すること

ができ、全体の設定規格によく階調する状況となる。そ

して、朱雀門前の外濠の位置と比べると、ちょうど１０大

尺北に設定されていることになる（図２７）。

先に紹介したように、第１１８・１２４次調査の報告文では、

外濠と大垣の間隔が西にいくほど広くなっているのは、

外濠の設定方位が大垣、内濠に比べると東で北に、より

大きく片寄っていることによるとみている。しかし、事

実はそれとは異なっている。まずA地点とB地点である

が、両地点とも大垣、内濠、外濠の位置関係は同じであ

ったと復元できる。A、B地点は東西に１２０mほど隔たっ

ているが、その間、大垣、外濠は東で０°４６′３９″北に振れ、

内濠は同じく０°４４′００″の振れを示す。わずか２１秒の違

いであり、１２０mの距離にあっては１．２cmの相違でしかな

いので、大垣、内濠、外濠はまったく同じ造営方位を示

している、つまり同じ間隔を保つように設定されたとみ

て差し支えあるまい。いっぽう、相互に９０mへだたって

いるD、E地点も、外郭施設は同一の規格で設定されてい

るとみたが、造営方位も、大垣がE０°５７′１７″N、内濠がE

１°０１′０７″N、外濠がE０°５３′２８″Nであり、最大０°０７′

３９″の違い、つまり９０mの距離では約２０cmの相違にすぎ

ないので、三者は同一の造営方位で設定されているとみ

るべきであろう。

いっぽうB地点とC地点との間は３１０mほど離れている

が、この間での大垣の造営方位の振れはE０°４９′０６″N、

内濠はE０°５０′１２″Nであり、まったく一致しているとみ

てよく、またA、B間の外郭施設全体の振れにも近似して

いる。ちなみに、南面大垣西端（A地点）と宮南面中門

〔朱雀門〕（C地点）の中心を結んだ大垣の方位の振れはE

０°４７′０４″Nである。B、C間の外濠についてはE１°４６′

５５″Nであり、大垣、内濠に比べると著しく大きな数値と

なっている。またC、D地点間では大垣がE０°４４′４８″N、

内濠がE０°４３′４５″Nとほぼ同じであるのに対して、外濠

はE１°１８′０７″Nと、東で極端に北に振れる角度を示して

いる（図２８）。

如上の造営方位の分析結果からおのずと導かれるのは、

宮南面において、外濠は「１°２４′２２″」という一様な角度

で西から東に向かって次第に北に片寄っていく、別の表

現で言うならば大垣と外濠の間隔は西から東に行くにし

たがって一様に漸減する、という状況理解ではなく、南

面大垣西部では大垣、外濠の間隔は６５大尺、大垣中央付

近では５０大尺、大垣東部では４０大尺に設定されていた、

という事実関係であろう。

このように、大垣の外側にあって、外濠との間の空間

地帯（＝�地）の幅員が場所によって異なっているとい

図２７ 藤原宮南面外郭施設Ⅰ〔南面大垣を水平・直線に表示〕（単位は令大尺） １：８００
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う事態は、いかにも不自然に映じる。しかし、私たちは

まず確かな事実から出発しなければならないことはいう

までもない。この部分の�地の広さの相違は、外濠のさ

らに外側に設定されている宮外周帯の設定幅の変化に直

接連動することとなる。わが国の古代都城形制史上、藤

原宮に特有のこの外周帯の位置づけにも密接にかかわっ

てくることとなるが、外周帯の分析にあたっては、その

南側に設定されている六条大路の解明が不可欠とされる。

しかしながら、六条大路についての発掘調査成果は、外

濠にまして輻輳した状況をみせている。この点の解明も

含めて、さらなる検討を約して、いったん筆をとどめる

ことにする。 （井上和人）

注

１）井上和人「古代都城制地割再考」『研究紀要�』１９８４。
２）花谷浩・小谷徳彦・小澤毅「東南官衙地区および左京六条二

坊の調査－第１１８次・１２４次」『紀要２００３』２００３。

３）「藤原宮西南地域の調査（第３４次）」『藤原概報１２』１９８２。

４）「藤原宮南面大垣の調査（第２９‐６次ほか）」『藤原概報１１』１９８１。

５）「Ⅲ藤原宮の調査」『藤原報告Ⅰ』１９７６。

６）花谷・小谷・小澤前掲注２「東南官衙地区および左京六条二

坊の調査－第１１８次・１２４次」。

７）花谷・小谷・小澤前掲注２「東南官衙地区および左京六条二

坊の調査－第１１８次・１２４次」。

８）井上和人前掲注１「古代都城制地割再考」。

図２８ 藤原宮南面外郭施設Ⅱ〔国土座標系上の遺構の位置関係を表示〕（単位は令大尺） １：８００

図２９ 藤原宮南面外郭施設設定規格復元図（単位は令大尺）
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はじめに 陸奥・出羽からの貢進物付札（荷札木簡）は、

都では出土しないのが「常識」である。出土例がみられ

なかったこと、両国の調庸物は征夷のため都に貢進され

なかったという研究などが、この常識を裏打ちしてきた。

しかし、近年行っている再調査で、既報告の木簡中から

陸奥国の荷札木簡が「発見」された。

検討の過程 当該資料は、『平城宮木簡 三』３０５８号。

『平城宮木簡』では、国郡名は読めておらず、わずかに

「郡」字だけを読む。「表は、腐朽・損傷の部分が多

い。」と解説しており、釈読の困難さを示す。法量は縦

３１９㎜幅２５㎜厚さ６㎜と、かなり大型で厚みもある。現状

では保存処理済み。

赤外線テレビカメラ装置を用いて観察したところ、国

郡名部分の筆画をかなり追うことができた。国名一文字

目は左側にこざとへんらしきものが、右側には四本ほど

の横画が認められ、二文字目は上半分に箱状の筆画が、

下半分に「大」の筆画が認められた。「国」字については

ほぼ確実に確認され、郡名についても「石取」もしくは

「名取」と釈読された。

陸奥荷札の発見 一文字目にこざとへんがつく国は、

「陸奥」しかない。一方、『倭名類聚抄』には石取郡はな

く、名取郡が陸奥国にある。よって「陸奥国」の可能性

が極めて高いが、「奥」字が字典類に載っている崩し方と

やや異なる。そこで『平城宮木簡 四』４０２４号の「陸奥」

字や正倉院文書（「上階官人歴名」『大日本古文書』二四－７４・

続々修二四秩五裏など）中の文字などと参照し、「陸奥」と

釈読して良いと判断した。

「御」字の上は「布」字であり、「郡」字の下は郷名で

はなく品目名。「籠」という単位、『延喜式』の規定など

から、品目は昆布であろう。品目の一文字目は糸偏とみ

られ、「細」・「縒」・「縄」などが想定される。「籠」字の

下の寄せ書きは、重量を記している可能性が高い。

以上より、本木簡は陸奥国名取郡からの贄の昆布に付

けられた荷札木簡である。

おわりに 今回の「発見」は、「陸奥・出羽の荷札は出土

しない」という常識を覆した。今後は新たな目で資料を

検討する必要があろう。 （馬場 基）

図３２ ６：５

陸
奥
国
名
取
郡
□
□
布
御
贄
壱
籠

天
平
元
年
十
一
月
十
五
日

319

×25

×6
031

図３０ ３０５８号木簡
可視光写真

図３１ ３０５８号木簡
赤外線デジタル
写真

図３２ ４０２４号木簡 図３１ ４：５ 図３０ ４：５

陸奥国荷札の「発見」

� 研究報告 29



はじめに 現在、２０１０年の竣工を目指して、平城宮の中

枢部ともいえる第一次大極殿院の復原工事が進んでいる。

そしてこの復原には、当研究所による約４０年間におよぶ

発掘調査や研究の成果が利用される予定である。しかし

第一次大極殿院の一部を構成し、大極殿前面に存在する

磚積擁壁の所用磚については、今まで詳細な検討がなさ

れたことはない。また宮内の各地区でも多数の磚が出土

しているが、やはり同様の状況である。そこで本稿では、

まず宮内の各所から出土する磚の形状・法量の傾向を検

討し、その相違点等を把握したい。またその過程で、第

一次大極殿院磚積擁壁所用磚の形状・法量の傾向を明ら

かにし、第一次大極殿院磚積擁壁復原に資するデータの

提示をおこなうことも研究の目的としたい。

分析方法 分析の手順としては、まず平城宮内全体の傾

向を把握し、その後に宮内各地区ごとの傾向差を調べる。

形状把握の方法としては、岩石学の分野ではスタンダー

ドなZingg（１９３５）の方法を採用する（図３３）。この方法は、

測定対象物の長さ、幅、厚さと、比率を元に、その形態

を把握する方法である。しかし方法の性格上、図にも示

すように、本来は直方体や立方体のような方体形状をな

す物体の形態を判定するのに適した方法であり、磚の形

状を示すには最適の方法といえる。出土磚の法量につい

ては、その長さ・幅・厚さを測定して、散布図などを使

用してその分析結果を示す。

分析対象資料 平城宮では、第一次大極殿院地区、内裏

地区、東院地区、内裏東方官衙地区、馬寮地区、東大溝

周囲などから多くの磚が出土している。しかし、所属時

期がある程度判明し、分析に耐えられる資料数を単独で

出土している地区は、第一次大極殿院地区・内裏東方官

衙地区、馬寮地区のみである。第一次大極殿院地区出土

磚の多くは、磚積擁壁（SX６６００）付近から出土した資料で

ある。磚積擁壁の構築が奈良時代初頭であることから、

所用磚の所属時期も概ねにその前後に位置づけられる

（『平城報告�』）。一方、内裏東方官衙は、恭仁宮からの還

都後の奈良時代後半期に、当初の掘立柱建物群から、磚

積基壇礎石建建物へと装いを新たにしている。その際に

磚を新たに製作した場合、帰属時期は奈良時代後半と考

えられる。しかし第一次大極殿磚積擁壁の磚を再利用し

たとする見解もある（町田１９８６）。馬寮地区出土磚につい

ては、その多くが平安時代初頭、平城上皇の平城還都時

に建てられた二面庇付南北棟建物（SB６４０１）の柱据付掘

形の礎盤として用いられている。再利用の可能性を考慮

しても、奈良時代後半～平安時代初頭期のものと判断さ

れる。

磚の形状 上記の方法に基づき、X軸に厚さ／幅（以後 a

値と呼ぶ）、y軸に幅／長さ（以後 b 値と呼ぶ）を示した領

域に、出土磚の形態の位置をプロットした散布図（図

３４）を見ると、平城宮内出土磚は、a値０．３前後、b値０．９

～１．０前後のAタイプ、a値０．３前後、b値０．７～０．８のB

タイプ、a値０．４～０．６、b値０．５～０．６のCタイプの三つの

タイプに分かれることがわかる。

次に出土地区ごと出土磚の形状の傾向をみると、第一

次大極殿院地区と内裏東方官衙地区ではA・Cタイプの、

馬寮地区ではBタイプの資料から構成されている。この

うち、第一次大極殿地区のAタイプは b値が高い資料

（分布幅０．９７～１．０、平均値０．９９）と、Cタイプは a値の高い

資料（０．４５～０．６２、平均値０．５３）で構成される。それに対し

て、内裏東方官衙地区のAタイプは b値の低い資料（分

布幅０．９０～０．９４、平均値０．９２）から、Cタイプでは、a値の低

い資料（分布幅０．４～０．５３、平均値０．４４）によって構成され、

第一次大極殿地区とは分布域が異なる。以上から、第一

次大極殿・内裏東方官衙の両地区は共にA・Cタイプを

平城宮出土磚について

１

円盤状 球状
２
／
３

幅
／
長

柱状小判状

０
０ ２／３ １

厚／幅

図３３ 礫の形状分類（Zingg １９３５）
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組成するが、細部を検討するとその形状には差異が認め

られることがわかる。一方、馬寮地区では、a値平均値

０．３１、b値平均値０．７４というBタイプの磚のみを出土し、

その形状の傾向は、他地区に比較して著しく異なること

がわかる。

磚の法量 次に第一次大極殿院地区、内裏東方官衙地区、

馬寮地区出土磚の長さ・幅・厚さの傾向を前述の各タイ

プごとに述べる（図３５）。まずAタイプについては、第一

次大極殿地区出土磚の長さは２６．５～２７．０㎝に分布し、平

均値は２６．７７㎝であり、内裏東方官衙は２８．８～２９．７㎝に

分布幅を持ち、平均値は２９．１７㎝である。幅については前

者は２６．１～２６．６㎝に分布し、平均値は２６．４㎝、後者の分

布幅は２６．７～２７．２㎝で、平均値は２６．９０㎝である。ちなみ

に、グラフは示さなかったが厚さについては前者は最小

値８．１㎝、最大値８．２㎝で、平均値は８．１７㎝、後者はそれ

ぞれ２６．７㎝、２７．２㎝、２６．９０㎝である。

次にCタイプについてみると第一次大極殿地区出土磚

の長さは概ね２８．０～３０．０㎝に分布し、平均値は２８．８６㎝

である。内裏東方官衙は、分布幅２９．２～３１．９㎝で、平均

値は３０．７７㎝である。前者の幅は１４．０～１７．４㎝に分布し、

平均値は１５．２９㎝、後者の分布幅は１５．２～１８．４㎝で、平均

値は１７．４２㎝である。厚さについては前者は最小値６．７㎝、

最大値９．２㎝、平均値は８．１４㎝、後者はそれぞれ６．８㎝、

８．５㎝、６．９６㎝である。最後に、Bタイプのみから構成さ

れる馬寮出土資料についてみると、長さは、２８．９～３１．８

cmの分布幅をもち、平均値は３０．５０㎝である。幅につい

ては、本地区出土資料のすべてがBタイプであることを

反映して、分布幅は２１．３～２４．６cm、平均値は２２．６５cm

である。厚さは、概ね６．４～８．９cmの分布をもち、平均値

は６．９６cmである。

以上をまとめると第一次大極殿地区・内裏東方官衙地

区双方のA・Cタイプで差が認められる。Aタイプでは、

第一次大極殿地区出土磚の法量（いずれも平均値）は、長

さ２６．７７㎝、幅２６．４０㎝、厚さ８．１７㎝、内裏東方官衙地区

出土磚は、長さ２９．１７㎝、幅２６．９０㎝、厚さ７．９０㎝である。

Cタイプでは、第一次大極殿地区出土磚の法量（いずれも

平均値）は、長さ２８．８６㎝、幅１５．２９㎝、厚さ８．１４㎝、内裏

東方官衙地区出土磚は、長さ３０．７７㎝、幅１７．４２㎝、厚さ

７．７３㎝である。A・C両タイプ共に、内裏東方官衙地区に

比較して第一次大極殿出土資料の長さ・幅は大きく、対

照的に厚さが小さい。

まとめ 以上から、第一次大極殿地区と内裏東方官衙地

区では双方共にA・C両タイプの磚を出土するが、その

形状・法量の傾向は全く異なるものであることは明らか

である。このことから、内裏東方官衙（磚積基壇建物）に

使用された磚は、少なくとも第一次大極殿院磚積擁壁所

用磚を再利用したものではありえず、恭仁京からの還都

後に新たに製作されたものといえる。

一方、奈良時代後半～平安時代初頭に位置づけられる

馬寮出土Bタイプ磚の長さは、内裏東方官衙出土Cタイ

プ磚の長さと極めて近似した傾向を持っている。また今

回、出土資料数が少ないため分析対象とはしなかったが、

恭仁宮から出土する磚の法量は概ね２９㎝前後であり、第

一次大極殿出土Cタイプ磚に極めて近似している。これ

らを合わせて考えると、第一次大極殿院地区と内裏東方

官衙地区出土磚の形状・大きさの傾向差は、単に磚を焼

成した窯の差だけによるものではなく、時間的変化に基

づく可能性を考えることができる。つまり恭仁宮からの

平城還都を境として奈良時代前半期と後半期を比較した

場合、A・C両タイプ共に長さ・幅は増加傾向、厚さは減

少の傾向にあり、それにともない各タイプ内で、長さ・

幅・厚さにより規定される形状の変化もおこった可能性

が高いといえよう。 （渡辺丈彦）
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本稿の目的は、平城宮出土瓦のうち、これまで正面か

ら取り上げられることが少なかった熨斗瓦について検討

することである。本稿では熨斗瓦の分割手法と凹面にの

こる枠板痕に着目して出土量と分布の傾向を分析する。

なお、今回分析対象としたのは、平城宮出土の熨斗瓦

４３０点中、奈良時代のA類（後述）３５１点である。

分 類 まず分割手法に着目する。熨斗瓦は平瓦を１／２

ないし１／３程度に分割して作る。焼成前に何らかの加工

をするもの、つまり生瓦を切断、または工具で浅い切り

込みを入れ、焼成後に分割するものをA類、分割のため

の加工をせず、焼成後に分割するものをB類とする。

しかしこの分類では、B類と平瓦の判別が困難である。

半分に割れた平瓦と外見上区別できないし、小片になる

と全く見分けがつかない。B類は遺物として分別不能で

あるといわざるを得ず、いったん分析対象からはずす。

もう一つの分類視点は凹面の枠板痕で、これを残すも

のと枠板痕が認められないものを分けることにする。

出土量と分布の傾向 平城宮出土の熨斗瓦は、２００３年１２

月時点で４３０点である。これは丸・平瓦に対して圧倒的

に少ない数字で、軒瓦と比べてもかなり少ない。

対象とした３５１点中、凹面に枠板痕を残すものは２５７点

ある。これは全体の７３．２％を占め、調整が不明瞭なもの

を除くと、８５．５％にのぼる（図３６右上円グラフ）。

分布に注目すると、平城宮西南隅、平城宮東南隅、第

一次朝堂院南辺、第一次大極殿院築地回廊にまとまりが

ある（図３６）。このうち、宮東南隅に枠板痕が認められな

いものが集中し、平城宮全体でも、枠板痕を残さない熨

斗瓦全体のほぼ半数がここから出土している。それ以外

の地域では、枠板痕を残すものが圧倒的である。

考 察 まず、瓦全体に対して熨斗瓦の量がきわめて少

ないことが注目される。これは荷札木簡や造営関連の文

書に記された熨斗瓦（「堤瓦」）とその他の瓦の比率にも

合わず、このままでは理解しがたい。このことは、分析

対象としたA類が、実は圧倒的に少数派で、いったん分

析から除外したB類が平瓦の中に大量に紛れており、熨

斗瓦の大半を占めていることを暗示している（注）。

次に、枠板痕に注目する。凹面の枠板痕は一部の例外

を除くと、桶巻き作りの際の模骨痕と解するのが一般的

である。平城宮・京出土の軒平瓦や平瓦は、ほとんどが

奈良時代初めに桶巻き作りから一枚作りに変化したとさ

れる。凹面に枠板痕を残すものの多くは桶巻き作りで、

奈良時代初頭かそれ以前の製品であるとみてよいだろう。

熨斗瓦も基本的な技法は平瓦と共通しており、同様の変

化があったものと推測される。

このように、A類のみを対象とした場合、出土量がき

わめて少なく、奈良時代初頭かそれより前に製作された

桶巻き作りの製品がほとんどである。しかし、奈良時代

前半以降、つまり奈良時代の大半を占める時期に熨斗瓦

の需要が低かったとは考えにくい。熨斗瓦は再利用率が

高いと想定されるが、やはりそれ以降に製作されたもの

が相当量あるとみなければなるまい。その熨斗瓦は一枚

作りで、多くはB類であったと推定できる。

まとめ A類は奈良時代初頭かそれ以前に製作され、そ

れ以降はB類が主流となる可能性が高い。A類には藤原

宮出土平瓦と共通する特徴をもち、藤原宮から運ばれた

とみられるものも含まれる。A類が集中出土したのは南

面大垣、第一次大極殿院築地回廊、第一次朝堂院など、

平城遷都時に特に造営が急がれたと推定される部分であ

ることも注目される。平城遷都前後にA類が大量に供給

され、その造営が一段落した後に製作、供給された熨斗

瓦の主体がB類であったと解釈できるだろう。

（清野孝之）

注 平安京においても本稿のB類が多く用いられたことは、すで

に上原真人が詳細に論じている（上原真人１９８８「平安貴族は瓦葺邸宅

に住んでいなかった」『歴史と考古学』高井悌三郎先生喜寿記念事業会）。

平城宮の熨斗瓦

図３６ 平城宮の熨斗瓦出土状況
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古代の屋根は何色だろうか。本稿はこのきわめて素朴

な疑問に挑もうとする試みである。

屋根の色の復原材料は、絵巻物や文献資料を欠く場合

出土瓦しかない。本稿では平城宮第一次大極殿院出土瓦

で、奈良時代初期の６２８４C－６６６４C等を対象に分析を試

みる。この資料を特に取り上げるのは、これらの瓦が中

国の重要宮殿にみられる黒色磨研瓦を模倣して黒色に焼

かれたことを示唆する説があり（佐川１９９２、p．８）、瓦の色

自体に意味があった可能性があるためである。

そこで、第一次大極殿院出土瓦の色を分光測色計で測

定し、客観的な値として瓦の色を表現する。以下に分析

の方法と結果、問題点を述べる。

分析試料 第一次大極殿周辺では大極殿以外の建物の瓦

が混入し、本稿の目的に適さない。分析試料は大極殿院

南面築地回廊造営当初のものとみられる平城第３６０次調

査の瓦溜りSX１８５８５出土瓦とした（本書１３６～１４２頁参照）。

SX１８５８５出土瓦中の丸・平瓦の総計は７２９５点、４１０．６４０

㎏で、このうちの３０００点、１７７．１６３㎏を無作為に抽出し、

道具瓦、軒瓦については全点を対象とした。無作為抽出

のため、表面状態が悪いものもかなり多く混じっている

（丸・平瓦２６４７点、道具・軒瓦９８点）。

測定方法 自然光を遮断した室内で、最小限の人工照明

を一定量に保って測定した。測定機材はMINOLTA

SPECTROPHOTOMETER CM－２０２２である。測定部位

は使用時に外側に露出する部分で、平瓦・軒平瓦平瓦部

の凹面、丸瓦・軒丸瓦丸瓦部の凸面（軒瓦は一部、瓦当側

面）、面戸瓦凸面、熨斗瓦側面、鬼瓦の文様面である。各

個体の表面状態が最も良い部分を１点計測し、数量を重

量で表現した。なお、平城宮出土瓦の色合いは、施釉製

品等を除き大きく異なるものはなく、「灰色」の濃淡で表

現することができる。そこで、色の明度（マンセル表色計

のVALUE値）のみに着目することとする。

測定結果 明度０．５ごとに重量の分布を示した。明度の

数値は小さいほど黒い。表面状態の良いものが図３７下で、

それ以外も含めたのが図３７上である。グラフのピークは

図３８の色見本の③に最も近く、②～④に分布の中心があ

る。なお、明度以外の要素も含めた色の平均は、マンセ

ル表色計で６．５４Y４．６６／０．４３である。

地葺と軒先・棟の色の差も考慮しておこう。表面状態

が良好な試料の明度の平均値は軒瓦で３．８８、熨斗・面戸

瓦で５．６９となる。図３７下と比べて熨斗・面戸瓦の明度が

やや高めだが、ほぼ分布の中央部分の前後に収まる。

筆者には黒っぽい灰色に見えるが、いかがであろうか。

問題点 出土瓦から屋根の色を復原する上で最大の問題

は、土中の様々な作用による瓦の変色である。これを克

服するには、地下水位や土壌の酸性度等の諸条件が異な

る資料、出土品以外の資料との比較をおこない、瓦の変

色を検証する必要がある。今後の検討材料としたい。

分析に際しては浦奈穂美氏、片岡太郎氏、脇谷草一郎氏

の多大な協力を得た。 （清野孝之）

参考文献

佐川正敏１９９２「中国の軒平瓦の成形・施文技法を考える－東アジ

アの造瓦技術の比較研究Ⅰ」『日本中国考古学会会報』第二号日

本中国考古学会。

大極殿院の屋根の色

図３７ 瓦の明度と重量
上：表面摩滅したものを含む。下：表面良好なもののみ。
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図３８ 色見本

� 研究報告 33



１ はじめに

御斎会は、大極殿において金光明最勝王経講読と吉祥

悔過をおこない護国豊穣を祈願する仏事であり、「年中

行事中第一大事也」（『新任弁官抄』）とも称される重要な

正月年頭の儀式であった。平安時代初頭以降、宮中儀式

の空間が内裏へ集中する傾向のなかで、御斎会は、神護

景雲初年の創始以来治承の大極殿焼亡に至るまで、一貫

して大極殿儀と認識されていた。その故にか、『年中行

事絵巻』をはじめ儀式書・古記録など史料的に豊かであ

り、大極殿儀を考える際にこの上ない素材を提供するも

のといえる。本稿は、平安時代の儀式史料を主たる分析

対象としつつ、奈良時代の大極殿儀式を復原的に検討せ

んとするものである１）。

２ 御斎会の構造

貞観年間に編纂された『儀式』には、御斎会の儀式次

第が記されている。『延喜式』の関連条文などを併せ用い

て検討すると、儀式次第は次のように整理される２）。

前５日専当官人が任命され、前日及び当日昧旦に舗設

が備えられた。始日（正月８日）、官人・僧が着座した後、

法用・講説がおこなわれる。『西宮記』などの儀式書が伝

えるように、論議も催されていたらしい。つまり、儀式

の中心次第は、法用・講説・論議から構成されていたこ

とが分かる。官人退出の後も夕講がおこなわれる。始日

から７日間、同様の儀式次第が繰り返されるが、終日

（１４日）には、講説の後に、雑穀・稲の献上、授戒、東廊

座の饗宴、布施の諸儀が加えおこなわれた。また、儀式

の場を内裏に移した上で、右近衛陣饗、清凉殿における

内論議がおこなわれるため、始日の次第のうち論議は略

されたらしい。

御斎会の特色は、儀式の内容に即して理解されねばな

らない。次節で検討するように、御斎会は、宮の中心に

位置する大極殿に本尊を安置して、護国経典たる最勝王

経を講説・論議する宮中仏事であった。ここに天皇自身

が施主として臨む点が重要である。さらに、御斎会は創

始当初から昼の最勝王経講説と夜の吉祥悔過を不可分一

体の法会として成立したことが知られるが、正月の宮中

御斎会と時を同じくして、諸国国分寺でも最勝王経が転

読され、国庁では吉祥悔過がおこなわれていることは見

過ごせない３）。承和年間（８３４～８４８）に創始される後七日

御修法とともに、御斎会は正月年頭仏事の中核に位置づ

けられていた。

平安時代を通じて、御斎会の儀式次第には変化が認め

られる。その際たるものは、内論議の成立である。内論

議は、弘仁年間（８１０～８２４）に成立して以後、１０世紀半ば

には後七日御修法と結合して、顕密正月年頭仏事の最後

を飾る儀式になるとも指摘される４）。儀式の性格の変化

が、儀式次第を変化させる可能性は否定できない。しか

れども、上述の変化を経た後においても、御斎会の中核

部分、すなわち宮中で催される正月年頭の顕教法会なる

性格、さらにこれに結びついた儀式の中心次第は、平安

時代後期にいたるまでさほど変化していない点は重要で

ある。そこで、史料的に豊かな平安時代の儀式書・古記

録をもとに舗設の復原を試みることにする。

３ 舗 設 図

御斎会舗設復原の基本史料は、儀式書と『延喜式』の

関連条文である。加えて、『兵範記』保元３年（１１５８）正

月８日条には、御斎会初日の儀式次第と舗設の有様が克

明に記されている５）。典拠となる史料の成立時期が長期

間に及ぶことを承知しつつ、御斎会舗設を復原的に提示

したものが図３９～４１である。

御斎会本尊（盧舎那仏。後、釈�如来とされる）は、高御座

に安置された。天皇御座は、高御座北東の三面を屏風で

囲まれた平敷御座があてられ、皇太子・内弁以下公�・

殿上人や堂童子などの座はそれぞれ殿上各所に設置され

た。官人の控えの座は回廊内（行事以上）や朝庭（六位以下

官人）に弁備された。講師・読師の高座は高御座の前に

置かれ、僧綱・凡僧・威儀師・従儀師の座が身舎の東西、

高御座を挟んで対照の位置に置かれた。『西宮記』による

と、高御座の北方、天皇御座の西には、内侍・女蔵人の

座が設けられる。

舗設図の復原により、儀式における動線が推測できる。

天皇は、御斎会の関連史料では詳らかにし得ないものの、

朝賀や斎宮群行などの事例から昭慶門を用いたと推測さ

れる。その後、小安殿の控所を経て着座する。皇太子以

御斎会とその舗設
―大極殿院仏事考
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六位以下官人

図３９ 御斎会における八省院の舗設（原図『平安通志』所収八省院図に加筆・修正）
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下は昭訓門を用いた。昭訓門北座、東横廊、東登廊を経

て皇太子座に着座した。内弁、親王以下参議以上は、昭

訓門東廊公�座に着き、昭訓門から八省院へ入り、皇太

子と同じ経路で大極殿上の座に着した。諸王四位・五位

官人は、永陽・広義門から八省院に入り、大極殿上の座

に着した。六位以下官人は、龍尾壇下の朝庭に列立し、

龍尾壇東西階から永陽・広義門南階、蒼龍・白虎楼簾を

経て東西廊の座に着した。皇太子以下官人は八省院の東

ないし朝庭から儀式の場に入場したのに対して、天皇の

みが大極殿北方から入場したと概括できる。

一方、僧の入場も北からであると推測される。僧房と

された八省院回廊からの経路は詳らかにし得ないものの、

御斎会に際して僧綱が北廊で駕を下りた史料がある（『永

昌記』大治元年（１１２６）正月８日条）。また、『年中行事絵巻』

御斎会は、大極殿に入場する僧の列を描いている。これ

によると、僧は、控えの床子が置かれた大極殿東西廊か

ら、東福・西華門を経て龍尾壇付近まで南行し、西行あ

るいは東行して中央へ向い、大極殿東西階の南で北行し

昇殿した。

以上の儀式次第によるならば、御斎会の儀式空間は、

儀式の始発から退出にいたるまで八省院に限定されてい

図３９～４１は、平安時代御斎会の舗設と天皇以下の儀式にお

ける動線を模式的に示したものである。平安時代前期の儀

式次第の復原を試みたが、一部平安時代中期以降の舗設も

併せ検討した。

大花瓶
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大花瓶
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四天 四天経？ 経？
天供天供

仏厨子花盤 花盤
御斎会
本尊
脇侍菩�

花盤 花盤

香花

散華四天 四天散華
天供 天供

行香 行香仏供机
大花瓶
円机

大花瓶
円机

図４１ 高御座の舗設
（古尾谷知浩・箱崎和久「高御座の考証と復原」

『年報１９９７‐Ⅰ』所収図に加筆）
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図４０ 大極殿の舗設（原図『平安通志』所収大極殿図に加筆・修正）
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たことに気づく。このとき、大極殿を講堂になぞらえ、

八省院の諸施設が、「僧房」「弁官行事所」「諸司供司所」

として用いられた。朝堂院第一堂（後に小安殿を用いる雨儀

に定着）は布施堂として用いられた。してみれば、御斎会

の期間の昼夜を通じて、八省院は仏事空間へと変貌して

いたと評価できるのである。

本稿では、平安時代御斎会の儀式次第と舗設を詳細に

復原してきた。御斎会は正月年頭に諸国で催された護国

仏事の中核として、天皇自身が施主として催す大極殿仏

事と約言できるが、その特色として、儀式空間が八省院

に完結していたことが確認される。この特色が、奈良時

代大極殿仏事の復原的検討を可能にする手がかりを与え

てくれるのである。

４ 天平９年最勝王経講説と中宮

天平９年（７３７）１０月２６日、大極殿で最勝王経講説が催

された（『続日本紀』）。この儀式が第一次大極殿院でおこ

なわれたとする点は異論を聞かない。ここで注目される

のが、この二日前、百官人が中宮供養院に薪を貢納した

記事である（同２４日条）。かつて『平城報告XIII』を執筆し

た橋本義則は、この史料に注目し中宮の比定地を第一次

大極殿院に求めた。本稿は大極殿仏事の検討からこの説

を再確認したいと思う６）。

平安時代の大極殿仏事において、八省院回廊が「僧

房」として用いられた例がある。仁和３年（８８７）の大般

若経転読の前夜、諸寺の僧は朝堂院東西廊に来宿してい

た（『日本三代実録』同年８月１７日条）。その舗設は「御斎会

の如し」とされる季御読経においても、東西廊が僧房と

されていた（『左経記』長元４年（１０３１）１１月３０日条）。前節で

確認したように、創始以来の御斎会が八省院で完結する

儀式であったことからすれば、これらの仏事に窺われる

僧房の配置は、大極殿仏事の旧慣としても、あながち的

外れとはいえまい。

以上をふまえ、あらためて天平９年最勝王経講説に論

を及ぼす。このとき中宮供養院へ貢進された薪は、二日

後の最勝王経講説にかかわり、その供養に用いるための

ものであった。してみれば、中宮供養院は、「御斎会僧

房」とみるのが穏当ではないか。そして、平安時代の大

極殿仏事の旧慣に鑑みるならば、僧房とされた中宮供養

院は、仏事が催された第一次大極殿院地区に比定される

のではなかろうか。

以上、本稿は、平安時代御斎会の儀式次第と舗設の検

討に端を発し、奈良時代における大極殿院儀式と中宮の

比定に議論を及ぼしてきた。中宮仏事の性格と意義の解

明、御斎会の時代的変遷の詳細なる検討など残された課

題も多い。ともあれ、史料の網羅的蒐集と厳格な史料批

判に基づく平安時代儀式研究に、奈良時代の問題を考え

る手がかりが残されていることを確認し、拙い稿を終え

たい。 （山本 崇）

注

１）本稿は、２００３年２月１５日に行われた研究会「文献から見た大

極殿院の使用方法の研究」における口頭報告を約めて成稿し

たものである。参加者各位、報告準備段階からご教示いただ

いた吉川真司氏に謝意を表したい。

なお、紙幅の都合で先行研究の注記を一部省略するが、御

斎会の儀式次第は、倉林正次「御斎会の構成」（『饗宴の研究

歳事索引編』桜楓社、１９８７）、吉田一彦「御斎会の研究」（『日本古

代社会と仏教』吉川弘文館、１９９５）に詳しい。舗設は、法会全般

について井上充夫『日本建築の空間』（鹿島出版会、１９６９）を参

照した。また、御斎会の専論として榎本榮一「御斎会試論」

（『東洋学研究』３５、１９９８）がある。ただし、「八省院に完結する

仏事」という視角に乏しく舗設の検討が八省院に及ばない点

など、検討の余地が残されている。

２）関連史料は、奈良文化財研究所平城宮跡発掘調査部史料調査

室『大極殿関係史料（稿）（１）儀式書編』（２００３）pp．７７‐

１１５に集成した。

３）鬼頭清明「国府・国庁と仏教」『国立歴史民俗博物館研究報

告』２０、１９８９。

４）上川通夫「中世寺院の構造と国家」『日本史研究』３４４号、

１９９１。

５）このほか、御斎会をはじめとした大極殿仏事の詳細が窺われ

る史料として『左経記』長元４年（１０３１）１１月３０日条、「江

記」逸文寛治５年（１０９１）正月８日条、『中右記』元永元年

（１１１８）正月８日条、『兵範記』保元３年（１１５８）正月１４日条、

同逸文永万２年（１１６６）正月８日条などを参照した。

６）中宮の比定地は、第一次大極殿院地区とする見解と内裏地区

とする見解がある（『平城報告XIII』、『平城報告XIV』参照）。この問

題の論点は、仁藤敦史「平城宮の中宮・東宮・西宮」（『古代

王権と都城』吉川弘文館、１９９８）に詳しい。
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はじめに 現在、文化庁による平城宮第一次大極殿院地

区の整備事業が進められている。そこでは、一つのイメ

ージのみが実際の建物として立ち上がることになる。こ

れまで奈文研が進めてきた大極殿院地区の復原設計の過

程では、各建物について複数の案を立案し、検討を積み

重ねてきた。これら諸案は、整備事業においては捨て去

られることになるとしても、むしろ復原設計が持ちうる

学術的な意義を直截に体現する成果とみるべきと考える。

本稿では、第一次大極殿院の南門と回廊の復原設計につ

いて、その検討の過程と、平成１３及び１４年度に成案を得

た復原原案の内容とを論じていく。

南門・回廊の創建と既往の復原案 第一次大極殿院の南

門と回廊は、平城遷都にともない、大極殿の囲繞施設と

その南面に開く正門として建設された。その後、神亀年

間頃に南面回廊の一部を解体して東西の楼閣が建設され

た。天平１５年（７４３）までに実施された恭仁京遷都にあた

って、東西面回廊が解体されて掘立柱塀に代えられたも

のの、南北面回廊、南門、東西楼閣は残存し、最終的に

天平勝宝年間頃解体された（変遷過程については『平城報告

XI』参照）。第一次大極殿院の復原設計では東西楼閣が建

設された時期を対象とするが、南門と回廊はこの時期に

おいても基本的には創建時の形式を保持している。

南門及び回廊の復原案は、昭和５７年の『平城報告XI』

（奈文研１９８２、以下「学報案」と呼ぶ）、平成５年の第一次大

極殿院１／１００模型作成時（『年報１９９４』、以下「模型案」と呼

ぶ）の２度にわたり提示されてきた。そして平成１３年度

に文化庁による平城宮第一次大極殿院の基本設計準備の

進行と並行して復原原案を得、翌１４年度に修正を加えて

成案を得るに至った（以下「平成１４年度案」と呼ぶ）。

南門の復原設計

南門の遺構 南門の遺構は、基壇の地覆石抜取痕跡、北

面階段痕跡、雨落溝が確認されている。基壇規模は東西

９６尺×南北５５尺で、北面階段が幅５１尺、出３尺である。

柱位置を示す礎石痕跡は完全に削平されていたが、回廊

の礎石については根石が残存していることから、南門基

壇高が回廊より高く、かつ北面階段の出から３尺以下と

なることが知られた。基壇奥行５５尺という規模は、通常

想定される梁間２間の門に比して極端に深く、特殊な構

造形式をもった門であったことが想定された。その構造

形式として、梁間２間単層門案と梁間３間重層門案とが

立案された。

梁間２間単層門案 この案は学報案において提示された。

遺構より判明した基壇形状において梁間２間の門を想定

すると、梁間の柱間は２０尺程度となる。それに対し、桁

行は階段の幅より、中央３間を１７尺等間とし、その両側

にさらに１間ずつを設けた計５間となる。この場合、隅

木を持つ柱配置、すなわち隅の間を正方形とする柱配置

とはなりえないため、屋根形状は必然的に切妻造となる。

切妻造のけらばの出は最大７尺前後であることから、桁

行両端間は１７尺程度となり、桁行１７尺等間の五間門とい

う形式が得られる。この平面形式を採る切妻造の門とし

ては、単層門と楼門の２形式が考えられるが、ここでは

現存古代建築に類例のある単層門を選択した。桁行柱間

より梁間柱間の方が広い門は現存の古代の門に類例がな

いが、発掘事例として掘立柱ながら同一平面をとる前期

難波宮内裏南門を挙げることができる。

梁間３間重層門案 模型案においては、基壇奥行の深さ

から、梁間を３間とする形式を立案した。梁間を３間と

する門は、現存建物に法隆寺中門の例がある他、発掘遺

構としても飛鳥寺中門、大官大寺中門等があり、飛鳥か

ら白鳳期にかけての寺院の中門に使われた形式であった。

平城宮第一次大極殿院
南門・回廊の復原設計

図４２ 第一次大極殿院南立面図 平成１４年度案 １：１２００（図４２～４７作図：（財）文化財建造物保存技術協会）
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奈良時代以降になると忽然と姿を消すこの形式は、法隆

寺中門の例から考えると、門を重層とするための方法、

すなわち平面の奥行きを増して構造安定性を持たせよう

としたものとの見方が可能となる。また、『続日本紀』には

「重閣門」、「重閣中門」という名称の門が、神亀元年５

月癸亥条等、計５件（うち１件は「重閣中院」）登場するが、

この門の比定場所として第一次大極殿院南門を想定する

説があったため、模型案では重層門として設計されるこ

ととなった。法隆寺中門を参照して入母屋造の重層門と

すると、初重平面として桁行中央３間１７尺、両脇間１２尺、

梁間３間１２尺等間の平面が得られる。この場合、基壇の

出は四周とも９．５尺となり、初重軒の出が１０．５尺程度に

想定できることになるが、この出では現存古代建築には

見られない二手先の組物を想定せざるを得ない。そこで、

唐代の製作になる長安の慈恩寺大雁塔�石線刻の殿堂図

に表現される二手先組物を参照して組物の意匠を決定し

た。

単層門案の選択 復原原案の設計にあたっては、上記２

案を比較検討し、１案に絞り込む作業をおこなった。梁

間３間重層門案については、主に２点の問題が改めて指

摘された。１点は『続日本紀』における「重閣門」等の

語を再検討したところ、朱雀門に比定する方が有力であ

るとの解釈が提示されたこと１）、もう１点は重層門案が

構造上不合理な設計となっていたことである。この案は

法隆寺中門をモデルとしたため、上層柱が下層の桁行、

梁間ともに柱間中央に位置している。これは法隆寺中門

のように比較的小規模な建物でこそ成立しうる構造形式

であり、柱間が最大１７尺に達する大極殿院南門では、明

らかに構造上無理が生じてしまう。しかしながら現存事

例が法隆寺中門しか存在しないため、構造合理性の高い

図４４ 南門梁間２間単層門案 平成１４年度案 １：４００図４３ 南門梁間３間重層門案 模型案 １：４００
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対案を提示することは困難である。

一方、梁間２間単層門案に関しても、一般的な二重虹

梁蟇股の構造形式を想定すると、蟇股、組物等の積み上

げ高の不足により屋根勾配が極端に緩くなり、かつ母屋

桁の間隔が広くなりすぎるなどの構造上不安定な要素が

生じるという難点がある。しかし、『年中行事絵巻』、

『信貴山縁起絵巻』に描かれる平安宮待賢門及び建礼門

にみられる四重虹梁蟇股の形式を採用することによりこ

の問題が解決することが判明した。四重虹梁蟇股は現存

建物には使用例がないが、架構の検討により、そもそも

格段に広い柱間を持つ場合にしか適用できない形式であ

り、その場合に問題となる母屋桁位置での積み上げ高さ

の不足を補い、かつ母屋桁を多数配することができる形

式であることが理解されたのである。２０尺程度の柱間の

場合、組物形式を上記絵巻物に見られる大斗肘木とする

と、地垂木勾配が５寸５分程度となり、適当な屋根勾配

を得ることができる。よって、復原原案の設計にあたっ

ては、梁間２間単層門の形式を選択した。

平成１４年度案の構造形式 平成１４年度案は、五間三戸切

妻造単層門で、桁行５間各１７尺、梁間２間各２０尺とする。

構造形式の設計に際しては、現存する古代の単層門のう

ち規模の大きい東大寺転害門を参照した。架構は三棟造

で、母屋桁を棟木－丸桁間に３本ずつ配し、中央の母屋

桁である化粧棟木を二重虹梁蟇股で受ける。小屋内では

化粧棟木間に梁を架け渡し、棟通り及び母屋桁通りに束

を立てて間を支持する。妻飾は四重虹梁蟇股とする。立

面のプロポーションについては、転害門同様に柱高を桁

行柱間と同長の１７尺とすることをまず想定したものの、

梁間の深さゆえに立面における屋根部分の比率が大きく

なり鈍重な印象を与えることから柱高を伸ばすこととし、

後述の回廊との取り合いの検討もふまえて１８尺へと修正

した。

螻羽の出については、類例調査により、建物の規模に

かかわらず７尺程度以内に収まるものであることが明ら

かとなり、６支分の６尺３寸とした。

屋根については、降棟の位置と機能を問題とした。そ

の本来的な機能を、螻羽の掛瓦尻を押さえることと考え、

降棟を螻羽際に置くこととした。大棟両端には鴟尾を据

えた。

回廊の復原設計

回廊の遺構 回廊の遺構については、南面及び東西面で

は基壇地覆石抜き取り、雨落溝、礎石抜き取り痕跡が検

出され、東西面回廊の北部及び北面回廊では基壇の痕跡

は検出されなかったものの大極殿院内側の雨落溝が検出

された。雨落ちの形式が全体に一様であることから、全

体が同様の柱配置で計画されていることが想定された。

礎石抜き取り痕跡は桁行１５．５尺等間、梁間２４尺で検出

された。梁間が極端に広いため、中央に築地を設けその

両側に独立の側柱を配した築地回廊と解釈した。

回廊は築地心で東西６００尺×南北１０７５尺の平面規模を

持ち、東西面回廊に３箇所ずつ、北面回廊に１箇所の門

が開く。東西面回廊は全長を桁行１５．５尺で割り付けると

寸法が不足するため、１門を三間門の脇門として寸法調

整し、他の２門を築地をに穴を穿つ穴門としていたもの

と判断された２）。脇門の位置は、今回、３門のうち磚積擁

壁以南の広場中央に近い南位置と考えた。また、北面回

廊中央の門も同様に三間門であったと解した。

回廊の構造形式 回廊の構造形式については、遺構の他、

回廊の一部を壊して建設された東西楼閣との取り合い、

そして南門との取り合いを手がかりとして検討をおこな

った。回廊は棟通りを築地とする三棟造とし、組物を平

三斗と想定した。模型案では築地心に載る大斗が回廊内

部から視認できない可能性があることから、築地上に梁

間方向に大斗を２個並べる形式を考案していた。しかし、

東西楼閣との取り合い部の遺構検出状況の再解釈により、

築地上に大斗を１個置く形式とした。すなわち、楼閣は

南面回廊の棟通りより北側のみを壊して建てられており、

回廊南側を裳階状に取り込んだものと考えられるが、そ

の掘立の側柱列は回廊棟通りと１尺のずれを持っていた。

この意識的な柱筋のずれは、回廊の棟木と虹梁を再利用

するための手法と解され、その場合、築地上大斗を築地

心に１個のみ置く形式でなければ虹梁の長さが不足する

ため、この形式を選択した。

図４５ 回廊梁間断面図 平成１４年度案 １：４００
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南門との取り合い 南門との取り合い部については、築

地と回廊屋根が南門といかに取り付くかが問題となる。

築地は南門妻壁まで延びて院内部を完全に遮蔽すると考

えるのが自然であり、必然的に屋根も南門まで延ばすこ

ととなる。回廊屋根を南門まで延長するためには、南門

側で回廊の棟木、母屋桁、丸桁を支持する必要が生じる。

回廊基壇の遺構再解釈により回廊が南門に向かって迫り

上がる形式であることが判明し３）、回廊屋根も反りあが

る形式となるため、南門妻壁との取り合いを検討した結

果、回廊の棟木と母屋桁をそれぞれ南門棟通り化粧母屋

と頭貫とで受ける位置に納めることとした。ただし、丸

桁については受けの材がないため、南門妻壁に中柱を入

れることとした。また、屋根の反り上がりにより茅負が

投げ出され、南門取り合い部で軒先が側柱筋からこぼれ

ることとなるため、回廊妻に縋破風を取り付けた。

脇 門 脇門位置に三間門の存在を示す遺構は確認され

なかったが、回廊と軒の出を揃え、その屋根を切り上げた

形の門として脇門を計画した。三間一戸切妻造、架構を

三棟造とする形式とした。この門は北へ向かい傾斜する

回廊に設けられることとなり、扉等の納まりに問題が生

じるため、春日大社西回廊及び門を参照して次のように

計画した。扉及び頭貫以上については水平に納める。足

元では扉の蹴放を水平とし、棟通り両脇間地覆を傾斜さ

せて回廊基壇との間を繋ぐ。基壇外装部については雨落

が回廊と一連であるため回廊基壇外装をそのまま延長す

る形式とし、棟通りとの間のたたき面をねじって納める。

おわりに 成案を得たとはいえ、それはあくまでも相対

的な蓋然性の高さから選ばれた一案に他ならない。例え

ば南門の梁間３間重層門案は構造的不合理ゆえに活かさ

れなかったものの、その存在可能性を完全には否定し得

ない。というのもこの案と平面形式が近似する大官大寺

中門は、和銅４年（７１１）の焼亡時には未だ建設中で、大

極殿院南門と建設時期が重なっていたからである。復原

原案の確定は、研究の終わりを示すものではない。成案

を得た今、復原諸案に内包される可能性はむしろ多様な

遺跡解釈を誘発する源として新たな意味を帯びるものと

思われる。 （清水重敦・清水真一・山田宏／奈良県）

１）吉川聡「『重閣門』・朱雀門考」『文化財論叢Ⅲ』奈文研２００２

２）「平城宮第一次大極殿院回廊基壇の復原」『紀要２００２』

３）「平城宮第一次大極殿院地形と回廊基壇の復原」『紀要２００３』

図４６ 南・東・北面回廊平面図 平成１４年度案 １：２０００

図４７ 東面回廊脇門桁行断面図 平成１４年度案 １：４００
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はじめに 大極殿院は古代の宮殿の中枢部にあたり、大

極殿とその前庭を回廊が取り囲んで区画し、北面回廊が

後殿につながる場合や後殿をも取り囲む場合がある。現

代と同様に造営に当たっては、当時も基本構想あるいは

基本計画と、それを実施するための設計があり、構想か

ら実施に至るまで詳細な検討が加えられたものと考えら

れる。大極殿院の東西および南北規模、すなわち向かい

合う回廊の心々距離は半端な寸法もみられ、それについ

て合理的説明はない。そこで、施工実態を示しうる検出

遺構から設計寸法を推定し、大区画は完数値をとるとい

うような現代的先入観を排除した上で、当時重要視され

た思想や学問等を参考に基本計画における寸法や構想に

おける思想を検討した。

各大極殿院の規模と解釈 各大極殿院の図に報文におけ

る東西および南北規模を加筆し、右に各建物の実施段階

での設計の寸法と解せる柱間寸法の総長を示した。その

下にはある数字の倍数で示しうる大極殿院規模の計画寸

法を推定し、併記した。

大極殿院は宮城中心部に割り当てられた大区画の中に、

ある数値の倍数を用い、整数比で表せる規模の区画で計

画される。しかし、回廊規模は各建物桁行柱間寸法や直

交する回廊の梁間寸法で既定されるため、門や後殿との

取り付きで回廊柱間寸法の調整が必要になる。ところが、

回廊の途中に門や後殿を含まない場合は調整ができず、

計画寸法をつくることはできない。この計画に用いられ

る数値９、４０、１９、２６は陰陽五行説や律暦志などに散見

する古代の聖数である。

藤原宮の９は、天文遁甲を能くしたと記される天武天

皇に関わる。天武の命日は朱鳥元年九月九日。重九は長

久に通音する。９は陽数の極数で、それを掛け合わせた

８１とともに道教では神聖数として尊重された。また、東

西：南北が３：４の計画は３：４：５の直角三角形と関わ

る。数学書『周髀』では、三平方の定理を証明した上で、

夏至や冬至などにおける太陽高度の測定から大地の広さ

や宇宙構造論を説く。

平城宮第一次大極殿院の東西：南北は５：９であり、

紫禁城の太和殿等が載る三重の大基壇のそれと同じであ

り、『易』の注釈書には「王者居九五富貴之位」とある。

９、５、３の組み合わせは王都と宇宙との関係を示すシ

ンボルもいう。４０は中国的な方向感の５と、「天ッ日嗣

高御座に坐して天地八方を治める」日本的な方向感の８

の乗数でもあり、天皇が支配する方向と関わる。

１９は難波宮・平城宮第二次、２６は長岡宮の各大極殿院

で用いられた数字で、旧四分暦の十九年七閏法に関連す

る。一年を３６５と１／４日とし、１９太陽年が２３５朔望月とほ

ぼ一致するため、１９年の間に７閏月を入れる太陰太陽暦

である。この１９と、７を加えた２６は術数として認識され

ていたと江口洌氏は指摘する。

これらの数字と各大極殿院計画規模の比に用いられた

整数は竣工予定年等の年回り（六十干支）と関わり、時空

の調和を図るのではなかろうか。

宇宙を象る宮室 秦の始皇帝の時には、宮室は天極、宇

宙を象って作る考えが既に存在した。曹魏洛陽城では

「上天の太極に法って」太極殿を建設し、宮城の配置が

天の星象配置に擬せられた。さらに、梁の太極殿に関し

ては『徐孝穆集』「太極殿銘序」に「星象に法って王位の

尊厳を増し」「日月星辰と輝きを等しくして宇宙に顕示

し、万国の諸侯を朝会せしめる」とある。太極は太一と

同じで、万物・宇宙の根源を意味し、太一は天文占星的

思想においては天の中心をなす紫微宮に含まれる天帝の

常居であって、宇宙の至尊なるものと考えられており、

これを地上に顕出しようとしたものが太極殿とされる。

日本の大極殿もこうした思想を受容したものと思われる。

大極殿院の設計・計画
・思想

図４９ 平城宮第一次大極殿院（恭仁遷都前）

図４８ 藤原宮大極殿院
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大極殿院出土瓦 難波宮大極殿院では、重圏文軒丸瓦で

第一圏内に「右」正字・裏字陽文のあるものや重圏文軒

平瓦で瓦当中央付近に十字の陽文のあるものが出土して

いる。櫻井久之氏は三重の圏線直径とキトラ古墳の天文

図の内規・赤道・外規の推定半径を詳細に比較検討し、

三円は天文図のそれを意図したものとみており、筆者も

同感である。しかし、「右」字の意味は不明とする。

『周髀算経』の宇宙論は、天は傘のようで地は碁盤の

ようとする蓋天説をとる。漢代以降は、日月五星（七曜）

が天球上を右（東）へ動いている天体現象を、天は左
ひきうす

（西）へ廻っている碓、日月五星はその上を右へ這う蟻
けいわく

に喩え、�惑（火星）の逆行現象は不祥とした。右裏字は

透明な天球（天蓋）に内側から記した右の字を天球の外

側からみたデザインである。天球の外側からの視点があ

ったことは、後漢墳墓武梁祠の画像石や北朝鮮の支石墓

の天井石等に北斗七星が裏側に描かれていることからも

知られる。渾天儀（天体観測機器）の発明は専門官人にそ

の視覚体験を容易にした。右裏字は、七曜の右への順行

を願って天球に描いた右の字を、天帝が観て了承を下し

た嘉応で、天皇の徳が及ぶ天下の安泰を示すと考える。

正字も同様であろう。十字陽文は、軒丸瓦の中心を外し

ている意味（歳差による天の北極の移動を考慮）において北

極星と考えることも不可能ではないが、偏心円で表され

る黄道の中心の象徴であり、それを記す重圏文軒平瓦は

同心三円を省略変形させたものと考えたい。

蓮華文は宇宙の象徴、宮殿は宇宙を象ると考えられて

いたために、寺院だけでなく宮殿の軒先も飾る。藤原宮

大極殿院の軒丸瓦は中房に蓮子１５、弁の外側に珠文４０を

配す。『五行大義』では１５は１～５の生数の和、４０は６～

１０の成数の和とし、５５は天地創造の数とされる。中房の

蓮子１＋５＋９は、中心から均等に分割しただけでは配

置しにくい。数字に意味を考える視点が必要であろう。

この軒丸瓦と組む軒平瓦は嘗て天星地水といわれたが、

上外区の点は星、下外区の鋸歯は地を、唐草文は地上

（風と水か）、すなわち、天地人を表現したと考えられよ
なぞら

う。『易』繋辞上伝には「易は天地を準う…仰いでもって

天文を観、俯してもって地理を察す」とある。

大極殿院と陰陽寮 平城宮第一次大極殿前庭にある磚積

擁壁の不可解な平面形は同心３円（４０尺×６、７、８）と１

偏心円（４０尺×９）の交点を用いたデザインであり、キト

ラ古墳天文図のような宇宙の構造を思わせる。大極殿院

は宇宙を象り、高御座を同心３円の中心に置く。また、

偏心円（黄道）を外規より大きくしたのは日神天照大神

の子孫たる天皇が宇宙を支配することを示したと解せる。

前者は天命思想、後者は皇孫思想の表現と思われる。

上述の遺構状況や出土遺物から大極殿院の計画技術者

は、天文や暦、易に関わる知識を持つことが知られる。

正史の天平宝字元年十一月九日条に学生の学ぶべき典籍

として「天文生は天官書・漢晋天文志・三色簿讃・韓楊

要集。陰陽生は周易・新撰陰陽書・黄帝金匱・五行大義。

暦算生は漢晋律暦志、大衍暦議、九章、六章、周髀、定

天論。」とあり、小論で言及した典籍を含む。彼らの上に

立つ陰陽師が藤原、平城、長岡の占地に関わったことは

正史に明らかである。陰陽寮がその中心区画大極殿院の

構想・計画に関わり、数値や軒瓦の意匠の意味などは秘

匿したまま造宮官司が設計・施工したものと思われる。

なお、大宝元年八月二日に勅命で還俗した３人の僧が

「官人考試帳」で陰陽師になったことが知られるが、彼

らが第一次大極殿院に関わったのであろう。（内田和伸）

参考文献 江口洌『古代天皇と陰陽寮の思想』河出書房新社、
１９９９。櫻井久之「重圏文軒瓦の意匠について」『続文化財学論集』
続文化財学論集刊行会、２００３。竹澤勉『新益京と四大神』大和書
房、１９９０。拙稿「平城宮第一次大極殿院前庭のデザインとその思
想」『ランドスケープ研究』６６－５、２００３。拙稿「大極殿院の規模
とその思想・計画・設計に関する一考察」『ランドスケープ研
究』６７－５、２００４。

図５０ 後期難波宮大極殿院

図５２ 長岡宮大極殿院

図５１ 平城宮第二次大極殿院 図５３ 大極殿院出土瓦（難波宮、藤原宮）
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７１０年に藤原京からの遷都が挙行された平城京は、奈

良盆地の北端域の起伏に富んだ地形上に人工的に建設さ

れた都城であった。この条坊都市・平城京の地割計画の

中軸線が朱雀大路であること、そして、朱雀大路は平城

京建設以前から奈良盆地を南北に直線に縦貫していた下

ツ道の位置を踏襲して設定されたものであったことも、

数次におよぶ発掘調査で確認されている。

朱雀大路の設定規模については、私自身、かつて異な

った理解を開示してきた。１９８４年の時点では、１９７４年に

実施された六条付近での発掘調査１）をもとに、「（側溝は）

流水等の影響による浸食が著しく、しかも東・西側溝が

７０m近く南北に隔たった地点で検出されたものであるこ

となどから、本来の幅員を確定しがたい」と前提した上

で、側溝心心間距離を２００大尺（復元推定値７０．９６m）２）と推

量し、その外側に遺存する地割線の間隔が「約９０m」で

あることから、これを築地痕跡とみたてて、築地心心間

距離２５０大尺（８８．７０m）と推定した３）。

その後、さらに遡る１９６８～１９７０年にかけて実施されて

いた羅城門と周辺の九条大路関連遺構４）の再検討を通じ

て、調査報告当時復元されていたよりも羅城門の東西規

模が大きかったことを明らかにした作業の中で、羅城門

の北西方で検出されていた朱雀大路の西側溝および西側

の築地塀とその下層に確認された掘立柱塀の位置をもと

にして、従前の私見を修正して、朱雀大路の規模を側溝

心心間で２１０大尺（７４．５１m）であるとし、築地塀心心間の

規模は２５０大尺とした（図５４）５）。この２１０大尺という寸法

は、平城京条坊道路の中で朱雀大路に次いで大規模に設

定されている二条大路１０５大尺（３７．２５m）のちょうど２倍

であり、あるいは藤原京朱雀大路７０大尺（２４．８４m）の３倍

でもあることになり、条坊設計のありようを考える上で

重要な知見であると位置づけた（図５５）。また、平城京造

営に際して、他の多くの形制上の要素を模範として導入

した唐長安城の南北中軸をなす道路である朱雀街が幅

１５０ないし１５５mであると報告されている６）ことを徴する

と、７５m弱という朱雀大路の規模が、ほぼ２分の１であ

ることは偶然ではないと思われる７）。

さて、その後、朱雀門前の朱雀大路が国史跡に指定さ

れたことを受けて、史跡地の公有化が進められ、奈良市

教育委員会によって数次の発掘調査がおこなわれた。ま

たその成果に基づいて実施された史跡整備が竣工し、調

査・整備報告書が刊行されている８）。

朱雀門南の平城京三条では朱雀大路の路面部分の大半

と東側築地塀を含む広い範囲の遺構状況が明らかにされ

たが、そのうち、三条条間北小路との交会点周辺の状況

が確認された奈良市教委第１１９次調査では、下ツ道の東

・西側溝、朱雀大路の東側溝・東側築地などが一連の調

査範囲の中で検出された（図５６）。下ツ道の側溝は、西側

溝が幅３．１～３．４m、東側溝が１．８mであり、側溝心心間距

離は２２．５mほどある。この下ツ道道路中軸線を基準にし

て朱雀大路東側溝の心まで距離をとると約３７．４mとなる。

したがって、これを２倍にした東西両側溝心心間距離は

７４．８mということになり、従来復元してきている２１０大

平城京朱雀大路
設定規格の再検討

図５４ 羅城門付近での朱雀大路 図５５ 平城京条坊道路の規格
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尺（７４．５１m）の設定寸法であったことを、ここでも再確認

することができる。この調査地点では、三条条間北小路

の北側の坪区画つまり左京三条一坊一坪には、坪西辺に

あたる朱雀大路側と南辺では築地塀などの区画施設がな

かったとみられている。いっぽう、三条条間北小路の南

側の坪、三条一坊二坪では朱雀大路東側溝の東岸にすぐ

接する位置に南北築地塀の形跡が検出されている。東側

溝心から築地跡の中軸線までの間隔は５．３m前後と見る

ことができ、１５大尺（５．３２m）の設定寸法を復元しうる。

朱雀大路西辺については、この地点から２００m南の右京

三条一坊三坪の東辺で、朱雀大路西側溝と、その西側の

築地跡が確認されており９）、ここでも側溝心から築地心

想定地点までの距離は５mあまりとみて矛盾はない。そ

うとすれば、三条での朱雀大路築地心心間の設定寸法は

２４０大尺（８５．１５m）であったことになり、従来、九条での

調査成果によって想定していた２５０大尺よりも１０大尺狭

い。

こうした状況が平城宮に南接する三条だけのものであ

るのか、逆に九条での状況が特殊であるのか、判断材料

を欠くが、今のところ、朱雀大路に関しては、側溝心心

間距離での規模は京内を通じて２１０大尺と一貫するが、

側溝から築地までの�地幅は場所によって広狭の相違が

あるという事実を指摘しておく１０）。

さて、朱雀大路について、かつて刊行された調査報告

書で、看過できない誤った見解が提示されているので、

ここで合わせて検証しておきたい。先の奈良市教委第

１１９次調査と同じ左京三条一坊二坪の東辺での調査（奈文

研第１４１－２５次）の成果とともに、周辺での既往の発掘調

査の成果を総合したこの『平城京朱雀大路発掘報告

１９８２』１１）（以下、報告書Aとする。）では、朱雀大路について、

以下のような所見が述べられている。

①六条一坊と朱雀門近辺での朱雀大路の中軸線のずれ

を測ると、下ツ道を中軸にして朱雀大路中軸は、六条

では西０．８５m、朱雀門付近では東１．６mの位置にあって、

両中軸線は朱雀門～六条間で交差している。

②朱雀門の位置は、朱雀大路より約８０�西にずれてい

るが、これは下ツ道中軸と朱雀大路中軸のちょうど中

間にあたる。

③つまり、朱雀門の大路に対する位置のずれは、単な

図５６ 奈良市教育委員会第１１９次調査：下ツ道と朱雀大路
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る施工ミスによるものでなく、旧下ツ道の影響を受け

たものと考えられ、壬生門、若犬養門が正確に条坊基

準線上に設定されているのは、朱雀門より着手時期が

遅れたためと考えられる。

上記の見解には不可解な点がいくつかある。まず①に

ついてであるが、六条での朱雀大路の調査で検出された

遺構は、報告書Aも引用するように、「東西の両側溝は、

それぞれ６～７m」、「溝心心間７３．４～７４m」であり、溝

岸はかなり浸食をこうむり、直線的に遺存しているわけ

ではない。こうした不安定な遺構の遺存状況のもとで、

本来の道路中軸線のポイントを１�単位まで正確に把握

することは困難と考える。また朱雀門付近で朱雀大路の

中軸線が下ツ道の中軸線の東１．６mにあるというのは、

なにを根拠にして算出した数値であるのか判然としない

が、報告書Aに付載されている国土座標表（図５７）にした

がえば、朱雀門のすぐ南での朱雀大路の中軸線の位置

（平城第１３０次・１４３次調査：a・b間）はY＝－１８５８４．０であり、

朱雀門の北側での下ツ道中軸線（平城第１６次調査：ロ・ハ

間）はY＝－１８５８７．１となる。この２地点は南北に約６１m

へだたっているものの、造営方位の振れ（N０°１５′３９″W）

を考慮しても０．３m程度間隔が狭まる程度であるので、

両中軸線の間は２．８mという数値になり、ずれは１．６mよ

りも大きかったということになる。

しかし、実はこれも疑わしいと言わなければならない。

同じ調査地点について、注８報告書では、異なった国土

座標調査（西側溝 a：X＝－１４６００９．８６Y＝－１８６２２．５００、東側

溝b：X＝－１４６００６．２１０Y＝－１８５４８．６４０）が掲げられている。

この場合、両地点の中点のY座標は－１８５８５．５７となる。

今般再検討するに際して原実測図で再測定したところ、

後者の数値が妥当であることを確認した。しかし、それ

でも疑問が残される。この a、b地点と朱雀門心の南北

距離は１３．５mであり、東西方向の相互位置関係を検討す

る場合、造営方位の振れは、ほとんど考慮する必要ない

（計算上では６．１�ほどの差異が生じる）。したがって、朱雀

門心は a、bの中点、つまり朱雀大路の中軸線の西約０．７

mにあることになる。南北距離が短いので、必ずしも信

頼できる数値とは言い難いものの、この２地点間の方位

の振れはN２°５８′０６″Wと過大であり、報告書Aのいうよ

うに、朱雀門は朱雀大路の中軸線から若干ズレた位置に

設定されているという判断を導かざるをえないことにな

る。しかし、朱雀大路全体で９０m近くにも及ぶ規模のな

かにあって、０．７mというズレが、果たして、平城京の都

市計画の基本的な枠組みの中で、何らかの具体的な要因

でズレを生じさせることとなったというほどの距離であ

ろうかとの疑念をぬぐいきれない。

なおさらに、より南での奈良市教委第１１９次調査で確

認された下ツ道東西両側溝の中軸線、そしてその地点か

ら朱雀大路東側溝までの距離をもとにして復元した朱雀

大路の設定規格の妥当性を考え合わせると、a、b両地点

の中点の位置が異常であることを指摘しなければならな

い。つまり、a、b地点よりも１５３m南にある第１１９次調査

地での下ツ道の中軸線（そして同時に朱雀大路の中軸線）の

Y座標は－１８５８５．８２（注８報告書の国土座標表から算出）で

あり、a、bの中点よりも西に位置していることになり、

北で西に振れている平城京の造営方位とは逆になる。ち

なみに第１１９次調査地での下ツ道中軸＝朱雀大路中軸と

朱雀門心との方位の振れをみるとN０°１０′１９″Wとなり、

より妥当な傾向を示していることがわかる。つまり、a、

図５７ 報告書A「朱雀大路・下っ道発掘調査位置と国土座標」
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b地点での朱雀大路東・西側溝の位置は、周辺の条坊遺

構の中で異例の位置関係を示しているのである。この原

因として、座標値を、より子細にみると、とくに東側溝

bがやや西に強く片寄っていることが挙げられるが、そ

れが事実であるとすれば、あまりに変則的な設定状況で

あることになる。あるいは、調査時点での測量の数値に

錯誤が存在する、という可能性もあるが、この点は検証

がきわめて困難である。しかし、そのことを別にしても

なお、前述したいくつかの周辺の状況分析に立脚すれば、

先に紹介した報告書Aでの所見①は、成立しがたい問題

をはらんでいると考える。

次に②であるが、ここで指摘されている、朱雀門の位

置が朱雀大路の中軸線の西８０�にあるという所見は、朱

雀門と平城宮南面西門である若犬養門の心心間距離が

２６６．１７m、朱雀門から南面東門である壬生門の距離が

２６７．７６mであることから、その差が約１．６mであるという

計算からみちびかれたものであり、「すなわち、壬生門、

若犬養門は（朱雀門ではなく－井上注）朱雀大路の中軸を基

準にして東西に振り分けられた」とする。

ここで問題とするべきは、まず若犬養門～朱雀門の心

心間距離２６６．１７mである。両門は造営計画上、７５０大尺

（＝９００小尺）の間隔を置いているので、この場合、１小尺

＝０．２９５７mという尺長であることになり、まったく妥当

な数値というべきである。ただし、不審なことに、若犬

養門の調査では、報告文にも、「基壇は著しく削平され

ており、礎石はもちろん根石も残っていなかった。（中

略）基壇外装の痕跡もなく、直接に基壇の規模を示す資

料は得られなかった」と記述するように、７ヵ所で確認

した礎石据え付けのための不整円形の基礎地業の位置か

ら門建物の規模を復元しているにすぎない。このような

遺構状況から２６６．１７mという精緻な計測値を求めること

はおよそ困難なこととみなさなければならない。また朱

雀門～壬生門の間隔であるが、２６７．７６mであるとすると、

１小尺＝０．２９７５mとなり、平城宮造営当初の基準尺長と

してはあまりにも過長である。壬生門の調査では、門基

壇の掘り込み地業が検出されているものの、必ずしも整

った平面形状ではなく、中心点を�単位まで求めること

は、ここでもまた不可能であると考える。したがって、

②および③で示された判断はいずれも成立しがたいので

ある。 （井上和人）

注
１）奈良市『平城京朱雀大路発掘調査報告』（奈文研編集）１９７４。

２）平城京造営当時の基準尺長については、今のところ１小尺が

０．２９５０～０．２９６３mという発掘調査による知見が得られてお

り、設定寸法の試算には、この中間値である１小尺＝０．２９５７

cmを、したがって１大尺＝０．３５４８cmを援用することにして

いる。（井上和人「平城宮造営尺長について」『年報２０００－Ⅲ』２０００）。

３）井上和人「古代都城制地割再考」『研究論集Ⅶ』１９８４。

４）大和郡山市教委『平城京羅城門跡発掘調査報告』（奈文研編

集）１９７２。

５）井上和人「平城京羅城門再考」『条里制古代都市研究１４』１９９８。

６）中国社会科学院考古研究所西安唐城発掘隊「唐代長安城考古

紀略」『考古１９６３－１１』１９６３。なお、この報告によれば、長安

城朱雀街の実測による規模は南部で広さ１５５m、朱雀門南約

２００mの北部では１５０mであり、いずれも側溝の内岸（「水�的
内壁」）間での距離であるとされる。

７）井上和人「平城京の実像」『研究論集XⅣ東アジアの古代都

城』２００３。

８）奈良市教委『史跡平城京朱雀大路跡』１９９９。

９）奈文研「左京三条一坊三・四坪の調査－第２８８次・第２９０次」

『年報１９９８－Ⅲ』１９９８。

１０）ただし、２４０大尺（＝２８８小尺）は、『延喜式左京職式京程』から

知られる平安京朱雀大路の築地心心間規模２８０小尺に最も近

い１０の位での偶数寸尺値であることは注意すべきであろう。

なお、注１１報告書では、この周辺での発掘調査の成果およ

び遺存地割の状況をもとに、として、築地心心間距離を２８０

小尺とする。そして、「２８０尺の遺存地割は三条一坊のみで、

三条大路から南は羅城門まで、ほぼ３００尺幅で一定の間隔を

保っている。」と記述している。しかし、朱雀大路の遺存地

割をみても、三条部分だけが特に狭いという状況はなく、む

しろ四条上以南よりも若干広い計測値を得る（三条：９０．５m、

四条：８９．７m、五条：８７．５m、六条：８８．０m、七条：８６．７m、八条、九

条は計測不能）。また、遺存地割と発掘調査による検出遺構と

の関係をみると、ここで検討の対象としている三条では市教

委第１１９次調査での東側溝が遺存地割とほぼ重なる位置にあ

ることを知る。

１１）奈文研『平城京朱雀大路発掘調査報告１９８２』１９８３。

１２）井上和人前掲注５「平城京羅城門再考」。

１３）奈文研『平城報告XI－宮城門・大垣の調査』１９７８。

１４）奈文研「Ⅱ南面大垣－朱雀門東－の調査（第１３０次）」 『昭

和５６年度平城概報』１９８２。

１５）奈文研「２南面大垣－朱雀門西－の調査 第１４３次」『昭和５７年

度平城概報』１９８３。

１６）前掲注２。

１７）奈文研「平城宮南面東門（壬生門）の調査」『昭和５５年度平城

概報』１９８１。

１８）奈文研「Ⅳ南面西門（若犬養門）の調査（第１３３次）」『昭和５６年

度平城概報』１９８２。

１９）前掲注１３。
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はじめに 東大寺図書館には、いまだ本格的な調査の手

が及んでいない聖教・文書類が多数存在する。現在歴史

研究室が中心となり、それらの調査を進めているところ

である。時代は近世が大半だが、なかには中世や、さら

には平安時代にまで遡るものも存在した。そこで、今回

発見した平安時代の古文書２点を紹介したい。

紹介するのは、第３函２括の１号・２号とした２点で

ある。いずれも断簡だが、紙質・筆跡等より、院政期写

の古文書とみて誤りないものである。

美作御封結解勘文 第３函２括１号は、美作御封結解勘

文の断簡である。現状は竪２６．０㎝横３０．６㎝の楮紙１紙で

ある。尾欠だが、実はその末尾は、東大寺成巻文書第９８

巻９１４号の、長治元年（１１０４）七月廿日付の断簡に接続し、

一通の完結した文書となる（図５８。以下、A文書と呼ぶ）。全

体では全長５４．７㎝、続紙２紙の文書である。釈文を右頁

に掲げ、内容を表１にまとめた。また、この文書は成巻

文書９１５号（以下、B文書と呼ぶ）と深い関係を持っている

ので、B文書の釈文私案も並べて掲出した１）。

若干の解説を加える（表１参照）。A文書は、a～gで収

入について記す。a「本米」のうち、d「加賃」とf「納所

得分」を除いた額が、g「正米」として東大寺に収納され

るべき分である。h～jが支出で、k・lが残額である。ただ

し、計算ミスとおぼしき部分が少々ある（表１備考e・h

の≒の計算）。また残額の一部がl「納所未進」と表現され

るのは、実際には米が東大寺の蔵でなく、納所に収納さ

れていることを示している２）。墨書した後、全体を朱筆に

て校合しており、特にj′「判書」の額は朱書でより少な

く訂正している。それに応じ、h′＝支出合計額とl′「納

所未進」＝残額も変動している。

B文書は、A文書を修正して作成された結解と考えら

れる。収入に関しては、A文書の計算ミスが修正されて

いる（g→「定」）以外は、Aと同一である３）。しかし支出は

Aとは一致せず（h・h′→「所下」）、Aの朱書よりもさらに

少ない額としている。支出は多数の判書を集計したもの

なので４）、その算定に苦労しているようである。

観世音寺文書 第３函２括２号は現状では、縦２８．８㎝横

３５．２㎝の楮紙１紙である。その内容より、本断簡は保安

元年（１１２０）に書写された観世音寺文書案文５）の奧に据え

られた、大宰府官人の署判であることは明らかである。

この断簡の奧裏書には「船越塩釜」６）とある。これは文

書の内容を示すが、これを観世音寺文書目録（『平安遺

文』第１１巻補２９９号文書）と対照すると、目録の「船越御庄

三巻」中の「一通 塩釜例文 員弐枚」に対応すること

が判明する。その文書は承和８年（８４１）正月１６日筑前国

牒案（『平安遺文』第１巻６７号文書）に当たるので、本断簡は

その文書の末尾部分に当たるはずである。この文書は現

在寺外に流出しているが、２紙より成り、末尾が切断さ

れているので７）、そこに本断簡が接続するはずである。た

だしこの文書は、東京大学史料編纂所の影写本の中にも

尊勝院文書の一通として収められているが、そこには本

断簡も接続した状態で描かれている。よって切断はその

後のことかと思われる。

実はA文書後半部も、東大寺が買い戻した流出文書で

ある。今回の２断簡は流出文書に接続した点が共通する。

しかしそれ以上の事情は現時点では明らかにしがたい。

おわりに 東大寺は資料の宝庫であり、その伝存過程も

一つの歴史である。今後も資料の整理・紹介に務めてい

きたい。 （吉川 聡）

注
１）従来の釈文は『大日本古文書』家わけ第１８東大寺文書之９参照。
２）佐藤泰弘「東大寺の組織と財政」（『日本中世の黎明』京都大学学術
出版会、２００１、初出１９９７）参照。

３）B文書の加賃額の欠損部は『大日本古文書』では九石二斗と推
測しているが、A文書に従い、十一石二斗とすべきである。

４）当年の判書は、その相当数が現在に伝存している。『平安遺
文』第４巻１５３４号～１６０７号文書、第１０巻補１９８号文書。

５）森哲也「観世音寺文書の基礎的考察」『九州史学』第１２７号、
２００１。

６）「釜」字は何かのヘンを書きかけた後、右傍に「釜」字を記す。
７）堀池春峰「堂本四良氏蔵・東大寺文書について」『古代文化』第
５巻第５号、１９６０。

表１ 美作御封結解勘文（A文書）の計算

種目 升 備考

収

入

a 合本米 ２３６．５４８０ =b+c
b 官米 １９９．４２８０
c 塩代官米 ３７．１２００
除

d 加賃 １１．２６４０
e 運上 ２２５．２８５０ ≒a－d＝２２５．２８４０
f 納所得分 ２０．４８００
g 正米 ２０４．８０５０ =e－f≒a－d－f＝２０４．８０４０

支

出

h ――― （２００）．１５１５ ≒i+j＝２００．１５１０
h′（朱書） （１９）６．７５１０ =i+j′

i 大湯屋作
料内立用 ３２．２８００

j 判書 １６７．８７１０
j′ 同朱書 １６４．４７１０ j－j′＝３．４０００

残

額

k 倉残塩代米 ４．００００
l 納所未進 ０．６５３５
l′ 同 朱書 ４．０５４０ l－l′＝－３．４００５

g＝h+k+l＝２０４．８０５０

東大寺の新出文書
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本堂の概要と建築調査 奈良県桜井市に所在する長谷寺

は、西国三十三観音霊場の第８番札所として知られてい

る。創建は遅くとも奈良時代であり、『枕草子』や『源氏

物語』にも登場する。本堂は、現存する棟札から、徳川

家光によって慶安３年（１６５０）に再興され、中井家大工の

作事になることが知られていた。

ところが、天文５年（１５３６）の本堂焼失後、現本堂再興

までの経緯はやや複雑である。すなわち、像高１０mにお

よぶ巨大な本尊は２年後に完成するものの、天正１６年

（１５８８）の豊臣秀長再興、慶長１２年（１６０７）上棟など、文献

史料には、被災がないにもかかわらず再興記事が続く。

本堂は柱筋がそろわない部分があるなど、やや特殊な平

面をもつため、天文焼失後の本堂を中核として残すと考

えられてきた（櫻井敏雄「西国三十三所寺院の構成と本堂の特

質」『西国三十三所霊場寺院の総合的研究』（浅野清編）中央公論

美術出版、１９９０）。結論から言うと、小屋の束や貫などに

転用古材がみられるものの、躯体に大きな改造や増築な

どを示す痕跡はなく、本堂の使用法とそれにともなう柱

間装置の変更を除けば、現本堂は建立当時の状態をよく

とどめている。

平成１５年（２００３）３月３日、樹齢１００年を越えるシイの

大木が本堂西北の屋根を直撃するという災害に見舞われ

た。その修理用足場を利用して本堂の建築調査をおこな

い、あわせて屋瓦の調査、長谷寺所蔵の棟札や指図、文

献史料などの関連調査を実施した。この調査については、

『重要文化財 長谷寺本堂調査報告書』として刊行して

いる。本堂の概要を述べるだけでもかなりの紙数を要す

るので、本稿では本堂の構造に焦点をあてて、その解釈

を試みたい。なお、京都知恩院・仁和寺・泉涌寺など、

中井家の作事になる類例の調査成果からみて、本堂は、

中井家による慶安３年の建築に編年して間違いない。

本堂の構造 本堂平面は、本尊を祀る間口１間×奥行２

間を内々陣、それを囲む間口５間×奥行４間を内陣、内

陣両側面の間口２間×奥行４間をそれぞれ集会所・宰堂

室、これらの前面の間口９間×奥行１間を外陣、外陣前

面で四半石敷とする相の間、さらにこの前面の間口９間

×奥行３間を礼堂とし、その前面に舞台を張り出す。

構造形式は、内々陣、内陣を含む間口（桁行）７間×奥

行（梁行）４間を高い柱とし、入母屋造本瓦葺の東西棟屋

根をかける。この部分を正堂と呼称しよう。正堂両側面

には一段低い裳階の屋根をかけ、背面両端２間に入母屋

破風を付ける。また、外陣・相の間・礼堂部分には、正

面に巨大な入母屋破風を見せた南北棟をかけ正堂とＴ字

図６１ 本堂西側面 図６２ 礼堂内部の架構

図６０ 長谷寺本堂遠望 図６３ 内々陣正面の空間構成 図６４ 相の間の架構

長谷寺本堂の調査
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形に接続させ、そのまま葺き下ろして裳階の軒と連続さ

せる。礼堂両側面には千鳥破風を設ける。したがって、

平面から類推できる屋根形態とは異なる（図６０・６１）。

内部は、内々陣を切妻型の船底天井とし、内陣には小

組格天井を張る。内々陣正面外部（＝内陣須弥壇上部）は、

柱を建て登せとし、禅宗様の詰組で出組をつくり、内陣

側背面より高い小組格天井を張る。また、彩色・金襴巻

柱など本堂中もっとも荘厳に力を入れている部分である。

外陣は中央間のみ相の間に落ちる化粧屋根裏とし、その

両端各２間には小組格天井を張っている（図６３）。相の間

と礼堂は、いずれも化粧屋根裏とするが、礼堂中央部の

間口５間×奥行２間を切妻型とし、相の間中央５間は礼

堂に落ちる化粧屋根裏とするため、相の間－礼堂境の柱

筋には谷が生じている。また、外陣・相の間・礼堂の両

端間各２間は側面に落ちる化粧屋根裏とするので、中央

５間との境になる柱筋では、垂木掛けと虹梁などが上下

に錯綜して複雑な架構となる（図６２・６４）。

本堂の特色とその位置づけ 以上のような複雑な屋根と

内部空間を、巧みな技術でまとめ上げている点に本堂の

最大の特色があると言えるが、これは、ひとえに像高１０

mを越える巨大な本尊とヒューマンスケールの礼堂を、

建築的破綻をきたさないよう、調和させた結果だろう。

すなわち、本尊厨子とも言える高い内々陣は、その正面

となる外陣に化粧屋根裏を採用しないと、本尊の尊顔を

拝せなくなる。また、側面の入母屋破風は、現状では内

部空間とまったく関係のない構造となっているが、別棟

礼堂屋根の名残であることに異論はなかろう。そして、

礼堂・相の間・外陣にかかる南北棟は、ほんらいこの

内々陣と礼堂をつなぐ屋根だったとみられる。正堂の裳

階は、集会所・宰堂室平面の拡大とともに、高い正堂の

柱の下部を雨からしのぐ機能を期待したものと解され、

地形的にみて背面にはあまり必要性がなかったものだろ

う。室町時代に成立した絵巻物『長谷寺縁起』では、屋

根は檜皮葺だが、礼堂と正堂は別棟で、それらをつなぐ

正面の入母屋破風も小さく描かれている。

現状の形態は、礼堂側面の千鳥破風のように、屋根を

一体化したことによって、やや退化もしくは発達してい

る部分が認められるものの、上記のような解釈を与える

ことが可能であろう。同時期の清水寺本堂や石山寺本堂

といった複合仏堂が、拡大した平面を覆うために屋根が

巨大化・複雑化するのとは意味が異なり、機能的な側面

を失わずに古い形態をうかがえる点で、複合仏堂の基本

形というべき建築と位置づけられるだろう。

今後の課題 まず、本堂の成立過程の究明が挙げられる。

とりわけ、外陣～礼堂に見られる間口両端各２間の化粧

屋根裏と、外陣の性格については、いくつかの解釈が可

能と思われる。一方、本堂は中井家配下の大工によって

建てられたことは確実であり、現存する中井家造営堂塔

との比較研究という視点も興味深い。さらには、長谷寺

本堂の造営に関与した可能性のある中井家の大工・今奥

政隆が天和２年（１６８２）に編した建築書『愚子見記』には、

長谷寺の記事も散見し、概ね合致する。このように、『愚

子見記』の記載を現存する堂塔で検証するという研究も

課題の一つになろう。報告書では、時間的制約もあり十

分な考察ができなかったが、本調査がそのような研究の

基礎資料となれば幸いである。 （箱崎和久）

集会所

内々陣
外陣

内陣相の間
礼堂

宰堂室

舞 台

図６５ 奥行方向の断面図 １：５００ 図６６ 本堂架構図
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はじめに 平成１５年度、建造物研究室では長野県楢川村

より加納屋深澤家住宅調査を受託し、同住宅の有する文

化財価値について調査をおこなった。調査成果は本年度

中に報告書として刊行する予定であり、ここではその概

略を報告したい。

深澤家と贄川宿 深澤家住宅が所在する贄川宿は、木曾

十一宿の北端に位置し、その立地から、宿場としてより

もむしろ物資流通の拠点として繁栄した。深澤家は屋号

を「加納屋」と称し、遠方への行商で財を築いた典型的

な贄川の商家である。

建物と建築年代 深澤家住宅の敷地は西と北を街路とす

る角地にあり、主屋は中山道に西面して建つ。主屋の背

面には附属屋を出して便所を設け、中庭をへだてて二棟

の土蔵が南北にならんで建つ。このうち北の土蔵は文庫

蔵、南の土蔵は新蔵と呼ばれる。各建物の建築年代は、

棟札や家史、日記などの史料から明らかにできた。これ

らの記述は、建物に残る痕跡や改修の状況と完全に一致

しており、その信憑性はきわめて高い。贄川宿内の建物

の大半は嘉永４年（１８５１）に贄川宿を焼きつくした大火

後の再建で、深澤家住宅の主屋も例外ではなく、嘉永７

年（１８５４）に再建されたものである。ただし、文庫蔵は大

火をまぬがれた宿内でも希少な建物で、建築年代は文政

４年（１８２１）にまでさかのぼる。新蔵は文久２年（１８６２）の

建築で、これと同時に文庫蔵の背面に味噌蔵を増築して

いる。

主屋の建築的特徴と価値 主屋には以下に示すような建

築的特徴があり、木曾地方の町家の典型的な姿を示すと

いえる。

１ 二階正面を出梁でせり出す出梁造とする。

２ 間口全体を通し柱と胴差で固め、内部の柱位置の自

由度を確保した軸組を持つ。

３ 間口方向にかためる軸組に対応して、奥行方向への

追加を容易にした架構をする。

４ 間口方向を上下、奥行方向を表裏とする明確な空間

秩序をもって室を配置し、さらに吹き抜けとなるカ

ッテを中心に全体をまとめる室の構成とする。

この中でも特に注目されるのは、軸組・架構の技法で、

正面に面する室の軸組・架構を他の部分と切り離し、構

造面から整然とした正面の割り付けを実現する。従来の

伝統的技法を消化し、かつ見栄えを意識して整えたこの

ような建築技法は、近隣の町家の中でも特に洗練された

もので、近世における木曾地方の町家の一到達点を示す

ものとして高く評価できよう。

今後の課題 近年、民家や近代建築など身近な歴史的建

造物への関心の高まりにあわせて、その保存活用が各地

で盛んに議論されている。深澤家住宅は長らく空家に近

い状態であり、まずは本調査の周知をはかることを目的

に、地域住民を対象にした中間報告会をおこなった。こ

の中で聞かれた意見はおおむね良好で、贄川における深

澤家住宅への愛着の高さをうかがうことができた。具体

的な活用計画の策定は今後の課題となるが、深澤家住宅

がふたたび、贄川をになう役割を期待されていることは

疑いない。 （金井 健）

贄川宿・深澤家住宅の調査

図６７ 主屋正面 復原立面図・断面図 １：１５０
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はじめに 平成１５年度、当研究所の建造物研究室は長野

県木曽郡楢川村の委託を受けて徳利屋原家住宅調査をお

こなった。

奈良井宿が重要伝統的建造物群保存地区に選定されて

から２５年。奈良井宿の中程、中町に位置する原家住宅で

は天保年間に建てられた主屋を公開しながら、現在も住

人が生活を続けている。こうした町家の活用の要因を、

原家住宅の特徴と変遷を通して考察したい。

徳利屋原家の歴史 原家は屋号を「徳利屋」と称し、１７

世紀末から１８世紀には米売買、金融業、檜物細工や漆の

売買、土地経営など多岐にわたる経営をおこなっていた。

１９世紀には地元密着型の経営に規模を縮小し、旅籠屋を

主な家業とした。江戸時代後期から明治時代にかけては、

御嶽山参拝の講の定宿となっており、当時使用していた

マネキ（看板）が現在も残されている。旅籠の経営は昭和

１２年に当主の祖父が亡くなるまで続いていた。

原家住宅の建築 原家住宅は、奈良井宿でも大規模な部

類に属し、近世後期の木曾地方の町家の典型的な姿を示

す。敷地は間口が狭く奥行が長い短冊形で、主屋を街道

沿いに、土蔵を奥に建てる。

主屋は、桁行６間半（１１．８m）、梁間９間２尺（１６．６m）

の二階建、切妻造平入の建物で、屋根を長尺トタン板の

瓦棒葺とする。天保３年（１８３２）の火災後の天保年間に建

てられたものと思われる。主屋は平面の構成、構造形式、

出梁造の外観などに、木曾地方の伝統的な町家の特徴を

よく残している。

一階は、片側に表から裏に通じる通土間をとり、土間

にそって室を二列ならべる。中央のカッテは上部を吹抜

とし、その前後に二階をつくる。

構造は、カッテ列とその前後で、梁行方向に大きく三

分される。カッテの吹抜は、差物で廻りをかため、上部

に断面の大きな梁をかけて小屋束と貫を露出する。軸部

には、断面の大きな差物を使用する。

正面は、両隅柱を通柱とし、その間を断面の大きな胴

差で固め、出梁造として二階の縁を出す。正面の外観は、

内部の室境とは無関係に腕木と二階正面の格子を等間隔

で配し、整然とした意匠を生み出している。

原家住宅の変遷 今回の調査により、建築後の原家住宅

の変遷は大きく５段階に分けられる事が判明した。中で

も大正１３年の改築は大規模なものである。当時、真夏に

奈良井に滞在して勉強する学生達がいた。徳利屋は、こ

うした学生の部屋をつくるために、主屋の棟の位置を２

間後方に移動して棟高を増し、裏二階を増築した。

この改築は、梁行方向の構造の一部を切断したり、延

長したりすることが容易な、奈良井の伝統的な町家の構

造１）をいかしたものといえるであろう。この構造により、

木曾地方の伝統的な町家の特徴を残しながら、宿泊客の

変化に対応した改造が可能となっている。

まとめ このように、原家住宅は江戸後期の町家の特徴

を残す一方で、旅籠の歴史を反映した改築がされており、

奈良井宿の歴史を示す町家の代表例といえる。中でも、

伝統的な吹抜の構造と、江戸末、大正に造られた階段が

一体となったカッテの空間は、見所の一つである。木曾

街道沿いの宿場町の中でも、江戸時代後期からの歴史を

もつ大規模な旅籠の建築は少なく、貴重な遺構といえる。

現在の原家住宅の活用の背景には、奈良井宿の重要伝

統的建造物群保存地区への選定、住人の熱意、周囲の協

力があることは間違いない。それに加えて、これまで伝

統的な町家の特徴を残しつつ、時代の要求に応じてなさ

れた改築が、この町家を、より魅力的にしてきたと言え

るだろう。今後も奈良井宿の町並み保存の核となってい

くことが期待される。 （山本紀子）

１）奈良井宿の町家の構造の特徴については、奈良国立文化財研

究所『木曽奈良井－町並調査報告－』１９７６を参照。

伝統的な町家の活用
―徳利屋原家住宅調査から

図６８ 徳利屋原家住宅主屋断面図
（上が明治頃、下が現状）
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はじめに 平成１５年度、建造物研究室では岡山県成羽町

より「町指定文化財旧片山家住宅調査」を受託し、調査

研究をおこなった。片山家は重要伝統的建造物群保存地

区に選定されている成羽町吹屋に位置し、１８世紀後期よ

り約２００年間、弁柄生産業を営んできた豪商である。

吹屋弁柄は、吉備高原の本山銅山より産出される緑礬

を原料とする。１８世紀半ばから弁柄生産が始まり、山内

に多くの工場が建設された。明治に入り近代化が進み生

産量は更に飛躍し、明治末にはピークを迎える。その後

昭和に入ると、他の安価な製品により吹屋弁柄は衰退し、

現在は全く生産をおこなっていない。

旧片山家住宅の敷地 旧片山家住宅は、商店や旅館など

が建ち並ぶ吹屋中心地の中町西部に位置し、敷地面積は

約３，５００�である。地区内を東西に通る道路に面し、向か

いには当家の分家が３軒並んで建つ。これら分家の建物

と旧片山家住宅の建物が、吹屋地区の中町西部一郭の町

並を形成している。

片山家では、山間部に建てられた弁柄工場から運ばれ

た弁柄を精製調合し、梱包発送までの一連の作業をおこ

なっていた。そのため敷地内には、家人が生活し、店と

して機能した主屋の他に、弁柄の作業をおこなう作業場、

使用人の生活空間、弁柄や木材、食料などを保管する空間

など、用途に合わせて数多くの附属屋が建てられている。

片山家では合計７枚の家相図を所蔵している。そのう

ち最も古い文政１３年の家相図を見ると、敷地形状は現状

と大きく異なり、面積も約１／６程度である。その後、安

政２年の家相図では、南に大きく面積を広げ、弁柄の主

たる作業をおこなった弁柄倉庫とたきもの小屋が建てら

れており、この頃にほぼ現在と変わらない状態に整備さ

れている。さらに明治に入り、敷地を増やし作業場と収

納場所となる建物を建てている。もっとも建物数が多い

のはこの時である（図６９）。この変移は、吹屋弁柄の繁栄

過程と重なり、吹屋が弁柄で発展していく歴史を物語る。

現在も敷地内の施設は保存されており、吹屋の歴史を

持った弁柄豪商を代表する屋敷構えとして、敷地全体に

その価値を認めることができる。

主屋・附属屋 主屋は、１８世紀後半に主体部が建立され、

文政、安政と増築を重ね、近世末頃にほぼ現状の姿とな

る。近世末期の吹屋の大規模商家建築を代表する事例で

ある。明治初期に座敷の増改築、後期に表構えの更新な

どがなされ、近代の要素を併せ持ち、吹屋弁柄最盛期の

明治期の様相も良く伝えている。

数多くの附属屋のうち、弁柄倉庫、たきもの小屋の２

棟は、弁柄に関わる作業をおこなう重要な建築である。

いずれも安政２年の家相図に初めて描かれ、この頃に現

在まで続く弁柄作業場が整備されている。片山家の附属

屋の内部には、作業に必要な道具や弁柄などが残されて

おり、各建物内部での作業状況を復原することができる。

また、主屋、付属屋の変移の過程が家相図や棟札より

正確に押さえられている点からも、当住宅が資料的価値

の高い貴重な遺構であると認められる。

当住宅の表構えを形成するのは、道路に面して建つ主

屋と宝蔵の２棟の建物である。親子格子の出格子、格子

框に取りつけられた鉄製の飾り金具、漆喰塗の壁及び海

鼠壁などを特徴とする。吹屋地区では、格子や海鼠壁に

様々なバリエーションが見られるが、当住宅はその中で

も特徴的で、吹屋の町並景観にも欠かせない建築である。

文化財としての価値 旧片山家住宅は歴史性、建造物と

しての価値、町並の形成、景観などいずれの点に関して

も、当地区において貴重な遺構である。将来的にも吹屋

を代表する文化遺産として重要な役割を負うべき建築で

ある。吹屋では既に、弁柄工場や町家などの施設が一般

公開されているが、工場から運ばれた弁柄が発送される

までの状況と、吹屋を支え続けた弁柄豪商がどのような

生活を送っていたかを伝える施設はなく、今後旧片山家

住宅が公開へ向け適切な整備を施され、吹屋発展の歴史

を伝える重要な建築となることが期待される。

（大林 潤）
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はじめに 平成１５・１６年度の２ヶ年で、楢川村の平沢地

区において伝統的建造物群保存対策調査をおこなうこと

となった。調査は来年度も引き続き継続しておこない、

報告書を刊行する予定であるが、本稿では今年度の調査

を通して垣間見えた、平沢地区の町家におけるカッテの

位置について、近世から現代にかけての変遷とその要因

について考察してみたいと思う。

楢川村平沢地区 楢川村は長野県西南部に位置し、村内

には南北に旧中山道が縦断、木曾十一宿の最北端である

贄川宿とその南の奈良井宿が所在している。楢川村では、

奈良井宿が昭和５３年に重要伝統的建造物群保存地区に選

定されており、近世における宿場町の情景が今なお色濃

く残されている。

平沢地区は、近世に中山道に沿って形成された在郷町

であり、贄川宿と奈良井宿の間、奈良井宿寄りに位置す

る。近世から漆器生産が盛んであり、現在でも多くの漆

器店が軒を並べ、平沢で生産される木曽漆器は日本三大

漆器のひとつに数えられている。平沢地区は奈良井宿と

は異なり、江戸時代まで遡る建物が存在する一方で、大

正時代から昭和初期のいわゆるレトロ調の建物や和風住

宅も存在し、近世から現代に続く表情豊かな町並みが形

成されている。

カッテ 現代住宅でいうところのリビングダイニングキ

ッチン（LDK）とでもいうべき部屋を、平沢地区の町家で

はカッテあるいはオカッテなどと呼称していた。町家の

中では最も大きな部屋であり、イロリが設けられ、カマ

ドもカッテに面した土間に置かれていた。カッテは、家

族のだんらんや食事の場だけではなく、普段の客の接待

や近所の寄合などにも用いられていた。このように、い

ろいろな場面で使用されたカッテは、板敷の場合が多く、

その広さは一般的に８畳であるが、大きなものでは２０畳

におよぶものも存在していた。

カッテの位置とその要因 一般的に、町家では敷地奥へ

とつながる通り土間を持つ建物が多い。平沢地区の町家

も例にもれず、大半が通り土間（ドジ）を持っている。こ

のドジに接して、表から３室（ミセ、カッテ、ザシキ）を取

るのが、近世から近代の平沢地区における町家の標準的

な間取りである。すなわち、カッテは建物中央に位置す

ることとなる。この時期の町家の多くは中二階建である

が、カッテ上部に二階や天井はなく、屋根まで吹抜とな

っている。カッテにイロリやカマドが存在したこと、屋

根が板葺であったため燻す必要があったことなどから吹

抜としたのであろう。ひるがえって考えれば、この燻す

ことこそ、カッテが建物中央に配された最大の要因では

ないだろうか。聞き取り調査によれば、カッテが附属屋

となる昭和２４年建立の町家では、煙を家の中にまわさな

いと家が持たないとのことで、あえて煙を総二階の主屋

の方へと導いていたという。屋根が鉄板葺に変化しても

なお、このようなことがおこなわれるほど、煙をまわし

て燻すことが重要視されていたのである。

大正末期から昭和初期にかけて、このカッテの位置が

変化するとともに、それまで中二階建であった町家が総

二階建となる。カッテは奥へと追いやられて附属屋ある

いは別棟の建物となり、主屋の間取りは２室（ミセ、ザシ

キ）構成となる。このような変化の要因のひとつには、

屋根葺材が板から鉄板に変わったことがあげられよう。

つまり、これまでのように燻す必要性がなくなったので

ある。かといって、カッテにはカマドやイロリがある。

そのため上部に２階をつくったとしても煙が充満して使

えたものではない。したがって、カッテは主屋とは構造

的に切り離された平屋の附属屋または別棟の建物へと変

化したのではないだろうか。

あるいは、燻す必要性がなくなると、カッテは生活上

都合の良い奥へと移され、それにともなって主屋が総二

階建へと変化したのかもしれない。カッテにあったイロリ

が次第に撤去されるのも、家電製品の普及だけではなく、

燻す必要性がなくなったことと無関係ではないだろう。

その後、昭和３０年代後半から４０年代にかけてガスが急

速に普及、カマドに取って代わり、カッテが総二階建の

主屋に取り込まれていく。しかし、その位置は奥のまま

であった。煙が出なくなったとはいえ換気の必要性など

から建物中央ではなく奥に置かれたのであろう。

このように平沢地区の町家におけるカッテの位置は、

建築材料の変化などによって、昭和初期に建物の中心か

ら奥へと変化するのである。同様に、建物の外観も変化

するのであるが、両者の相関関係については今後の課題

とし、さらに調査を進めていきたいと思う。（西山和宏）

町家におけるカッテの位置
―楢川村伝統的建造物群保存対策調査から
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はじめに

当研究所では平城宮跡の利用実態調査を１９６７年から

１９９６年までに９回実施している。平成１５年度（２００３年度）

は１０回目にあたる調査を、文化庁から受託した「大極殿

及び殿院の復原研究」の一環としておこなった。今年度

の調査は、第一次大極殿院地区の復原公開を見据え今後

の平城宮跡の整備を検討するための基礎資料を作成する

ためのものである。具体的には主に、１９９８年からの朱雀

門の建物と東院庭園の復原公開による宮跡の利用実態の

変化を把握することと、既往の調査の継続としてデータ

を蓄積することを目的とした。

今年度調査の詳細な結果は『特別史跡平城宮跡平成１５

年度秋季及び冬季利用実態調査報告書』（奈良文化財研究

所・㈱総合計画機構、２００４）に掲載されているため、ここで

は調査内容の留意点や、主な調査結果と考察を記す。

なお、平城宮跡の利用実態を把握できるデータとして

は今回のような調査の他に、３ヶ所の展示施設（平城宮跡

資料館、遺構展示館、東院庭園）で計測している日ごとの入

館園者数、各展示施設の見学申込み団体数、ボランティ

アガイドの利用者数、管理部文化財情報課で実施してい

るアンケート（展示施設出入り口に用紙を設置）結果があり、

本調査の考察でもそれらを用いた。

調査内容

今年度の調査内容は表２のとおりである。

来訪者数の観測 今年度の調査では初めて通年で実施し

た。１日の来訪者数は主に季節、曜日、天候によって大

きく変化する。したがって、調査は四季全てで休日と平

日に１日ずつ実施した。雨の日を避け調査予定日が雨天

の場合は延期した。

アンケート 今年度は特に見学者の利用実態を把握する

ために、見学目的の来訪者の回答を多く集める方針をと

った。したがって、アンケートの集計結果は見学目的の

来訪者の回答に偏り、そのままでは実態を表さない項目

があるため注意を要する。

質問項目は表２のとおりである。既往調査との比較の

ために同内容の質問を部分的に残しつつ、新規の質問も

設けた。同内容の質問については、なるべく他の調査と

比較できるような聞き方をした。調査結果は他の史跡と

比較することもあるため、内容に共通性をもたせること

が今後の課題である。このことは、アンケートだけでは

なく他の調査についても当てはまる。

質問内容については、事前に試験的な調査を行った後、

質問方法や項目数の削減を検討し、見学目的の来訪者と

それ以外の来訪者とで異なる質問項目を設定した。しか

し、一票あたりの聞き取り時間に２０分程度を要する分量

となった。

利用形態の観察 面的な観察により、出入り口での来訪

者数観測調査やアンケートと内容を相互に補完する。

団体及び事業者への聞き取り 団体による観光や学校教

育面での利用に関する情報を多方面から収集する。

主な調査結果と考察

出入口別の利用者数は朱雀門周辺が最も多かった。前

回の調査では資料館と遺構展示館近くの出入口が最も多

かったのに対し、朱雀門の建物復原による宮跡利用の変

化を如実に反映した結果といえる。また、今回の調査で

初めて朱雀門見学者の概数が把握され（春季休日調査で

８６５人）、宮跡の見学施設のうち朱雀門が最も利用者が多

いことが明らかになった（アンケート結果では何らかの見学

施設を利用した回答者の７３％が朱雀門を見学）。なお、「歴史

学習や体験」と「観光」を合わせた、見学目的の来訪者

の割合は来訪目的別利用施設、施設利用者数、総来訪者

数の比較により、全体の１～２割と推測できる。

朱雀門の見学者は、多くが団体であり他の施設を見学

しない割合が高い（３３％）。また、「観光」目的の回答者

の８３％が朱雀門を見学した。これは朱雀門の見学に団体

観光の立寄りが多いことによる。朱雀門の前は国道に面

し駐車場とトイレが揃っているため、観光バスの立寄り

に適している。

このような観光バスの立寄りやすさは、第一次大極殿

復原公開後の見学者動線を計画する上で重要な要素であ

る。『平城遺跡博物館基本構想資料』（文化庁、１９７８）のと

おりに主要な入口を朱雀門のある宮跡南側にすれば、朱

雀門、大極殿という適切な順序の見学経路が設定できる。

しかし問題点もある。今回の結果では見学目的の回答者

の過半数が滞在時間１時間以下である。この時間では両

方の見学には余裕がなく、大極殿のみの見学も多くなる

と予想される。したがって、大極殿に近い宮跡の北側や

平成１５年度平城宮跡
利用実態調査の概要
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西側からの入園にも配慮する必要がある。その他、多く

の来訪者が鉄道線路を横断するという問題や、朱雀門か

ら第一次大極殿へ移動する時に通過する朝堂院地区とそ

の南側の整備が検討課題となり、「眺望及び空間展開の

演出」（前掲『平城遺跡博物館基本構想資料』）も求められる。

入口の問題は展示解説施設の設置位置にも関係する。ま

た、展示解説は短時間の見学にも配慮する必要がある。

前回までの調査同様、今回の結果も宮跡の全来訪者数

は増加傾向にあることを示している（年間来訪者数は推定

９８万人）。今年度、日出から来訪者数の観測をした結果、

早朝の利用が多いことが判明した。夏季平日調査日では

９時までの入園者数が全日の２１％を占めた。また、冬季

の来訪者も少なくないことが分かった。

大膳職地区は前回の調査と同様に、ほとんど滞在者が

いないことが確認された。道路により宮跡の主要部と分

断されていることが一因と考えられる。この地区は第一

次大極殿に隣接するため、復原公開に合わせて利用方針

を再検討する余地がある。

東院庭園とその周辺地区の滞在者数は他の地区と比較

して平均的であった。東院庭園の入園者数は他の見学施

設より少ない傾向にあるが、このことはその原因が立地

以外にもある可能性を示唆している。

今後設置が必要な施設では「トイレ」、「ベンチやあず

まや」、「屋内休憩所」を必要とする回答の割合が高いこ

とが目立った。これは全ての来訪目的で当てはまる。ト

イレは現在各展示施設に隣接して設置しているが、施設

から離れた場所にはまだ不足していると判断できる。ま

た、ベンチやあずまや、屋内休憩所は現在数ヶ所にしか

なく、来訪者の要望に答えるためにどのように便益施設

を設置するかを検討する必要がある。

希望する整備タイプについては、「あまり手を加えず、

現在の自然や歴史資源を保存する」という現状保存型の

回答が５１％と半数を超え、前回調査の「現状保存を中心

とした整備」の２５％からほぼ倍増した。この変化には、

朱雀門の復原公開や第一次大極殿の復原工事開始が大き

く影響し、宮跡の特長である自然を感じられる空間的広

がりの重要性に対する意識が高まってきていると推察さ

れる。一方で、「歴史学習や体験」を来訪目的とする回答

者だけは、「一部の施設は復原し、公園的利用が可能な

整備を図る」の回答が最も多く（４２％）、朱雀門や東院庭

園などの復原施設が見学者の期待に応え遺跡の理解に一

定の役割を果たしていることが窺がえる。

歴史や文化に関する興味や宮跡の文化財的価値に関す

る知識を問う質問では、「ウォーキング、ジョギング」、

「散歩や休養」を来訪目的とする回答者が、興味が強く

かつ知識が多いことが分かった。また、「歴史学習や体

験」、「観光」以外の来訪目的の回答者の１割前後が朱雀

門や資料館を見学した。これらのことから、見学目的以

外の来訪者も宮跡を単なる都市公園として利用している

のではなく、その歴史性や文化的な要素を評価して利用

していると推測できる。

希望するサービスでは、発掘現場の公開・説明会、情

報の公開（H.P.やパンフレットの充実）、特にない、が各３

割であり、体験教室や勉強会は少ない。また、県内居住

者はイベントの開催希望が４割と多い。管理に関しては、

利用マナーの悪さに関する自由意見での回答が目立つ。

団体や学校教育での利用に関しては、宮跡が世界遺産

であることと施設が整い無料であることが誘致要因とな

っており、雨天時も利用できる休憩施設や子供向けパン

フレット配布の要望が多いことが分かった。

結 び

今年度の調査では、有用な知見が数多く得られ、既往

の調査の継続としてのデータの蓄積をすることもできた。

今後はこの成果を活かし、第一次大極殿復原公開を見据

えた今後の平城宮跡整備のあり方の検討を進めるととも

に、一般論として史跡整備計画策定のための利用実態調

査（利用者研究）の方法論を整理していきたい。

（中島義晴）

表２ 平成１５年度平城宮跡利用実態調査の内容

日時 場所 方法 項目

来訪者数の観測
春夏秋冬四季の平日と休日 日出から
日没まで（秋季は、展示施設が休館と
なる月曜日にもおこなった）

宮跡の主な出入口約１５ヶ所 観察
入退園者数、性別、年齢層、グループ構
成、交通手段、駐車台数

アンケート 秋季の休日と平日 午前・午後 宮跡内の利用拠点１１地区
地区別に調査員が調査票に従い来訪者
に質問をして回答を記録５２０票を収集

質問項目は下記のとおり

利用形態の観察
秋季の休日と平日 ７時から１６時３０分
（来訪者数計測調査と同日）

宮跡内の利用拠点１３地区 観察（地区別の毎時０分と３０分の状況）人数、利用形態、位置

団体及び事業者への
聞き取り

主に秋季と冬季 聞き取り
平城宮跡の利用に関する全般
（対象は、小中高等学校、団体来訪者、
バス会社、行政、レンタサイクル店）

アンケートの質問項目
１．来訪回数 情報入手先 ７．宮跡内の道路・交通に関して １３．職業 １９．遺構表示の理解度
２．来訪目的 ８．設置希望施設 １４．居住地 ２０．解説板の利用
３．滞在時間 ９．希望整備内容 １５．自宅からの交通手段 道標とサインに関する不満
４．利用地区・施設 １０．歴史や文化に関する興味 １６．その他（自由回答） ２１．道標とサインの利用
５．宮跡内での移動手段 １１．宮跡の文化財的価値に関する知識 １７．見学ルートと見学施設（図示） 道標とサインに関する不満
６．印象 １２．性別・年齢 １８．宮跡以外の来訪場所 ２２．希望するサービス
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１ はじめに

鳥取県岩美郡国府町に存在する梶山古墳は、中国地方

では数少ない装飾古墳の１つである。梶山古墳は昭和５３

年の発掘以来、環境調査や石材の保存修理工事がおこな

われており現在に至っている。しかし壁画の調査は肉眼

観察によるもののみであり、科学的調査は実施されてい

なかった。そこで、非破壊的な方法により、現在の壁画

の状態を観察するとともに、壁画に用いられた顔料を推

定することを目的に調査をおこなった。

２ 調査方法

壁画の状態観察

壁画の状態は、ポリライト、ビデオマイクロスコープ、

赤外線リフレクトグラフィ、および紫外線リフレクトグ

ラフィにより観察をおこなった。

ポリライトによる調査は、試料に紫外域から可視光域

の光を照射して試料の蛍光を観察する方法である。試料

の蛍光を利用して目視を容易にするとともに、試料が蛍

光を発する波長域を推定することが可能となる。

壁画の表面状態をより詳細に観察するために、ビデオ

マイクロスコープを用いた。ビデオマイクロスコープは

ガラスファイバーを通して顕微鏡部（CCDカメラ）から画

像を取り込み、その拡大画像をモニター上で観察するも

のである。

赤外線リフレクトグラフィでは、赤外域に吸収を持つ

材質を検出することができる。今回の調査では壁画に赤

外線を照射し、壁画より反射してきた赤外域の波長の光

を捉えることができるカメラで観察をおこなった。

紫外線リフレクトグラフィでは、紫外線を対象物に照

射して、そこから発せられる蛍光の強度や波長などの特

性から彩色部分の材質の差異や補修箇所の有無等を判別

することができる。今回の調査では壁画に紫外線を照射

し、壁面より反射してきた紫外域の波長の光を捉えるこ

とができるカメラで観察をおこなった。

壁画に用いられた顔料の定性分析

壁画に用いられた顔料を推定するため、蛍光X線元素

分析をおこなった。測定には、可搬型の装置である

OURSTEX社製１００FSを用いた。蛍光X線の測定により

試料に含有される元素の定性分析が可能となる。測定は

試料と非接触状態でおこなうことができる。管球にはパ

ラジウムを用いており、管電圧及び管電流はそれぞれ４０

kV、０．５mAとした。また測定時間は３００秒とした。

３ 調査結果

壁画の状態

ポリライトを用いた観察の結果、全波長域にわたって

壁画の目視は可能であったが、特に４１５nmの青色の光に

対して石材からの蛍光が強く、壁画が相対的に沈み込ん

で見えることによって、容易に壁画を観察することがで

きた（図７０）。一方、赤外線リフレクトグラフィによる観

史跡梶山古墳石室壁画
の調査

図７０ ４１５nmの光を照射された壁画 図７１ 顔料部分の顕微鏡画像（２００倍）
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察では、肉眼で確認することができた壁画がむしろ見え

なくなるという結果となった。これは、壁画に使用され

ている顔料中には、赤外域に吸収を持つ材料が含有され

ていないことを示唆するものである。紫外線リフレクト

グラフィによる調査では、石材と顔料からともに強い蛍

光が観察されたが、紫外域での吸収は認められなかった。

壁画の表面状態、特に顔料の状態を詳細に観察するた

めにビデオマイクロスコープによる観察をおこなったと

ころ、奥壁全体が土によって薄く覆れたような茶褐色を

呈していること、壁画の線の境界は明確には確認できな

いことが明らかとなった。赤茶色の顔料は土状のもので

あり、赤色及び黒色の微粒子が混在していることが観察

された（図７１）。またこれらの微粒子は壁画が描かれてい

ない箇所では殆ど観察されない。顔料は石材表面の凹凸

を埋めるような状態で付着しており、ビデオマイクロス

コープによる観察では顔料と石材との間に膠着剤を確認

することはできなかった。さらに壁画下部では石材の表

面が剥離している箇所が確認された。そのような剥落後

に現れた面においては、上記の赤色及び黒色微粒子を含

有する顔料は殆ど観察されず、着色された痕跡は見られ

なかった。

壁画に用いられた顔料

蛍光X線元素分析の測定箇所を図７２に示す。測定箇所

０１から０３までは顔料が付着しておらず、あまり土に覆わ

れていない岩石の表面部分、０４から０７は「魚」を描いた

顔料部分、０８、０９は同心円文、１０は曲線文上の顔料部分

である。顔料部分と石材間で検出された元素を表３に示

す。石材表面を測定したところ、カルシウムと鉄が他元

素に比べて強く検出され、またそれらの強度はほぼ同等

であった。「魚」を描いた顔料部分では、測定箇所によっ

て傾向が異なった。同心円文においても０８ではカルシウ

ムと鉄にあまり差異は認められないが、０９ではカルシウ

ムが大きく勝っていた。また曲線文ではカルシウムに比

べて鉄が大きく勝っていた。顕微鏡観察の結果からも示

された通り、壁画が描かれた赤茶色の顔料は均一な組成

ではなく、土状のものに赤色や黒色の微粒子が混在した

ものと考えられる。そのため０４から１０の間でも、測定結

果は異なる傾向を示したものと考えられる。また石材と

なっている緑色凝灰岩中の緑泥石などの造岩鉱物中にも

鉄は含有されていることから、石材中と顔料中での鉄含

有量の有意な差異は０７、１０を除いては得られなかった。

しかし０７、１０では前述の通りカルシウムに比べて鉄が大

きく勝っていた。マイクロスコープで観察された赤色微

粒子の主成分が鉄であるとするならば、この赤色微粒子

は赤鉄鉱（hematite）であると考えられる。

４ まとめ

梶山古墳の壁画の状態を観察するとともに、顔料を推

定することを目的として壁画の非破壊分析法による科学

的調査をおこなった。その結果、ポリライトによって明

瞭に壁画を観察することができた。ビデオマイクロスコ

ープによる調査では、壁画の顔料中に赤色及び黒色の微

粒子が観察された。蛍光X線分析法による調査では、明

確な結果は得られなかったが、顔料中に観察された微粒

子が鉄を主成分とする化合物であることが示唆された。

（高妻洋成・肥塚隆保）

表３ 蛍光X線分析法の測定結果

測定個所 検出された元素

０１ Ca,Fe,Si,K,Ti,Mn,Cu,Rb,Sr

０２ Ca,Fe,Si,K,Ti,Mn,Cu,Rb,Sr

０３ Ca,Fe,Si,K,Ti,Mn,Cu,Rb,Sr

０４ Ca,Fe,Si,K,Ti,Mn,Rb,Sr

０５ Ca,Fe,Si,K,Ti,Mn,Rb,Sr

０６ Ca,Fe,Si,K,Ti,Mn,Rb,Sr

０７ Fe,Ca,Si,K,Ti,Mn,Rb,Sr

０８ Ca,Fe,Si,K,Ti,Mn,Rb,Sr

０９ Ca,Fe,Si,K,Ti,Mn,Sr

１０ Fe,Ca,Si,K,Ti,Mn,Sr

ただしゴシック体は特に強く検出された元素を示す。図７２ 蛍光X線分析法による測定箇所
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はじめに

近年、出土遺物の材質に関する調査結果が報告書に記

載されることは少なくない。一般に材質調査に用いられ

る装置としてエネルギー分散型蛍光X線分析装置を挙げ

ることができる。出土遺物を分析する際には遺物は遺跡

から研究室まで運ばれ分析されることが多い。そのため

遺跡から動かせないものについては、非破壊で分析する

ことは困難であった。このたび新たに導入したモバイル

型蛍光X線元素分析装置（OURSTEX社製１００FS）は、遺物

のあるところまで装置を持ち込み、その場で非破壊分析

調査をおこなえる装置である。本報ではこの装置の特徴

と実際におこなった分析例を紹介する。

装置概要

半導体検出器（SSD: SolidStateDetector）の進歩により卓

上サイズの蛍光X線分析装置が１０年ほど前から普及して

いる。しかしSSDには大型のデュワーに液体窒素を充填

する必要があるため、持ち運びには液体窒素の補給など

難点があった。本装置はペルチェ冷却式シリコンドリフ

ト検出器（SDD: SiliconDriftDetector）を使用している。こ

のSDDは、ペルチェ式の電子冷却で十分な分解能をもつ

ことから液体窒素が不要で、また高感度であるため低電

流の小型X線管と組み合わせることにより従来よりも小

型の分析装置を製作できる。本装置は、文化財資料に対

応させるため、さらにいくつかの改良をおこなっている。

装置は、X線管を含むヘッド部（１３３×１３７×２７３�、３．５

kg）と高圧電源部（３００×３５０×１７７�、１１．５kg）、コントロー

ラ部（３００×３５０×１４７�、約８．５kg）で構成され、さらに海外

で使用する際の変圧器や軽元素を分析対象とする際に使

用する真空ポンプなどを装備している。ヘッド部分は任

意の方向に設置可能で、付属スタンドでの卓上使用や三

脚を用いた設置が可能である。改良点としては、複雑な

形状の資料を扱うことが多いため、分析資料に最も接近

するヘッド先端部の角をできるだけとることにより、平

滑ではない資料に関しても対応しやすい構造にした点、

また図７３に示すようにヘッド先端部から５�の距離に資

料を固定し非接触で測定するため、測定位置を明確にす

るためのレーザーポインターを取り付けた点などが挙げ

られる。また励起光源としては、二つの単色X線Pd－Lα

（２．８３８keV）、Pd－Kα（２１．１２１keV）および連続X線の３励

起源を用いることができ、線源を変えることにより、軽

元素から重元素までを効率よく測定できる。本報告での

分析条件は、管電圧４５kV、管電流０．５mA、測定時間１００

秒または３００秒である。

調査実例

本装置を用いた分析調査の実例として、中国新疆ウイ

グル自治区クチャ県にあるクムトラ千佛洞の壁画顔料お

よび壁体の分析調査、中国遼寧省文物考古研究所にてお

こなった金属製遺物の分析調査、鳥取県青谷上寺地遺跡

出土木製品の顔料調査について報告する。また本紀要に

記載されている鳥取県国府町史跡梶山古墳の顔料調査も、

本装置を用いておこなわれている。

中国新疆ウイグル自治区クムトラ千佛洞壁画顔料・壁体

クムトラ千佛洞では、５世紀から１１世紀にかけて描かれ

モバイル型蛍光Ｘ線元素分析
装置による文化財資料の調査

図７３ レーザーポインターによる分析箇所の確認 図７４ 中国新疆ウイグル自治区クムトラ千佛洞７９窟壁画
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た壁画が洞窟内に残されている。今回は４５窟および７９窟

の壁画顔料・壁体の分析調査をおこなった。壁体表層の

白下地からは、カルシウムと硫黄が検出されたことから

石膏が使用されたと考えられるものの、二次的に漆喰が

変質した可能性も検討する必要がある。鉛を検出した部

分では、鉛白や鉛丹の使用が考えられるが、多くは黒色

に変色している。マンガンを多く検出する黒色部分も確

認できた。赤色部分からは鉄を検出したので、赤鉄鉄を

主成分とする赤色顔料の使用が示唆される。今回の分析

では水銀は検出限界以下であった。緑色部分では銅を検

出したが、青色部分からは鉛、鉄、砒素といった元素が

検出され、今後の詳細なスペクトル解析が求められる。

遼寧省文物考古研究所の金属製遺物 前燕時代の有力者

の墓地といわれている遺跡から出土した金属製遺物の材

質調査、晋代の墓（３世紀末～４世紀前半）出土の金製品に

関する調査をおこなった。出土金属製遺物の分析調査で

は、全資料から主成分として銅が検出され、また金を検

出した資料も多数あり鍍金が確認された。表面分析では

あるが、鍍金が剥落した黒緑色を呈する部分の測定から、

地金はほぼ銅のみ、或いは銅に若干の鉛が含有されてい

るものが殆どであり、錫の含有が確認された資料は数点

であることがわかった。次に、標準試料を用いて検量線

を作成し、晋墓出土金製品の金・銀及び銅組成の算出を

試みた。測定装置の特性上ターゲットであるパラジウム

と銀のピークが近接しているために積分強度の誤差が通

常よりも大きいと考えられること、及び遺物の形状が一

様ではないことなどを考え合わせると定量値に関する詳

細な議論は難しいが、相対的な検討をおこなうに値する

データを得ることができた。

鳥取県青谷上寺地遺跡出土遺物 出土木製品の顔料調査

をおこなった。これらの遺物は、処理前のため濡れてい

る状態のものや、処理後の遺物であっても脆弱であり移

動させることができないものであり、また非破壊での分

析が条件であったため、本装置を用いて現地にて分析調

査をおこなった。顔料分析では、多数の資料の赤色部分

から水銀が検出され、同時に硫黄も検出された。また水

銀が検出されなかった赤色部分および黒色部分からは、

木質部分から検出された鉄に比べて明らかに多量の鉄が

検出されるなど、出土木製品の顔料を推定するためのデ

ータが得られた。

以上実例を挙げて紹介してきたが、海外や屋外での調

査など、いままで容易に分析調査をおこなえなかったも

のに対し、本装置を用いることにより非破壊分析調査が

可能となった。今後もさらに活用の場を広げていきたい

と考えている。 （高妻洋成・降幡順子・肥塚隆保）図７５ 遼寧省文物考古研究所 金歩揺飾の分析調査

図７６ 鳥取県青谷上寺地遺跡出土漆塗り高坏の顔料分析 図７７ 分析チャートの一例
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１ はじめに

イメージングプレート（IP: ImagingPlate）はX線フィル

ムに比べてダイナミックレンジが大きく、またきわめて

高感度であるため、小線量でかつ短時間で透過撮影を可

能とするものである。そのため、微焦点X線管を用いて

微小な遺物の拡大投影をおこなうことができる。また、

イメージングプレートに記録されたデータは、スキャナ

ーによるレーザー照射励起、輝尽発光、光電管検出、お

よびA/D変換の一連の作業を経て、デジタルデータとし

て画像構築される。そのため、各種の画像処理を容易に

おこなうことができる。さらに、極めて微弱な放射線を

検出することができることから、遺物自身から放射され

る放射線も検出できる。本報では、このイメージングプ

レートの特性を利用して文化財資料の材質を非破壊で判

定する方法についておこなった実験と調査例について紹

介することにする。

２ 実験および測定の方法

IPは二次元放射線検出器としては極めて高い感受性を

有すると言われている。一般的に、ケイ酸塩を主体とす

る遺物にはウラン、トリウム、カリウム４０に由来する自

然放射能が含まれている。ここではK２CO３、JG－１a、JB

－１aの各標準試料を用いてIP上に暴露し、時間の経過

（蓄積線量）とそれぞれのPSL値を測定した。

また、アルカリケイ酸塩ガラスの材質判別が可能かど

うかを探るため、ソーダ石灰ガラス、カリガラス、岩石

標準試料JG－１およびJB－１をIP上に載せて暴露し、鉛箱

中で静置した後、そのPSL値を測定した。

これらの予備実験の後、実際に茶褐色のムチサラ玉

（酸化アルミニウム含有量の多いソーダ石灰ガラス）と青紺色

のカリガラス（大きい玉）をIP上に暴露し、IP法により区

別が可能であるかを検証した。また、壁画断片に対して

も同様の実験をおこなった。

実験に用いた装置は、マイクロフォーカスX線拡大撮

像システム（µ FX－１０００）、イメージングアナライザー

（BAS－５０００）、暴露用鉛－銅製ボックスおよび演算・出

力装置などである。

３ 結果と考察

図７８に暴露時間（蓄積線量）とそれぞれのPSL値を測定

した結果を示す。短時間の暴露でもそれぞれの試料の識

別が可能で、より長時間の暴露でその差が明瞭に示され

ていた。また、いずれの試料でも時間の経過に対する

PSL値は良好な直線性が得られていた。

アルカリケイ酸塩ガラスの材質判別は、CR法では不

可能であった。カリガラスには１５％前後のK２Oが含有さ

れている点に注目すると、カリガラスからは他の種類の

アルカリケイ酸塩ガラスより強い放射線が出ていること

が予想されるため、イメージングプレートを用いた方法

イメージングプレートを用
いた文化財資料の材質同定

図７８ 標準試料を暴露したときの、暴露時間とPSL（pixcel‐２）値の変化

図７９ 暴露実験によって得られたPSL値
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がアルカリケイ酸塩ガラスの識別法として有効であるこ

とが期待できる。材質既知のガラスと標準試料をIPに暴

露して、PSL値を測定したところ、ソーダ石灰ガラスは

JB－１より大きなPSL値を示し、JG－１よりやや小さな値

を示すことが明らかになった。一方、カリガラスは大き

なPSL値を示し、同時に暴露したJG－１に比べてほぼ２

倍の値を示しており、多量のガラス遺物を同時に暴露し

て、標準試料と比較することにより、得られた画像の濃

淡を単に比較するだけでも識別可能であることが明らか

となった。

４ 遺物の調査例

図８０は、茶褐色のムチサラ玉（酸化アルミニウム含有量の

多いソーダ石灰ガラス）と青紺色のカリガラス（大きい玉）

をIP上に接触するようにして５日間暴露したものである。

蓄積線量の大きい部分は黒く写っている。バックグラウ

ンドはかなり高くなっているが、ガラス玉の部分とは明

らかに異なり、遺物自身のもつ自然放射能に由来するこ

とは明らかである。ソーダ石灰ガラス（Na２O－CaO－SiO

２system,Na２O－Al２O３－CaO－SiO２system）に比べて、カリガ

ラス（K２O－SiO２system）の方の放射線量が大きいのは、

主成分である酸化カリウム中に含有される４０Kにもとづ

くものと考えられる。

図８１は壁画断片で、漆喰層（CaCO３: Calcite）の上に辰砂

（HgS），赤鉄鉱（Fe２O３），孔雀石（CuCO３・Cu（OH）２），鶏冠石

（AsS）などにより彩色が施されているものである。IP上

に壁画断片の彩色層が密着するように設置して６４時間暴

露したところ、下部に極めて自然放射線量の大きい部分

が検出された。顕微鏡下で観察したところ、その部分は

他の部分に比べて顔料の粒子は粗く、濃い青色で透明感

を呈し、鋭利な角を有する粒子であった。この部分の粒

子（約３０µ m）を蛍光X線分析で測定したところ、ケイ素（Si）、

カリウム（K）、カルシウム（Ca）、鉄（Fe）、ニッケル（Ni）、

コバルト（Co）、ヒ素（As）などが検出された。以上のこと

から、カリ石灰ガラスに、微量のコバルトを添加して青

紺色に着色されたスマルト顔料であると推定される。前

述のカリガラスと同じように、黒く写っている部分は、

主成分であるカリウム成分が関与して、自然放射線量の

蓄積エネルギーが大きくなったと考えられる。

（肥塚隆保・高妻洋成）

図８０ ガラス小玉から放射される自然放射能による画像

図８１ 壁画の顔料層からの自然放射能によって
IPに放射線エネルギーが蓄積された濃度分布を示す。

（黒い部分は放射線量が大きいことを示す。）
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研究の経緯 見方を変えれば遺跡の破壊行為である発掘

調査において、調査をより適切に、効果的におこなう為

には、事前の情報収集をおこなうことは不可欠である。

ただ情報が多ければそれでよい、という訳ではないが、

個々の情報の特性を考え、それを適切に用いることが可

能であれば、作業の有益な指針となる。

近接する地区の既存調査成果の照会は不可欠であるし、

関連する史料の検討や、現状の地形条件、遺存地割・絵

図等の検討も有効な手段になる場合が多い。空中写真を

はじめとするリモートセンシング技術も更に導入を試み

る必要がある。

物理探査の各手法を用いた遺跡探査は、未発掘の遺跡

の状況を探ることに役立つのみならず、発掘調査の事前

調査としても重要な役割を担うと考える。文部省科学研

究費補助金重点領域研究『遺跡探査法の開発研究』（平成

４～８年度）や日本文化財探査学会の活動を中心として、

近年、様々な探査手法が成果をあげつつあるが、更なる

技術の進展と利用の推進が期待される。

本研究所では、遺跡探査技術の開発と試行を長年おこ

なってきた。平城京内においても、興福寺一乗院におけ

る電気探査をはじめ、平城宮東大溝の電気探査、地中レ

ーダー探査（GPR）等がおこなわれている。最近では、阿

弥陀浄土院推定地の発掘調査（平城宮第３１２次調査）で発見

された園池遺構の範囲や形状をGPRにより明らかにした

ことも記憶に新しい（清野２０００）。

本研究所において遺跡探査の研究、開発に対して主導

的な役割を果たした西村康氏の退官に際し、氏は遺跡発

掘の事前調査としての遺跡探査の有効性と活用の必要性

を訴えられた。これを受け、私達は埋蔵文化財センター

と平城宮跡発掘調査部の理解を得て、平城宮内の調査に

際して事前調査の一環としてGPRを試験的に利用して操

作についてのトレーニングと、平城宮における有効性を

更に検討する試みをおこなった。本稿では本年度の成果

について概要を紹介することとしたい。

平城第３６０次調査 第一次大極殿院の南回廊の部分にあ

たる。西に隣接する第２９６次では回廊の南西隅を、東に隣

接する第３３７次では回廊とそれに取り付く西楼を調査し

ている。

探査の結果、１６‐２０nsの深さで回廊基壇想定部分の南

北両側に、帯状に強い反射を捉えることができた。東西

の既調査区では、回廊北側、及び西楼の基壇周辺に瓦が

集中している状況が調査されており、同様の状況が本調

査区内でも続いていることが想定できた。

これに連続する２１－２５nsの深さでは帯が細くなり、線状

に回廊に沿って反射物が存在している。これは、既調査

区で調査された回廊の雨落溝と位置が一致し、この部分

を瓦や石を含む雨落溝と想定することができる。発掘の

実施により、これらは裏付けられ、探査の有効性を検証

することができたと考える。

平城第３６７次調査 前述の調査区の南東に位置する。調

査対象範囲は８４×２４mであるが、東端部は水没している

部分があり、探査が困難であったため省略した。

また、途中に水路や、里道の痕跡があり、調査区内で

高低差が大きいため、本来地形による補正をおこなう必

要があると考えられるが、今回はなしえなかった。

調査区西北側の２１－２５nsの深さで、東西対象に直角に屈

曲する反射をとらえることができた。発掘調査によって、

この位置は下ツ道の両側溝にあたることが明らかになっ

たが、溝が屈曲する状況は確認できなかった。

まとめにかえて 探査で得られた成果は地形図、既存の

発掘調査成果とあわせてGIS上で表示した。個々の技術

を別々に用いるのではなく、これらを統合して利用する

ことで他の情報と関連付けて検討することが可能となり、

また、当該調査区のみでなく、将来の調査に対する指針

を得ることも可能になると考える。

「すぐに調査するところを探査して意味があるのか」、

「発掘調査部でおこなう必要があるのか」。探査をおこ

なう上でこのような指摘を頂いた。確かに発掘調査でわ

かる情報量に比べれば、遺跡探査で得られる情報は現状

ではまだ少ない。また、負担の大きな発掘調査に際して、

更なる作業工程を追加することに抵抗を感じることも理

解できる。しかし、特別史跡である平城宮の調査に期待

されている役割は単なる発掘調査の繰り返しだけではあ

るまい。埋蔵文化財の保存と研究に資するための試行と

実践の場として活用し、新たな手法の可能性を探る実験

場として利用してこそ意味がある。今後とも可能な限り

試みを継続したい。 （高橋克壽・金田明大）

平城宮内におけるGPRを
利用した探査
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図８２ 本年度の探査成果 １：８００
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三重県鳥羽市の海上約１７km、伊勢湾上に浮かぶ神島

八代神社には、金銅製紡織具を始めとする神宝類がある

（大西源一１９５５）。神宝は一義的には神自身の使用を目的

（御料）として進る品々のことであるが、宝物として進る

品々をいうこともある。１９６０年代には中日新聞社主催の

総合学術調査、文化財保護委員会美術工芸課（現文化庁美

術学芸課）等の調査があり、神宝類は島北東の裏側にある

高い崖の下の狭い砂浜から採集したもので（文化財保護委

員会１９６２）、八代社社殿成立後に神宝として収納し、経塚

発見品等を加え今の姿になったようである。

神宝の性格をめぐっては諸説がある。亀井説は神島が

渥美半島と志摩を結ぶ伊勢湾の要衝にあることに着目し、

航海安全を祈願して神島の神に奉献したとする（亀井正

道１９６５）。海島祭祀説である。神宝は古墳期から中世に

およぶ。海島祭祀の時代的変化を考えた和田説は、古墳

期は大和朝廷の「東征」に関わり、律令期は伊勢湾周辺

の海士集団が安全祈願のために奉献したとした。神宝

（現重文）の全貌が図面や写真などで明らかでないため

か、近年は過大評価の傾向が目立つ（三村翰弘２００２）。

しかし、仔細に見るなら各時代の少数品の集まりで、

希有な紡織具も国家的祭祀ではなく伊勢神宮との関わり

で理解すべきと思う。以下１９７６～７７年の神宝調査をもと

に述べる。この調査は佐藤興二氏、西弘海氏、井上直夫

氏等と共におこなったもので、小久保島雄宮司（当時）の

厚誼により神宝の実測と写真撮影をおこなった。

神宝は紡織具、帯金具、陶磁器、和鏡類があり、古墳

時代の６世紀、８・９世紀代、平安後期以降に大別できる

（表５）。ここでは金銅製紡織具を中心に述べる。
たたり かせ

紡織具は織成する糸を調える製糸工程用の�１基、�

２基があり、ともに鋳銅鍍金製品である。�は支柱と土

居を別作りとする組立式であり、支柱頭部は４つに分岐

（四分岐）し、支柱片側には耳状突起を造る。高さは１９．３

�、基部の土居は方７�である。�頭部の分岐には苧麻

の一端を懸けて爪で細く割り裂き、支柱片側の耳状の突

起は「麻をかけ、爪で麻を裂くときに、適宜の制縛を加

えるために、耳部で紐をもって軽く縛った」（太田英蔵

１９７５）。細かく裂いた繊維は麻笥に蓄え、紡輪で撚りをか

ける。�は撚りをかけた麻糸を繰る工字形の道具であり、

糸の量を示す単位ともなる。２種があり、支柱中央の握

部の造りなどに違いがある。１は支柱に稜角をつけ握り

部を細身に造る。全長２２．３�、最大幅１４�。２は支柱全

体を同径とする。断面はほぼ円形。全長１６�、最大幅８．８

表４ 史料および神宝に見える紡織具

伊勢神宮神宝 金銅�２基、麻笥２合、金銅加世比２枚、�２枚 延暦２３（８０４）年８月２８日『皇太神宮儀式帳』群書類従巻１

銀銅�１基、麻笥１合、銀銅加世比２枚、�１枚
伊勢別宮・滝原宮 銀桶１口、銀�１枚 『皇太神宮儀式帳』

伊勢別宮・伊雑宮 金桶２口、金�１枝、金高機１具 『皇太神宮儀式帳』

伊勢別宮・風宮 金銅�、金銅�、桶、高機 「嘉元２（１３０４）年送官符」

龍田社風神祭 金�、金�、金麻笥、 「龍田風神祭祝詞」延喜式巻８

住吉大社 金銅�、金銅�、麻笥、杼頭 「天平３年７月５日付住吉大社司解」『平安遺文補１』

香取神宮 金銅�、？ 保元３（１１５８）年 「下総国香取社遷宮造進注文事」続群書従巻７０

春日大社 金銅�（線柱）、麻笥 『弘安９（１２８６）年勘仲記３月２７日神宝送文』

日枝大社 金銅�（線柱）、麻笥 『元享２（１３２２）年日吉大社遷宮神宝等選文』

賀茂神社 金銅�（線柱）、麻笥 『執政所抄下』

熊野速玉大社 金銅�、�、苧笥 太田英蔵１９６７「紡織具と調庸布施」『日本考古学６』

（吉村元雄「古神宝」１９７５『仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告書』第２冊をもとに補訂）

史料：『令集解』神祇巻二の注には、即位した天皇が天神地�の總祭において伊勢神宮に大幣として、「金水桶、金線柱」を住吉神の楯戈ととも
に奉るとする。伊勢神宮の神宝に関しては『続日本紀』天平１０（７３９）年５月２４日条に、「右大臣正三位橘宿禰諸兄、神祇伯従四位下中臣朝臣名代、

右少弁従五位下紀朝臣宇美、陰陽頭外従五位下高麦太を使して、神宝をもちて伊勢大神宮に奉らしむ」と、神宝を奉る記事がある。

表５ 八代神社神宝の時代別内訳

Ⅰ 古墳時代の遺物
鏡鑑類 画文帯神獣鏡１、四神二獣鏡１、
金属器 頭椎大刀２、大刀金具１、
土器類 須恵器坏身１
Ⅱ ８・９世紀代の遺物
鏡鑑類 伯牙弾琴鏡１、海獣葡萄鏡１、小型海獣葡萄鏡６、花卉双蝶八花鏡１

素文小鏡５等小鏡計２１面
金属器 金銅製帯金具（巡方）２、青銅鈴１、金銅製瑞１、金銅製垰２、

ミニチュア銅鋺１、銅製鏡板（F字型）１対
土器類 奈良三彩小壺１
Ⅲ １０世紀以降の遺物
鏡鑑類 瑞花双鸞五花鏡１、瑞花双鸞五花鏡１、瑞花五花鏡１等計７３面
金属器 鍍金鉄鍬形台１、青銅鈴１、鉄鈴１、経筒蓋１、
土器類 緑釉壺１、施釉注口壺１、青白磁合子１、灰釉有蓋壺１、灰釉片口１、

灰釉子持高坏２

三重県鳥羽八代神社の神宝
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�である。�からみて�も２型式あった可能性がある。

金銅製の紡織具を神宝として進ること、あるいは祭祀

具とすることは伊勢神宮と天照大神に関わると思う。こ

の点を考古資料と史料からみよう。金銅製紡織具は福岡

県沖の島遺跡と伊勢神宮および末社の神宝類にある。

（表４・６）。沖の島遺跡は福岡県宗像郡玄海町の沖合５７

kmの玄界灘に浮かぶ沖の島にある。宗像三女神（田心姫、

湍津姫、市杵嶋姫）を祭る宗像社は本社が田島の辺津宮、

中津宮が北の大島にあり、沖の島には沖津宮がある。

沖の島南端の巨岩地帯には古墳時代から中世の祭祀遺

跡群があり、八代社の�に酷似する伝出土品の他、金銅

薄板製の紡織具が６・２２・５・１号の各遺跡にある（表６）。

神話によると宗像三女神は天照大神と須佐之男命との
うけひ

誓約によって生まれた（書紀上瑞珠盟約第六段第三書、井上

光貞１９７７）。天照大神を祭る伊勢神宮では神宝２１種中（８０４

・延暦２３年８月『皇太神宮儀式帳』では１９種）に金銅・銀銅�、

金銅・銀銅加世比（垰）、麻笥、�の４種があり、別宮に

も麻笥・�等がある（表４）。天照大神に紡織具を進る目
かんみそ

的は神衣の調進に替えて、女神が自ら織ることを願うた

めという。

史料ではさらに龍田風神祭祝詞、住吉大社（「天平３年

７月５日付住吉大社司解」）等にもみる（表４）。うち８世紀

代に遡るのは龍田風神と住吉社である。住吉大社司解に

関連した「住吉大社神代記」は元慶年間（８７７～８８５年）以

後に下るが、住吉三神（底筒男命・中筒男命・表筒男命）と

天照大神とは書紀神代上第六段では密接な関わりがある。

他方の龍田風神祭との関わりはなお課題である。

このように未解決の問題もあるが、令制下の金銅製紡

織具は天照大神（伊勢神宮）をもとに解釈すべきと思う。

この観点からすると、八代社神宝と伊勢神宮を媒介す

るのは神衣祭であろう。神衣祭は毎年４月と９月に、神

衣を伊勢大神と荒祭宮に進り、この祭では駿河国が調進

する「赤引糸」が中心になる。清原夏野等撰『令義解』

（天長１０・８３３年成立）には、「此の神服部等、斎戒潔清して

駿河の赤引の神調の糸をもって神衣を織作し、また麻績
うつはた

連等、麻を績みてもって敷和の衣を織り、もって神明に

供ふ、故に神衣といふ」とあり、駿河国が献じた赤引糸

による神衣を大神と荒祭宮に進る定めである。駿河から

伊勢への最短距離は、伊良湖岬と伊勢を結ぶ伊良湖水道

を横切ること。この海道は潮が速い難所というが、５世

紀代には成立していた（澄田正一１９６３）。神島は伊良湖水

道上の孤島であり、八代神社の紡織具はこの観点からみ

るべきと思う。 （金子裕之）
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表６ 金銅製紡織具模造品の類例

三重県鳥羽市神島八代神社 金銅�１、�２、�は基部土居に支柱
�高１９．３�。�１）２２．３�、�２）１６�

福岡県玄海町宗像社沖ノ島

Ⅱ段階 ６号遺跡 金銅麻笥、勝？�？
２２号遺跡 金銅�、刀杼、勝、反転

Ⅲ段階 ５号遺跡 金銅�（２種）、刀杼、麻笥
Ⅳ段階 １号遺跡 金銅�、金銅�、麻笥、紡錘、

杼頭、反転、縢

伝承沖の島遺跡 金銅�（支柱の一部現存高１４．８�）
福岡県玄海町宗像社辺津宮 金銅製高機

沖の島遺跡：第三次沖ノ島学術調査隊１９７９『宗像沖ノ島』宗像大社

０ １５�
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２００３年６月１７日付の朝刊各紙は、橿原市教育委員会の

発掘調査（橿教委２００３－２次）で「中ツ道」の遺構が初めて

確認されたとして、一面に写真を掲載して大きく扱った。

６月２１日におこなわれた現地説明会の資料によると、以

下のように解説されている１）。

①中ツ道（藤原京東四坊大路）を一条大路との交差点付

近で７０mにわたって検出した。この南北道路は、溝

心々の距離で、当初１６m（道路A）であったものを２７．５

m（道路B）に拡幅されている。

②道路側溝から出土した土器には、壬申の乱の年代を

さかのぼる資料は含まれていない。

③（道路A・B）は藤原京内の一級大路（二・四・六条大路

や、路面幅では朱雀大路も）を凌駕し西四坊大路（下ツ道）

に匹敵する規模であることから、藤原京造営前から平

城京遷都まで、一貫して交通の要衝であった中ツ道を

踏襲した幹線道路であったことはまちがいない。これ

まで部分的にしか判明せず、横大路以南では痕跡すら

消滅していた幻の中ツ道（東四坊大路）の規模や軸線が

一挙に判明した。

私はこれまでに３度にわたって「中ツ道」の実態につ

いての検討を試みたことがある２）。そこでは、横大路以南

では、以北から直線に南に延び、天香久山の頂上を越え、

飛鳥盆地の中央を南に直進するかのように説かれてきた

中ツ道は存在しえないことを明らかにし、さらに、中ツ

道の地割は、横大路以北では、現存する水田地割や道路

として断続的に確認することができ、平城京左京四坊の

南辺に至るまで続いているが、従来いわれている、中ツ

道造営方位が下ツ道に比べると北で大きく西に振れてい

ることの大きな原因は、横大路の北方およそ１．８kmの地

点で、北北西流する旧河川を効率よく横断するために道

路を急角度で屈曲させていることにあること、また遺存

地割の分析を通じて、中ツ道の幅は２８．５mほどと推定で

きることなどを指摘した。

こうした私見を前提にして、今次の調査結果をみると、

調査者が表明している見解とは相反する、いくつかの事

実が鮮明になってくる。その第一は、調査された道路遺

構は「中ツ道」ではない、という点の再確認である。

古代都城などの計画的に造営された都市の条坊道路は、

繰り返し解き明かしてきたように、簡明な設計企画に従

って造営されている。遺構の分析に際しては、検出遺構

そのものを丹念に計測することを基本とするべきことは

間違いないが、道路の規格を検討する際に重要である道

路側溝は、存続していた当時の流水の浸食作用や廃絶後

の遺構面の削平作用などにより、本来の設定規模がその

まま遺存することはまれである。そこで、検出遺構を復

元的に読みとる作業が必要とされることは近稿でも実践

してきたところである３）。今次の調査で「中ツ道」とされ

た道路遺構の規格を分析すると、まず、拡幅前の道路A

発掘「中ツ道」説批判

図８４ 藤原京条坊における橿原市教育委員会２００３‐２次調査位置
（条坊図は注５小澤論文より引用）

図８５ 橿原市教育委員会２００３‐２次調査遺構図
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については、調査区内で遺存状況の比較的良い北寄りの

地点でみると、道路の東西側溝心心間距離は調査者の報

告するようにほぼ１６mであるが、実際にはやや短く、

１５．７mほどと計測しうる。この規模は藤原京内でこれま

でに調査されている条坊道路のうち、偶数坊（条）の大路

の規模と同じであることがわかる。つまり、二条大路

（西三坊での調査・西三坊坊間路との交差点での調査…以下同

様）、四条大路（東四坊・西六坊坊間路・西五坊大路・西一坊・

東一坊坊間路）、六条大路（以下調査地点は省略。詳細は注４文

献参照）、八条大路、十条大路、東二坊大路、東四坊大路

では道路側溝心心間距離がほぼ１６mの道路であることが

確認されている５）。この道路規模は４５大尺（復元値１５．９３

m：１大尺＝０．３５４０m＝０．２９５０m×１．２として算出）の寸法であ

り、基本的な設計規格としては、道路の路面幅を４０大尺

（１４．１６m）、側溝幅５大尺（１．７７m）、したがって側溝の外

岸間の寸法を５０大尺（１７．７０m）としたものとみている。た

だし、実際の施工に際しては、おそらくその条坊道路側

溝の果たすべき排水機能の多寡に応じて側溝の幅を変動

させていたとみられ、道路Bの場合、４０大尺の路面に、西

側溝３大尺（１．０６m）、東側溝６大尺（２．１４m）という当初

の設定寸法を想定しうるので、側溝心心間距離は４４．５大

尺（１５．７５m）であったと復元され、遺構上の計測値と合致

する。

いっぽう、拡幅後の道路Bは、同様に遺構の規模を読

みとると、路面幅が７０大尺（２４．７８m）、東・西側溝が１０大

尺（３．５４m）の設定寸法であったと復元しうる。この場合、

側溝心心間距離は８０大尺、復元値は２８．３２mであり、調査

者の報告にある「２７．５m」とは若干ことなるが、これは

計測地点の相違の範疇内におさまる。さて、この道路B

について、調査者は、「路面では朱雀大路も凌駕」するも

のと評価しているのであるが、当の朱雀大路については、

かつて分析したように、藤原宮朱雀門の南方での調査で

検出した遺構に従えば、路面幅５０大尺（１７．７０m）、東・西

側溝幅２０大尺（７．０８m）という設定寸法を復元することが

できる６）。注目すべきことに、この場合、側溝外岸間つま

り道路としての全体の設定規模は９０大尺（＝２０＋５０＋２０）

であり、道路Bと一致している（１０＋７０＋１０＝９０）。藤原京

にあって、条坊道路としての格付けが何を基準とされて

いたのか定かではないが、すくなくとも、道路Bが朱雀

大路を凌駕していたと即断することはできまい。むしろ、

ここで留意すべき点は、拡幅後の道路Bは朱雀大路と全

体規模としてまったく同じに設定されていたという事実

であろう。

さて、中ツ道の設定時期は下ツ道、上ツ道とともに、

横大路と同じ７世紀初めの推古朝と考えられている。上

ツ道、中ツ道、下ツ道は遺存地割上、およそ２．１�の等間

図８６ 条里地割の中の中ツ道遺存地割と横大路 １：１５，０００
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隔で設定され、この距離は６０００大尺であり、設営当時の

１０００歩という完好な寸法であったと説かれている。今次

の橿原市教委によって発掘された南北道路が中ツ道であ

ったとすると、まずは拡幅前の道路Aが、７世紀初頭

（『日本書紀』推古２１年〔６１３〕１１月条に見える「難波より京に至

る大道を置く」という記事の「大道」が横大路にあたると考えら

れている。）に開削された中ツ道であったということにな

る。しかし、この道路Aは、早くみても壬申の乱後、天皇

位に就いた天武とその政権によって６７０年代に造営工事

が開始されたとみられる藤原京の一般の大路の規格に全

く合致した規模であり、あくまでも藤原京の条坊道路と

して、この位置に初めて開削されたと理解することが妥

当であると考える。そうでなければ、中ツ道として設営

されて以来、長い年月にわたり道路として機能し続けた

道路Aそのものが、藤原京（新城あるいは新益京と呼ばれて

いたにせよ）の条坊計画の根幹たる大路の標準規格として

採用された、と説明しなければならなくなり、そうした

解釈はおおいに不自然であることを免れえまい。したが

って、７世紀初頭の設定とみられ、６７２年の壬申の乱時に

は確実に存在していた中ツ道は、少なくとも横大路より

南のこの地点には通じていなかったと判断しなければな

らない。

道路Aは、ある時点で拡幅されて道路Bとなる。その拡

幅の実際の経過については、遺構の状況をみるとやや複

雑な経過をたどったと推測されるものの、拡幅の確実な

年代を明らかにする考古学的な証跡は得られていない。

ただし、道路Bの側溝を埋めた堆積土の中から、万葉歌

人としても人口に膾炙している「穂積親王」宮との記載

のある木簡や「和銅二年」（７１１）の紀年木簡が出土したと

の報告もなされている。

道路AおよびBが中ツ道であるという理解に立つ限り、

拡幅の時期は７世紀初め以降どの時点にも求めうる（た

だし、道路Bの埋没は和銅２年以後著しく年代を隔てた後世とい

うことは想定しがたく、とりあえず、藤原京廃都後ほどない時期

とみておく）。いずれにしても、この場合、朱雀大路級に

拡幅されたのは６３０年代のことであった、などという想

定すらできなくもないのである。しかし、この道路が中

ツ道ではなく、藤原京の条坊道路として設定されたもの

であると評価するならば、拡幅の時期は藤原京の造営開

始後の、藤原京の時代の中であった可能性が強くなる。

このように、今次の調査で発掘された道路跡を中ツ道で

あるとみるか否かは、この道路およびAからBへの拡幅

という事態を歴史の中に位置付ける場合に決定的な意味

をもってくるのであり、その前提を間違うことは、畢竟、

いかなる歴史的評価も砂上の楼閣とみなされざるをえな

くなるであろう。

それでは、私見のように、道路A・Bは中ツ道ではない

図８７ 藤原京朱雀大路設定復元図 １：５００（注６井上論文より）

図８８ 橿教委２００３‐２次調査の南北道路A・B設定復元図 １：５００
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という判断に拠った場合、この拡幅という事実はどのよ

うな意味をもってくるのであろうか。この問いに対する

解答を開陳するには、まだ検証すべき案件が多く残され

ているのだが、ここでは、天武政権がめざした中央集権

的な国家統治体制構築作業の一環としての官道網建設の

象徴的な土木工事であったとの予察的な見解を略述する

にとどめておくことにする。

近年、列島各地で古代官道遺構の発掘資料が蓄積され

つつある。西海道、山陽道、東海道、東山道、北陸道な

どの主要官道の古代における実態の解明が進められてい

るが、その設定の時期については必ずしも闡明にされて

はいない。そうした中で、例えば、静岡市曲金北遺跡で

調査された古代東海道７）について、私はその規格寸法か

らみて、和銅６年（７１３）以前の設定になるものとの判断

を示したことがある８）。七道の設定、国境の確定などとと

もに、国家統治のための地方支配体制の整備に連動すべ

き官道の列島規模の設営も、また７世紀後葉の天武朝な

いし藤原京の時代に求めることが妥当であるとすれば、

道路AからBへの拡幅もその施策と一連のものであり、

しかもそれは、従前より主要官道として存在していた中

ツ道に直通する首都の条坊道路をも包摂した土木工事で

あったということになる。横大路以北では、７世紀初め

から中ツ道は横大路にT字形に接続する形で北上してい

たと考えている。しかし、前述したように、現存する中

ツ道の地割から推定した道路幅は２８．５mであった。すな

わち拡幅後の藤原京東四坊大路の側溝心心間規模である

８０大尺（復元値２８．３２m）とほぼ同じ値を示している。発掘

調査による検証が必要ではあるが、遺存している中ツ道

地割は拡幅後の規模を示しているとも考えられる。

上ツ道は、今日、線状の地割として確認されるにとど

まり、幅員規模を推定させる痕跡はない。いっぽう、下

ツ道は、西四坊大路として藤原京条坊道路に踏襲されて

おり、さらに、遺存地割は奈良盆地をまっすぐに北上す

る形でほぼ連続的に確認されている。木全敬蔵氏による

地割の計測分析によると、下ツ道の幅は約３０mとされて

いる９）。さらに盆地北端域では平城京朱雀大路と中軸を

共有しており、朱雀大路ないし平城宮域内の発掘調査で

各所において幅員が確認されている。詳細な分析は別に

譲るが、東西側溝心心間距離で２２～２４mの規模であり、

平城京建設時に埋め立てられており、また拡幅、縮小の

形跡はない１０）。

したがって、今次の橿原市教委による発掘調査の成果

は、中ツ道は、以南で連続している東四坊大路ともども、

藤原京の時代のある時点で、下ツ道とほぼ並ぶ、しかも

都城最大規模の朱雀大路に全く匹敵する大規模道路とし

て拡幅されたという歴史上の事実が明らかにされたとい

うことに要約することができ、この事実理解に立脚して、

今後の研究を進めていく必要があると考えるのである。

発掘された「中ツ道」は中ツ道ではなかった。この否

定説は、いまだ完全に論証されたものであるとはいいき

れない。しかし、中ツ道であると判断することに比較す

れば、より蓋然性に富んでいると言うことは許されよう。

私は橿原市教育委員会による今般の発掘調査成果の公表

に先だって、いくつかの報道機関の求めに応じて、中ツ

道否定論を諄々と説いた。しかしながら、それが紙面等

の報道に顧慮された形跡は全く認められなかった。発言

力の乏しい研究者の言説ではあるとはいいながら、たと

え事実を措いても、より刺激的な喧伝を追求してやまな

い報道姿勢の相変わらずのありように接して、憂慮する

とともに、深く嗟嘆せざるをえない。 （井上和人）

注

１）橿原市教育委員会『藤原京左京一・二条四坊、出会・膳夫遺

跡（橿教委２００３－２次）発掘調査現地説明会資料』２００３。

２）井上和人「飛鳥京域論の検証」『考古学雑誌７１－２』１９８６、

『条里制研究の一視点』１９９４、「平城京羅城門再考」『条里制

古代都市研究１４』１９９８。

３）井上和人「平城京条坊道路の設計規格について」『紀要

２００３』２００３、「斎宮方格地割研究への提言」『斎宮歴史博物館

研究紀要１２』２００３。

４）奈文研『藤原京研究資料（１９９８）』１９９９。

５）近年明らかにされつつある藤原京域説に従えば、これら偶数

条（坊）道路は、平城京条坊に準じて表記すると「大路」にあ

たり、従来藤原京で「奇数条（坊）道路」とされてきたものは

平城京でいう“条（坊）間路”に、「（条）坊間路」とされてき

たものは“条間北（南）小路”ないし“坊間東（西）小路”に

相当する（小澤毅「古代都市「藤原京」の成立」『考古学研究４４－

３』１９９７）。

６）井上和人「古代都城制地割再考」『研究論集Ⅶ』１９８４。

７）及川司「静岡市曲金北遺跡の調査について」『古代駿河国律

令社会考』１９９６、（財）静岡県埋蔵文化財研究所『曲金北遺跡

（遺物・考察編）』１９９７。

８）井上和人「条里制と開発の歴史」『月刊文化財３９８』１９９６。

９）木全敬蔵「条里地割の計測と解析」『奈良県史４条里制』１９８７。

１０）奈良市教委『史跡平城京朱雀大路跡』１９９９など。
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１ はじめに

２００３年８月、キトラ古墳仮設保護覆屋が完成した。

前回、２００２年度のキトラ古墳の発掘調査は、墓道の南

半部分と墳頂部分に限定しておこない、石室前面（閉塞

石）から南１．５m分は掘らずに残した。それは、石室の盗

掘孔が開口すると外気が内部に入り込み、内部環境が変

化するのをおそれたためだった。覆屋は、温湿度の調整

ができる空調設備を備え、盗掘孔開口後にも、外気の影

響を極力排除できる構造を目指して設計された。

この施設内で、本年度は、未発掘になっていた盗掘坑

と墓道を掘り進めることにした。盗掘孔開口後、石室内

部の壁画と漆喰の状況を調査し、今後の保存修復作業の

方針と計画を定めるためである。

調査はキトラ古墳覆屋の一室「小前室」でおこなった。

この部屋は古墳の南側墳丘上に設置されており、外界と

はほぼ完全に遮断されている。しかし、石室内と同じ高

湿度に保たれた小前室の環境は、墳丘土や表土に存在す

る微生物、特にカビにとっては最適の生育環境ともいえ

る。墳丘土の温度が高くなる９月頃には、その表面にカ

ビが発生し始め、その調査や対策がまず必要とされた。

このため、２００３年中はそれらを優先し、発掘調査は２００４

年１月２６日から３月２５日の期間で実施した。発掘面積は

約１０�。発掘と併行して石室内の写真撮影（銀塩・デジタ

ル・赤外線）と簡易フォトマップ用撮影もおこなった。

発掘調査は、文化庁の委託により、奈良文化財研究所

飛鳥藤原宮跡発掘調査部が中心となって実施し、奈良県

立橿原考古学研究所と明日香村教育委員会の協力をえた。

また、石室の環境調査や保存科学的調査および措置は、

東京文化財研究所と奈文研埋蔵文化財センター、ならび

に関係諸機関がおこなった。

２ 発掘調査成果の概要

発掘調査では、盗掘坑と墓道の未掘部分をほぼ完全に

掘った結果、石室前面の状況を明らかにでき、石室につ

いて数多くの新たな知見をえた。盗掘坑、墓道、石室に

わけて記述する。

盗掘坑 石室の西辺にほぼ沿った位置にある南北方向の

盗掘坑。石室に達し、これを破壊して侵入を果たしてい

る。上幅約２mの薬研堀風の形状をしており、確認でき

る南北の長さはおよそ５mある。

盗掘坑は、天井石のあたりや、今調査区の南部で底幅

は０．３mほどしかないが、石室の前面位置では広くなっ

て幅約０．６mある。おそらく、石室天井石の西辺から掘削

され、閉塞石の位置を確認したのち、その南側（石室前

面）を掘り広げたのだろう。

盗掘坑の底には、破砕された石室石材片が堆積し、こ

の層を中心に、多量の漆片や少量の金銅製品断片などが

出土した。盗掘の時期を明確に示す土器はなかった。

盗掘時には、おもに石室の閉塞石（南側壁石）の西側上

部を壊して孔をあけている。孔の大きさは、閉塞石前面

で上下６５㎝、上幅４０㎝、下幅２５㎝ある。孔の下辺はほぼ

水平だが、東辺は奥に向かって幅が広くなり、上幅４８㎝、

下幅３５㎝ある。人が出入りするのに十分な大きさではあ

る。閉塞石や天井石の破断面には、盗掘時に使った工具

の痕跡がよく残り、先端が蛤刃をした刃幅５㎝ほどの工

具とわかる。

墓 道 未発掘だった石室前面部分の長さ約１．５mを調

査し、確認した墓道の総延長は、３．６mとなった。

墓道の埋土は、前回調査で確認した状況とかわりない。

床面から０．５～０．６mの厚さの部分が特に堅く版築してあ

る（埋土下部）。その上の厚さ０．７～０．９mほどで、天井石前

面の稜線あたりまでを埋め（埋土中部）、さらに墓道の肩

までを埋める（埋土上部）。墓道の幅は、今調査区の南で

２．６m、石室とのとりつき部では２mある。

墓道の壁は、東西で若干様子が違っていた。西壁は大

半を盗掘で破壊されていたが、裾の部分、高さ約０．４m

ほどが残っていた。その部分での西壁は、石室の手前

（南）１．２mのところで鈎の手に屈折する。この屈折部を

境にして奥と手前とでは、西壁の方位が違っており、奥

の壁の方が若干大きく西に振れる。石室の方位は、奥側

の西壁と近似する。

東壁は墓道埋土の一部を残したため、下半部を確認し

ていない。天井石前面の稜線あたりまで急傾斜で下がっ

てきた東壁面は、そこからほぼ垂直に落ちる。この垂直

な壁面は高さ約０．５mあるが、途中で狭いテラスを作る。

テラスの位置は、ほぼ天井石下端つまり閉塞石の上端の

キトラ古墳の調査
―飛鳥藤原第１３０次
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図９１ 墓道・石室縦断面図 １：４０
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レベルにある。テラス内側から壁面は再び垂直になる。

露出させた範囲では、東壁には西壁のような屈折部はな

い。石室の主軸からは東壁の方が大きく開くようだ。

床面についても、一部に未発掘部分があるが、遺構の

確認はできた。前回の調査区では、３条なのか４条なの

か確定できなかったコロのレール痕跡（道板痕跡）は、溝

状に並ぶ抜き取りを検出し、ほぼ等間隔（０．５m間隔）に並

ぶ４条だったことがわかった。レール痕跡の幅は約０．２

m。前回の調査区北端部と同様、床面にしかれた茶褐色

の粘質土をはずして検出した。さらに、コロのレール痕

跡埋土に重複して、これより新しい穴が２個ある。０．６×

０．５mほどの平面規模で、深さは０．２m。

西端のレール痕跡埋土から土師器片が出土した以外は、

墓道床面の粘土上面あるいはその下面での顕著な遺物の

出土は認められなかった。

石 室 墓道の奥に位置する石室の外観をほぼ明らかに

するとともに、盗掘孔から石室内部の状況を観察した。

墓道奥で確認した石室石材は、南側壁石（閉塞石）、天

井石、西側壁石、東側壁石そして底石の合計５石。

石室は、二上山産の溶結凝灰岩製の分厚い切石材を組

み合わせて構築されている。これまで推定復元されてき

たように、底石の上に、北壁と東西の壁石を立て並べ、

それに天井石を架け、最後に閉塞石をはめ込む構造。

まず、石室および石材の寸法を列記する。

石室総高：１．８２m、幅（側壁外法）：１．９６m（推定）。

石室内法：奥行２．４m、幅１．０４m。方位：N１４°E。

南端天井石：幅１．８２～１．８５m、高さ（厚さ）０．６８m、

奥行０．８２m（推定）、面取部高さ０．１５m、奥行０．２５m。

南側壁石（閉塞石）：高さ１．１５m、幅１．２m、厚さ０．４９５m。

西側壁石：高さ１．１７m、厚さ０．４７m。

底 石：幅１．８５m。

石室は、一見、天井石の大きさが強い印象を与える。

天井石は、合計４石で構成されている。南端の天井石

は屋根形にみせるため、小口（南側）上半分に面取り（斜

面部）をおこない、さらにその両端にも面取りをする。小

口の面取りは、左右幅いっぱいを加工するが、その東西

両側の加工は、石材の奥行方向全体に斜面を造作するの

ではなく、墓道に露出する範囲だけ、奥に長い三角形の

面取りをおこなう。目線を天井石上面近くまで上げなけ

れば、この加工方法はわからず、墓道に立つと天井石は

左も右も屋根風に加工してあるようにみえる。

南端の石材の表面は、面によって仕上げの程度が違う。

前面と斜面部、そして左右の三角形の面取り部分は、刃

幅５㎝ほどの直刃の工具で丁寧に敲打して仕上げる。こ

れに対して、左右の側面は、はつりの状態を残し、上面

の平坦部分も粗い敲打痕を残し仕上げをしていない。仕

上げは見える部分に限るという合理性がみてとれる。

天井石の内面は、屋根形に削り込んである。南と北の

２石は三方に平坦面を残し、中の２石は東西に平坦面を

もつ。南端の石材内面の東南と西南の隅に、屋根形を削

り込む範囲を示す朱線、そして、その外側に壁石と閉塞

石の内面位置を示す朱線があることを確認した。また、

天井石、閉塞石、底石はいずれもほとんど水平に設置さ

れており、綿密な設計と施工をうかがうことができる。

閉塞石は、正面形がほぼ正方形をした直方体の石材で、

表面（南面）を天井石前面と同様、水平ないし右下がりの

敲打で仕上げる。これに比べると、西側壁石の小口面は

さらに丁寧な仕上げをしており、敲打痕が目立たない。

底石表面も同様の丁寧な仕上げをする。おそらく、これ

らの仕事は、石室内面と共通するのだろう。

閉塞石と南端の壁石との組み合わせは、多少の細工を

ともなっている。閉塞石内面（北面）の東西両辺は、角を

削って斜めの面取りがしてある。西側壁石も、閉塞石が

あたる内側の角に細工があり、内面側に３㎝ほどの袖を

残して角を斜めに面取りする。

閉塞石周辺の石材の目地には漆喰が塗り込めてあり、

特に、閉塞石西面の漆喰は直角三角形状に大量に積み上

げてある。天井石と閉塞石側面との目地、あるいは天井

石と壁石小口面との目地にも漆喰があったことは、東側

で確認できた。また、西側壁石上面と天井石側面との目

地にも漆喰がみえるので、外側にある石材の目地すべて

にも漆喰が塗ってあったと推定して過たないだろう。

石室各壁面を撮影した簡易フォトマップをみると、各

面の石材について興味深い情報がえられた。

まず、西壁は白虎の下方で漆喰が広範囲に剥落し、石

材が露出する。西壁の石材は合計３石。継ぎ目のタテ目

地には内側から漆喰が塗り込んである。石材の奥行長は

８５㎝を若干こえるようだ。

東壁もタテ目地が２条みえ、西壁と同様三ツ割として

いることがわかるが、中央の青龍の真下、床から約５０㎝
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のところに水平方向の目地がみえるので、ここだけは石

材を上下２段に積んでいる。

一方、北壁壁面は、中央に垂直のひび割れが走り、床

に接して漆喰が剥落した部分に石材の継ぎ目がみえる。

したがって、北壁は左右２枚構成と判断できる。

天井は４石。中央２石は奥行長が８３㎝ほどあるようだ。

東西の壁石との接合面には相欠きはない。

石室は、石材の継ぎ目に内外から漆喰を充填し、厳重

な防水加工をしたにもかかわらず、泥水が流れ込んでい

る。特に、天井石の南端と２石目との目地からは一時期

相当の水が漏れていたらしい。目地直下の流入土には、

水が垂れてできたくぼみが列をなしていたし、そこの東

西の壁面は泥土で覆われている。これは、この部分で石

材の継ぎ目が大きく開いているからだ。

その原因は、南端の天井石が南に傾いたことにある。

この天井石は奥行８０㎝あまりあるが、東西の壁石に載っ

ている長さは３５㎝ほどしかなく、重心が壁石にかかって

いない。先述した「綿密な設計」とは齟齬するが、石室

組み立て段階でこの南端の天井石は、手前側に支えを入

れなければ傾くこと間違いない。

その支えの痕跡が、南端の天井石下面にある。下面の

東辺、前面から１５㎝ほどの位置には不整な台形をした、

平面約１５×８㎝、深さ４㎝ほどの穴が抉ってある。西端

では盗掘時に一部壊されているが、同じ位置に同様の穴

があることは確認できる。２つの穴は加工が雑なので、

石室組み立て時の応急的加工と判断してよいと思う。こ

こに支柱の上端をはめ込み、支えたとみてよかろう。

終末期古墳の石室天井石は、石のカラト古墳などで明

らかになっているように、各石材の接合面を相欠きにし

て組み合わせる。キトラ古墳の場合も同様だったとする

と、南端の天井石が傾いた影響が２石目の天井石には現

れていないこと、つまり、２石目がテコの原理で持ち上

がったような形跡がないことに気がつく。このことは、

南端の天井石が、２石目の天井石の上に重なるような相

欠きをもっていたことを示す。天井石は、奥側（北）から

順次設置されたと推測する。

３ 壁 画

これまで、石室内部の壁画の写真撮影は、墳丘外から

挿入した塩ビパイプを通しておこなっていた。今回、石

室の盗掘孔が開口したので、さらにポールと大型のカメ

ラを使用して壁画の各種撮影がおこなえた。なかでも、

赤外線写真の撮影では、土錆で不明瞭だった東壁の青龍

や各壁３体ずつある獣頭人身像の撮影に成功した。

青龍は、これまでみえなかった角や体躯、前肢の肩付

近がみえ、頭部の表現以外は西壁の白虎とほぼ同一のデ

ザインだとわかった。

獣頭人身像は、北壁中央と東壁北にある２体について

頭部を確認し、各々「子」と「寅」と断定した。よって、

これらは時計回りに配置された「十二支像」と判断でき

る。「子」とその東の「丑」がもつ器物は朱で描かれてい

るので赤外線写真ではとらえきれなかった。

初めて正面からとらえられた「寅」は、右手に総付き

の矛をもち、顔はユーモラスに描かれる。残存状況は良

く、衣服や帯の細部までよく観察できた。衿は朱、矛の

総は数色で塗り分ける。「寅」の輪郭と細部は墨で描かれ

るが、その描線と重複して頭や手、衣服など各所に、ヘ

ラ先で引かれたと推定される細い沈線が重複する。描法

に関わる痕跡かもしれないが、さらに検討が必要。

４ 出土遺物の概要

墓道埋土からは、土師器と須恵器の微少な破片と凝灰

岩細片が出土したにすぎない。墓道床面の遺構では、コ

ロレールの埋土から土師器片１点が出土した。

盗掘坑の埋土からは多くの遺物が出土した。その多く

は漆の断片で、それ以外に金属製品の破片や土器片、比

較的大型の破片を含む凝灰岩片があるが、埋土の水洗選

別が未着手なので、総量については言及できない。ここ

図９２ 石室閉塞石西隅細部 図９３ 天井石細部
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では、発掘調査時に選別できた漆片と金属片に関する調

査成果の概要を報告するにとどめる。 （花谷 浩）

漆 片 いずれも遺存状態が悪い。漆片には、黒漆の表

面に赤色顔料が付着するものと、黒漆のみとがある。

実体顕微鏡による観察で、赤色顔料層がガラス質の破

砕面を持ち、極めて細かく調整された粒子の集合体とわ

かったので、朱の可能性を認めた。蛍光X線分析の結果、

水銀の存在を確認し、「朱」（HgS）と判断した。

漆片の割れ口断面に繊維質の残存を認め、X線ラジオ

グラフィーによって、漆層の下に目の粗い布地を確認し

た。また、残りは悪いが、木質部も存在することから、

漆片は木胎に布着せの構造をとるものと推測する。この

ほか、現在２点だけだが、ごく小さい銅製の金属片が取

り付く漆断片も確認した。

上記の所見は、ごく一部の漆断片に対しての観察結果

にすぎない。今後、赤外分光分析（FTIR）などによる漆の

同定と下地の材質分析、さらに、断面プレパラートを使

った漆層断面の観察などが必要である。木棺表面の漆片

の可能性は高いが、特定はさらなる調査を経たい。

金属片 確認された金属製遺物は、極少量の錆片数点と、

漆片に取り付く小さな錆の塊のみ。

径２�程度の緑青錆の塊を実体顕微鏡で精査し、錆の

中に金薄層の存在を確認し、蛍光X線分析によって金と

微量の水銀を検出した。この薄層が、金アマルガムで銅

の表面を覆った鍍金層の残片と判断した。

漆片に付いた錆の塊は、銅製金具の可能性があるが、

元の形状を復元するには小さすぎる。 （村上 隆）

５ ま と め

盗掘坑と墓道を完掘した結果、石室の前面部が出現し、

閉塞石設置後、墓道埋め戻し直前の状況を知ることがで

きた。さらに、これまで、高松塚古墳やマルコ山古墳に

よって推定復元していた石室構造がかなり判明した。

墓道は、石室南端の天井石からほぼ垂直に北壁が立ち

上がる状況が高松塚古墳と類似する。床面に４条のコロ

のレール痕跡があり、それを埋め戻した後に穴２個を掘

るのも、高松塚古墳や石のカラト古墳と近似する。キト

ラ古墳では閉塞石の両端に対応する位置に穴がある。

次に石室の構造を、類似する３古墳（高松塚古墳・マル

コ山古墳・石のカラト古墳）と比較してみよう。天井石を４

石で構成するのは各古墳共通するが、内面を平天井とす

るのは高松塚古墳のみ。屋根形の彫り込み範囲を示す朱

線は、マルコ山古墳でも確認されている。

天井石材の接合面は、マルコ山古墳と石のカラト古墳

が相欠きとする。両者は接合面の印籠蓋風の加工手法が

逆らしい（南端の石材が２石目の上にのるか下に入るか。飛鳥

資料館『飛鳥時代の古墳』１９７９年）。キトラ古墳は石のカラト

古墳と共通する。

東西の壁石を３石構成とするのは各古墳共通だが、キ

トラ古墳が一部の石材を上下積み上げる。一番奥の壁石

は、１石の北壁の側面に重なる例（高松塚古墳）と、２石

構成の北壁南面に重なる例（マルコ山古墳）がある。キト

ラ古墳は後者か。

石室の前面での各石材のそろえ方は各古墳独自のよう

だ。高松塚古墳は、天井石と底石の前面をそろえ閉塞石

が前に飛び出す。マルコ山古墳では、閉塞石前面と底石

の前端がそろい、それよりも天井石前面が奥に位置する。

石のカラト古墳は、南端の天井石が失われているが、閉

塞石と底石の前面がそろう。キトラ古墳のように底石の

前端だけが前に位置する例はない。

また、閉塞石内面の東西辺と、南端の東西壁石内面を

面取りしてかみ合わせる手法はマルコ山古墳と石のカラ

ト古墳にある。石室の形状と細部加工の対比は、各古墳

の年代差を考えるうえで重要となるだろう。

今回の調査で石室盗掘孔の大きさがわかり、ここから

の内部調査が可能となった。今後、カビの発生や不慮の

事態に備えながら、万全の体制で石室内の発掘調査と壁

画の保存処置にのぞみたい。 （花谷）

図９４ 石室内全景 図９５ 十二支像「子」赤外写真
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Ⅱ　飛鳥・藤原宮跡等の調査概要�



表７ ２００２・２００３年度 飛鳥藤原宮跡発掘調査部 発掘調査・立会調査一覧

調査次数 調査地区 遺 跡 調査期間 面 積 調査地 担当者 調査要因 掲載頁

（２００２年度）
１２５次 ５AJG-B・J 藤原宮朝堂院東第二堂・東門２００３．１．８～４．１４ ９７０㎡ 橿原市高殿町 渡辺丈彦 学術調査 ８０
１１９－５次 ５AKH-A・５BKH-B 川原寺 ２００３．２．１４～７．３１ ４３４㎡ 明日香村川原 毛利光俊彦 史跡整備 １１８

松村恵司
（２００３年度）
１２８次 ５AJG-E・F 藤原宮朝堂院回廊東南隅 ２００３．４．１～７．３０ １０２４㎡ 橿原市高殿町 箱崎和久 学術調査 ９０
１２９次 ５AMD-Q 石神遺跡（第１６次） ２００３．７．１～２００４．１．９ ６７３㎡ 明日香村飛鳥 西口壽生 学術調査 １０６

内田和伸
１３０次 キトラ古墳 ２００４．１．２６～継続中 ６㎡ 明日香村阿部山 花谷 浩 史跡保存確認 ７２

宮原晋一 （橿原考古学研究所）

相原嘉之 （明日香村教育委員会）

１３１次 ５AJG-R・S 藤原京左京六条二坊 ２００３．１０．２１～１２．２５ １９６３㎡ 橿原市高殿町 山崎信二 溜池改修・学術調査 １０２
２００４．１．３０～２．１６ 渡部圭一郎

１３２次 ５AJG-K・L・C・D 藤原宮朝堂院東第三堂 ２００４．１．７～継続中 １０１１㎡ 橿原市高殿町 市 大樹 学術調査 ８８
１２７－１次 ５AJG-R 藤原宮外周帯・四分遺跡 ２００３．７．２～７．１０ ２６㎡ 明日香村奥山 石橋茂登 住宅建設 １００
１２７－２次 ５AMD-H 山田道 ２００３．８．２５～８．２６ ９㎡ 橿原市飛騨町 石橋茂登 道路拡幅 ７８
１２７－３次 ５BKH-F 川原寺 ２００３．１０．２４／１１．１２・２０／２００４．２．３ １４㎡ 明日香村川原 前岡孝彰 下水道敷設 １２３
１２７－４次 ５AKG-M 甘橿丘東麓 ２００３．１１．１９／２００４．２．３ ６㎡ 明日香村川原 前岡孝彰 便所建設 ７８
１２７－５次 ５AJK-B 藤原宮西面大垣地区 ２００４．１．８～９ ２４㎡ 橿原市縄手町 筧 和也 住宅建設 ７８
１２７－６次 ５BYD-K 山田寺 ２００４．１．２０～２２ ６㎡ 桜井市山田 小澤 毅 塀改修 ７８
１２７－７次 ５BAS-S・T 飛鳥寺 ２００４．１．１４～２．２７ １０㎡ 明日香村飛鳥 冨永里菜 住宅改修 ７８
１２７－８次 ５AJF-C・D・E 藤原宮東方官衙北地区 ２００４．２．１２～３．２ ２５０㎡ 橿原市高殿町 小谷徳彦 水路改修 ７８

筧 和也
１２７－９次 高松塚古墳 ２００３．７．２８～８．１／９．６～１０．８ ９３３㎡ 明日香村平田 松村恵司 壁画緊急保存対策 ７８

表８ ２００３年度 飛鳥藤原宮跡発掘調査部 小規模調査等の概要

調査次数 遺 跡 調査の概要

１２７－２次 山田道 道路拡幅にともなう事前調査。藤原京内に含まれ、山田道の推定地のひとつでもある。調査区
は第１０４次調査で検出したSD３８８８の延長部分に収まっており、砂と粘土の流水堆積を確認した。
７世紀の土器が少量出土した。

１２７－４次 甘橿丘東麓 公園駐車場内の便所建設にともなう事前調査。第７１－１１次調査第６区（『藤原概報２４』）に隣接
する。検出した遺構はなく、地山が南に向かって急激に落ち込むことを確認した。

１２７－５次 藤原宮西面大垣地区 個人住宅新築にともなう事前調査。設定した調査区は、昭和４３年におこなわれた奈良県教育委
員会の発掘調査区の内側に位置することがわかり、南北溝と東西に広がる土坑を再検出した。

１２７－６次 山田寺 個人住宅の塀の改修にともなう事前調査。山田寺北面大垣の掘立柱掘形および柱抜取穴の一部
を確認した。

１２７－８次 藤原宮東方官衙北地区 水路改修にともなう事前調査。南北１２５m、東西約２mの南北に長い調査区を設定した。第５８次、
６１次、６７次、７１次調査区が東西に隣接する。それらの調査で確認した遺構とつながる藤原宮期
の東西溝や石敷き、建物の柱穴などを検出した。詳細については次年度の紀要で報告する。

表９ ２００３年度 飛鳥藤原宮跡発掘調査部 現場班編制 ＊総担当者

春 夏 秋 冬

松村恵司（考古第二） 西口壽生（遺構）＊ 山崎信二（史料） 安田龍太郎（考古第一）

小池伸彦（考古第二） 石橋茂登（考古第二） 内田和伸（遺構）＊ 小澤 毅（史料）

箱崎和久（遺構）＊ 冨永里菜 渡辺丈彦（考古第一） 市 大樹（史料）＊

前岡孝彰 渡部圭一郎 小谷徳彦 筧 和也

飛田恵美子（研修） 筧 和也（研修） 飛田恵美子 渡部圭一郎（研修）

総括：部長 金子裕之 写真担当：井上直夫（考古第一） 保存科学：村上 隆（考古第二） キトラ古墳担当：花谷 浩（考古第一）
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図９６ 藤原宮発掘調査位置図 １：７０００



１ はじめに

今回の調査地は、藤原宮の中枢部の一つで、当時の政

務・儀式・饗応が執りおこなわれた朝堂院地区である。

この朝堂院地区については、１９３４～１９４３年にかけて日本

古文化研究所（以下、古文化研）による最初の発掘調査が

おこなわれている。その結果、東西２３５m、南北３１８mの複

廊がめぐり、その内側に左右対称に合計１２の長大な朝堂

が配置された、広大な規模をもつ朝堂院であったとがわ

かっている（日本古文化研究所『藤原宮発掘調査報告二』）。し

かし古文化研による調査は、想定された柱位置のみを掘

る部分的な調査であったため、建物構造の詳細やその国

土座標上の位置については不明な点が多い。それらの問

題をうけて奈良文化財研究所では１９９９年以来、この朝堂

院地区及び大極殿地区の継続的な調査をおこない、現在

までに大極殿院東門（第１１７次、古文化研の調査では東殿）、

東楼（第１００次）、朝堂院東第一堂（第１０７次）、同第二堂北

半分（第１２０次）、そして東面回廊の一部分の発掘調査を

終えている。

今回の調査区は第１２０次調査区の南側、朝堂院東第二

堂の南半分の検出が想定される場所に設定した。『延喜

式』によれば朝堂院東第二堂は、「含章堂」と呼ばれ、大

納言・中納言・参議の座が設けられていたとされる。古

文化研の発掘調査の結果では、桁行１５間（２１０尺）、梁行４

間（４０尺）の総柱の両廂礎石建物として復元されている。

しかし第１２０次調査の結果、①梁行は５間で、西側に孫廂

があること、②東第一堂と第二堂は側柱筋を揃え、梁行

は双方ともに５０尺になる可能性が高いこと、③棟通りに

も柱が立つが、それは床束である可能性が高いことなど

が新たに指摘された（『紀要２００３』）。本調査では、この第

１２０次の調査結果を、東第二堂南半分で確認することを

第一の目的とした。

また、古文化研の調査報告では朝堂院東面回廊の中間

部分、すなわち東第二堂と東第三堂の間にあたる位置に、

東門が存在する可能性を指摘しつつも、その確証を得な

かったことが記載されている。しかし戦後におこなわれ

た発掘調査や『平安宮八省院図』（陽明文庫本）の記載から、

平城宮東区朝堂院上層、長岡宮朝堂院、平安宮朝堂院の

東・西面回廊の中間付近に門が存在していたことがわか

っている。これらのことから藤原宮朝堂院にも東門ある

いは西門が存在する可能性は高いと考え、その確認も調

査目的の一つに加えた。

設定された発掘調査区は南北２１．５m、東西４６．０mで、

発掘総面積は９７０㎡である。発掘期間は２００３年１月８日

～４月９日である。４月１４日に重機による埋め戻しをお

こない、調査を終了した。

２ 検出遺構

本調査区の基本層序は以下の通りである。上から表土

（地表面高７３．３０m、約１０㎝）、耕土（約１０㎝）、床土（約２５㎝）

と続き、その下に瓦を多く包含する暗灰褐色砂質土層

朝堂院東第二堂・東門・
東面回廊の調査 ―第１２５次

１２０次

１２５次

図９７ 日本古文化研究所トレンチ位置図 １：８００
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（１０～１５㎝）、橙褐色または黄褐色の整地土層（３０～４０㎝）

が堆積し、概ね標高７２．２０～７２．４０mで暗茶褐色粘質土か

らなる地山層に達する。遺構の検出は、橙褐色・黄褐色

整地土層上面でおこない、藤原宮期の遺構やそれに先立

つ造営時の溝などを検出した。また後述するが、整地土

と地山の間に極暗青灰褐色粘質土の堆積する場所が確認

されている。

古墳時代～７世紀後半の遺構

SX９６８６ 第１２０次調査区東側一帯で確認していた沼状地

形の続きの部分である。本調査区の北壁・東壁・南壁の

土層観察及び調査区内の断ち割り調査の結果から、その

範囲は調査区北端の中央付近から南東方向に弧を描くよ

うに広がることがわかる（図９９）。地山面を切る形で斜め

に落ち込み、確認された範囲では０．５m以上の深さを持

つ。極暗青灰褐色粘質土を堆積する。従来、この土壌を

沼状地形堆積土と呼称しているが、その堆積範囲の形状

から考えて、河川などの後背湿地に堆積した土壌の可能

性も考えられる。１２０次調査では５世紀前半頃の埴輪破

片を多数出土したが、本次調査では遺物はほとんど出土

しなかった。

藤原宮造営期～藤原宮期の遺構

SD９６９０ 第１２０次調査区でも確認していた、東第二堂東

側柱から東へ約３mの位置にある南北素掘溝である。

１２０次調査の成果では、宮造営時の排水溝などの可能性

を指摘している。調査区の南寄り、東第二堂南側柱の南

約４mで検出した東西溝SD９７８０に直交する。確認面は整

地土上面で、最大幅０．５m、深さ約０．３５mである。その堆

積土は上層と下層の２層からなり、上層には灰白色砂混

明茶灰色粘質土が、下層には木屑を多量に含む酸化鉄混

暗灰色粘質土が堆積する。多量の木屑を含むことから、

下層は藤原宮造営期の溝と考えられるが、上層について

は朝堂院東第二堂の東側雨落溝として機能していた可能

性もある。

SD９６８５ これも同じく第１２０次調査区でも確認していた、

東第二堂西側柱筋にある南北方向の素掘溝である。耕作

溝に破壊され遺存状態は極めて悪いが、SB９７００南西隅の

礎石据付掘形と重複し、それに先行することを確認して

いる。また１２０次調査の所見同様に、その埋土に木屑・砂

・遺物などはほとんど含んでいない。これらの結果から、

東第二堂の造営が本格化する前に、埋め立てられたと推

定される。

SD９７８０ 東第二堂南側柱の南約４mの位置で検出した

東西素掘溝で、SD９６８５・SD９６９０に接続し、更にSD９７８３

に達する。最大で幅は０．６m、深さは０．３mを測る。SD

９６９０と同様の堆積状態をもち、上層には砂を多く含み、

下層では多量の木屑を検出した。なおSD９６９０との合流

点以東では、上層の堆積のみからなり、木屑を多量に含

む下層の堆積は続かないことを確認している。下層を宮

造営時に、上層を藤原宮期に機能していた溝と想定した

場合、造営時のSD９７８０は、東第二堂の東３mの地点で北

側に向きを変えてSD９６９０に接続していたが、その後、回

廊東門西側雨落溝SD９７８３まで延長されたと考えること

ができる。

SD９０８０・SD９０４０ それぞれ東面回廊東側雨落溝SD

８９７５・西側雨落溝SD９００２の下層で検出した素掘りの南

北溝である。双方共に堆積土には木屑を多く含むが、瓦

などの遺物は少ない。X＝－１６６，７０８（日本測地系）付近で

SD９０８０は西に、SD９０４０は東に屈曲し、それぞれSD９７８１、

SD９７８２に接続する。１２０次調査の所見では、瓦混じりの

橙褐色土により埋立てられ、その後、東面回廊雨落溝SD

SX９６８１

SX９６８６

１２０次

１２５次

SX９６８６

図９９ 沼状地形SX９６８６の範囲 １：８００
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８９７５・SD９００２にそれぞれ掘り直されたされる。しかし

本調査ではそのような埋立て土は確認できず、その調査

所見を追認することはできなかった。

SD９７８１・SD９７８２ それぞれ東門西側雨落溝SD９７８３・

東側雨落溝SD９７８４の下層で検出した素掘溝である。遺

存状態は極めて悪く、断続的である。SD９０８０・SD９０４０

と同様に堆積土に多量の木屑を含むが、瓦などの遺物は

ほとんど含まない。東門造営時に作られた排水溝と考え

られる。

藤原宮期の遺構

朝堂院東第二堂SB９７００ 調査区北西部にある礎石建南

北棟建物で、建物の南約１／３を検出した。今回の調査で

は、桁行で２間分、梁行で５間分の合計１６ヶ所の礎石据

付掘形を確認した。礎石据付掘形の規模は、最大で長さ

２．０m、幅１．７m、深さ０．５m程度であり、その中では礎石

を安定させるための直径１０～２０㎝程度の栗石を多数検出

した。さらに後世に礎石を捨て込んだ穴も３ヶ所検出し

た。その平面規模は最も大きいもので長さ２．８m×幅２．０

mであり、深さは１mを越える。捨て込まれていた礎石

の大きさは、最大で、長さ１．２m×幅０．７mである。今回検

出した南側の柱筋は、古文化研の調査結果とほぼ同じ位

置であり、第１２０次調査の結果もあわせて考えると、東第

二堂の規模は、梁行５間、桁行１５間であることは確実で

ある。一方柱間については、１２０次調査の所見では桁行方

向１４尺（約４．２m）、梁行方向１０尺（約３m）で等間と推定さ

れていた。しかし東第二堂では本次調査も含めて礎石を

現位置で確認した例はない。また今回の調査結果を見る

と、身舎及び東西廂部分の梁行の柱間については１０尺と

考えて問題はないが、西側の孫廂部分では９尺と捉える

ことも可能な範囲である。

また東側柱筋から東へ約３mの位置に南北素掘溝SD

９６９０を、さら南側柱筋から南に４．２m離れた位置にそれ

に接続する東西素掘溝SD９７８０を検出した。前述の通り、

両素掘溝の上層部分については、東第二堂SB９７００の雨落

溝として機能していた可能性が考えられる。さらに各礎

石据付掘形の南１．５m付近に規則的に配置された径約０．５

m、深さ０．３m程度の柱穴３０基（足場SS９７８５）も検出してい

る。東第二堂SB９７００の建設時あるいは解体時の足場穴で

あろう。なお１２０次調査では東第二堂SB９７００の西側に朝

庭バラスSX９６９５を検出していたが、今次調査区では遺

存状態が悪く、確認できなかった。

朝堂院東門SB９８００ 調査区南東では東面回廊に開く門

を検出した。後述する回廊の東西両雨落溝が調査区北寄

り１／３程度の位置で、一度東西に屈折したあとに再び

南側に伸びること、そして検出した礎石据付掘形間の距

離が、回廊の他の部分に比べて広いことから、門と推定

した。礎石据付掘形は９ヶ所、礎石落込穴は６ヶ所（礎石

は７個）を検出した。礎石据付掘形の遺存状態は悪く、そ

の規模は小型だが、落し込まれた礎石の大きさは１５０㎝

を越え、東第二堂のものより大型である。確認した礎石

据付掘形の位置関係から、この門の柱間は梁行・桁行と

もに１７尺と想定できる。梁行は２間で、東西１０．２m（３４

図１００ 朝堂院東第二堂礎石据付掘形と落込穴（北から） 図１０１ 朝堂院東門礎石据付掘形と落込穴（北から）
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尺）の長さとなる。また東門北端の柱筋と、前述の東第

二堂南端の柱筋がX＝－１６６，７１１（日本測地系）前後で、ほ

ぼ一致していることから、南端の柱筋も、東第三堂北側

の柱筋に揃えた可能性は高い。古文化研による朝堂院東

第三堂の調査成果をあわせて考えると、梁行は３間で、

５１尺の長さになる可能性が極めて高い。以上から東門は、

梁行３間×桁行２間（柱間１７尺等間）の礎石建ち八脚門に

復元できる。東西側柱の外側３m付近では、東面回廊雨

落溝SD８９７５・９００２につながる東門西側雨落溝SD９７８３・

東側雨落溝SD９７８４を検出した。それぞれSD９７８１・SD

９７８２の上層にあたり、前者の幅は０．５m、深さは０．２m、後

者の幅は０．５m、深さは０．３mである。その覆土中には多

量の砂を含み、多数の瓦が出土したことから、東門の雨

落溝にあたるものと判断した。両溝の心々距離は１５．０m

（５０尺）であり、軒の出は、梁行方向で約２．４m（８尺）、桁

行方向で約３．０m（１０尺）である。また今回検出した桁行

方向で北側２列の礎石据付堀形の南側約１mの位置に、

東西方向で約４m間隔の小規模な柱穴列からなる足場

（SS９７８７）を確認している。東門建設時あるいは解体時の

足場穴と推定される。なお朝堂院東門の西側、東第二堂

の間には、散漫な分布ではあるがバラス敷きSX９７９７を

検出している。

朝堂院回廊SC９０１０ 調査区の北東では、第１００次、１０７次、

１２０次調査で確認していた東面回廊の続きを検出した。

過去の調査では回廊は瓦葺礎石建ちの複廊で、柱間は桁

行４．２m（１４尺）、梁行３．０m（１０尺）と復原している。今回

の調査では遺構の遺存状態が予想以上に悪く、礎石据付

掘形を明確に認識できたのはわずか２ヶ所である。掘形

の規模は径１．０m、深さ０．１mである。礎石を安定させる

ための栗石などは残されてはいなかった。また東面回廊

の東側柱想定位置の東２m、西側柱想定位置の西２mに

それぞれ東側雨落溝SD８９７５・西側雨落溝SD９００２を検出

した。軒の出は約７尺となる。それぞれSD９０８０、SD９０４０

の上層遺構にあたる。その堆積土には多量の砂が含まれ、

多くの瓦が検出されている。また東西両側柱の外側１m

付近には、梁行方向に柱筋を揃えて、足場SS９７８６を検出

した。１０７次調査の東面回廊部分でも、同様の位置に足場

SS９０７０を検出し、回廊建設時の足場としている。

（渡辺丈彦）

３ 出土遺物

土器類 本調査での土器出土量は埴輪・瓦類に比較して

著しく少ない。時期的には１２０次調査同様に、古墳時代か

ら近世のものまである。主体を占めるのは飛鳥Ⅲ～Ⅴ期

の土器であり、特に藤原宮期（飛鳥Ⅴ期）の土器が多い。

器種としては、須恵器の杯B、杯蓋、小型壺L、平瓶、甕、

土師器の杯C、高杯、甕Aなどがある。また特殊遺物とし

ては、「山寸」とヘラ書きされた須恵器盤１点、漆の付着

した須恵器２点（内１点にはヘラ記号あり）、円盤、施釉陶

器８点（内、５点が近世陶器）がある。「山寸」とヘラ書き

された資料の出土例は、石神遺跡第５次調査「山寸」、第

７次調査「尾山寸」などがあり、愛知県小牧市篠岡７８号

窯出土資料にも同じヘラ書き文字がみられる。石神遺跡

出土資料は篠岡７８号窯を含む尾北古窯群出土資料と器形

・胎土・色調が類似似しており、尾北産と指摘されてい

る（西口壽生「石神遺跡出土の箆書き土器」『年報１９９３』）。今回

の出土資料も、ヘラ書き文字・胎土・色調から、尾北産

と考えて問題はない。また従来、「尾山寸」「山寸」とヘ

ラ書きされた資料の器種には甕・平瓶・鉢などがあった

が、今回の出土例により、新たに盤がそのバリエーショ

ンに加わった。 （渡辺）

埴 輪 本調査では、約１３０片の埴輪が出土した。やや大

型の破片も見られるが、小片が多い。下層の沼状地形SX

９６８６の存在する調査区中央部付近に集中する傾向がある。

種類別では円筒埴輪が大多数を占め、形象埴輪は蓋形埴

輪１０片、家形埴輪１８片、船形埴輪１片などがある。本項

ではこのうち、遺存状態が良好ないしは特徴的な資料に

ついて詳述する（図１０２）。

１は蓋形埴輪。台部から軸受部までの破片がある。基

底部下端や軸受部口縁、笠端部は欠損しているが、笠径

は約６０㎝に復元できる。有黒斑。軸受部は、剥離状況か

らみて外反する二重口縁をなす。笠部はヨコハケ調整で、

横方向に２条の沈線を巡らし、その外側に縦方向の沈線

を約５㎝間隔で配す。台部はタテハケ調整で、円形の透

孔をあける。第１２０次調査で出土した蓋形埴輪（『紀要

２００３』９７頁）より小型である。

２・３は円筒埴輪。同巧品である。口径３０㎝、底径１８㎝。

外面調整はタテハケ後、B種ヨコハケを施す。最上段は、

B種ヨコハケの後にナナメハケを施す。内面は上半はナ
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ナメハケ、基底部はナデで調整する。円形の透孔をあけ、

突出の高い突帯を付ける。有黒斑。

４は船形埴輪舷側板の破片。舳側か艫側かは不明であ

る。梁状の隔壁を、舷側板を貫通させて取り付ける。隔

壁の下部に、外面には舷側部と船底部との継ぎ目を表現

した痕跡が、内面には底板との接合痕が残る。

家形埴輪は、茶褐色を呈する大型品と、赤褐色を呈す

る小型品がある。大型品は、粘土板を貼り付けて柱を表

現した壁体や、破風板を付けた屋根の破片が数個体分あ

る。小型品は、屋根の小片が１個体分ある。

以上の埴輪は、いずれも５世紀前半に位置づけること

ができ、円筒埴輪の形態や調整手法は第１２０次調査で出

土したものと似ている。第１２０次調査の報告では、近くに

古墳があることを想定した。両者の埴輪は同一の古墳に

由来する可能性がある。 （前岡孝彰）

瓦磚類 大量の瓦磚類が出土した。内訳は、軒丸瓦７型

式２２種１４５点、軒平瓦５型式１３種１６０点、丸瓦５，７１０点（６５

１．５６㎏）、平瓦２８，４０５点（２，８９０．５２㎏）、面戸瓦１１４点、熨斗

瓦１０９点、谷樋瓦５点などである（表１０）。

軒瓦の出土地点の傾向をみると、東第二堂周辺からは

６２８１A・Bと６６４１C・Fが目立ち、東門および回廊周辺か

らは６２７５A、６２７９Abと６６４２A・C、６６４３Cが目立つ。

第１２０次調査では６６４１Cがごく少量しか出土しなかっ

た。そのため、東第二堂は東第一堂と異なり、６２８１B－

６６４１Fを主体として葺いていた可能性を考えたが、今回

の調査で６２８１Aと６６４１Cも一定量出土したことから東第

二堂の所用瓦も６２８１A－６６４１Cと６２８１B－６６４１Fの２セッ

トであるといえる。つまり、第一堂も第二堂も軒先は間

弁どうしがつながる６２８１と、上外区に珠紋、下外区・脇

区に鋸歯紋をおく右偏行唐草紋の６６４１で飾られていたの

だろう。

第１０７次調査の成果から回廊の所用瓦は６２３３Ba－６６４２

A、６２７５A－６６４３C、６２７９Ab－６６４２Cの３セットと考えら

れたが、第１２０次調査では６２３３Baの出土がごく少量だっ

たため、６６４２Aと組み合う軒平瓦は６２７５Aと６２７９Abとし、

東面回廊は場所によって瓦の組み合わせが異なる可能性

を指摘した。今回の調査で出土した分量だけをみれば、

６２７５A－６６４２Aと６２７９Ab－６６４２Cの２セットという推定

もできるが、６６４３B・Dも一定量出土している。

上記の軒丸瓦３種のうち６２７５Aと６２７９Abは、中房の蓮

子が二重と一重という違いこそあれ、瓦当径がほぼ同じ

くらいで、外縁の幅が広く線鋸歯紋をめぐらすという特

徴は一致する。また、６６４２と６６４３は、内区の偏行唐草紋

が右向きか左向きかの違いはあるが、上・下外区と脇区

に珠紋を飾る点は共通している。

ただし、第１０７次調査の際に回廊の所用瓦と推定した

６２３３Baについては、第１２０次と今回の調査ではごく少量

しか出土しておらず判断しがたいが、第１００次調査で東

０ （１） ３０�

０ （２～４） ２０�

２

１

３

４

図１０２ 第１２５次調査出土埴輪 １：４（１のみ１：６）
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楼SB５３０の周辺からも多く出土していることから、６２７５

Aと同様に東楼SB５３０の所用瓦である可能性もある。こ

の問題については、今後の調査の進展を待ちたい。

（小谷徳彦）

４ まとめ

朝堂院東第二堂 今回の調査による第一の成果は、朝堂

院東第二堂の規模が概ね確定したことである。東第二堂

の南端を確認したことにより、東第二堂の規模は、桁行

１５間、梁行５間であることは確定した。しかし柱間寸法

については若干の問題点が残る。１２０次調査の結果から

は身舎・廂のすべての部分で、桁行方向１４尺（約４．２m）等

間、梁行方向１０尺（約３m）等間の柱間とし、建物の梁行

を５０尺としている。さらにその成果をうけて、従来４８尺

（身舎で１４尺、廂で１０尺）としていた東第一堂の梁行の長さ

を（『紀要２００１』）、５０尺である可能性が高いとした（『紀要

２００３』）。しかしながら、今次調査の成果をみると、身舎

及び東西廂部分の梁行柱間は概ね１０尺（約３m）でも問題

はないが、西側の孫廂部分についてはむしろ９尺に近い。

東第二堂で現位置を保ったままで確認された礎石は一例

もなく、その正確な柱間の長さを復元するデータはない。

それ故、現状で梁行を４９尺・５０尺のいずれかに決定する

ことは困難である。またさらにそこから第一堂の梁行に

言及することも難しい。よって現状では東第二堂の桁行

柱間はすべて１４尺（約４．２m）と考え、梁行柱間については、

身舎及び廂部分で１０尺（約３．０m）、孫廂部分で９尺または

１０尺（約２．７mまたは約３．０m）の柱間を想定するのが妥当で

あろう。

また東側柱の礎石据付穴と造営溝SD９６８５が重複関係

を持ち、後者が先行することを改めて確認したことから、

第１２０次の調査結果と同様に、当初東第二堂は梁行４間

で計画されていたが、建設の途上で梁行５間に変更され

たことも明らかとなった。その一方で、第１２０次調査で棟

通りの位置に確認されていた比較的小規模な礎石据付掘

形については、想定される位置に東西及び南北方向の後

世の耕作溝が深く入り、確認には至らなかった。しかし

表１０ 第１２５次調査出土瓦集計

軒 丸 瓦 軒 平 瓦
型式 種 点数 型式 種 点数 型式 種 点数 型式 種 点数
６２３３ Ba ３ D ２ ６５６１ A １１ ６６４７ Ca １
６２７１ A ６ E １ ６６４１ Ab ５ 型式不明 ８
６２７３ A １ H ２ C １２

B ２ J １ E ４ 合計 １６０
C ７ N ２ F ２８ その他
D １ ６２７９ Aa １ ６６４２ A １８ 種類 点数

６２７４ Ab １ Ab ４１ B １ 面戸瓦 １１４
B ２ ６２８１ A １１ C ３３ 熨斗瓦 １０９

６２７５ ３ B １８ ６６４３ Ab ４ 谷樋瓦 ５
A ２２ 型式不明 ６ ６６４３ B １２ 隅切平瓦 ２
B ２ C ７ 不明道具瓦 １
C １０ 合計 １４５ D １６ 合計 ２３１

６２７５A－６６４２A ６２７９Ab－６６４２C

図１０３ 朝堂院回廊および東門所用軒瓦 １：４
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２００４年１月から調査が行われ、その概要を本書８８・８９頁

でも示した朝堂院東第三堂の成果をみると、そこでも棟

通りの位置に小型の礎石据付掘形が確認されている。第

二堂の棟通りにも何らかの柱が立つことは間違いがない

と考えられる。しかし本次調査では、その性格に言及す

るための新たな成果は得られなかった。

朝堂院東門 第二の成果は、過去の古文化研他の発掘調

査で未確認であった朝堂院東門を確認し、その規模を把

握するための良好なデータを得たことである。東門の南

側１／３程度は調査区外であるが、その建物の平面規模

は、桁行３間×梁行２間（柱間１７尺等間）である可能性が

高い。また若干の問題はあるが雨落溝の内側までを東門

基壇と仮定した場合、その規模は約２１．３m×約１４．５mと

推定される。

現在まで、藤原宮内で確認された門は、大垣に開く南

面中門、西面中門、西面南門、北面中門、東面北門、そ

して朝堂院南門、大極殿院東門、西門の合計８ヶ所であ

る（表１１）。また大極殿院北門についても存在した可能性

が高いとされている。このうち大垣に開く５つの門につ

いては、共通して桁行５間×梁行２間（柱間１７尺等間）と

いう規格を持つ。また大極殿院東西門については桁行６

間以上（報告者は７間の可能性が高いとする）×梁行２間で、

桁行１４尺、梁行１１又は１２尺の柱間を復元している（『紀要

２００３』）。今回検出した朝堂院東門の建物規模は、大垣に開

く宮城門に比較して桁行が２間分少ないが、その一方で

柱間については共通した規格をもつと理解できる。

一方、朝堂院回廊のほぼ中央に開く門の存在は、発掘

調査によって平城宮東区朝堂院上層（通称：第二次朝堂院）、

長岡宮朝堂院で確認されている。また平安宮朝堂院につ

いては『平安宮八省院図』（陽明文庫本）によってその存在

が確認でき、東門は「宣政門」（西面回廊の「章善門」と対に

なる）と呼ばれていたことがわかっている。しかし、平城

宮東区朝堂院上層の例については、遺構の遺存状態の悪

さから、さらに平安宮朝堂院については記載が無いこと

から、その基壇規模・建物規模の正確な復元には至って

いない。また長岡宮朝堂院の場合、基壇規模・建物規模

の復元が試みられてはいるが、それは門全体１／４程の

部分的な調査成果による復元であり、一部に問題も指摘

されている（表１２）。今回の調査で、朝堂院東門の基壇規

模・建物規模の復元を高い確度でおこなえたことは大き

な成果である。

また平城宮東区以前での朝堂院東西門の存否は不明で

あったが、今回藤原宮朝堂院での確認により、藤原宮以

後、平城宮東区朝堂院（上層）以前に造営された後期難波

宮朝堂院、平城宮東区朝堂院下層にも、東西の門が存在

していた可能性が指摘できる。一方、藤原宮造営以前に、

朝堂院を確実に形成していた宮殿としては前期難波宮が

あるが、過去の調査成果からは、門が存在する可能性は

低いとされている。今回の調査によって、朝堂院に東西

の門が成立するのは、藤原宮からであることが確実とな

った。宮の中枢部をなす朝堂院の構造の変遷過程を考え

る上で貴重な成果といえよう。 （渡辺）

表１１ 藤原宮諸門規模の比較

建物規模 柱 間
備 考

桁行 梁行 桁行 梁行

大極殿院北門 ９間 ２間 １４尺等間 １１尺等間 飛鳥藤原１１７次（紀要２００３）他

大極殿院東門 ７間 ２間 １４尺等間 １１尺or１２尺等間 飛鳥藤原１１７次（紀要２００３）

大極殿院西門 ７間 ２間 １４尺等間 １１尺or１２尺等間 飛鳥藤原１１７次（紀要２００３）他

朝堂院東門 ３間 ２間 １７尺等間 １７尺等間

朝堂院南門 ５間 ２間 １６尺・１６尺・１８尺・１６尺・１６尺 １７尺等間 日本古文化研究所調査

北面中門 飛鳥藤原１８次（概報６）

南面中門 飛鳥藤原１次（概報１）

東面北門 ５間 ２間 １７尺等間 １７尺等間 飛鳥藤原２７次（概報１０）

西面中門 飛鳥藤原３７次（概報１４）

西面南門 飛鳥藤原９６次（年報２０００）

表１２ 朝堂院東西門規模の比較

基壇規模 建物規模 柱 間
備 考

南北（桁行） 東西（梁行） 南北（桁行） 東西（梁行） 南北（桁行） 東西（梁行）

藤原宮朝堂院東門 ２１．３m １４．５m ３間 ２間 ５．１m（１７尺） ５．１m（１７尺）

平城宮東区朝堂院東門 １９．５m １６．５m ● ● ● ● 平城２０３次調査

長岡宮朝堂院西門 １２．０m ９．０m ３間 ２間 ３．０m（１０尺） ３．０m（１０尺） 京都府概報（１９６６）

平安宮朝堂院東門 ● １２．５m ５間 ２間 ● ● 延喜式八省院図他
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１ はじめに

藤原宮の中枢部の構造を明らかにするための計画調査

であり、その７回目にあたる。調査地は朝堂院東第三堂

の南半と東面回廊である。東西２つの調査区を設け、合

計面積は１０１１㎡である。２００４年１月７日から開始し、３

月２２日現在継続中である。ここでは東第三堂の概要を報

告するが、３月時点の仮のものであり、正式な報告は来

年度の『紀要２００５』にておこなう。

２ 東第三堂に関わる検出遺構

建物規模 東第三堂については、すでに戦前に日本古文

化研究所（以下、古文化研）によって発掘されており、切妻

造の南北棟建物で、桁行１５間（１間１４尺で約６２m）・梁行４間（１

間１０尺で約１２m）の総柱建物と報告されている。古文化研の

想定によれば、第二～四堂は同規模・同構造の建物である。

しかし、東第二堂に関わる第１２０・１２５次調査の結果、

古文化研の想定とは異なり、東第二堂は梁行が５間に及

び、孫庇をもつ建物であったことが判明する。平城宮の

場合、下層遺構・上層遺構ともに、東第二堂と東第三堂

は同規模であったことが確定しているため、藤原宮の東

第三堂は梁行５間の可能性が当初考えられた。

今回の調査では、東第三堂の南半にあたる桁行９間分、

合計４５ヶ所の礎石据付掘形を確認した。当初の想定とは

異なり、梁行は４間しかなく、東第三堂は東第二堂より

東西幅が狭いことが明らかとなった。東第三堂の規模に

ついては、ほぼ古文化研の想定どおりであったが、梁行

の柱間については、身舎は１０尺（約３m）で、庇部分は９

尺（約２．７m）となる可能性が高い。

礎石据付掘形 礎石はすべて抜き取られていたが、それ

を据えるための根石や栗石が良好な状態で残っていた。

礎石据付掘形の規模は、直径が１．５m前後の巨大なもの

である。棟通りの位置にも礎石据付掘形が確認でき、一

見すると総柱建物である。しかし、棟通りの礎石据付掘

形は他と比べてやや小型であり、根石や栗石もまばらで

小さい。朝堂の性格なども勘案すると、棟通りの礎石据

付掘形は、床束の痕跡と考えるのが妥当であると思われ

る。東第二堂でも棟通りで床束とみられる柱の痕跡を検

出しているため、東第三堂も東第二堂と同じく、床張り

の建物であった可能性が高いといえる。これに対して、

東第一堂に関わる第１０７次調査では、棟通りの位置（妻の

部分は除く）に礎石据付掘形は検出されず、床張りではな

かったことが判明している。

基壇とその外周 基壇の外周は建物の外側へ向かって緩

やかに下降しており、雨落溝は設けられていない。基壇

の外周には朝庭部を中心に径７㎝ほどのバラスが敷かれ

ており、藤原宮期の旧地表をほぼ保っているとみられる。

このバラス面と基壇部分の高低差があまりないことから、

基壇は低いものであったと推定できよう。

なお、基壇の外周には帯状に瓦片が堆積しているが、

これは建物の解体時に不要となった瓦を廃棄したもので

ある。また、基壇外周部分を整地した土の下層で、瓦や

木片などを大量に含む粘土層を一部確認した。こちらは

朝堂院建設の際にでた廃棄物を、造営の最終段階で埋め

立てたものである。

３ まとめ

朝堂規模の変遷 これまで藤原宮の朝堂は、古文化研の

想定や平城宮の状況などから、第一堂が最も格式が高く、

第二堂以下と格差があるといわれてきた。今回の調査に

より、第二堂と第三堂の間にも違いがあることが新たに

判明した。前期難波宮にも朝堂に相当する建物が少なく

とも１４棟あったが、その建物の規模には、第一堂→第二

堂→第三堂以下、という大きな区分がある。平安時代の

史料によれば、東第一堂・東第二堂は、国政を審議する

大臣や大納言・中納言・参議の着座する場であるため、

第三堂以下と格差がつけられたのであろう。しかし平城

宮の時代になると、まず前半段階で第二堂と第三堂以下

との格差がなくなり、後半段階になると、第一堂と第二

堂以下との格差までもが解消されるようになる。

床張建物 『続日本紀』慶雲元年（７０４）正月辛丁条によれ
しぢ しょう

ば、この時点で５位以上の坐に「榻」（牀と同義。あぐらを

かいて座る台状の腰掛け）が導入されたとあり、それまでは

官人一般はむしろに座っていた。このことと、東第二・

三堂が床張りの建物であったこととは関係しよう。一方、

大臣は倚子（背もたれ・肘掛けをもつ腰掛け）に座ることが

許されていたたため、東第一堂は大極殿などと同じく、

土間の建物であった可能性がある。 （市 大樹）

朝堂院東第三堂・東面回廊
の調査 ―第１３２次
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図１０４ 第１３２次調査区全景（南から）

図１０５ 東第三堂東の造営時および解体時の瓦堆積（北から） 図１０６ 東第三堂西の解体時の瓦堆積（北から）
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１ はじめに

飛鳥藤原宮跡発掘調査部では、１９９９年以降、藤原宮の

中心部である大極殿院と朝堂院の発掘調査を継続してき

た。第１００次調査（１９９９年度）では、朝堂院回廊の東北隅を

検出し、また第１０７次（２０００年度）・１２０・１２５次（いずれも

２００２年度。ただし第１２５次調査の詳報は本書に収録。）の各調査

によって、朝堂院東第一堂と東第二堂、および朝堂院東

門の様相を明らかにした。本調査は、朝堂院の南北規模

確定と朝集殿院の区画施設、および朝堂院回廊との接続

部の様相解明を目的として、朝堂院東南隅に調査区を設

定した。調査区は東西・南北とも３２mで、面積１０２４㎡。

４月１日に開始し、７月３０日に終了した。

２ 日本古文化研究所の調査

前節でもふれた通り、藤原宮中枢部は、昭和９～１８年

（１９３４～１９４３）に、日本古文化研究所（以下、古文化研）によ

って発掘調査がおこなわれている。昭和１４年度までの調

査は、『藤原宮阯伝説地高殿の調査』として、昭和１１年と

１６年に報告書が刊行されたが、昭和１５年度以降の成果

（第８～１０次）は、報告書が刊行されないまま、戦災など

により調査資料が失われた（『藤原宮』飛鳥資料館図録第１３

冊）。２冊の報告書によって、朝堂院の建物については調

査成果が判明するものの、本調査区にあたる朝堂院東南

隅や朝集殿院の様相は、「藤原宮阯平面図」（図１０７）によ

ってうかがわれるにすぎない。

本調査では、報告書に記載されていない古文化研によ

る大小の発掘区を５ヵ所で検出した。中央大トレンチは、

朝堂院回廊の東南隅を掘り当てており、このトレンチの

南辺では回廊礎石の根石を検出したらしい。このため、

周囲に設けた排水溝は根石を避けている。また、南北に

長いトレンチを設けて、朝集殿院の区画施設も探索して

いるが、どうやら発見できなかったようである。

古文化研は、第９次に朝集殿、第１０次に朱雀門を検出

しており、調査は南方へ進捗していた。正式な記載はな

いものの、『藤原宮阯伝説地高殿の調査 二』（古文化研

１９４１）所載の「第五圖 高殿発見建築址見取圖」および巻

末の「発見建築阯平面圖」では、朝堂院東南隅を、発見

した朝堂などと同様に実線で示しており、報告書製作段

階で朝堂院東南隅の情報をつかんでいたらしい。したが

って、本調査で検出した古文化研の発掘区は、昭和１５年

冬から１６年春にかけておこなわれた第８次調査区と推定

される。

３ 検出遺構

調査区の基本層序は、耕土・床土、旧耕作土が現地表

下６０～７０㎝におよび、遺物包含層はほとんどなく、旧耕

作土の下層が瓦・土器小片を含む橙灰褐色～茶灰褐色粘

質土の整地土となる（厚さ５～１０㎝）。この整地土は、後述

する南北大溝SD９８１５埋土を覆い、朝堂院東面回廊SC

９０１０の東西両雨落溝SD８９７５・９００２より古く、主として調

朝堂院東南隅・朝集殿院
東北隅の調査
―第１２８次

図１０７ 古文化研の「藤原宮阯平面図」
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査区北半部に薄く遺存する。その他の部分は、旧耕作土

直下が藤原宮造営以前の堆積土・造成土である。この堆

積土・造成土は、調査区内で均質でなく、旧流路や沼状

遺構と考えられる深大な落ちのほか、整地土と考えられ

る黄灰色～茶灰色砂質土、また均質な青黄灰色シルトが

同一面上に現れ、藤原宮造営時の詳細な様相をつかむこ

とは困難であった。ただし、調査区西北部を中心に埴輪

片が出土しており、藤原宮造営時もしくはそれ以前に、

古墳を破壊する整地が施されているらしい。また、古文

化研による中央大トレンチや、やや深い素掘小溝底では、

弥生土器が完形に近い形で出土しており、遺構検出面か

ら３０～５０㎝で、部分的には弥生時代の遺構面に到達する。

遺構は、旧耕作土直下で大部分を検出し、南北溝SD

９８１５北端部は先述した整地土を除去して検出した。検出

面の標高は、調査区東南隅が最も高く約７３．９m、西北隅

が最も低く約７３．５mである。

朝堂院回廊 朝堂院を囲む礎石建複廊の東南隅を検出し

た。第１００次以後の各調査から想定した位置で、東面回廊

SC９０１０を検出し、調査区中央付近でこれが逆Ｌ字形に折

れて南面回廊SC９８１０となり、西方に続くことを確認した。

いずれも礎石を残さないが、拳大の根石のほか、据付穴

や抜取穴を計１４ヶ所で検出し、これは東面・南面とも隅

部分を含めて５間分にあたる。復元できる回廊の柱間寸

法は、桁行が約４．２m（１４尺）、梁行が約３．０m（１０尺）で、

隅部分２間四方は約３．０m（１０尺）等間となる。これは既

発掘調査成果と合致する。

礎石据付穴は、総じて東面回廊よりも南面回廊の遺存

状況がよく、平面は一辺が１．５mほどの方形で、深さは最

大でも３０㎝程度である。根石を残すのは、南面回廊外側

柱筋のみであり、ほかの部分では、根石の一部は縦横に

掘られた後世の素掘小溝に落とし込まれていた。

回廊基壇も削平されており明確ではないが、周囲には

若干の凝灰岩片が散在していることから、凝灰岩製の基

壇外装が施されていたと想定することもできる。なお、

東面回廊は後述する南北大溝SD９８１５よりも造営が遅れ

る可能性がある。

回廊雨落溝 回廊内外には雨落溝を巡らす。東面回廊東

雨落溝SD８９７５は、幅約１m、深さ約２０㎝の南北溝で、埋

土は粗砂が混じる暗灰褐色砂質土で、瓦片や木片を含む。

後述する石敷SX９８１３より新しいが、石敷以南は古文化

研の調査区で破壊されている。北方の第１２０・１２５次調査

区で検出した、SD８９７５下層の溝SD９０４０は、本調査区で

は埋土が周囲の造成土と酷似し、やや不明瞭だが、幅約

８５㎝、SD８９７５溝底からの深さ約２０㎝ほどを確認した。

西雨落溝SD９００２は、幅６０～８０㎝、深さ約８㎝の浅い南

北溝で、埋土は瓦片を含む暗灰褐色砂質土である。南端

でこれと逆Ｌ字形に接続する南面回廊北雨落溝SD９８１２

は、幅３０～５０㎝、深さ約１０㎝の東西溝で、SD９００２と同様

の埋土をもつ。これらの溝は、回廊推定柱位置から約２．０

m離れており、これが回廊の軒の出とみられる。雨落溝

SD８９７５・９００２・９８１２上では、瓦溜がやや盛り上がって

いるが、これは瓦片廃棄の際に雨落溝位置で意識的に盛

られたらしく、瓦溜を取り除くと、雨落溝埋土の暗灰褐

色砂質土が現れる。

第１２０・１２５次調査区で検出したSD９００２下層の南北溝

SD９０８０は、本調査区では確認できなかった。ただし、南

面回廊北雨落溝SD９８１２の下層には東西溝SD９８１７があり、

本来SD９０８０も存在したと考えられる。この東西溝SD

９８１７は、幅約１．２mで、底面はやや凹凸をなしており、深

さは遺構検出面から１０～３５㎝を測る。東端部では緩く広

がり、また、若干北へ曲がりながらとぎれる。

南面回廊南雨落溝SD９８１１は、次に述べる東西溝SD

９８２４によってほぼ完全に削平されており、下層の溝SD

９８１６を検出したにとどまる。

東西溝SD９８２４ 朝堂院南面回廊南雨落溝付近にある幅

約０．６～１．０m、検出面からの深さ約１０～２０㎝の東西素掘

溝。後述する朝集殿院東面回廊SC９８４０付近から西方で主

に検出した。埋土は、朝堂院回廊の雨落溝埋土に共通し

た砂質土でなく、瓦片を含む暗橙褐色～暗灰褐色の粘質

土で、埋め立てられた様相を呈する。SC９８４０礎石抜取穴

よりも新しい。

東西溝SD９８１６ 東西溝SD９８２４の下層にある東西素掘溝。

幅約６０㎝、遺構検出面からの深さ約３０㎝。埋土に木片や

明黄白色の粘土ブロックを含むなど、後述する南北大溝

SD９８１５南端付近の埋土と様相が似る。接続部が素掘小

溝で破壊されているものの、SD９８１５につながる回廊造

営時の溝と考えられる。調査区西端付近でとぎれる。

足 場 朝堂院回廊基壇内外で検出した掘立柱小穴列。

回廊柱間の中間に位置し、２穴が近接するものが多く、

一方には、黄色土もしくは白色土（壁土か）が混じり、も
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う一方には径１０㎝程度の柱痕跡を残すものがある。後者

の足場は、南面回廊の基壇外にも柱穴を残し、北雨落溝

位置では、雨落溝埋土下で検出したことから、これらは

造営時の足場と考えられる。回廊礎石の痕跡同様、東面

回廊では検出数が少ない。東面回廊造営時の足場穴をSS

９８２０、それ以外（解体時）のものをSS９８２５、南面回廊造営

時の足場をSS９８３０、それ以外（解体時）をSS９８３５とする。

朝集殿院東面回廊SC９８４０ 朝堂院回廊から南に延びる

複廊で、礎石据付穴・抜取穴を１０ヶ所（４間分）で検出し

た。礎石自体は遺存せず、根石もほとんどない。

柱位置は明確でないが、柱間寸法は梁行が約３．６m（１２

尺）、桁行が約３．０m（１０尺）とみられ、桁行よりも梁行の

柱間寸法が大きいという、複廊としては異例の構造をと

る。朝堂院回廊との取り付き部分の柱間寸法は約２．７m

（９尺）である。朝堂院東面回廊の延長上になく、１間ぶ

ん西方へずれる。すなわち、朝集殿院回廊の東と西の側

柱筋は、朝堂院南面回廊の東端から第２、第４列目の柱

筋（東面回廊との隅部分を含む）に合うとみられる。したが

って、朝集殿院回廊の棟通りは朝堂院回廊の柱筋とは合

わない。

（Y－１７，３２０） （Y－１７，２９０）

Y－１７，５８０ Y－１７，５７０ Y－１７，５６０
SC９０１０

（X－１６６，８７０）
SSDD９９００００２２

下下層層SSDD９９００８８００
SSDD８８９９７７５５

下下層層SSDD９９００４４００

SD９８１５

X－１６６，５３０

SSSS９９８８２２５５

SSXX９９８８１１３３
下下層層SSDD９９８８１１７７SD９８１２

SSSS９９８８２２００
SSDD９９８８１１４４

SSKK９９８８１１９９

X－１６６，５４０

SSCC９９８８１１００

SS９８３５

SS９８３０ 下下層層
SSDD９９８８１１６６

SD９８２４

SSDD
９９８８４４１１

X－１６６，５４０

（X－１６６，９００）

SSKK９９８８１１８８

SC９８４０ SA９８４５

０ １０m

図１０８ 第１２８次調査遺構図 １：２００
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東側柱の柱掘形は、一辺１．５mほどの隅丸方形で、礎石

据付掘形には、比較的大ぶりの瓦がまじる。後述するよ

うに、東側柱位置には前身の掘立柱塀があるため、地盤

を安定させる目的で瓦を根石として使用したらしい。西

側柱と棟通りの据付掘形は、不整円形できわめて浅く、

かろうじて掘形底部を残す程度である。

朝集殿院回廊東雨落溝SD９８４１ 素掘小溝により大きく

破壊されており、朝堂院回廊との取り付き付近でわずか

に溝の東肩周辺が残るにすぎない。現存最大幅は約２０㎝、

素掘小溝の壁で確認できる深さは最大１５㎝で、回廊東側

柱推定位置から１．２～１．５m離れる。先述した南面回廊南

雨落溝位置にある東西溝SD９８２４より古く、この下層に

ある造営溝SD９８１６より新しい。なお、西雨落溝、および

下層の溝は検出できなかった。

朝集殿院東面掘立柱塀SA９８４５ 朝集殿院東面回廊の東

側柱位置下層にある掘立柱南北塀。回廊の礎石位置が、

掘立柱塀の柱位置を完全に踏襲するため、柱穴掘形の平

面形・規模などは明確でない。断面観察によれば、礎石

据付穴下面における掘形の幅は約１．２mを測る。柱穴周

囲の土層は、シルト質もしくは砂礫層で湧水が激しく、

観察する間もなく断面観察坑の壁が崩落してしまうため、

掘形の深さも確認できなかった。少なくとも礎石据付穴

下面から７０㎝程度はある。掘形埋土は、淡黄灰色の粘土

ブロックを含む暗灰色～灰褐色の粘土で、抜取穴にはこ

の粘土ブロックが少ない。

南北大溝SD９８１５ 調査区東辺沿いにある南北大溝。朝

堂院・朝集殿院の回廊取り付き付近から南にはなく、こ

の位置で東からの溝が北に折れる。検出面における幅は

約２．５m、検出面からの深さは約５０㎝を測り、南端付近と

後述する石敷SX９８１３付近では、深さ２０～２５㎝ほどで氾

濫原状に広がっている。溝の堆積土は大きく３層に分か

れる。最上層は明茶～橙灰色の粘質土で、瓦を多量に含

む。これには、打ち欠いたような角の鋭い瓦の細片とと

もに完形に近い瓦を含み、造営直後の廃棄瓦という印象

を受ける。第２層は木屑を多量に含む暗灰色～暗灰褐色

の粘質土で、木屑は層状をなすが、部分的な厚薄があり、

後述する石敷SX９８１３の北方では、木簡が集中的に出土

した。最下層は暗青灰色～灰色の粘土で、小枝などの自

然木のほか少量の瓦片を含む。流水を示す砂層が薄く堆

積する部分も認められた。次に述べる石敷SX９８１３より

古く、石敷下層の東西溝SD９８１４よりも新しい。

石敷SX９８１３ 調査区東辺中央やや北にある石敷。朝堂

院南面回廊北雨落溝の東延長上に位置し、東面回廊東雨

落溝SD８９７５付近から東にのびる。幅約２．５mで、検出し

た長さは７mほどである。拳大の河原石および瓦小片が、

敷かれており、石は検出面から深いところで約１０㎝下ま

でおよぶ。

土層の観察によると、この石敷の下層には、後述する

東西溝SD９８１４があり、それを破壊して先述した南北大

溝SD９８１５が掘られている。そして、SD９８１５を埋めて周

囲の整地をおこなったのち、石敷を造ったらしい。また、

東面回廊東雨落溝SD８９７５は、この整地層を削り込んで

造っており、石敷SX９８１３との直接的な関係は明らかで

ないが、併存すると見られる。整地土は厚さ５～１０㎝の

ため明確でないものの、一部は東面回廊の基壇位置にも

広がるようだ。これを認めると、回廊の造営はSD９８１５よ

り遅れる可能性がある。

石敷SX９８１３の性格については不明だが、先行する溝

による低湿地盤上面の舗装と考えておきたい。なお、石

敷の位置は、東面回廊の南から第３間め（隅を含む）に相

当し、この位置に穴門を想定することも不可能でない。

東西溝SD９８１４ 石敷SX９８１３の下層にある東西溝。石敷

SX９８１３や南北大溝SD９８１５により規模は明確でないが、

土層の観察から幅は３m以上とみられる。東面回廊東雨

落溝SD８９７５心から約１．４m西方まで延び、検出した全長

は約８．５m。石敷SX９８１３上面からの深さは２５～４０㎝ほど

で、埋土は暗灰褐色～淡灰橙色粘質土で人為的に埋め立

てた土である。溝の性格は不明。

その他 調査区南辺中央付近に、完形の丸瓦を含む土坑

SK９８１８が、また、南面回廊北側柱筋に、回廊礎石据付掘

形より新しい土坑SK９８１９がある。 （箱崎和久）

５ 出土遺物

出土遺物には、土器類、瓦類のほか、南北大溝SD９８１５

から出土した木簡がある。また、木材のはつり屑を思わ

せる小木片のほか、ごく少量だが檜皮が出土している。

記述は、まず土器類と瓦について述べ、木簡は項を改め

て詳述する。

土器類 弥生時代から中世にわたるものの、全体的に出

土量は少なく、藤原宮期の土器も僅かである。
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木簡を含む南北大溝SD９８１５からは、細片が多く出土

した。土師器には杯A、皿Aが、須恵器には甕などの小片

があり、いずれも飛鳥Ⅴに比定できる。また、弥生土器

の甕７個体分、広口長頸壺３個体分が出土した。広口長

頸壺には、焼成後体部下方に穿孔しているものもある。

本調査区の西方に位置する、四分遺跡で検出した井戸SE

６８０から出土した土器に類似することから（第３次調査、

『藤原報告３』）、畿内第Ⅲ様式と考える。

土器以外には、硯１５点、製塩土器９点、埴輪２５０点、土

馬１点、円板１点、漆付着土器１点が出土した。硯は、

蹄脚硯の脚台部片、圏足硯の外堤部と脚台部片が１点ず

つ出土したほか、須恵器杯蓋などの転用硯もある。製塩

土器のうち１点は古墳時代前期と考えられ、その他は奈

良時代以降。埴輪は調査区全域から出土したが、西北部

に集中している。形象埴輪には、家形埴輪がある。円筒

埴輪は９割以上が窖窯焼成で、淡橙色を呈し、低い突帯

をもつ６世紀前半のもの。 （飛田恵美子）

瓦磚類 大量の瓦類が出土したが、整理途中のため出土

量は確定していない。したがって、表１３の軒瓦の点数も

現段階のものと理解されたい。整理作業が進むにつれて、

数量は増えると思われるが、今のところ、朝堂院地区の

周辺の調査における出土量に比べて非常に少ない。

軒瓦のほとんどは、朝堂院回廊または朝集殿院回廊付

近から出土した。ただし、過去の調査成果で朝堂院回廊

の所用瓦とされた６２３３Ba－６６４２A、６２７５A－６６４３C、６２７９

Ab－６６４２Cの３組はほとんどみられず、特に６２３３Baと

６２７９Abは、現在のところ１点もない。一方で、朝堂の所

用瓦と推定している６２８１A・Bが一定量出土している点

は注目される。今後の調査と整理作業の進展を待ちたい。

また、南北大溝SD９８１５の出土瓦についても少し触れ

ておこう。SD９８１５出土瓦のほとんどは、丸・平瓦の破片だ

が、摩耗した形跡が少ない。また、使用痕跡もあまりみ

られず、破砕して廃棄したと想定することも不可能でな

い。SD９８１５の性格と機能については明確でないが、ある

いは周囲における造営の様相を示す遺物かもしれない。

今後の整理作業の進展によって朝堂院地区東南隅の様

相を明らかにできることを期待したい。 （小谷徳彦）

６ 木 簡

木簡はすべて南北大溝SD９８１５から出土した。ほとん

どが第２層から出土し、調査区北辺付近の溝西岸に集中

する。整理中のため出土総数は未確定だが、最終的には

５０００点を超えると予想される。大半は削屑で、完形の木

簡はごく少数である。詳細は別途刊行予定の『藤原木簡

概報１８』を参照されたい。

年 代 年紀を記す木簡は３３：戊寅年、３２：大宝元年

（７０１）、１：大宝３年（７０３）の３点を確認した。戊寅年は天

武７年（６７８）と推定される。この他、「太寶二年」と読め

る断片が１点ある（釈文は掲載せず）。削屑の中には地名

を記すものがあるが、「郡」「里」表記が圧倒的に多い。

現時点で「評」は１２のみ、「五十戸」は３３に可能性がある

のみである。３３は荷札木簡であるため、荷とともに長期

間保存されていた可能性がある。一方、文書木簡や出土

量の大半を占める削屑は日常的な事務作業にともなうも

ので、木簡作成から廃棄までの時間経過は比較的短い。

よって、木簡の年代は８世紀初頭頃が中心で、短期間に

まとめて廃棄されたものと判断される。

衛士・仕丁関係木簡 １は右衛士府から出された移。現

状では宛先は確認できず、省略の可能性もある。移は互

通文書と呼ばれ、同格の官司間で取り交わされる文書型

表１３ 第１２８次調査出土軒瓦集計

軒 丸 瓦 軒 平 瓦

型式 種 数 型式 種 数 型式 種 数 型式 種 数

６２７３ ２ B １０ ６５６１ A １ ６６４２ A ４

６２７３ B １ 計 ４２ ６６４１ A ２ C ３

C ４ その他 Ab ３ ６６４３ B １

６２７５ A １ 面戸瓦 ５ C ６ C １

D ９ 道具瓦 １ E ２ ６６４７ D １

I １ 計 ６ F ２

６２８１ A １４ N ２ 計 ２８
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式である。木簡や正倉院文書の実例から、食料の請求や

物資の運搬など、官司における種々の日常業務に広く移

が用いられたことが分かっている。なお文書木簡の廃棄

場所は、宛先、発給元、宛先から発給元へ戻る経路の途

中など、さまざまな可能性があるため、調査地と右衛士

府との関係は慎重に検討しなければならない。

２～４には「列」という語がみえる。列とは、衛士・

仕丁の人数確認や食料支給などのための人員編成単位と

考えられており、列の統率者の名を冠して呼ばれた（高

橋周「「十上」考」『日本律令制の構造』２００３）。また、列の構成

員数は１０人の場合と５０人の場合が知られ、その統率者は

「十上」「五十上（五十長とも記す）」と称した。９の他、１０

もこれに該当する可能性がある。１０人で構成される衛士

・仕丁の編成単位としては他に「火」があるが、１１はそ

れに関係するかもしれない。８の「立丁」は、二人一組

で徴発された仕丁のうち、実役に従事する者を指す（他

方は「廝丁」として炊事に従事）。

歴名木簡ほか 複数の人名を列記した歴名木簡が多数出

土している。ほとんどは削屑であり、歴名を用いる事務

作業が調査地周辺で行なわれていたことが分かる。労働

管理ないしは勤務報告の目的で作成されたものであろう。

地名に続けて人名を記したものも多い。地名はその人物

の本貫地であろう。１３は逃亡者の名を記したものか

（「逋」は「逃」と同義）。「逋」字を記す削屑はこの他にも

数点確認している。

労働管理などに用いられたとみられる木簡は他にもあ

る。２・７は勤務の時間帯（直・宿）に関わるものだろう。

２７は「日」字が記されておらず、字が削り取られた形跡

もないことから、単に日付を記したものではなく、二月

の勤務日数を記録したものかもしれない。２８は病により

本貫地へ還る意であろうか。

処方箋木簡 ３４は薬の処方を記した木簡である。部分的

な文字の違いはあるが、『備急千金要方』に載る「秦�

酒」（関節痛などの治療薬）の処方とよく合致する。

＊『備急千金要方』巻第七 風毒脚氣

秦�酒。治四肢風、手臂不収、髀脚疼弱、或有拘急、攣縮屈指、

偏枯痿躄、�小不仁頑�者、悉主之方。

秦� 牛膝 附子 桂心 五加皮 天門冬各三両

巴戟天 杜仲 石南 細辛各二両 獨活五両 �苡人一両

右十二味�咀、以酒二斗漬之、得氣味、可服三合、漸加至五六

合、日三夜一服。

『千金要方』は初唐の医家である孫思�（６８２年没）が

６５０年頃に著した医書で、宋代にこれを勅命によって校

訂したものが『備急千金要方』である。飛鳥京跡苑池遺

構（第４次調査）から、同書に収められる「西州續命湯」

の処方とほぼ同内容を記した木簡が出土している（橿原

考古学研究所『奈良県遺跡調査概報』２００１年度）。このことよ

り、『千金要方』が飛鳥浄御原宮期に日本へ請来されてい

た可能性が指摘されている（和田萃「西州續命湯方」『季刊明

日香風』８８、２００３）。ただし、苑池遺構出土木簡も本木簡と

同様、薬剤の配合量などに『備急千金要方』との異同が

みられるため、同書が今日伝わるそのままの形で７世紀

後半の日本に伝来したかどうかについては検討の余地が

ある。また、本木簡では配合する薬剤名の下に「去心」

「炮」など、薬剤に施す処理が細注として記されている。

医書からの単なる引用ではなく、臨床を前提とした実践

的な処方を記している可能性もある。

その他 荷札木簡は現時点で３３のみで、細片中にも原形

が荷札であったと判断できるものはほとんどない。習書

木簡は九々を記す３５～３７や、３８・３９などの他、削屑にも

多数みられる。３５・３６は同筆である。

課 題 全体として衛士・仕丁に関わる可能性のある木

簡が目立つ。衛士は、本来の任務である宮城の警護の他、

仕丁などとともに造営工事の労働力として使役されたこ

とが知られる。木簡は整理中であり、全貌は未だ明らか

でないが、木簡群の性格を考える際、衛士の持つかかる

二面性を念頭に置く必要がある。 （竹内 亮）

７ 成果と課題

朝堂院の南北規模と振れ 朝堂院の南北規模は古文化研

の調査成果から算出して、北面回廊と南面回廊棟通り間

で３１８．１８m（９００大尺×０．３５５３m）ほどと言われてきた（井上

和人「古代都城制地割再考」『研究論集Ⅶ』奈文研、１９８４）。しか

し、第１００・１０７次調査で確認した朝堂院回廊東北隅の成

果（表１４－B）を参照すると、それより約３m長い３２１．３m

となる。さらにこれらの座標値から、東面回廊の振れは、

北で西に０°３８′３１″（以下、N０°３８′３１″Wのように記す）と算

出される。朝堂院回廊は、南北に長大な建物であり、藤

原宮内の同一建物からはじめて信頼しうる朝堂院の南北

規模と造営方位を得ることができた。なお、表１４の座標
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値は、２００２年の測量法改正にともなう世界測地系による。

従来の日本測地系とは平行移動であり、本書例言に載せ

る移動量を用いて換算した。

藤原宮中軸線の振れは、藤原宮南面中門（朱雀門）SB

５００（表１４－G）と北面中門SB１９００（表１４－H）の心を結ぶと

N０°３７′５５″Wが得られる。また、宮内先行条坊を含めた

朱雀大路の振れの検討では、東側溝の振れN０°３７′３９″W

を採用している（小澤毅「藤原京条坊と寺地」『吉備池廃寺発

掘調査報告』奈文研、２００３）。一方、藤原宮南辺部を調査した

第１１８・１２４次の所見では、藤原宮の南面大垣および内濠

は、E０°４５′５０～５５″Nの振れをもつ（『紀要２００３』）。以上

の諸点からみて、本調査によってあきらかになった、朝

堂院東面回廊の振れN０°３８′３１″Wは、朱雀大路の振れよ

り若干大きいが、朝堂院の振れとして妥当と考えられる。

したがって、以後の検討ではこのN０°３８′３１″Wの振れを

使用したい。

朝堂院の東西規模は、朱雀門SB５００心の座標（表１４－

G）を基準とすると２３５．８mと得られ、北面中門心（表１４－

H）では２３５．５m、朱雀大路道路心（表１４－I）では２３７．２m

と算出される。ここでは、ひとまず朱雀門心を基準とし

た２３５．８mを採用しておきたい。したがって、藤原宮朝堂

院の規模は、回廊棟通り間で、南北３２１．３m、東西２３５．８m

となり、すでに指摘があるように、古代宮都ではもっと

も規模が大きい。

朝集殿院の東面区画施設 藤原宮朝集殿東側の区画施設

が判明した。しかも建て替えがあり、前半が掘立柱塀、

後半が礎石建ち複廊となる。前半の掘立柱塀は、朝堂院

回廊の棟通りに合わせており、後半の複廊東側柱がこの

位置を踏襲していることから、朝集殿院造営の基準とな

ったのは、朝堂院回廊棟通りと考えられる。朱雀門SB

５００心の座標（表１４－G）を基準とすれば、朝集殿院の南北

規模（朝堂院南面回廊棟通りと朱雀門心との間）は１３１．５mと

算出される。

朝集殿院の東西区画施設に関して、古文化研は単廊を

想定していた（図１０７）。それは古文化研が、平安宮などと

同様に、藤原宮にも朱雀門－朝集殿院南門－朝堂院南門

が南北に連なると考えていたためである。つまり現在判

明している朱雀門SB５００を朝集殿院南門と解釈し、その

東方で検出した南北にならぶ礎石の根石を単廊の遺構と

みなして、朝集殿院の東方にもそれが続くと考えたらし

い。朝堂院回廊との取り付き部分では、壁が連続するよ

う朝集殿院回廊（単廊）の外側柱筋を朝堂院東面回廊（複

廊）の棟通りに合わせた復元図とした。ところが、奈文

研の発掘調査により、古文化研が朝集殿院南門と考えた

門跡は、朱雀門SB５００であることが確実になった。朝集

殿の規模や朱雀門の位置を考えると、その間に独立した

朝集殿院南門を置く空間がほとんどないからである。こ

のため、朝集殿院の東西を区画する施設の様相は不明と

なっていた（図９６）。

ところで、古代宮都で朝集殿院の東・西面区画施設が

明らかとなった例は少ない。発掘調査で確認しているの

は、平城宮東区で、奈良時代前半は不明（掘立柱塀と推

定）ながらも、奈良時代後半には築地塀であった（本書１２８

頁）。平安宮も陽明文庫本「八省院図」には「瓦垣」とあ

り、築地塀だったらしい。一方、７世紀の宮殿では、重

要な区画をしばしば複廊とした。前期難波宮では主要区

画施設が掘立柱の複廊で、飛鳥浄御原宮の内郭や東南郭

（エビノコ郭）の外郭施設は、複廊状の建物となる可能性

が指摘されている（小澤毅「飛鳥浄御原宮の構造」『日本古代

宮都構造の研究』青木書店、２００３）。また、藤原宮でも大極殿

院や朝堂院の回廊を複廊とする。検出した複廊は、この

系譜に連なるものと理解できるだろう。

しかし、この朝集殿院の複廊をこのまま南方へのばす

と、朱雀門両脇に連なる藤原宮南面の区画施設に問題が

生じる。藤原宮の内外を隔てる施設は、これまでの調査

で一本柱塀が確認されており、朱雀門SB５００の両脇も一

本柱塀の大垣を想定してきた（図９６）。本調査で検出した

複廊が、この一本柱塀にぶつかるのであれば、ここに門

が開く可能性を想定しなければならなくなる。一方、前

期難波宮では、朱雀門の両脇を複廊としており、古文化

研が朱雀門の東方で検出した礎石の根石を重視すれば、

朱雀門の両脇のみを複廊と考えることも不可能でない。

さらに、本調査では複廊に先行する掘立柱塀を検出して

おり、これは朱雀門両脇の施設の改造に伴うものかもし

れない。

たびたび述べているように、本調査で、朝集殿院東面

区画施設に建て替えのあることが判明した。藤原宮内に

おける建て替えは、西方・東方官衙に例があるが、大極

殿院・朝堂院地区では初例であり、改造の一部は藤原宮

中枢部まで及ぶ可能性のあることが判明した。
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南北大溝SD９８１５の性格 本調査区の東辺で検出した南

北大溝SD９８１５は、出土した木簡の紀年から、大宝３年

（７０３）以降に埋められたことは確実である。出土遺物は

整理中であるが、小木片や檜皮があり、周辺で進む建築

工事を想定させる。先述したように、木簡の内容も造営

に従事した衛士・仕丁に関係する可能性もある。

ところで、調査区北壁における土層の観察では、南北

大溝SD９８１５埋め立て後の整地土は、一部が朝堂院回廊

基壇位置にも及んでいる。したがって、少なくとも朝堂

院回廊東南隅の一部は、大宝３年以降に完成したか、基

壇におよぶ改造を受けている。朝堂院東北隅を発掘した

第１００次調査では、朝堂院回廊の下部を通る先行条坊が、

藤原宮造営まで存続した可能性が高いことから、朝堂院

回廊の造営時期が遅れることを示唆しているが（『年報

２０００－Ⅱ』）、本調査区でもその可能性をなしとしない。

この場合、同時に朝集殿院東面区画施設の造営も遅れる

こととなるだろうが、さらに朝集殿院では建て替えがお

こなわれているのである。

南北大溝SD９８１５は、朝堂院南端付近で東方から本調

査区に流れ込んで北流するという、特異な流路をもつ。

出土した檜皮は、朝堂院の諸建物には用いなかったと考

えられ、出土遺物は朝堂院東方にある施設の造営をも反

映する可能性がある。この溝自身と出土遺物の性格につ

いては、周辺の調査の進展を待って改めて検討する必要

があるだろう。

朝堂院の配置計画 最後に、これまでの朝堂院の調査成

果をふまえて朝堂院全体の配置計画を考えてみたい。朝

堂院の振れには、本調査で得たN０°３８′３１″Wを用いる。

先述したように、朝集殿院東面区画施設の状況から、朝

堂院も回廊棟通りを基準と仮定する。

藤原宮主要部の地割りには大尺（＝令大尺＝１．２×令小尺、

令小尺は単に尺と表記する）を用い、朝堂院は東西６５０大尺

（７８０尺）、南北９００大尺（１０８０尺）、朝集殿院は南北３７５大尺

（４５０尺）で計画されたことが指摘されている（井上和人前

掲論文）。本調査で明らかになった朝堂院の南北長は

３２１．３mで、これを９００大尺とすると、１大尺は０．３５７０m

（１尺＝０．２９７５）となり、単位尺は若干長い感がある。ま

た、朝集殿院の南北長１３１．５mを３７５大尺とすると、１大

尺＝０．３５０７m（１尺＝０．２９２２）となり、両者の単位尺には大

きな差がある。また、朝堂院の東西長２３５．８mを６５０大尺

とすると、１大尺＝０．３６２８m（１尺＝０．３０２３）となって、こ

れも単位尺が大きい。

東門SB９８００心（表１４－F）と北面回廊棟通り（表１４－B）

との距離は１５２．９mで、朝堂院南北の中点になく、北に寄

っている。これは第一堂の桁行規模が第二～四堂よりも

小さいため、第二堂と第三堂の間に設けた東門が北に寄

ったと理解できる。８３頁で推定したように、東門SB９８００

が桁行３間・１７尺等間とすれば、その南妻は北面回廊棟

通りから１６０．４mほどとなり、朝堂院南北の中点に近い。

つぎに第一堂と第二堂の南北位置を検討しよう。朝堂

院北面回廊棟通り（表１４－B）から第一堂北妻（表１４－C）

までの距離は２９．２mで、第１０７次調査では、これを１００尺

と解釈した（『紀要２００１』）。このとき、単位尺は１尺＝

０．２９２mとなる。第二堂北妻（表１４－D）は、朝堂院北面回

廊棟通り（表１４－B）から８４．６mだが、１尺＝０．２９２mを援

用すると２８９．８尺が得られる。これは２９０尺に相当しよう。

これらは大尺を用いると完好な数値を得られない。

今度は第二堂の桁行規模をみよう。第１２０・１２５次調査

から、第二堂は桁行１５間・１４尺等間、すなわち全長が２１０

尺と判明した。表１４から算出される南北長は、６０．９mと

なり、単位尺は１尺＝０．２９０mとなって若干小さい。北面

回廊棟通り（表１４－B）から第二堂南妻（表１４－E）までの距

離は、１４５．５mとなり、これを第二堂北妻までの距離２９０

尺に第二堂の南北長２１０尺を加えた５００尺とみると、単位

尺は０．２９１０mとなる。東門SB９８００が桁行３間・１７尺等間

とすれば、朝堂院の中点である東門南妻までは、北面回

廊から５５１尺となり、朝堂院の全長は１１０２尺となる。これ

を１１００尺とみて、南北長３２１．３mから単位尺を求めると、

１尺＝０．２９２１mが得られる。

これは朝堂院の南北長を９００大尺（１０８０尺）と想定した

表１４ 検出遺構の位置

記号 位 置 X座標 Y座標 調査次数 備考・出典

A 朝堂院東南隅 －１６６，５４０．５ －１７，５６４．４ 本調査

B 朝堂院東北隅 －１６６，２１９．２ －１７，５６８．０ 第１００次 年報２０００－Ⅱ

C 第一堂SB９１００の東北隅柱 －１６６，２４８．６ －１７，５８５．９ 第１０７次 紀要２００１

D 第二堂SB９７００の東北隅柱 －１６６，３０４．０ －１７，５８４．３ 第１２０次 紀要２００３

E 第二堂SB９７００の東南隅柱 －１６６，３６４．９ －１７，５８３．８ 第１２５次 本 書

F 東門SB９８００の中心 －１６６，３７２．１ －１７，５６６．５ 第１２５次 本 書

G 朱雀門SB５００の中心 －１６６，６７３．３ －１７，６８０．８ 第１次 吉備池廃寺報告（奈文研２００３年）

H 北面中門SB１９００の中心 －１６５，７６６．７ －１７，６９０．８ 第１８次 吉備池廃寺報告

I 朱雀大路先行条坊SF１９２０心 －１６６，０８４．２ －１７，６８８．１ 第２０次 藤原京研究資料（奈文研１９９８年）

＊座標値はいずれも世界測地系で本調査以外は日本測地系からの換算。本書例言参照。
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場合よりも、朝集殿院の単位尺１尺＝０．２９２５mに近い。

このように建物配置に関係する北面回廊棟通りからの

第一堂北妻、第二堂の北妻の距離、朝堂院の南北規模と

いった地割りは、大尺では完好な数値を得られず、むし

ろ単位尺を１尺＝０．２９１０～０．２９２５とする尺（令小尺）の方

が合理的に説明できる。なお、基準を朝堂院回廊棟通り

ではなく、内外の柱筋に想定しても、必ずしも大尺では

完好な数値とならない。さらに、これは第二堂単独の建

物全長から得られる単位尺にも近い。

一方、東面回廊はどうだろうか。東門北妻と第二堂南

妻が柱筋を合わせ、東面回廊・第二堂の柱間寸法はいず

れも１４尺と報告されているから、東面回廊と第二堂はす

べて柱筋がそろうはずである。古文化研の「藤原宮阯平

面図」（図１０７）では、柱筋を合わせ、北面回廊－東門間

（隅を含まず）を３３間に復原している。ところが、第二堂

の北端を調査した第１２０次調査区では、柱筋がまったく

合わない。試みに北面回廊（隅を含まず）と東門北妻間の

１４３．３mほどを３４間に割って、１間＝４．２１４mを座標上に

落とすと遺構とよく合致する。これを１４尺とすれば単位

尺０．３００１mとなる。なお、３５間・１４尺等間としたときの

単位尺は０．２９２４mとなるので、回廊の造営尺は少なくと

も第二堂とは異なると考えられる。

東西方向に関しては、第一堂の西入側柱筋が東面回廊

棟通りから１００尺と推定されていた（『紀要２００１』）。この

実長は２９．７mであり、単位尺は０．２９７mで若干大きい。こ

の単位尺を用いると、朝堂院の東西長２３５．８mは７９３．９尺

と算出される。これを８００尺とみたときの単位尺は１尺

＝０．２９４８mである。また、第一堂西入側柱筋は、朱雀門

心を基準とする朝堂院中軸からの実長は、８８．１mであり、

これを３００尺と見れば単位尺０．２９３７mとなる。以上から、

東西方向に関しては単位尺がややばらつくが、第一堂西

入側柱筋から朝堂院中軸線まで３００尺、東面回廊棟通り

まで１００尺で、朝堂院東西長が８００尺と考えておきたい。

朝堂の東西方向の位置は、これまでの指摘のように、第

一堂西入側柱筋が基準と考える。

以上のように、現段階の発掘データでは、朝堂院の規

模と朝堂の配置は、尺（令小尺）の方が完好な計画値を得

られる。ただし、これを大尺による計画寸法を施工時に

調整した結果と考える余地も残されている。建物の柱位

置も明確でなく、施工誤差も考慮しなければならないと

すれば、現段階では検討材料が不足しており、上記の可

否は、今後の調査成果を待って検証してゆく必要がある。

本調査では、そのための重要な基礎資料を得たと言える

だろう。 （箱崎）

０°３８′３１″ ２次
１１７次

SB５３０
SC９４５０ B

SC９０００

１００次
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C

SSCC９９００１１００８４．６
（２９０）
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図１１０ 朝堂院の復元図
（古文化研「藤原宮阯平面図」に加筆。単位：m，（ ）内は推定尺。）
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１ はじめに

本調査は個人住宅建設にともなう事前調査である。調

査地は藤原宮の外周帯にあたり、弥生時代の集落である

四分遺跡にも該当する。調査区は敷地等の制約から３．７

×７m、約２６㎡の長方形とした。ただし住宅造成時の盛

土が１m以上あるので、安全性を鑑みて段堀で掘削し、

最終的な遺構検出面積は１４．５㎡である。調査期間は平成

１５年７月２日～７月１０日である。

２ 検出遺構

基本層序は上から、造成土、水田耕土、床土、黒褐色

土（弥生時代）、燈色土・黄色土（地山）の順である。現地

表面から１．３m、敷地に隣接する公道の路面から１．１m下

にあたる、床土直下が弥生時代の遺構面である。調査区

内では藤原宮期の整地土を確認できないので、削平され

ているのであろう。したがって弥生時代の遺構も上部を

多少削られている可能性がある。しかし耕作溝以外の破

壊はなく、比較的良好な状態で遺存している。

検出した主な遺構は素掘溝３条、土坑５基、小穴およ

び小溝などで、多くが弥生時代に属する。

SD９７６１は南北方向の素掘溝で、岩盤を削り込んでい

るために南側は幅が狭く０．５m、北では広がって幅２m

となる。深さは０．６mほど。調査区南端部でSD９７６２に接

続するとみられるが、耕作溝のためにはっきりしない。

埋土は下層が地山の黄色土ブロックを多く含む灰色粘土、

上層が暗灰色粘質土で、最上部はマンガンの沈着により

黒褐色を呈する。弥生土器片を包含する。

SD９７６０はSD９７６１に重複して掘削した溝で、幅０．５m、

深さ０．３m。埋土は灰色粘質土で弥生土器片を含む。

SK９７６３は調査区東端にある直径１mほどの円形の土

坑。SK９７６４は直径２mほどの大型の土坑。埋土はいずれ

も灰色粘質土で、弥生土器片が出土した。SK９７６４はSD

９７６０・SD９７６１に先行する遺構である。SK９７６５は調査区

西南隅にある土坑。ただし斜行溝の可能性もある。SK

９７６６はSD９７６１に切られている遺構で、黒褐色土を埋土

とする大型の土坑であろう。SK９７６７は小型の土坑で、埋

土は灰色粘質土、上部は黒褐色を呈する。このほか小規

模な東西溝、土坑がある。これらの遺構はほぼ確実に弥

生時代に属するものだが、詳細な時期や性格については

決め手を欠く。

３ 出土遺物

整理用コンテナ２箱分の土器が出土した。藤原宮に関

連する土器や瓦は出土せず、遺物はいずれも弥生土器の

破片である。図示しうる資料はなく、出土量が少ないた

め時期判定も難しい。壺、甕などがあり、凹線文・簾状

文などを確認できる。

４ まとめ

今回の調査区には藤原宮期の顕著な遺構・遺物が存在

せず、外周帯にふさわしい状況を確認したといえる。そ

の一方、弥生時代の遺構が密集した状況で検出された。

土坑と溝が複雑に錯綜する状況からは、いくたびかの土

木作業がおこなわれたことがわかる。小規模な調査では

あるが、四分遺跡に関する知見を加えることができた。

遺構の性格を明らかにするためにも、周辺のさらなる調

査がまたれる。 （石橋茂登）

０ ２m

外周帯・四分遺跡の調査
―第１２７‐１次

（Y－１７，７３０）
Y－１７，９９４

（X－１６７，０６２）

SD９７６１

SK
９７６６

SD
９７６０

X－１６６，７１７

SSKK
９９７７６６３３

SSKK
９９７７６６７７

SK
９７６４

X－１６６，７２０

SSKK
９９７７６６５５

SSDD
９９７７６６２２ （X－１６７，０６８）

図１１１ 第１２７‐１次調査遺構図 １：８０
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�-２ 藤原京の調査

北北六六条条大大路路

北北四四条条大大路路

北北二二条条大大路路

横横 大大 路路

二二条条大大路路

藤藤 原原 宮宮

四四条条大大路路

六六条条大大路路

１１２２７７‐‐１１次次
１１３３１１次次

八八条条大大路路
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図１１２ 藤原京発掘調査位置図 １：３００００



１ はじめに

本調査は、平成１２年度（２０００年度）から開始された農林

水産省近畿農政局による高所寺池堤防改修工事に伴うも

ので、平成１５年度（２００３年度）の発掘調査である。発掘調

査は、池堤防改修工事に伴う西区・東南区と、奈良文化

財研究所が学術調査の必要性を考慮し調査区を設定した

東北区とに分かれる。発掘面積は、西区９３０㎡、東北区

７３５㎡、東南区２９８㎡の、合計１９６３㎡である。調査期間は

２００３年１０月２１日～１２月２５日（西区・東北区）、２００４年１月３０

日～２月１６日（東南区）である。

２ 検出遺構

西 区 調査区は南北７３m、東西３０mのL字形をなす。古

墳時代の遺構、中世の遺構、明治以来の遺構を検出した。

古墳時代の遺構としては、古墳の溝SD９８７０、SD９８７１を

検出した。SD９８７０、SD９８７１とも６世紀前半の遺物が出土。

SD９８７０は、内側の直径２０m、外側の直径２２．５mの古墳

周濠である。溝幅は最大で２．５mを測る。堆積土は灰褐色

粘質土と茶灰粘質土の互層で、厚さ０．４m。溝内から須恵

器高杯・甕、土師器甕・ミニチュア壷が散乱した状態で

出土した。次にSD９８７１は、内側の直径１７．５m、外側の直

径２０mの古墳周濠であり、その溝幅は最大で１．３mである。

堆積土は茶褐粘質土と灰褐粘質土の互層で、厚さ０．３m

である。溝の最下部から土師器高杯が出土した。

藤原京の条坊遺構としては、発掘区北端から南へ１０m

の位置が六条大路南側溝の検出予定地であったが、中世

以降の遺物包含層である灰褐色粘質土が地山面上にあり、

藤原宮期の遺構は削平を受けて、検出できなかった。

中世の遺構としては、東西溝１条、井戸７基が主要な

ものである。東西溝SD９８７５は発掘区の北を東北に通る

幅１．１～１．５m、深さ０．６mの溝で、溝底は水平で、溝横断

面は逆台形をなす。

井戸７基は、北西から南東へ向かって述べる。SE９８８０

は井戸掘形直径１．１m、井戸内径０．４m、掘形はほぼ円形。

内径は不規則な多面形八角形。井戸の深さは１．６m以上

となる。下から直径０．４５～０．５mの曲物を３段積み上げ、

その上に縦板を８枚組み合わせて変形八角形をつくる。

SE９８８２は上半部が井戸抜き穴で、下半部は曲物を４段

残す。井戸の深さは１．６m。曲物は最下段の直径０．３８m、

最上段の直径０．５４mと次第に大きくなる。井戸掘形は直

径１．１mで、裏込めに多くの曲物底板を入れ込んでおり、

これにより井戸に使用した曲物側板が再使用の曲物であ

ることがわかる。このSE９８８２は西側のSE９８８１を切る。

SE９８８３は径１．８～２．６mの台形の掘形をもち、西側に偏

して径０．６mの円形に０．５５m掘り下げ、下から５段の曲物

を積み上げる。井戸の深さは１．６m。最上段の曲物と重な

って、縦板の痕跡を残し、SE９８８０と同じく曲物の上に縦

板組がなされていたことがわかる。

SE９８８４は上部で直径２．３mの円形の掘形をもち、中央

に０．４mの曲物を５段積み上げる。このうち下４段は比較的

板が厚く、残りはよい。この段まで曲物を積み、その後、

刳り込みのある横板でいったん四角を組み、さらに上に

薄い曲物を一段積む。現状の井戸の最上段に円形に石列

左京六条二坊の調査
―第１３１次

１１８次

１１８次

１２４次

１１３次

１３１次

図１１３ 第１３１次調査位置図 １：２０００
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が巡り、これは曲げ物側板と縦板組との境であり、井戸

の最上部はさらに上にある。井戸の深さは２mである。

SE９８８５は直径０．８５mの円形の掘形をもち、東に偏して

径０．４mと小さく円形に掘り下げ、そこに曲物を据える。

現存する曲物は４段である。SE９８８５は東側のSE９８８６を

切っており、SE９８８６は先行する古い井戸の抜き穴である。

明治以来の遺構には、高所寺池の導水口としての遺構

SX９８９０がある。導水口の全体の形は不明で、最下部の２

段の石積みが残る。石積みは長さ０．５～０．７m、幅０．２～

０．４mの花崗岩を２段残す。石積みの北方下位に、杭列を

密に配す。杭は１２０本以上に及び、導水口より入るゴミの

濾過を杭列で行ったものと判断できる。 （山崎信二）

東北区 南辺の約東半分は１１３次調査区に隣接する。調

査区の西側３分の１では、池の堆積土の直下に砂礫とシ

ルトの互層が広がる。この付近では、遺構を一切確認で

きなかったが、SX９８９０や現在の導水口からの水流によ

る影響と考えられる。それ以外の部分では、表土である

池の堆積層の直下で古墳時代と中世の遺構を検出したが、

藤原宮期の遺構は検出されなかった。

東北区のほぼ中央で検出された古墳周濠SD９８５０は、

残存値で最大幅２．２５m、深さ０．５６mをはかる。残存する

内径は２１m、外径は直径２３m。同様の遺構SD９８７０、SD

９８７１が隣接していることからも、円墳と考えられる。溝

の底からは、赤色顔料の付着した土師器甕や須恵器高杯、

（Y－１７，１８０） （Y－１７，１４０）

（X－１６７，０９０）
Y－１７，３４０ Y－１７，３２０ Y－１７，３００

SD９８７５

SD
９８７１ 東北区 X－１６６，７６０

西区

SD
９９８８７７００ SE９８６０

X－１６６，７８０

SD９８５０

SSEE
９９８８８８００

SE９８８２
SE９８８１

東南区SE９８８６SE９８８５

X－１６６，８００

（X－１６７，１５０）
SE９８８４ SSXX９９８８９９００

SSEE９９８８８８３３
０ ２０m

SE９８６１
SD９８６４

図１１４ 第１３１次調査遺構図 １：５００
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埴輪などが出土した。

SE９８６０は、溝SD９８５０の一部を壊して造られた中世の

井戸。上部は削平されている。残存する平面形は３．８５m

×２．８mの長方形で、深さは１．１９m。曲物を利用した井戸

枠は、下２段が残っていた。井戸底には灰色の粗砂が堆

積し、曲物の中には、拳大の川原石が詰められていた。

抜取穴の埋土には井戸枠の細片と瓦器や土師器小片が多

く混じる。 （飛田恵美子）

東南区 調査区は西区、東北区及び１１３次調査区に隣接

する。遺構は調査区南端から北へ約２mの範囲で検出し

た。それより北は地形が１段下がり、池の堆積層である

青灰色粘質土が地山面上にのる。藤原宮期の遺構面は削

平をうけており、検出できなかった。

検出した遺構は東西溝４条、南北溝１１条、井戸１基で

あり、すべて中世のものである。南北溝SD９８６４は埋土に

粗砂を含み、流水の痕跡がみられる。SE９８６１は円形の掘

形をもつ素堀の井戸で、深さは１．１mを測る。このほか調

査区北側で土坑を４基検出したが、遺物を全く含まない

ため、性格は不明である。 （渡部圭一郎）

３ 出土遺物

土 器 弥生時代～中世の土器が出土したが、主体をな

すのは、古墳時代の土師器・須恵器と、中世前半期の土

器である。藤原宮期の土器はほとんど出土しなかった。

古墳時代遺構SD９８５０では、溝底からは赤色顔料の付

着した５世紀後半の土師器甕や壺が、上層からは６世紀

後半代の須恵器高杯脚部が出土した。SD９８７０には、比較

的まとまった量の土師器甕やミニチュア土師器の壺・須

恵器高杯・中型甕が出土している。須恵器高杯は口縁端

部に緩やかな段をもつ。同甕は外面に細い平行タタキを

施し、内部は同心円の当具痕を丁寧にスリ消す。６世紀

前半代。SD９８７１からは、土師器高杯が７個体分出土した。

いずれも椀形の杯部をもつものであるが、杯部がやや浅

いものが多いのが特徴である。６世紀前半代に属する。

井戸からは多くの瓦器片や土師器が出土している。と

くに瓦器椀は、口径が１２～１３㎝程度で、高台部分は非常

に小さな断面三角形をなすものがほとんどである。口径

が１０㎝を下回るものも１点ある。１３世紀後半～１４世紀と

考えられる。

埴 輪 埴輪は、約３００片と大量にある。円筒・朝顔形が

大半を占め、形象埴輪は、家形埴輪の破片が１点あるの

みである。７割は東北区SD９８５０やその上面から集中的

に出土した。比較的高い断面台形の突帯をもつ。無黒斑

で、口縁部に「～」字形のヘラ記号がある。５世紀後半。

一方、西区では埴輪の出土量は少ない。SD９８５０出土と同

巧品も含まれるが、大半は窖窯焼成で低く幅広の台形突

帯をもち、「／／」形のヘラ記号がある。６世紀初頭。東北

区から出土した５世紀後半の埴輪は、SD９８２０を周濠と

する古墳に伴うものであろう。

瓦 類 古代から近世にかけてのものが出土した。

木製品 井戸枠に用いた曲物以外に、井戸SE９８４２の埋土

より曲物の底板を転用した漆ヘラと考えられる製品と、

同裏込めよりヘラ或いは杓子と推定される製品がある。

その他 焼土塊１８点、スラグ３点、用途不明の金属製品

１点、サヌカイト製剥片５点、未加工の石英３点が出土

した。 （飛田）

４ まとめ

今回の調査成果の主要な点は、古墳の検出と中世の遺

構である。古墳は径２０m前後の円墳を３基密接した状態

で検出した。検出したのは周濠状のくぼみSD９８５０・SD

９８７０・SD９８７１のみであり、墳丘の盛土などは残ってい

ない。溝内での遺物の出土状態をみると、SD９８７０では主

として埋葬主体部に副葬された土器が主体部の破壊とと

もに溝内に落ち込んだ状態であり、SD９８５０での５世紀

前半の埴輪と６世紀前半の須恵器器高杯の出土も、ある

時期に溝が埋められたことを示す。溝内堆積土が固く締

まっていることからみて、藤原京造営に際して古墳が破

壊され、溝が埋められたとみて良いであろう。一方、SD

９８７１での土師器高杯の出土状態をみると、一ヶ所に集中

して溝底部に据え置かれており、古墳時代の状態をその

まま残している可能性が強い。

次に中世の遺構であるが、発掘区の北側を幅１．５m程の

溝が東西に走り、その南に井戸が集中している。今回出

土したものだけでも、作り替えを入れれば８基であり、

発掘区のさらに東側の第１１３次調査でも３基の井戸を検出

している。これは高所寺池の南３分の１の地区では主とし

て１４世紀代の集落があり、集落の建物跡は削平されて残

されていないが、集落の北限に近い溝や井戸底３分の２程

度のものが残されたとみて良いであろう。 （山崎）
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１ はじめに

石神遺跡のこれまでの発掘調査では、大きく分けてA

期（７世紀前半、斉明朝頃）、B期（７世紀後半、天武朝頃）、C

期（藤原宮期）の遺構群を検出した。その結果、施設群の

北限は第１３・１４次調査で検出した東西石組溝と東西塀で

あることが明らかとなった。昨年度はその北側で第１５次

調査を行ない、施設群の北側でも３時期の遺構を確認し

た。A期は調査区全体が沼で、B期には沼を埋める整地を

し、L字形をなす幅の広い溝を設けている。C期には南か

ら続く南北道路の西側溝や石敷が設けられている。今回

の調査目的も、昨年度同様、石神遺跡施設群北側の状況

を解明することである。

調査面積は６７３㎡で、調査期間は、２００３年７月１日から

２００４年１月９日までで、調査体制は２班の引き継ぎで行

なった。

２ 検出した主な遺構

調査区の基本層序は、水田耕土、床土、包含層（灰色

砂質土など）、各時期の整地土および堆積土、７世紀以

前の自然堆積土である。検出した遺構の時期区分につい

ては、昨年度調査成果と同様である。

A期（斉明朝）

排水溝などの一部を掘り下げたが、建物等の遺構は検

出できず、調査区全体が沼沢地であったと推定される。

SX４０５０ 遺構が形成されるB期より前に存在した沼沢

地。これは第１５次調査でも検出しており、本調査区も全

域が含まれる。自然堆積と思われる明灰色砂礫層が、東

および北へ緩く傾斜しており、その上面は調査区北辺東

寄りが最も低くなっている。その上に青灰色砂質粘質土

が上下二層に堆積する。下層の一部には縞状の水成堆積

も認められ、沼沢地の堆積層と考えられる。一方、上層

は水成堆積がみられず、B期の整地土の可能性が高い。

B期（天武朝～持統朝中頃）

A期の沼沢池を埋め立てて整地し、南北溝などを設け

る。堆積の状況から２時期に細分できる。

B－１期

南北溝SD４０９０ 第１５次調査で検出した、東流する東西

溝SD４０８９をうけて北流する南北溝の続きである。A期の

沼を埋め立てた整地土を、約４０㎝ほど掘る。東岸は急勾

配で直線的であるが、西岸は緩傾斜で蛇行する。幅は南

で約１３m、北で約１６mであり、北で西に広がっている。溝

底の一部には１０～２０cm程度の礫を敷いている。その直

上には所々に木屑が多く混じる砂混粘質土がある。浚渫

時の掘り残しであろう。その上に均質な暗茶灰色粘土が

約２０cm堆積する。溝の東南部では、暗茶灰色粘土より上

位の堆積土から、持統６年（６９２）を示す木簡が出土した。

この溝の埋め立てに先立って投棄したものかは確定でき

ないが、溝を埋め立てた整地土の下であるため、この年

までは確実に溝が機能していたことがわかり、遺構の実

年代を若干絞り込めるようになった。

調査区中央部では堤状に突出する遺構SX４１１０を検出

した。先端付近には径２０cm程の礫が多い。その対岸部分

にトレンチを入れ断面観察したところ、堤状に高まる部

分（SX４１１１）を確認した。また、溝の東岸、調査区南辺の

拡張区でも堤状の遺構の一部SX４１１２を検出した。これ

は第１５次調査区内、この溝の屈曲部で検出した南のSX

４０８４と約１２．５m、北のSX４１１０とは約１３．５m離れ、ほぼ等

間隔に位置する。これらはSX４０８４と同様、水制か土橋と

思われ、溝の機能を考える上で興味深い。

SX４１１３ SD４０９０の西側で検出した円形の土坑で直径約

４m。SD４０９０に暗茶灰色粘土が堆積したときにはその西

岸と一体化していた。大量の木屑を含む。

SX４１１４ SD４１１５の東側石に接する石敷。東西約５m、

南北約約２mの範囲に径約２０cmの石を敷く。SD４０９０の

西岸への舗装路の可能性があるが、用途は不明である。

SD４１１５ 幅約１．２m、深さ約０．３mの石組南北溝。調査区

南西部西辺でその東岸を、南西隅の拡張部でその西岸を

検出した。断ち割り調査の結果、石組溝の下に砂の堆積

する幅約１．１mの素掘溝を確認している。石組溝の中に

は護岸用と考えられる多数の礫を転石の状態で検出した。

なお、第１５次調査区北西隅検出した土坑SK４０６７は、検出

状況や土層の堆積状況が似ており、その位置を考慮する

と西から東へ流れ、北へ向きを変える溝SD４１１５の屈曲

部と考えるのが妥当である。

B－２期

南北溝SD４１２１ 調査区西辺に掘られた幅約２m、深さ１０

～２０cmの浅い素掘りの南北溝。前述した石敷SX４１１４付

石神遺跡（第１６次）の調査
―第１２９次
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近を南限に認識できなくなる。大量の木屑とともに木簡

やその削屑も出土した。一方、SD４１２１を覆う薄い木屑層

の広がりを調査区北半ではY－１６，６９１からy－１６，６８５、

調査区南辺ではY－１６，６８６からY－１６，６７８の範囲で確認

した。SD４１２１には流水による砂層などが確認できなか

ったため、C期への造成工事の工程で排水用の溝を掘り、

それを木屑などで埋め（SD４１１４堆積土）、さらにその上に

広範に木屑等を廃棄したものと思われる（木屑層）。

SX４１２２ 調査区南西部で検出した円形の浅い土坑。直

径約４m、深さ約１０cmで、木屑層を切っている。大量の

木屑とともに木簡やその削屑も出土した。

C期（藤原宮期）

南北道路SF４１００ 調査区東辺で、南北道路の西端を幅約

３mにわたって検出した。整地土は約３０cmあり、北寄り

では炭や瓦が混じる土層がある。

SD１３４７ 南北道路SF４１００の西側溝。幅約５m、深さ約

５０～８０㎝の南北溝（SD１３４７A）。東岸の南端と中程部の一

部には石の集積部があり、石組護岸の可能性がある。西

岸にはB期の池状遺構を埋め立てた後に掘られた、幅１

m以上、深さ約３０cmの南北溝SD４１２７が先行する。SD

１３４７Aの前身の可能性がある。SD１３４７の終末期は幅約１

m、深さ約２０cmの粗砂の堆積する南北溝SD１３４７Bとなる。

石敷SX４１２４ 径約２０cm程度の中型礫からなる石敷。南

北大溝SD１３４７Aの西側の一部、調査区北側にも広がる。

東西７m、南北１１m以上。石敷の西側には青灰色の砂が

広がる。前述SD４１２７を埋めた後に整地土を被せSX４１２４

を設けているため、敷設はC期初頭には遡らない。

SX４０８１ 第１５次調査区で検出した井戸周辺の石敷のつ

づきと考えられる。径約２０cmの礫を敷く。

C期以降（奈良時代以降）

SD４１２６ 調査区南部を横断する素掘りの溝で、その埋

土には多量の石が入る。幅約１．５m、検出面からの深さ約

２０cm。水田耕作時の排水用暗渠と推定される。SD４１２５

の埋土を切り込む。 （内田和伸）

（Y－１６，４１０）（Y－１６，４３０）

Y－１６，６９０ Y－１６，６８０ Y－１６，６７０

（X－１６８，６４０）

SSXX４４１１２２４４SD４１２１

SX４１１０ X－１６８，３００

SF４１００

SX４１１３

SSXX４４１１１１４４ SD４１２６

SD４０９０SX４１２２
SD１３４７

X－１６８，３１０

SSDD４４１１２２７７

SD４１１５ （X－１６８，６６０）

SX４１１２

０ １０m

図１１６ 第１２９次調査遺構図 １：２００
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３ 出土遺物

土 器 土器・土製品は調査区全体から多量に出土し、

整理用木箱で２２０箱に達している。本稿執筆時点では整

理中のため、特殊な土器を中心に概要を述べる（図１１７）。

SD１３４７、SD４０９０を中心として飛鳥Ⅳ～Ⅴの土器が多

数出土し、その他の遺構からも従来の遺構変遷と齟齬の

ない遺物が出土したといえる。特徴的なものとしては、

SD４０９０から残存状況の良好なフラスコ形の須恵器長頸

壺が７個体以上出土した。また、大型の須恵器鉢や土師

器盤など、法量の大きな土器が目につく。ほかに新羅土

器、墨書土器、硯、土馬などがある。

新羅土器は長頸壺（１）が出土した。高台部から頸部付

根まで遺存している。高台径１１．６㎝、胴部最大径１７．６㎝。

肩部には２条一組の凹線が２段巡り、中心点がない略半

円形の印文を３段に配する。器体は丁寧に調整している

が、施文はやや粗雑で原体も単純である。色調は明灰色、

胎土は精良で、断面では赤色粒子を含む明灰褐色を呈す

る。焼成は良好、硬質である。この個体は、SD１３４７埋土

にあたる壁面崩落土から出土したが、第５次調査におい

て床土から出土した体部破片と接合した。第４次調査出

土の頸部（１の破線部分）とも胎土などが酷似するが、こ

れは別個体であろう。

墨書土器は１３点出土した。２は須恵器杯Bの底部外面

に「物部連」と記す。飛鳥Ⅳに比定でき、底部外面をヘ

ラケズリする。高台径１３．８㎝。３は土師器皿Aの底部外

面に「五十上」と記す。２・３は後世の耕作溝出土。４は

土師器杯CⅢの底部外面に「□□〔佐カ〕尓□□」と記す。

口径１２．６㎝、器高３．０㎝、

径高指数２４。a０手法。SD４０９０の堆積土出土。５も土師器

杯CⅡの底部外面に「矢□」と記す。口径１４．４㎝、器高

３．３㎝、径高指数２３。a０手法。４・５とも径高指数が高め

だが、飛鳥Ⅳ～Ⅴに比定できる。このほか墨書土器は包

含層から「丈」と記す須恵器杯Bなど５点が出土してい

る。またSD１３４７、包含層などに、「×」と針書した土師

器杯Cが２点、「×」や直線などのヘラ記号をもつ須恵器

破片が１２点ある。

硯は円面硯が６点、須恵器杯Bや蓋などを利用した転

用硯が２７点出土した。６・７は珍しい器形の円面硯。６は

スリバチを伏せたような形態で、硯面径８．２㎝。７は硯面

径１３．０㎝、器高７．０㎝。海は幅が狭く、外縁は低く丸みを

帯びた形態である。陸に薄く墨が残る。脚部の透孔は粗

雑な形で、７個に復元できる。脚下端は内側にすぼまっ

ている。C期造成土出土。８は硯面径１２．６㎝、SD１３４７出

土。９は硯面径１２．０㎝、C期造成土出土。１０は硯面径１９．０

㎝。透孔は幅狭い長方形とみられるが、個数は不明。包

含層出土。

土馬は小片２点と、頸部を欠くSD１３４７出土の１個体

がある。円板は３１点、有孔円板は５点、紡錘車は１点が

出土した。漆が付着した須恵器、土師器は１０９点、付着物

から灯明皿とみられる土器は須恵器杯Bなど７点ある。

このほか埴輪、土玉、ロクロ土師器、製塩土器、東国系

黒色土器なども少量出土している。 （石橋茂登）

瓦 瓦類のうち軒丸瓦は角端点珠型式の素弁八弁蓮華紋

軒丸瓦（石神E種）が２点、型式不明が４点出土している。

軒平瓦は川原寺の四重弧紋軒平瓦６５１Eが１点と、奈良時

代の均整唐草文軒平瓦６６６４D・Rと、６６９１A・Fが各１点

出土している。総量は丸瓦２２６点（２５．３５kg）・平瓦６７０点

（５４．３９kg）。 （筧 和也）

４２ ５

１ ３

６ ８

１０

０ ２０�
７ ９

図１１７ 第１２９次調査出土土器 １：４
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木製品・金属製品等 木製品は小型コンテナで８２箱、金

属・石・土製品等は同じく５箱ある。このほかに加工木

が１８９箱、木炭、動・植物遺存体も１７箱ある。木簡等を含

む採集土壌の洗浄が継続しており、今後も遺物量は増加

する。これらは主として包含層、SD１３４７（C期）、SD４１２１

・SX４１２２（BⅡ期）、SD４０９０・SD４１１５・SX４１１３（BⅠ期）

などから出土した。主な木製品には工具・農具・紡織具

・服飾具・容器・籠編物・遊戯具・楽器・祭祀具・部材

など、金属・石・土製品等には銅人形・銅刀装具・鉄釘

・鉄板・銅銭・サヌカイト剥片・砥石・冶金関連遺物な

ど、動・植物遺存体には獣骨・魚骨・種子などがある

（図１１８）。

木製品 １９は四側面を平滑に整え、両端部をわずかに窄

める四角柱状品。長さ７．７㎝、中央部幅０．５㎝。針葉樹。

SD１３４７出土。長登銅山跡出土例（鹿角製品、８世紀前半代）

からみて工具の可能性もある。２０は木針。先端は剣先状、

頭部は圭頭状でその下に長方形孔を穿つ。板目材。長さ

１３㎝、幅１㎝、厚さ０．２㎝、長方孔は０．４×０．６㎝。SD４０９０

出土。２１は滑車形製品。遺存不良。針葉樹。横木取り。

中央部が円柱形で、両側面が笠形をなす。側面から中心

に円形孔を穿つ。回転のために側面が磨滅したとみられ

る。回転台などの軸受部か。側面径７．５㎝、軸径３．６㎝、

孔径１．１㎝。SD４０９０出土。

１７は円柱形の材中央を「V」字形に削り、横軸用の円形

孔を小口面から貫通させる。中央部が磨滅し、滑車ない

し糸巻かとも考えられるが定かでない。幅５．１㎝、径３．６

㎝、孔径１㎝。針葉樹。B期末埋立土出土。２２は糸巻横木。

２枚１組で十字形をなす古代に通有の形態。長さ１０㎝、

幅２㎝、厚さ０．９㎝、孔径１㎝。２３は糸巻枠木。２２と組み

合う。３本が伴出した。長さ２７．８㎝前後、中央部径１．４㎝

前後。後世の耕作溝出土。

２６は平面が小判形の刳物逆印籠蓋。針葉樹板目材、横

木取り。ほぼ完存。頂部に略した宝珠形つまみがつく。

厚手で、立ちあがりは断面台形を呈する。長径７．２㎝、短

径６．２㎝、高さ２．８㎝。B期末埋立土出土。２７は円筒形の

刳物漆器。針葉樹、縦木取り。約半分が残る。胴部から

口縁部は薄く、底部は厚い。漆は外面全体に塗るが、内

面には施さない。口径７㎝、高さ１１．４㎝。SD４０９０出土。

２８は挽物の漆器椀A。全周の２／３が残る。広葉樹。横木

取り。底部が薄く、胴部が厚手で、口縁部はわずかに内

湾する。底部中心に轆轤爪痕１孔が残る。漆は外面全体

と口縁内面上部（幅１．５㎝）に施す。漆膜上面に木理が浮

き出す。漆と木地を削り補修して使用。口径１５㎝、高さ

６．３㎝。SD１３４７出土。

１～１０はSD１３４７一括出土の斎串。針葉樹。板目材。頭

部は圭頭状、左右に１カ所の切込、先端は剣先状にする。

同一材から連続してつくったものが、２枚ずつ３組ある。

長さ１５．５～１８㎝、幅１．３～１．６㎝、厚さ０．１～０．５㎝。SD

１３４７出土。１１は人形の頭部と思われるが、胸以下がなく

定かでない。広葉樹。板目材。目、鼻孔、口を線刻で表

現。頭頂は冠帽の表現か。SD４０９０出土。

２４は把手。針葉樹、柾目板。下辺中央を梯形に切り欠

き、握とする。握下辺は溝状に刳り込む。長さ２０㎝、高

さ４㎝、厚さ０．８㎝。SD１３４７出土。２５は不明部材。針葉樹。

縦木取り。上部１／３が�。脚部であろうか。幅５．９㎝、

高さ１０．３㎝。B期末埋立土出土。

２９は用途不明の刳物。針葉樹。琵琶形で、一方の面に

長方形と楕円形の浅いほりこみがあり、胴部中央に長方

孔が貫通する。他面は平滑。長方形ほりこみを中心にし

て墨痕があり墨壺転用品の可能性もあるが、楕円形ほり

こみ部の墨痕はわずか。SD４０９０出土。１８は不明品。針葉

樹。長さ９㎝、径２．１㎝の円柱状で、両端部を面取する。基

部はやや膨らむ。先端小口面から円形孔が貫通する。孔

径は先端で０．９㎝、基部で０．２㎝。SD１３４７出土。３０は用途

不明。広葉樹か。一端から幅２㎝分を残して上面を一段

低く削る。段から２．４㎝内側に方形孔を開け、さらに約１

㎝間隔で５孔を開ける。SD４０９０出土の資料である。

金属製品 １２～１６はB期末の木屑層から一括出土した銅

人形。風蝕するが地金は赤銅色の金属光沢を放つ。幅１．１

～１．３㎝、厚さ０．４～０．５㎜の銅板製。いずれも鏨加工。形

態と加工法により２大別できる。一つは長さ３．１～３．３㎝

のもので３点ある。首と腕の切込を入れ、足は股を稲妻

形の切込で、目と口はほぼ水平の線刻で表わす。ただし

顔の表現の不十分なものや、股の付け根の切込方向が異

なるものもある。他は、長さ４㎝程のやや長いもので２

点ある。首と腕の切込があり、足は股の切込が垂下し、

顔は左辺にかかるように切込を入れ、顔面右にも２本の

線刻がある。ただし、１３は顔の線刻が不十分で、股を切

り込まないまま銅板が屈曲する。 （小池伸彦・冨永里菜）
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図１１８ 第１２９次調査出土木製品・金属製品 １：３（１２～１６ １：２）
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４ 木 簡

はじめに

SD１３４７・４０９０・４１２１を中心に各種遺構から出土して

おり、数百点となる見込みである。詳細は『藤原木簡概

報１８』に委ね、ここでは現時点での概要を報告する。

釈文は遺構別に掲げたが（史料A）、後述する三川国の

仕丁関連木簡などを除けば、遺構ごとに顕著な特徴はみ

いだせない。そこで個別の出土遺構は一旦捨象し、出土

木簡全体をみていく。なお、今回出土した木簡は、南接

する第１５次調査区から出土した木簡（以下「１５次木簡」と呼

ぶ）と共通する点が多い。１５次木簡は『紀要２００３』で概要

を述べたが、新たな知見もあるため、関連する木簡（史料

B）については言及したい。

木簡の年代 年紀のある木簡は、乙亥歳（天武４年、６７５）

から壬辰年（持統６年、６９２）のものまで１０点ある。第１５次

調査で出土した紀年銘木簡も１０点あるが、乙丑年（天智４

年、６６５）のものを除けば、戊寅年（天武７年、６７８）から庚

寅年（持統４年、６９０）の範囲におさまり、第１６次調査の木

簡とよく似た時期を示している。

年紀のない木簡についても、コホリの表記は「評」に

限られるため、７００年以前となる。サト表記は１５次木簡と

同様、「里」に比べて「五十戸」が多い。表１５によれば、

天武１０年（６８１）までは「五十戸」、天武１２年（６８３）から

「里」があらわれ、一部「五十戸」表記が残るが、持統

２年（６８８）以後は「里」に統一されるようになる。制度

外のレベルでは、持統朝以後も「五十戸」表記は完全に

はなくならないが（『万葉集』第８９２番歌の貧窮問答歌、『平城

宮出土墨書土器集成Ⅰ』７９～８１など）、大体の目安として、評

制下の「五十戸」表記のものは天武朝、「里」表記のもの

は持統朝の木簡とみてよかろう。

以上、天武・持統朝の木簡が大半を占めていると判断

できるが、書風や表記などの点からも特に矛盾しない。

仕丁制に関する木簡群

今回出土した木簡で特徴的な点のひとつに、仕丁制に

関連する一群があげられる。仕丁は５０戸から２名ずつ徴

発され、１名は立丁として官司の雑役に従事し、もう１

名は廝丁（カシハデ）として炊飯の任にあたることになっ

ていた。『日本書紀』には仕丁に関わる記事がいくつかみ

られ、少なくとも７世紀後半には仕丁が存在したとみて

間違いない。第１５・１６次木簡は、そうした７世紀におけ

る仕丁制の実態を示す貴重な史料群である。

米支給の帳簿 史料Aの２５・２６、史料Bの５４が該当する

（以下、番号をもって木簡を特定する）。

２５は長さ１０寸（約３０㎝）・幅２寸（約６㎝）の大型帳簿で

ある。「地名」＋「容量」でひとつの単位を構成するが、概

して地名の文字は大きく書かれ、容量の部分は小さい。

「鳥」の右横の文字のように、書き損じをそのまま残し

た部分も見受けられる。「鳥取」「桜井」「青見」「知利布」

は三川国青見評（後の碧海郡）のサト名である。容量は

「二升」とあるため、三川国青見評のサトから徴発され

た仕丁に１日分の食料米を支給

した際の帳簿であると一応理解

できる。
う く は いくは

ただし「�久皮」（「的」のこと

か）以下の地名は青見評に存在

したことを確認できず、別の評

を考えるべきかもしれない。ま

た、地名と容量の間に、「□

□」「戸」「ツ」「手」などの語句

が入るが、使い分けについては

不詳。なお「戸」字は一見「乃」

にみえるが、２６に「方原戸」と

いう用例があるため、「戸」と釈

読した。同時代史料からよく似

た字体を探すと、飛鳥池遺跡の

炭層下整地土から出土した木簡

があげられる（図１１９）。

さらに２５を理解するには、共

伴して出土した、「桜井君」「神

表１５ サト表記の変遷（紀年銘木簡より）

年紀 記載内容 遺跡 年紀 記載内容 遺跡

天智４ 乙丑年 三野国ム下評大山五十戸 石神遺跡（１５次） 天武１３ 甲申年 三野大野評堤野里 石神遺跡（１５次）

天武４ 乙亥歳 知利布五十戸 石神遺跡（１６次） 天武１４ 乙酉年 三野国不波評新野見里 石神遺跡（１５次）

天武６ 丁丑年 三野国加尓評久々利五十戸 飛鳥池遺跡 朱鳥１ 丙戌年 大市部五十戸 石神遺跡（１６次）

天武６ 丁丑年 三野国刀支評恵奈五十戸 飛鳥池遺跡 持統１ 丁亥年 若狭小丹評木津部五十戸 飛鳥池遺跡

天武７ 戊寅年 �富五十戸 石神遺跡（１５次） 持統２ 戊子年 三野国加毛評度里 飛鳥京苑池

天武７ 戊寅年 尾張海評津嶋五十戸 飛鳥京苑池 持統４ 庚寅年 三川国鴨評山田里 石神遺跡（１５次）

天武７ 戊寅年 高矢五十戸 藤原宮跡 持統５ 辛卯年 尾治国知多評入見里 藤原宮跡

天武８ 己卯年 五十戸 石神遺跡（１６次） 持統５ 辛卯年 新井里 伊場遺跡

天武９ 庚辰年 三野大野評大田五十戸 石神遺跡（１６次） 持統６ 壬辰年 三川国［鴨評］高椅里 石神遺跡（１６次）

天武１０ 辛巳年 柴江五十戸 伊場遺跡 持統６ 壬辰年 万枯里 石神遺跡（１６次）

天武１０ 辛巳年 鴨評加毛五十戸 石神遺跡（１５次） 持統８ 甲午年 知田評阿具比里 藤原宮跡

天武１２ 癸未年 三野大野評阿漏里 藤原宮跡 ＊以下、郷里制施行（７１７）まで「里」表記

図１１９ ７世紀の「戸」字
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図１２０ 第１２９次調査出土木簡
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久君」「�久皮ツ」などの対応する語句を含む大型の帳簿

木簡も合わせ考える必要がある。だが本木簡については、

接続関係をはじめ検討課題が多々残っているため、今回

は釈文の掲載を見合わせることにした。

２６の「方原」は後の参河国宝飫郡形原郷にあたる地名

である。仕丁は１日２升の米が支給されたので、この木

簡は仕丁に５日分の米を支給した際の帳簿と考えられる。

裏面は別筆で「あしのはにしも…」と万葉仮名で記す。

「葦の葉に／霜…」といった意味の和歌であろうか。二

次的な墨書であり、表面の内容とは無関係である。木簡

の下端は表裏ともに文字が切られており、二次的整形を

受けている。

５４の「委之取」は後の参河国碧海郡鷲取郷。同サトか

ら貢進された２名の仕丁の名が記されており、立丁と廝

丁に該当するか。なお廝丁は、５６にあるように、当時「干

食」と表記された。８世紀の史料で廝丁を「干」と記し

たものが散見されるが、「干食」を省略したものと考えら

れる。また「中」という単位は３９にもみえる。

以上の３点は、米の支給単位や木簡の記載方法など異

なる点もあるが、三川国の仕丁に対する米支給の帳簿と

いう点で共通している。このように三川国の仕丁に関す

る木簡がまとまって出土したのは、仕丁が出身地ごとに

集団を形成していたことと関係があると思われる。

この問題を考える際、「三野五十上」と書かれた５５が参

考になる。「五十上」は「五十長」と同義であり、この場

合、仕丁５０人集団の統率者を意味する（第１６次調査でも「五

十上」と書かれた墨書土器が出土）。「五十上」に「三野」を冠

することから、三野国出身の仕丁５０人からなる集団が形

成されていたことが判明する。平城宮木簡のなかにも、

仕丁が国別に把握されていたことを示す事例があり

（『平城木簡概報１７』１３頁）、出身地による仕丁編成は一般

的なものであったといえよう。

養米荷札 ８世紀以後の「庸」は、歳役の代納物であり、

仕丁などの生活費以外にも、中央政府が雇役した人夫へ

の雇直や食料として使用されることになっていた。しか

し７世紀の「庸」は、仕丁らへの資養物としての意味合

いの濃い「養」という表記をとるのが一般的であった。

こうした「養」に関する木簡が３４である。３４は上端を

二次的に尖らせた状態で出土しているが、もとは貢進荷

札であったと考えられる。「養六斗」は養米６斗という意

味である。米６斗は、仕丁に支給される食料米の１ヶ月

分に相当する（２升×３０日＝６斗）。

７世紀の貢進荷札では、８世紀の荷札のように税目名

を記すことはあまりない。３４は「養」と明記した貢進荷

札としては、１５次木簡の２点、藤原宮出土の１点（『藤原

宮木簡１』１６２号）につぐ４点目となる。だが「養」と書か

れていなくても、「（米・俵）六斗」とあれば、養米荷札の

可能性があり、３４以外に７点確認される（２・１３・１５・２７

・４１・４６・４９）。

このうち１３は「五戸」に関する史料である。五戸から

の貢進荷札は舂米が多いのが特徴的である。しかし近年

では、二条大路木簡の若狭国遠敷郡青郷から貢進された

贄の事例（１５次木簡にも「安五戸」が「布奈」を貢進した荷札が

あり、贄の可能性がある）や、酒船石遺跡第２３次調査で布を

貢進した例（『明日香村調査概報平成１４年度』）が知られるよ

うになり、多様な税目を想定する必要性がでてきた。養

米も五戸によって貢進する場合があったことになる。た

だし１３の「竹田ア五戸」は、後の若狭国見方郡竹田郷に

関わる可能性があり、若狭国の特殊例とみられなくもな

く、事例の増加を待ちたい。

また「仕俵」と書かれた１２も、養米に関わる可能性が

高い。平城宮跡や宮町遺跡（紫香楽宮推定地）から出土し

た木簡には、仕丁を「仕」と略記する例があり（『平城木

簡概報１７』１３頁、『宮町遺跡出土木簡概報２』２頁）、仕丁の食

料米を詰めた俵に付けた木簡と考えられる。だが荷札と

しては異例の書式であり、問題も残る。

三川・三野国の養米荷札 養米を貢進した地域をみると、

三川・三野国のものが際だって多い。

まず三川国からみていきたい。ほぼ確実な養米荷札は

２・４１の２点であるが、他にも推定可能なものがある。

第１は、２と同じく、SD４０９０東南部の木屑が密集する

場所から出土した３～６である。これらの地名は三川国

鴨評（後の賀茂郡）で共通し、壬辰年（持統６年、６９２）９月

のものが３点あるため、一括廃棄の可能性がある。「米

五斗」の貢進荷札は、８世紀の事例では舂米・庸米いず

れもありえるが、３・４は養米と判断できよう。

なお、三川国鴨評の貢進荷札としては他に２１が存在す

る。層位的にはSD４０９０の埋立土から出土したが、上記５

点の木簡と出土地点はほぼ重なりあい、一連とみること

もできよう。また１４の「山田五十戸」は複数の候補があ
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るが、２～６と一連の出土状況を示し、三川国鴨評に関

わる可能性がある。ただし１４は「五十戸」表記であり、

木簡の作成された時期は異なる。

第２は、三川国青見評の４２・４３である。上端折れの３１

も青見評のものであろう。この３点の木簡は、４１と同じ

く、調査区北西部のC期造成整地土・木屑層から出土し

ており、４１・４２は「大市ア五十戸」で共通している。こ

の４点が一括廃棄されたとみてよければ、すべて養米荷

札であった可能性が生じることになる。

三川国からの貢進荷札は他にも７・８があり、１５次木

簡でも４点以上出土している。これらも大半は養米荷札

ではなかろうか。ちなみに１５次木簡の三川関連木簡は、

第１６次調査区と近接する場所で出土している。

三野国の養米荷札としては、９・２７・４９があげられる

（９は後の美濃国賀茂郡志麻郷にあたると推定）。三野国の貢

進荷札は他に３２があるが、こちらは第１５次調査で出土し

た「乙丑年」（天智４年、６６５）木簡や、飛鳥池遺跡出土の

「次米」木簡２点と形状が類似しており（『紀要２００３』参

照）、養米荷札ではないように思われる。

なお１５次木簡には三野国からの貢進荷札が８点以上含

まれていたが、少なくとも３点は養米荷札である。しか

もそのうち２点は、２７・４９と同じく大野評のものである

（「干食」と書かれた５６に「大野五十戸」がみえるのも関係しよ

うか）。三野国の場合、三川国のように遺構ごとの顕著な

特徴はみいだしにくいが、遺跡全体として多数の養米荷

札が出土している点は認められよう。

このように第１５・１６次調査では、三川・三野国の養米

荷札が多数出土していることが大きな特徴としてあげら

れる。このことと、調査区の近辺で三川や三野国出身の

仕丁が勤務していたこととは無関係ではなかろう。仕丁

の資養物である養は、仕丁の出身地から送られるもので

あった可能性が高まったといえるのではなかろうか。そ

れがサト・評・国のいずれに対応するのか（あるいは対応

しないのか）、興味深い問題である。

この問題を考える際、「�和評仕俵」と記された１２が注

目される。この俵を貢進したのは石野五十戸であろうが、

その使途はあくまでも�和評の仕丁に対する食料米であ

り、それが「�和評仕俵」という表現に示されているの

ではなかろうか。また、三川国鴨・青見評の貢進荷札が

一括廃棄された点についても、同評出身の仕丁によって

消費されたことを反映している可能性がある。２５にみた

ように、青見評の仕丁に対する米支給の帳簿が存在した

ことも想起される。

このように仕丁への養は出身地の評から送られた可能

性があるが、さらなる史料の増加を待って判断したい。

その他の木簡

文書木簡 ２３・４７は７世紀に一般的な前白木簡の一種。

上申文書の書式としての「牒」「啓」が７世紀に遡ること

は、すでに木簡資料から知られている（木簡学会『日本古代

木簡集成』東京大学出版界、２００３年）。さて４７は「評大夫」と

読んで、評の長官などを意味したと考えることもできる

が（「評君」という用例であれば、法隆寺旧蔵の観音菩薩立像・

幡の墨書銘にある）、「□□□評」と「大夫等…」は若干行が

異なっているため、両者は切り離して理解するのが妥当

であろう。□□□評から大夫らに対して謹んで上申する、

という内容だと考えられる。

４８の「月立」は「ツキタチ」と読むことができ、「朔」

「月生」に通じよう。「日付＋記」という書き出しの記録

簡は３８のほか、１５次木簡にも多数存在し、７世紀には一

般的な記載方法といえる。なお「知利布」は２５にもみえ

る。裏面の「米」の上の文字は「舂」もしくは「養」で

ある。後者とすれば、仕丁制との関連がでてくる。

２４は「長浴ア直ちに事を以て白し了り下す」と読むの

であろうか。なお１９・４４にもある「長浴ア」については、

山田遺跡（山形県鶴岡市）出土の部姓を列挙した木簡に

「長浴マ」と確実に読めるものがある（『木簡研究２２』口

絵参照）。よって１９・２４・４４も「浴」と釈読してよいと判

断した。１５次木簡（『藤原木簡概報１７』７３号）にも「長浴ア」

と読めるものがある（以上、図１２１）。「長浴ア」はごく一

１９ ２４ ４４ １５次木簡

図１２１ 「長浴ア」と書かれた木簡
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般的な部姓とみられるので、「長谷部」に相当するのでは

なかろうか。

荷札木簡 前述のように、養米など米の貢進荷札が多い

のが特徴である。それ以外のものとしては、まず３６の柏

がある。柏は葉を重ねて束にし、俵に詰めて送られる。

単位は「束把」である。『延喜式』民部下には、丹波国は

年料別貢雑物として柏を貢進することがみえるため、後

の丹波国氷上郡竹田郷から貢進されたと考えられる。

２９・５１・５２は魚介類の付札である。２９は「カツヲキタ

ヒ」と読める。「鰹�」のことであろうから、干し鰹の意

となるか。カツヲの荷札は１５次木簡にも３点あるが、一

般的な「堅魚」に加え「加都男」という表記がとられ、

また８世紀木簡のように長大な形状ではない。５１の「於

賦」は「オフ」と読み、白貝を意味する。５２の「加支蝮」

はカキアワビである（「蝮」は「鰒」に通じる）。

１６・１７は「甘菜」の付札で、はじめての出土である。

つづいて、荷札の地域性について整理したい。三川・

三野以外の地名比定の可能なものを七道順に以下列挙す

ると、４０尾張国葉栗郡、１近江国浅井郡、３６丹波国氷上

郡竹田郷、１１隠岐国周吉郡〔山部郷〕、３７隠岐国隠地郡、

１０播磨国佐用郡中川郷、５０備中国小田郡甲努郷、２２讃岐

国多度郡〔方田郷〕、１２伊予国宇和郡石野郷となる（〔 〕

は『和名抄』にない郷名）。尾張・近江・隠岐の貢進荷札は、

１５次木簡にも比較的多くみられた。

このうち２２は、「多土評難田 ／海マ刀良佐匹マ足

奈」という１５次木簡が存在するため、「方田」（カタダ＝難

田）というサト名であったと推定できる。なお『和名

抄』には同郡のサト名として「弘田郷」がみえる。一方、

延暦２４年（８０５）９月１１日・大同３年（８０８）６月１９日官符

（『平安遺文』４３１４号、４３３２号）では、空海について「讃岐国

多度郡方田郷戸主正六位上佐伯直道長戸口同姓真魚」と

記されている。そこで従来、空海の本貫地「方田郷」は

「弘田郷」の誤記とするのが通説であった。だが「方

田」（難田）というサト名は７世紀に遡るため、９世紀初

頭に「方田郷」が存在しても何ら不自然ではない（「弘

田」との関連は別途考える必要がある）。空海は佐伯氏の出身

であるが、前掲の木簡に「佐匹ア」（「佐伯部」に通じる）が

みられるのは、大変興味深い。

最後に、注意を要する貢進荷札についてふれておく。

３２は「己卯年」が天武８年（６７９）にあたるため、天武

１２年～１４年の国境確定事業に先立つ「国」表記の史料が

さらに増えたことになる。表１５にも一部あるように、天

武１２年よりも前の確実な「国」表記をとる史料は全部で

４点あり、いずれも三野国のものである。しかし三野国

の貢進荷札のなかにも「国」字を書かない例はあり、４９

をあわせ３点が確認できるが、すべて大野評のものであ

る点は注目される。「国」字を省略した木簡は他にも知ら

れるが、「尾張海評」のものが２点ある（『藤原木簡概報

１３』１６頁、『奈良県調査概報２００１』５２号）ことも参考にすれば、

「国」字の省略は特定の評に限ってみられる表記上の問

題であり、「国」字の有無は「国」成立の問題とは直接に

は関係しないとみるべきだろう。

４５の「寸」は「村」の略字である。上端・下端ともに

欠けているが、貢進荷札とみられる。７世紀の貢進荷札

の書式は「（国名＋評名＋）五十戸・里名＋人＋人名」が

一般的であるため、「寸」はサトと同義となろう。

３３は「穴評五十戸」とあり、サト名が書かれていない。

同様の表記は飛鳥京苑池遺構出土の「遠水海国長田評五

十戸」と書かれた木簡（『奈良県調査概報２００１』５４号）にもみ

ることができる。コホリとサトの名前が同一であったた

め、サト名を省略したのではなかろうか。

４４・５０の「�」は人名「マロ」のことであるが、７世

紀木簡の増加につれ、当時一般的な用字であったことが

判明しつつあり、１５次木簡にもみることができる。

習書木簡・その他 ２０は『論語』学而篇の一節を記す。

１５次木簡にも「論語学」と書かれた削屑がある。２０の表

面の最後の文字は「不」もしくは「亦」であろう。意味

のまとまりごとに１文字程度の空白を設けて文字を記し

ている。左側面の「大」字は別筆である。『論語』を習書

した７世紀木簡は、飛鳥池遺跡、観音寺遺跡（徳島市）で

も出土しているが、それらも２０と同じく角柱状木簡であ

る。韓国の鳳凰洞遺跡（金海市）でも、角柱に『論語』を

習書した木簡が出土している。こうした角柱を用いた

『論語』の習書方法が、朝鮮半島を経由して伝えられた

ことを示していて興味深い（東野治之「近年出土の飛鳥京と

韓国の木簡」『古事記年報』４５、２００３年）。

５３の九九は、呪句の可能性も否定できないが、習書と

みるのが無難であろう。１５次木簡にも九々がある。『論

語』とともに、当時の官人にとっての必須科目である。

３５は羽子板状の木製品に刻書したものである。この種
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の羽子板状の木製品のなかには、木簡を二次利用したも

のが多いが、３５は整然と文字が割り付けられており、羽

子板状に整形してから文字を刻んだことは明らかである。

７文字ずつ２行にわたって記されており、万葉仮名で読

むとすれば「るしらなにまく／あさなきにきや」となる。

ただし当時の日本語ではラ行で始まる言葉はなかったと

されており、冒頭は「とどめし…」と読むべきなのかも

しれない。２６と同じく和歌の可能性がある。

３０は「大徳」と記しており、１５次木簡に仏教用語を記

した習書が多数みられたことが想起される。

そのほか釈文には掲げなかったが、呪符の可能性のあ

る木簡が数点でており、うち１点には「勅」字がみえる。

また、木簡を定木に転用したもの（本誌１４～１５頁参照）や、

墨書はないが封緘状の木製品も出土しており、紙を使っ

た文書行政との関連を示唆している。

小 括

以上のとおり、第１５・１６次調査で出土した木簡は共通

点が多い。内容的には仕丁制に関する一群が目につくが、

文書・貢進荷札・習書・呪符・削屑など多彩な内容の木

簡が含まれる。第１５・１６次調査区で検出した建物はSB

４０７０の１棟のみであるが、この近辺で木簡を使った事務

作業が活発になされていた点は確実であり、官衙が存在

した可能性は十分に考えられる。その際、有力な候補と

なるのが、雷丘の近くに所在したとされる民官である。

木簡の中に仕丁の食料米に関わる養米の貢進荷札の出土

が多かったこともあり、『日本書紀』朱鳥元年（６８６）７月

戊申条の「民部省の庸を蔵むる舎屋」（「民部省」は「民官」、

「庸」は「養」の文飾であろう）と結びつけたくなる。だが

仕丁の労務先は様々な場所が想定されるだけに、養米荷

札はいずれの官衙地区からの出土もありえる。官司の比

定については、今後の課題とする。 （市 大樹）

５ まとめ

本調査の結果、調査区の全域がA期には沼沢地であっ

たこと、そして南の第１５次調査区で検出したB・C期の

南北溝が、本調査区にも続くことを確認した（図１２２）。こ

の沼沢地や両時期の溝は、本調査区の北へ続く。このこ

とから、第１３次・１４次調査で検出した石神遺跡施設群の

北限から阿倍山田道に至る空間が、７世紀から８世紀に

かけて一体的に利用されていたことが明らかである。ま

たその阿倍山田道は、本調査区から、その北を東西に通

る県道桜井明日香吉野線付近までが検出想定区域であっ

たが、本調査では確認できなかった。各時期の遺構と阿

倍山田道との関係を明らかにすることが、今後の調査の

課題と言える。

また紀年銘木簡の新たな出土によって、個々の遺構や

各時期の年代観を僅かながらも絞ることができたのも成

果である。すなわち、第１５次調査では、B期の南北溝SD

４０９０の堆積土を切り、C期の石敷に覆われる土坑から出

土した木簡に記された年紀がが持統４年（６９０）であった

が、今回、同じSD４０９０の堆積土から持統６年（６９２）の紀

年銘木簡が出土し、C期の造営開始はこの年までは遡ら

ないことを確認できた。C期の造営は２年後の持統８年

（６９４）の藤原遷都と密接に関わるのかもしれない。

出土した木簡の時期は、第１５次調査区出土木簡と合わ

せても大半は天武朝～持統朝の限られた時期ものであっ

た。特に、仕丁制に関する多数の木簡群は７世紀におけ

る同制度の実態を示しうる史料という意味で注目される。

なお出土した多数の木簡群や文書用界線割付定木などは、

調査区近辺に関係する官衙の存在を窺わせるが、石神遺

跡の遺構変遷とその性格付けにも影響を与えるため、慎

重な検討が必要である。 （内田）

SD４１２１
SX４１１０ SX４１２４

SX４１１１

SX４１２２SX４１１３ SD４０９０
SX４０８１SD４１１５ SD４１２７木屑層SX４１１２

SK４０６７

SD４０６８
SX４０８４ SD１３４７

SD４０８９ SB４０７０

B‐１期 C期B‐２期

SF４１００ SSDD１１４４７７６６

SA１４９０SB３８９４ SB３８９４ SA１４９０

SB１５１５SB１５１５

図１２２ 遺構変遷図
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１ はじめに

本調査は、史跡川原寺跡における、奈良県風致保全課

による園地広場建設にともなう発掘調査である。調査地

は川原寺の寺域北部にあたり、伽藍地の北西から北に延

びる丘陵の東裾に位置する。近年まで畑地として利用さ

れていたが、公有化後に荒れ地と化したため、古都保存

事業による園地広場建設が立案され、建設計画の資料を

得る目的で発掘調査を実施した。

調査にあたって東西約５m、南北約５０mの調査区を設

定し、のちに一部を拡張して合計４３４㎡を調査した。調査

は２００３年２月１４日に開始し、７月３１日に完了した。

２ 検出遺構

調査区の基本層序は、上から耕土、床土、中世の包含

層（灰褐色土、黄灰色砂土）、奈良時代の整地層（炭混暗褐色

土、炭混暗灰色土）、川原寺創建期の整地層（炭混黄褐色土）

である。さらにその下層には７世紀前半から古墳時代に

かけての整地層が重なる。

検出した遺構のうち、中心となるのは川原寺創建期～

奈良時代で、冶金関連工房や瓦窯、鉄釜鋳造土坑、北面

大垣、掘立柱建物群などがある。平安時代以後の遺構の

数は少なく、小規模な掘立柱建物が存在する程度である。

そのほか、川原寺創建以前の７世紀代の遺構や、古墳時

代の遺構の一部を確認した（図１２４）。

川原寺創建期～奈良時代の遺構

冶金関連工房 調査区南部では、奈良時代の整地層であ

る炭混暗灰色土の一部を掘り下げ、冶金関連工房の具体

的様相を確認した。工房は、浸水を防ぐため丘陵裾に

「コ」字状に排水溝を設け、同時にその溝で作業面を区

画している。この区画溝に囲まれた作業面上に炉が設置

される。３条の区画溝SD６０２・６０３・６０５に囲まれる３つ

の区画を検出したが、同様の区画はさらに南北に連続す

ると予想される。工房の東は飛鳥川に向かって急激に落

ち込み、そこに炭・灰・焼土などが堆積する。

また調査区中央部にも、炉が丘陵裾に沿って散在する。

調査区北部には、北西の丘陵上から排出された炭層が堆

積しており、多量の冶金関連遺物が出土した。創建期の

冶金関連工房は、調査区周辺一帯に展開すると思われる。

検出した炉は３３基を数え、その多くは狭い範囲に数基

が重複して設置されている。炉はほとんど底部が残るの

みで、全容がわかるものは少ない。このうち調査区中央

の東端で検出した炉SX６２５は最も残りが良く、外径６５�、

内径２５�、深さ８�と規模が大きい。鞴羽口挿入孔が十

字形に配される形状が特徴的である。中心は椀形に窪ん

でおり、炉底部を貼り直して再使用している。

区画溝SD６０２・６０５は、埋土に多量の炭が含まれてお

り、溝内からは坩堝・鞴羽口・砥石・鉄滓などが出土し

た。また角礫が多数落ち込んでおり、SD６０５の一部には

護岸した状態で残っていた。このほか、SD６０３に重複し

て、冶金関連遺物が一括廃棄された土坑SK６０９があり、

鋳型・坩堝・鞴羽口が出土した。

瓦 窯 調査区中央の西端で、瓦窯SY５９５の焚口部を検

出した。窯体の大部分は調査区外西側の丘陵斜面に存在

する。丘陵裾を「八」字状に掘削して前庭部をつくり、

約１０°の傾斜で地山を削りこんで幅１．２mの焚口部をつく

る。前庭部には灰原が広がる。灰原は、冶金関連工房の

炭層より下層に位置するので、SY５９５は創建期に操業し

たと考えられる。

焚口部の上層にあたる、SY５９５埋没後の整地層からは

熔着瓦の塊が出土した。また、SY５９５の北東には焼損瓦

を廃棄した瓦溜りSX５９４がある。しかし、両者からは平

城宮土器Ⅲに比定できる土器が出土している。したがっ

て、奈良時代にSB５８８・５９０の建設にともない周辺一帯を

整地した際、SY５９５に由来する焼損瓦を一括して再廃棄

したと推定される。

鉄釜鋳造土坑 調査区南部で、大型の鋳造土坑SX５９９を

検出した（図１２５）。径２．８mの隅丸方形の土坑で、現状の

深さは４０�だが、削平を受けており、本来はこれ以上に

深さがあったと考えられる。

土坑内部には、鋳型がほぼ鋳造時の原位置に残存して

おり、形状からみて鍔をもつ鉄釜（羽釜）の鋳型と判断し

た。鋳型は、羽釜の口縁を下にした形で据え付けられ、

鍔から上の部分の外型が残っていた。鋳造製品を復原す

ると、口径８８�、高さ推定８０cm前後で、胴部の上方には

幅８�、厚さ２�の鍔がとりつき、鍔の表面に２条、口

縁上部に１条の凸線が巡る。鋳型の南側と北側は、製品

川原寺寺域北限の調査
―第１１９‐５次
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図１２３ 第１１９‐５・１２７‐３調査位置図 １：２０００
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を取り出す際に大きく破壊されていた。鋳型の周囲は白

色の粘土で覆われており、この粘土の内部には、鋳型を

取り囲んで被熱し赤く硬化した部分がある。また鋳型の

基礎部分には、内型の一部が残っており、厚さは１０～２０

�で内側から被熱している。これらの被熱痕跡は、鋳型

を乾燥させるために焙った跡と考えられる。

鋳型の下、鋳造土坑の基礎部分の中央部には径４０�、

深さ１０�の窪みがある。この窪みから、四方向に幅１５～

２０�の溝が掘られており、溝の先にはそれぞれ、一辺５５

～７５�、深さ約３０�の不整方形の小土坑がある。これら

は、鋳造時のガス抜き用の施設であろう。

以上からSX５９９における鋳造工程を復原すると、①鋳

造用の大きな土坑を掘り、その底にガス抜き用の窪み、

溝、小土坑を掘る。②鋳型外型と内型を組み、内型の内

部と外型の外部から燃焼して鋳型を乾燥させる。③鋳型

全体を白色粘土で被覆して固定する。④溶鉄を注入。⑤

鋳型を壊して製品を取り出す。⑥土坑廃棄。となる。

鉄釜の鋳造をおこなう際、SX５９９の西側の斜面上に溶

解炉を設置し、高低差を利用して溶鉄を流し込んだと想

定しているが、削平を受けているのでその痕跡は残って

いない。しかし調査区東南端で、溶解炉壁が一括投棄さ

れた土坑SX５９８を検出した。この溶解炉壁と鉄釜鋳型の

付着物を科学分析したところ、両者とも鉄が検出され、

鋳鉄に関わることが判明した。

SX５９９・SX５９８の両者とも、創建期の冶金関連工房を

壊しており、奈良時代の建物群に先行する。出土土器は

飛鳥�であり、藤原宮期の遺構と判断できる。なおSX

５９９は、遺構をシリコンで型取り、そこに取り上げた実物

の鋳型をはめ込むという方法により、遺構の復原模型を

製作している。

北面大垣 調査区北側で、東西塀SA６００を検出した。柱

穴掘形は一辺１．７～２．０m、深さ１．３m。柱間は３．０m（１０尺）。

検出した３柱穴のうち、最も西側の柱穴には径３５�の柱

痕跡が残る。柱掘形は、冶金関連工房の炭層を埋めた整

地層（花崗岩バイラン土）上面から掘削され、埋土には、花

崗岩バイラン土と炭が混じる。このSA６００は、柱穴の規

模から、川原寺の北面大垣と考えられる。南面大垣から

の距離は３３３mで、約３町（１町＝約１０９m）に相当する。設

置時期は、創建期の冶金関連工房の操業期以降、奈良時

代に建物群が建てられる前までの間としておく。

（Y－１６，５６０）

Y－１６，８３０ Y－１６，８２０

X－１６９，２１０

（X－１６９，５６０）

SX５９７

SX５９６

SX６３９

SA６００

SX５９３

SX５９４ SB５９１

SB５８３

SY５９５
X－１６９，２３０

SX６２７

SB５９０ （X－１６９，５８０）

SX６２５
SX６２６ SB５８２

１０m

SB５８８
SX５９９

SD６０５

SK６０９ SD６０４

SX６２４SD６０３
SB５８６

SB５８７SD６０２
X－１６９，２５０

０

SD６４０
SX５９８

SK６４１
SD６０１

図１２４ 第１１９‐５次調査遺構図 １：２５０

120 奈文研紀要 ２００４



SA６００の北側には、石積SX５９６とそれにともなう石敷

SX５９７がある。SX５９６は、南北４m以上にわたり、人頭大

の川原石を３段に積み、土留めとする。東側には拳大の

礫がややまばらに敷かれる。SX５９６は、奈良時代の建物

SB５９０の西側柱筋の延長上に位置するので、両者は同時

期と考えられる。

掘立柱建物 調査区中央部～南部で、創建期の冶金関連

工房を埋めた整地層（炭混暗灰色土）上に５棟の建物があ

り、またそれに先行する塀を検出した。最も古い建物か

らSA５９２→SB５９１→SB５８８・SB５９０→SB５８７→SB５８６の 順

に変遷する。

SB５９０は、桁行２間（５．１m）×梁行２間（４．８m）の総柱

建物２棟が棟通りを揃えて並んでおり、二つの倉が並び

建ち連結部をもつ双倉形式の建物に復原できる。中央間

は２．７mで、桁行総長５間（１３．５m）。柱掘形は一辺０．８m。

この棟通りが南に位置するSB５８８の西側柱筋と揃うので、

両者は併存したと考えられる。SB５８８は、桁行４間（９．６

m）×梁行２間（４．８m）の南北棟で、柱掘形は一辺０．８m。

SB５８８廃絶後にSB５８７、SB５８６が建てられる。SB５８７は桁

行３間（４．５m）×梁行２間（３．６m）の東西棟で、柱間が狭

く、規模がやや小さい。SB５８６は桁行３間以上×梁行２

間（４．８m）の東西棟で、東側は調査区外に続く。掘立柱建

物群の中で最も新しい。奈良時代末頃～平安時代初頃の

炉SX６２４を囲む形で建つので、工房の覆屋である可能性

がある。

その他の時代の遺構

調査区の北部で、北西の丘陵上から排出された炭層の

下で、土器溜りSX６５０と下層石敷SX６３９を確認した。両

者から、瓦や冶金関連遺物は出土していないので、川原

寺創建以前の遺構と考えられよう。SX６５０は、炭層の直

下で、４m四方の範囲に土器片が大量に密集していた。

土器のほとんどが摩滅した細片で、ほかに遺物をまじえ

ない。SX６３９は、炭層より約３０�下に位置する。丘陵裾

に石組溝をつくり、その東に拳大の円礫を敷き詰めてい

る。規模は、SX６５０とほぼ重なる位置で南北８m、東西２

m以上が確認でき、東側は調査区外まで広がる。出土土

器から７世紀前半頃の遺構と考えられる。

また調査区の南端で、古墳時代の遺構の一部を確認し

た。SD６４０は幅１．８mの素堀の南北溝であり、その下層に

は円形土坑SK６４１がある。両者から土器が大量に出土し

た。土器は完形に近く復原できるものが多い。また、そ

れとともに滑石製模造品・臼玉が１００点以上出土してお

り、これらの遺構・遺物は祭祀に関わる可能性がある。

３ 出土遺物

冶金関連遺物など 冶金関連遺物には鋳型・坩堝・鞴羽

口・砥石・鉄製品・銅製品・銀片・鉄滓・銅滓などがあ

り、ほかにガラス小玉鋳型、ガラス片、玳瑁片、漆塊が

ある。冶金関連遺物は、調査区全域から出土した。全容

が確認できるものは、坩堝４０点以上、鞴羽口７０点以上、

砥石６０点以上あり、鉄滓は１００㎏近くある。 （冨永里菜）

Y－１６，８２６ Y－１６，８２４Y－１６，８２６ Y－１６，８２４
（Y－１６，５６４）

X－１６９，２４３ X－１６９，２４３

（X－１６９，５９０）

０ １m

Y－１６，８２６ Y－１６，８２４ H＝１１３．２０m

� 鋳型片 白色粘土

焼土（炭混） 鋳型

焼土 青色粘土

灰色粘土

図１２５ 鋳造土坑SX５９９鋳型出土状況（左）、基礎構造（右）１：４０
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瓦磚類 川原寺創建から平安時代の瓦磚類が大量に出土

した（表１６）。軒丸瓦８型式３２点と型式不明が２点、軒平

瓦３型式９種１８点が出土した。軒丸瓦６０１C・６０８・６２１・

６４５（鬼面紋）は創建期、７０１・７１５・７１６・７２１は平安時代

である。軒平瓦６５１・６５２は創建期、７８３は平安時代である。

奈良時代の軒瓦は出土していない。丸・平瓦は、丸瓦

２，５２８点（３８６．６２kg）、平瓦１３，１２３点（１，７６７．７３kg）が出土し

た。両者とも創建期のものと平安時代のものに数量が集

中している。 （小谷徳彦・筧 和也）

土器類 弥生時代から中世の土器類があるが、多くは古

墳時代と７世紀代のものである。工房区画溝には、土師

器杯C・杯H・蓋・高杯・鉢・鍋・甕・竈、須恵器杯G

・杯H・同蓋・高杯・壺C・甕などがあり、飛鳥Ⅰから

Ⅲまでの土器を含む。ほかに、被熱土器や漆付着土器が

ある。鉄釜鋳造関係遺構SX５９９・SK５９８には、土師器杯A

・B、須恵器杯B・同蓋などがあり、飛鳥Ⅴに比定できる。

土器溜りSX６５０には土師器杯H・杯X・高杯・盤・鍋、

ロクロ土師器、須恵器杯H・同蓋・杯G・同蓋・盤蓋な

どがある。蓋の数量が身に比べ多く、煮沸具や貯蔵具は

僅少であるという特異な器種構成であるため、編年的位

置づけは困難だが、飛鳥Ⅰに属するであろう。古墳時代

の遺構SD６４０・SK６４１からは土師器、ロクロ土師器、須

恵器、韓式系土器、製塩土器が出土し、須恵器は多くが

陶邑編年TK２３～TK４７に比定できる。 （飛田恵美子）

４ まとめ

本調査によって、川原寺の北面大垣を初めて確認し、

寺域の南北長がほぼ３町であることが判明した。これは

持統・文武朝の四大寺のうち飛鳥寺の寺域南北長（２９４

m）とほぼ同規模であり、川原寺が大寺にふさわしい寺

域をもつことを確認できた。

また、北面大垣に接する寺域北部に工房関係遺構が展

開する状況が明らかになった。工房の操業期間は７世紀

後半の創建期から平安時代に及ぶ。工房では、鉄・銅・

銀などの金属加工を行っており、また同時に、瓦、ガラ

ス製品、漆塗製品などの生産を行っている。この工房は、

川原寺寺域内に営まれ、操業時期が川原寺の造営や消長

と密接に連動するところから、川原寺の造営や営繕のた

めに設置された寺院工房と考えられる。

奈良時代の資財帳や縁起などの文献史料により、古代

寺院の寺域内には大衆院、倉垣院、花苑院、修理院など

の諸施設が配置されていた様子が知られる。今回、川原

寺の寺域北端で工房関係遺構を確認したことにより、古

代寺院の空間利用の一端を解明することができた。

また鋳造土坑SX５９９は、これまでに類例のない古代の

鉄釜の鋳造土坑であり、大型の鋳鉄遺構としても最古の

資料である。鉄釜に関しては、１２～１４世紀の伝世品があ

るほか、現在のところ出土品でも古代に遡る例はない。

また鋳造遺構としては、８世紀頃から各地で梵鐘鋳造土

坑がつくられるが、本遺構のようなガス抜き構造や鋳型

の固定方法を採るものはほかにみられず、特徴的である。

古代の鉄釜の形状や、製作技術を解明する上で貴重な資

料といえる。

古代寺院は、法隆寺や大安寺の資財帳にみるように、

数多くの鉄釜を所蔵し、温室（湯屋）の湯わかしや食物調

理に使用していた。川原寺における鉄釜の使用法につい

ては、今後さらなる検討が必要となろう。

なお、本調査の詳細については、別途刊行した調査報

告書（『川原寺寺域北限の調査 飛鳥藤原第１１９－５次発掘調査

報告』２００４年３月）を参照されたい。 （冨永）

表１６ 第１１９‐５次調査出土瓦磚類集計

軒 丸 瓦 軒 平 瓦 その他
型式 点数 型式 点数 種別 点数
６０１C １６ Ａ １ 切り面戸瓦 １
６０８ ７ Ｂ ２ 切り熨斗瓦 １
６２１ ２ Ｂ１ １ 隅切瓦 １
６４５ ３ ６５１ Ｂ３ ２ 文字瓦 １
７０１ １ Ｂ４ ２ ヘラ描き丸瓦 ３
７１５ １ Ｃ １ ヘラ描き平瓦 ４
７１６ １ Ｄ ６ 磚仏 １
７２１ １ ６５２ １ 磚 ６
不明 ２ ７８３ ２ 土管 ３
合計 ３４ 合計 １８

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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１ はじめに

本調査は、史跡川原寺跡内における明日香村村営下水

道管敷設工事に伴う調査である。当該地は、１９５０年代に

周辺を発掘し（奈文研『川原寺発掘調査報告』１９６０年。以下

『報告』）、１９９５年に下水道工事に関連して、推進工法の

発進竪坑位置を検討するため８ヶ所の試掘調査をおこな

った（川原寺１９９５‐１次。『年報１９９７‐Ⅱ』５７～６６頁）。今回は、

１９９５年の調査結果を受けて、発進竪坑を設置する工事に

伴う立会調査であった（A・C・D区）。ところが、発進竪

坑設置後の推進工法による下水道管敷設工事を進めるう

ちに、管が何らかの埋蔵物にあたって推進できない状況

となった。そこで、その地点を発掘調査によって確認す

ることになった（B１・B２区）。

調査は、２００３年１０月から２００４年２月の間に断続的にお

こない、都合６日間を要した。調査の総面積は１４．４�で

ある。各調査区の位置などは以下の通りである（図１２３）。

なお、調査には明日香村教育委員会の協力を得た。

Ａ 区：西渡廊北側。東西２．０m×南北２．２m。

Ｂ１区：西渡廊北側。東西１．１m×南北２．９m。

Ｂ２区：西渡廊北側。東西１．０m×南北２．０m。

Ｃ 区：西僧坊基壇上。東西２．１m×南北１．９m。

Ｄ 区：僧坊西北入隅部。東西１．０m×南北１．０m。

２ 検出遺構

A・C・D区は、１９９５年の調査区と重なる位置にある。

いずれも黄褐色を呈する川原寺の整地土層をのぞいては、

明瞭な遺構はなかった。

B１区 西渡廊基壇北縁の３m北方にあり、小子房推定

地内に位置する。層序は、①コンクリート擁壁、②青灰

色粘質土、③焼土、④黄灰色粘質土、⑤暗青灰色粘質土、

⑥黒色粘土、⑦青灰色粘土である。遺構は⑤、⑥層上面

で検出した。

⑤層上面で検出した遺構は、石敷SX６７０がある。直径

１０～２０�の石を並べるが、あまり密ではない。石敷上面

の標高は１１６．２m。この標高は、西僧坊の基壇や西渡廊基

０ ３m

川原寺の調査
―第１２７‐３次

（Y－１６，５７７）（Y－１６，５８０）
Y－１６，８４０ Y－１６，８３７Y－１６，８４３

B２区 上層 B１区 上層
（X－１６９，８１３）

SX６７０SK６７３
X－１６９，４６７

SX６７４

B２区 下層 B１区 下層
（X－１６９，８１３）

SX６７１SX６７５ X－１６９，４６７

SSXX６６７７２２

H=
１１７．０m�

�

�
�� �

１１６．０m
� �

SK６７３
�

��

	

�

図１２６ 第１２７‐３次調査 平面図・南壁断面図 １：６０
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壇南縁の石列（１９９５‐１次F‐４区）と近く、川原寺伽藍の時

期のものと想定できる。

⑥層上面で検出した遺構は、枠状の遺構SX６７１と石詰

暗渠SX６７２がある。SX６７１は平瓦４枚を円形に並べたも

ので、直径約３５㎝。井戸枠などに利用されたと推定され

るが、掘形はない。SX６７２は西半分は壊されているが、

幅約０．７m、深さ０．７m以上の掘形をもち、その中に人頭

大の石を詰め川原寺創建期の平瓦で蓋をしている。

B２区 B１区の３m西にある。B１区同様、小子房推定

地内に位置する。層序はB１区と同じである。遺構は④、

⑤、⑥層上面で検出した。

④層上面で検出した遺構は、土坑SK６７３がある。調査

区より大きいため規模はわからない。埋土に焼土やはつ

り屑を多く含み、ごみ捨て穴と考えられる。

⑤層上面で検出した遺構は、瓦敷SX６７４がある。調査

区西半はSK６７３によって壊される。凸面を上に向けた大

小の瓦を敷いている。瓦には、丸・平瓦以外にも川原寺

創建期の軒丸・軒平瓦がある。磚も含む。B１区の石敷

SX６７０と標高が同じであり、同時期の遺構と考える。

⑥層上面で検出した遺構は、SX６７５がある。人頭大の

石を上下に２段以上積み、その下にさらに石を積む。B

１区のSX６７２のような石詰暗渠と推定される。

３ 出土遺物

A・D区からは遺物は出土していないため、B区の遺物

について述べる。

土器類 少量の土師器・須恵器が出土したが、遺構の時

期を特定できる資料はない。

瓦磚類 調査面積は狭いが、大量の瓦磚類が出土した。

軒丸瓦は６０１Bが１点、軒平瓦は、６５１B１が２点と、６５１D

が１点が出土。丸・平瓦は、それぞれ５１点（２８．２㎏）、１３６

点（６５．２３㎏）出土した。多くは創建期のものである。ほか

に、これまでの川原寺の調査でも出土している、上面に

波形を彫り込んだ大型矩形磚が１点出土している。

瓦敷SX６７４から出土した軒瓦は、すべて荒坂瓦窯産で

ある。丸・平瓦は、須恵質で丁寧な調整を施す荒坂瓦窯

産が大半であるが、他に凸面布目平瓦や、凸面に格子叩

き目や横縄叩き目を残す平瓦もある。これらの瓦はいず

れも川原寺創建期のものである。ただし、創建期の瓦窯、

川原寺瓦窯（本書１１８頁）で生産されたと推定される丸・平

瓦は１点も出土していない。 （瓦磚類：筧 和也）

４ まとめ

上層遺構と小子房 西僧坊の調査では、基壇土の下に石

敷や瓦敷を確認しており、基壇補修時に石や瓦を基壇土

の下に敷いたもの考えている（『報告』）。今回の調査で石

敷SX６７０・瓦敷SX６７４の上にある④層は、黄褐色を呈す

るキメの細かい締まった土で、基壇土として遜色ない。

今回の調査地は、『報告』では小子房の存在を想定してお

り、上層遺構は小子房の基壇である可能性が高い。

下層遺構 １９５７年の調査で、西金堂の東では、７５㎝ほど

の厚い沼状地形堆積土中で２本の石組暗渠を検出してい

る。この暗渠は、中心伽藍一帯に広がる沼状地形を埋め

立てて造っており、川原寺創建期以前の遺構と考えられ

ている（『報告』）。今回検出した暗渠SX６７２・６７５も、約５

０㎝の厚い沼状堆積の下にあり、層位関係は西金堂東の

暗渠と同じである。したがって、両者は同じ性格のもの

であると考えられる。しかし、SX６７２は暗渠の蓋に川原

寺創建期の平瓦が用いられており、創建以前の遺構とは

考えられない。具体的な時期などの問題が残ったが、今

後の周辺の調査を待ちたい。 （前岡孝彰）

６０１B

６５１B１

６５１D

図１２７ 第１２７‐３次調査出土軒瓦 １：５
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Ⅲ　平城宮跡等の調査概要�



表１７ ２００３年度 平城宮跡発掘調査部 発掘調査一覧

調査次数 調査地区 遺 跡 調査期間 面積 調査地 担当者 調査要因 掲載頁

３４６次
３５２次

３５５次

３５６次
３５７次
３５８次
３５９次

３６０次

３６１次
３６２次
３６３次
３６４次
３６５次
３６６次
３６７次
３６８次
３６９次

６AAH-D
６BGN-C
６AAX-I・J
６AAX-E・H
６AFB-K・J
６BFK-G
６AFB-J
６AGR-I
６ABR-E
６ABS-D
６AFJ-Q
６AED-B
６BFO-A・B・C
６BFK-I
６BGN-B・C・D
６BFO-A・B
６ABS
６BYS-J・K
６BKF-K

平城宮朝集殿
旧大乗院庭園

平城宮朝集殿

法華寺旧境内
法華寺旧境内
法華寺旧境内
平城宮北方遺跡

第一次大極殿院南面築地回廊

左京三条一坊八坪
左京三条六坊十三坪
法華寺
法華寺旧境内
大乗院
法華寺
中央区朝堂院
薬師寺
興福寺中金堂院回廊

２００２．９．９～２００３．８．２５
２００３．１．７～３．１２

２００３．３．１８～８．２５

２００３．４．１５～４．１８
２００３．４．２２～５．７
２００３．５．６～５．７
２００３．５．１４～５．２０

２００３．７．２～１０．３

２００３．６．８～６．２０
２００３．７．２２～７．２５
２００３．８．４～１２．２４
２００３．９．４～９．８
２００３．１０．１～１２．２４
２００３．１０．１～１０．３
２００４．１．５～３．３１
２００４．２．１２～３．１７
２００４．３．３～３．３１

２９９�
２６７．５�

１２９５�

７．５�
１０．８�
１１�
４８�

６００�

５１�
５�
３２１�
８�
３９０�
４０�
１９００�
２４６�
３２．８�

奈良市佐紀町
奈良市御所馬場町

奈良市佐紀町

奈良市法華寺町１２１８‐１
奈良市法華寺町３９３
奈良市法華寺町１２２８
奈良市山陵町３８，３９‐１，３９‐２

奈良市佐紀町

奈良市二条大路南
奈良市東向南町１０‐２
奈良市法華寺町８８２
奈良市法華寺町４１２
奈良市御所馬場町
奈良市法華寺町８８２
奈良市佐紀町
奈良市西ノ京町４５７
奈良市登大路町

馬場 基
次山 淳

山本紀子

今井晃樹
神野 恵
今井晃樹
神野 恵

山本 崇

神野 恵
清野孝之
高橋克壽・林正憲
島田敏男
金井 健
林 正憲
金田明大
豊島直博
清永洋平

学術調査
史跡整備

学術調査

住宅建設
住宅建設
住宅建設
宅地造成

学術調査

住宅建設
店舗建設
防災工事
住宅建設
史跡整備
建物建設
学術調査
河川改修
史跡整備

１２８※
１４６

１２８

１６６
１６８
１６７
１７０

１３６

１６９
１２６
１５８
１６７
１４６
１５８
１４３
１２６
１２６

※第３４６次調査区のうち、西拡張部のみ第３５０次調査と一連で２００３年度春の現場班が行った。

表１８ ２００３年度 平城宮跡発掘調査部 小規模調査の概要

調査次数 遺 跡 調査の概要

３６２次

３６８次
３６９次

左京三条六坊十三坪
（興福寺菓園・園地）

薬師寺
興福寺中金堂院回廊

事務所付き住宅建設に伴う事前調査。東西５m、南北１mの調査区を設定した。遺構検出面の標高は８１．４m
付近である。調査区西１／３では近世以降の埋甕と、その下層で時期不明の斜行溝を１条検出した。調査区
東２／３では、埋甕にともなう整地土より新しい近世以降の大土坑を１基検出した。出土遺物は瓦（中世巴
文軒丸瓦１点含む）や土器、陶磁器などあわせてコンテナ３箱分である。
河川改修にともなう事前調査。鎌倉時代の遺物包含層を確認した。
境内整備にともなう事前調査。中金堂院西南部に１ヶ所、中門南面参道上に２ヶ所の調査区を設定。回廊
内側の雨落溝および暗渠を検出した。

表１９ ２００３年度 平城宮跡発掘調査部 現場班編成 ※総担当者

考古第一 考古第二 考古第三 遺構 史料

春
夏
秋
冬

井上和人

次山 淳
豊島直博

神野 恵
高橋克壽
川越俊一
金田明大※

今井晃樹
清野孝之
林 正憲
深澤芳樹

山本紀子※
島田敏男・大林 潤
金井 健※
中島義晴

山本 崇※
馬場 基
渡辺晃宏

総括：部長 岡村道雄 写真担当：牛嶋 茂、中村一郎
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�-１ 平城宮の調査

３３３３７７

３６０

３６７

３２６

３４６・３５５

図１２８ 平城宮発掘調査位置図 １：８０００



1 はじめに

本調査は２００２年度から２００３年度にかけて実施したもの

で、朝集殿院の内庭部と区画施設の解明を目的とする。

朝集殿院に北接する東区朝堂院地域では、１９８４年度か

ら１９９６年度にかけて東半部分を調査した。朝堂院の遺構

は上層、下層の二時期に大別され、朝堂院十二堂は瓦を

葺かない掘立柱建物から瓦葺の礎石建建物へ、東面と南

面の区画施設は掘立柱塀から築地塀への変遷をたどって

いたことが明らかにされている。

朝集殿院地域では、１９６８年度（第４８次）と１９９６年度（第

２６７次）の調査で東朝集殿の基壇と朝集殿院の東面築地塀

を、２００１年度（第３２６次）には朝集殿院の南門を確認した。

これらの調査で、朝集殿院の区画施設は、東面と南面で

異なる様相をみせることが明らかにされている。東面で

は築地塀のみが確認され、朝堂院東面で検出された下層

の掘立柱塀が存在しない。一方、南面では築地塀の痕跡

は残らず、掘立柱塀が朝集殿院南門の東西に取り付いて

いた。そのため、朝集殿院を区画する掘立柱塀と築地塀

の関係や変遷については未解決の課題が残されていた。

今回は、こうした課題を解明するために朝集殿院の内

庭部と外郭部、東南外側に調査区を設定し、調査を進め

た（調査区名は図１２９を参照）。第３４６次調査は２００２年９月９

日から表土を掘削、２００３年２月１０日から調査を開始。第

３５５次調査は３月１８日に開始し８月２５日に終了した。調

査面積は第３４６次が２９９㎡、第３５５次が１２９５㎡である。

2 地形と基本層序

朝集殿院の区画施設推定部（南区、東区、東南区）は、盛

土と張り芝で幅８mほどの基壇状の高まりとして整備さ

れている。東外側には大正時代に整備された溝と市道が

南北方向に通り、南外側にも東西方向に溝が掘られる。

現地形は、内庭部（中央区）は東南隅にむかってゆるやか

に低くなり、市道の東側（３４６次調査区、北区、東北区）では

南にむかって下がっている。

調査区の基本層序は、現地表から表土、整備盛土、床

土、中近世の遺物を含む褐灰色土、淡黄灰色土があり、

その下は暗灰褐色から暗黄褐色の古墳時代以前の堆積層

となる（中央区では標高６３．３～６３．５m、３４６次調査区では標高

６３．１～６３．２m）。奈良時代の地表面は削平されて残ってい

ない。中近世の遺物包含層は数層に分層され、各層の上

面で耕作用の素掘溝を検出した。素掘溝は調査区のほぼ

全域に高い密度で分布しており、多くは重複していた。

3 検出遺構

平城宮造営前の遺構

大溝SD１８４６１ 東区下層の断割調査で部分的に検出した。

第４８次調査で確認した古墳時代前期の自然流路SD６０３０

と一連の溝とみられる。

大溝SD１８５７２ ３４６次調査区の西中央付近および東辺の

断割調査で検出した幅９．３mの溝。暗灰色砂の溝埋土か

ら古墳時代の遺物が出土した。SD６０３０と一連の可能性

が高い。

竪穴住居SB１８５５１ ３４６次調査区の東北で検出した一辺

約４．５mの方形の古墳時代中期以降の竪穴住居。SD１８５５２

と方位がほぼそろっている（図１４２）。

SD１８５５２ ３４６次調査区の東南で検出した幅約６０cm、深

さ約５cmの素掘りの斜行溝。北に対し約５５度西に傾く。

古墳時代中期以降に埋没（図１４２）。

SD１８４７０ 中央区の北西から南東に向かってゆるやかに

蛇行する溝。７世紀の須恵器などが出土。幅は約２mか

ら２．５m、深さは南北畦付近では約４０cmで、南側では浅

くなり調査区の東南部で削平されている（図１３０）。

SD１８４６２ 東区の中央で検出した幅約１．０m、深さ約１５

cmの素掘りの南北溝（図１３９）。

東
朝
集
殿

北区

朝集殿院の調査
朝集殿院―第３４６次・３５５次

東北区

南門

式部省

図１２９ 第３４６次・３５５次調査区位置図
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図１３０ 第３５５次調査上層遺構平面図（中央区・南区・東南区・東区） １：３００

図１３１ 東にのびる掘立柱塀SA１８４４１（東南区北西から） 図１３２ 南面築地塀SA１８４５０の版築（南区北西から）
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平城宮朝集殿院に関わる遺構

東朝集殿南側の内庭部では、平城宮に関わる遺構の痕

跡は残っていなかった。

掘立柱塀SA１８４４０・SA１８４４１ SA１８４４０は東区朝集殿院

の南面を区画する掘立柱の東西塀。柱穴は南区で２ヶ所、

東南区で３ヶ所検出され、ともに調査区外に続く。第３２６

次調査では朝集殿院南門の東側に取り付く掘立柱東西塀

SA１８４１０を検出した。SA１８４４０はこれと一連の区画施設

と判断される。５ヶ所の柱穴の柱は全て抜き取られてい

る。柱の掘形は抜取穴により大部分が壊され、南区の西

側の柱穴で一部残存するのみであった。柱抜取穴の断面

形は、底部近くで箱型を呈し、上部がすり鉢状に広がる。

抜取穴は検出面では不整円形を呈し、径約３m、底部で

は径約１m。深さは検出面から約２．０m。抜取穴の底の標

高は、南区で６２．７０～６２．７５m、東南区の西側が６１．４５m、

東側が６１．３５mで、東に向かって低くなる。

柱間寸法は７．５尺と１０尺の２者がある。南区の２ヶ所

の抜取穴は心々の間隔が約２．２m（７．５尺）。東南区では、

現在の暗渠の東西にある２ヶ所の抜取穴の心々間隔は約

６．１mあり、暗渠部分に柱穴があったと想定すれば、１０尺

間が２間分（復元推定値５．９１m≒０．２９５７m×２０尺）と考えられ

る。調査区外の柱間は今回の調査では未確認だが、東南

区の西側の柱穴と南区の東側の柱穴の間隔が約１６．３mあ

り、計画寸法は５５尺（１６．２６m）とみられる。南区の西側の

柱穴と、第３２６次調査で検出した南門東脇の柱穴の間隔

は約４８．７mで、計画寸法は１６５尺（４８．７９m）とみられる。

いずれも、７．５尺と１０尺の柱間を組合せた長さである。

SA１８４４１は、SA１８４４０の柱抜取穴の埋土上面で検出さ

れた東西塀。柱穴を南区で２ヶ所、東南区で３ヶ所確認

した。柱穴はSA１８４４０より一回り小規模で、検出面での

径は約１．７m。柱の掘形は抜取穴により壊されて残って

いない。

SA１８４４１の柱筋はSA１８４４０とそろうが、東西方向の柱

穴心は、ずれており、柱間は約２．７mである。柱穴の深さ

や規模が一定ではないことから、仮設の施設である可能

性も高い。SA１８４４０の柱抜取穴の埋土上層には堅くしま

った暗紫褐色土がしかれており、SA１８４４１の抜取穴は、

この暗紫褐色土層上面から掘りこまれる。

Y－１８,５１６ Y－１８,５１３

築地積土

H＝６３.０m

SA１８４４０
抜取埋土

H＝６２.０m
SA１８４４１
抜取埋土

図１３３ 南面掘立柱塀の柱穴東西断面図（南区）１：５０

X－１４５,５３０X－１４５,５２５

築地積土

H＝６４.００m

H＝６３.００m

SD１８４４５A
SD１８４４５B

SA１８４４０抜取

図１３４ 南区東壁断面図 １：５０
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SD１８４４５A・B 朝集殿院の南面区画施設の北側に位置す

る素掘りの東西溝。二段掘りの形状で、下層溝SD１８４４５

Aと上層溝SD１８４４５Bに分かれる。上層・下層溝とも、埋

土に第二次大極殿院の所用瓦と同じ軒丸瓦６２２５A－軒平

瓦６６６３Cを含むが、下層溝から出土した瓦の量は上層に

比べ少ない。下層溝は幅約０．８m、深さ約２５cmで、埋土は

灰色砂質土。上層溝は幅約１．６m、深さ約２０cmで、埋土は

黄灰色粘質土。上層溝の底には遺物がほとんど入らない

灰黄白色砂の薄い層がみられた。下層溝は掘立柱塀SA

１８４４０の柱抜取穴埋土上面から掘られ、暗渠SD１８４５５の

掘形に切られる。上層溝は平城宮廃絶後の堆積層上面か

ら切り込む。上層溝は朝集殿院南面の築地塀の雨落溝を

踏襲したもので、第３２６次調査時に朝集殿院南門の東で

検出した東西溝SD１８３７４に続く可能性が高い。

築地塀SA１８４５０ 朝集殿院の南面築地塀。SA１８４４１の抜

取穴を埋めて築地積土を積む。調査区内では築地本体の

大半が失われているが、南区で厚さ約１０cmから４０cmの

版築層を確認した。黄褐色砂礫土の積土は、SA１８４４１の

柱抜取穴部分では厚い。築地基底部は、幅２．１mから２．４

mに復元できる。築地南側の雨落溝想定位置には、溝の

痕跡はない。基壇の出や高さ、あるいは築地塀の構造が

南北で異なる可能性もある。

暗渠SD１８４５５ 東南区で検出した石組暗渠。幅１．４m、深

さ約３０cm。底に凝灰岩切石を並べる。底石は調査区内で

８個を確認した。底石は平面が長辺約７０cm、短辺約４０

cmの長方形で、厚さが約１０cm。上面中央は侵食のため

にわずかにくぼんでいる。暗渠の蓋石は残っておらず、

側石は二ヶ所に凝灰岩片が一部残る。暗渠側石の掘形埋

土中から６２２５型式の軒丸瓦片が出土した。暗渠の底石上

面は東西方向にほぼ水平面をなすが、南面築地の北雨落

溝の水を東面築地の外側に排水していたと考えられる。

SX１８４５６ 東南区の暗渠下層およびその北側の地山直上

で検出した小穴群。径は約０．６mから１．２m、南北の間隔

が約２．１m。詳細な時期や性格は不明である。
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暗暗
渠渠

SD１８４５５
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SA１８４４１

X
－
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,５３０

SA１８４４０

SA１８４４１

Y－１８,５１５ Y－１８,４９５

図１３５ 第３５５次調査南区・東南区遺構平面図 １：１２０

Y－１８,４７２

X－１４５,５２７

SD１８４４５A

図１３６ 暗渠SD１８４５５の底石平面図 １：５０ 図１３７ 暗渠SD１８４５５（東南区南東から）

�‐１ 平城宮の調査 131



築地塀SA５９８５ 朝集殿院東面を区画する築地塀。東区

と東南区で検出した。積土は版築で築成されていた。積

土の大半は削平されており、高さ４０cmほどが残存する。

基底部は幅約１．５mが残存し、本来は約２．１m幅であった

と推定される。断割調査では、築地基壇土は古墳時代以

前の堆積層上に積まれており、築地下層に掘立柱塀の遺

構が存在しないことを確認した。

SD１８４６０ 東面築地SA５９８５に平行する素掘りの南北溝。

溝心は築地の想定心から西に約２mの位置にあたる。溝

は幅約２m、深さ３５cm。埋土中に６２２５A－６６６３Cの瓦を

多く含む。第４８次調査区内のSD６０１０、第２６７次調査区内

のSD１７３５６と一連の溝である可能性が高い。SA５９８５の西

雨落溝を踏襲した溝で、奈良時代後半以降に埋没した。

掘立柱塀SA１８５６０ ３４６次調査区と東北区、北区の西端

で検出した南北掘立柱塀。１０ヶ所の柱穴を確認した。第

３４６次調査では６ヶ所の柱穴を検出した。また、北の延長

上にあたる第４８次調査の２ヶ所の調査地点では柱穴が未

確認だったため、既調査範囲に重複して南北幅を広げた

調査区（北区・東北区）を設定し、各２ヶ所の柱穴を検出

した。調査区の西側に市道が通るため、柱穴はいずれも

東側の一部のみを検出した。柱穴の西半は市道の下にあ

たる。柱間は、部分的な検出のため確定し難いが、７．５尺

から９尺とみることができる。

３４６次調査区で確認したSA１８５６０の南端の柱穴は、朝

集殿院の南面掘立柱塀SA１８４４０の柱筋の延長上にあたる。

SA８４４０とSA１８５６０が当初の朝集殿院を区画する一連の

掘立柱塀であった可能性が高い。

北区では、柱穴のほぼ東半分を検出した。柱穴の埋土

底近くで、原位置からは移動している厚さ約６cmの礎

板の板材が出土した。

SD１８５５５ ３４６次調査区の西北と東北区で検出した素掘

りの南北溝。幅約８５cm。溝は土器、瓦片を含む奈良時代

後半以降の遺物包含層上面から切り込む。この遺物包含

層は、SA１８５６０の抜取穴埋土よりも上層である。

Y－１８,４９５ Y－１８,４９０

SA５９８５

H＝６４.０m

SD１８４６１
H＝６３.０mSD１８４６０

図１３８ 東区北壁断面図 １：５０
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図１３９ 第３５５次調査東区遺構平面図 １：１２０

図１４０ 東面築地SA５９８５と南北溝SD１８４６０（東区北から）
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SS１８５６１ SA１８５６０の東側に並ぶ南北柱列。柱穴は不整

円形を呈し、径は約５０cmから６０cm、深さは約２５cmから

４０cmで、SA１８５６０の柱間のほぼ中心に並ぶ。SA１８５６０の

足場穴と見られる。各柱穴には柱抜取穴が残る。

朝集殿院の外側の奈良時代の遺構

掘立柱塀SA１８５７０ ３４６次調査区東北部で検出した掘立

柱の南北塀。柱間約２．２m。調査区内で抜取穴西半を検出

し、調査区西壁に断面が見えていたため、北端部を拡張

して、柱穴を３ヶ所検出した。柱穴列は調査区に対して

東にふれており、これより南では確認できていない。

SD１８５６５・１８５７５ 掘立柱塀SA１８５７０に平行する南北素

掘溝。SA１８５７０の想定心から各溝心までは約１．２m。SA

１８５７０の東・西雨落溝の可能性が高い。SD１８５６５は、幅約

０．７mから１．０mで、深さ約２０cmから２５cm。溝は、細く浅

くなる部分がある。また、一部の場所では溝岸がほぼ垂

直に立ち上がる。

SD１１９９０ ３４６次調査区西南部で検出した南北溝。SD

１１９９０は、第２２９次、第２３５次調査等で検出した式部省下層

掘立柱塀SA１４６８０の東雨落溝で、今回その北端を確認し

た。溝の幅は約６０cm、深さは検出面から約１５cmから２０

cm。溝は調査区内で西に直角に曲がり、調査区外にのび

る。北端の曲折部分は溜り状を呈し、土器・陶硯・瓦な

どが出土した。出土遺物で年代の明らかなものは、いず

れも奈良時代前半以前のものである。SA１４６８０は調査区

外であるが、SD１１９９０が西に曲折することから、SA

１４６８０もSD１１９９０を北雨落溝とする位置で西に続くと考

えられる。

SD１８５５０ ３４６次調査区南端で検出した東西溝。幅約７５

cm、深さ約２０cm～２５cm。調査区西南で式部省下層溝SD

１１９９０に切られる。溝の埋土の堆積状況から水が流れて

いたと推定される。廃絶時期はSD１１９９０よりも古い。

SK１８５７１ ３４６次調査区の西拡張部で、溝SD１１９９０の底面

から検出した穴。径約５５cm、深さ約４０cm。埋土中から平

瓦が出土した。 （山本紀子・馬場 基）

X－１４５,４３５ （Y－１８,２２０）
Y－１８,４８０

北区
（X－１４５,７８０）

X－１４５,４３５

H＝６３.６m

抜取埋土上層

H＝６３.０m

SA
１８
５７
０

X－１４５,４８８

（X－１４５,８３５）抜取埋土下層

SA
１８
５６
０

東北区

SD
１８
５７
５

図１４１ 掘立柱塀SA１８５６０柱穴南北断面図（北区）１：５０ （Y－１８,２２０）
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５５
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X－１４５,５２０

SD
１８
５６
５

SD１８５７２
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１８
５６
１

（X－１４５,８７０）

SK１８５７１
X－１４５,５３０

SD
１１
９９
０

SD１８５５２

SA
１４
６８
０ SD１８５５０

３４６次調査区

２３５次調査区

図１４２ 第３４６次・３５５次調査遺構平面図 １：３００

図１４３ 南北溝SD１１９９０北端の曲折部分（北から）
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4 遺 物

土器・土製品

調査区から整理箱１５箱分の土器が出土した。奈良時代

の遺構検出面より上の堆積土層には、いずれも弥生時代

から中近世にわたるの各時期の土器を含む。量的には埴

輪および古墳時代の須恵器、土師器が目立つ。

奈良時代の良好な資料は得られなかったが、注目すべ

きものとして、朝集殿院内庭部から蹄脚円面硯B（図１４４

－１）、式部省下層から続くとみられるSD１１９９０より蹄脚

円面硯A（図１４４－２）が１点ずつ出土した。

古墳時代の土器は、SD１８５７２の最上層より比較的まと

まって出土した。高杯や甕などの出土土師器は『平城報

告X』で報告されたSD６０３０上層の古墳時代前期の土器群

と同じ様相を示す。 （神野 恵）

瓦 類

第３４６次調査では、軒丸瓦１０点、軒平瓦５点、鬼瓦１点、

丸瓦、平瓦、第３５５次調査では軒丸瓦６５点、軒平瓦４５点、

鬼瓦１点、面戸瓦１２点、丸瓦、平瓦などが出土した（表２０

・２１）。出土地点は朝集殿院内の東南隅に集中しており、

ついで東面および南面築地塀の内庭側が多い。第３５５次

調査では、軒丸瓦６２２５型式、軒平瓦６６６３型式が軒瓦全体

の７５％をしめる。両調査で出土した瓦を時期別にみると、

出土数の大半をしめる６２２５と６６６３が平城軒瓦編年Ⅲ期に

位置づけられるほかはⅠ～Ⅱ期に相当し、Ⅳ－２期の

６１３３Dが１点のみ出土している。

築地塀の雨落溝を踏襲した溝SD１８４４５、SD１８４６０出土

の軒瓦は６２２５Aと６６６３Cのみである。東南区築地塀際の

内庭部に堆積していた瓦もこの両型式で、そのほか藤原

宮式の６２７４Aが１点だけ出土した。６２２５Aと６６６３Cの軒

瓦は出土位置や出土量から考えて築地塀所用の軒瓦であ

ろう（図１４５）。 （今井晃樹）

表２０ 第３４６次調査 出土瓦磚類集計表

軒丸瓦 軒平瓦
型式 種 点数 型式 種 点数
６１４２ Ａ １ ６６６３ Ｉ １
６２２５ Ａ １ ６６６４ Ｆ １

Ｆ １ ６６８９ Aa １
？ ２ 軒桟瓦 ２

６３０４ ？ １
６３０８ Ｃ １
古代 ３

軒 丸 瓦 計 １０ 軒 平 瓦 計 ５
丸瓦 平瓦 土管

重量 １２１．１kg ３７１．９kg ０．１kg
点数 １３８９ ４７９４ １
道 具 瓦 鬼瓦 １点

表２１ 第３５５次調査 出土瓦磚類集計表

軒丸瓦 軒平瓦
型式 種 点数 型式 種 点数
６１３３ Ｄ １ ６６４３ Ｂ １
６２２５ Ａ ２０ ６６４６ Ｅ １

Ｃ ２ ６６４７ Ｅ １
Ｄ １ ６６６３ Ｃ ２４
？ ２４ ？ １２

６２７３ Ｂ ２ ６６６４ Ｃ １
？ １ ６６８１ Ｂ １

６２７４ Aa １ 型式不明 ４
６２７５ Ａ ２
６２８１ Ba １
型式不明 １０

軒 丸 瓦 計 ６５ 軒 平 瓦 計 ４５
丸瓦 平瓦 磚他 凝灰岩

重量 ６００．１kg １６９３．０kg ３．４kg ６１．１kg
点数 ５２１９ １５４５９ ３ ２０

道具瓦など
鬼瓦１点 面戸瓦１２点 ヘラ書平瓦１点 スタンプ付瓦１点

０ １０�

１

２

１．中央区遺物包含層出土
２．SD１１９９０出土

図１４４ 第３４６次・３５５次調査出土蹄脚円面硯 １：４

図１４５ 第３４６次・３５５次調査出土瓦（６２２５A－６６６３C）１：４
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5 考 察

① 掘立柱塀の区画と築地塀の区画

今回の調査では、朝集殿院の区画施設が掘立柱塀から

築地塀へ変遷することを明らかにした。南面では、掘立

柱塀を築地塀に建替える前の一時期、より簡易な構造の

掘立柱塀が建てられていたことも確認した。東面で同様

の掘立柱塀が造営されていたのかについては、今回の調

査区内では確認できておらず、今後の課題である。

築地塀の造営は、調査区内から６２２５A－６６６３Cの瓦が

大量に出土したことから、第二次大極殿院地区・東区朝

堂院の上層遺構への建替えと同時期と見られる。また、

掘立柱塀で区画されていた時期の朝集殿院は、東区朝堂

院よりも東西幅が広く設定されていたことを確認した。

② 朝集殿院の東面掘立柱塀

３４６次調査区および東北区・北区では、掘立柱の南北塀

SA１８５６０を検出した。掘立柱の東西塀SA１８４４０と南北塀

SA１８５６０は一連の朝集殿院の区画施設であった可能性が

高い。ただし、現在南北方向に水路と市道が通る位置に、

別の南北掘立柱塀がある可能性も否定しきれない。また、

SA１８５６０の北限も不明である。いずれも、今後究明すべ

き課題である。

③ 朝集殿院の規模と規格

掘立柱の南北塀SA１８５６０の南端の柱の想定心は、朝集

殿院南門の東西心から約９７．５m（２７５大尺・３３０小尺）の位

置にあたる。したがって、この掘立柱塀SA１８５６０を当初

の朝集殿院の東面区画施設とすると、朝集殿院の東西幅

は大尺で５５０尺、小尺で６６０尺となる。

ところで、朝集殿院の南側では、平城宮南面東門であ

る壬生門から朝集殿院南門にいたる空間が、掘立柱の南

北塀で東西を大尺５５０尺（６６０小尺）の幅に区画されていた

可能性が指摘されている（『１９９２平城概報』）。このうち東

面の掘立柱塀SA１４６８０の位置は南北塀SA１８５６０の南への

延長線上に一致している。一方、朝集殿院に北接する朝

堂院では、東面を区画する築地塀の下層から掘立柱塀が

検出されており、築地塀、掘立柱塀の時期とも東西幅が

５００大尺（６００小尺）だったことが確認されている。

したがって掘立柱塀で区画された朝集殿院の東西幅は、

南側の壬生門と朝集殿院南門の間の空間と等しく、築地

塀の時期には北の東区朝堂院の区画と等しい事がわかる。

朝集殿院の南北幅は掘立柱塀、築地塀の時期とも変化

しない。朝集殿院南門と朝堂院南門の南北心との間隔は

約１３０mで、小尺の４４０尺に近く、大尺の完数値とならな

い。これを朝集殿院の東西幅６６０小尺と比較すると、朝集

殿院の東西幅と南北幅の比率は３：２となる。

今回の調査を通して、平城宮朝集殿院の区画を探る大

きな手がかりが得られた。一方で、東面掘立柱塀の問題

や、南面築地塀の構造、朝集殿院の区画と式部省下層の

掘立柱塀との関係など、新たな課題も浮上してきた。平

城宮の造営計画の根幹にも関わる問題であり、今後も調

査を進展させる必要がある。 （山本）

東区朝堂院 東区朝堂院
２５０
［３００］

３００

２７５
［３３０］

３６
６
.６７

［
４４
０
］

３００

４４
０

朝集殿院 朝集殿院

３３
３
.３

［
４０
０
］

２７５
［３３０］

式部省

壬生門 壬生門

図１４６ 掘立柱塀時期の区画 単位は大尺、［ ］は小尺 図１４７ 築地塀時期の区画 単位は小尺
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1 はじめに

第一次大極殿院地区は、これまでの調査により、四周

を築地回廊が取り囲み、南辺では南門・東西楼などの施

設が取りつくこと、奈良時代前半から平安時代初期にか

けて大きく三時期の遺構変遷が認められることが明らか

にされている。地区東半の大部分は既に調査を終え、そ

の成果は『平城報告�』（１９８１年）にまとめられている。本

調査は、第一次大極殿院地区南辺の変遷過程を明らかに

することを目的としたもので、南面築地回廊および築地

回廊廃絶後に造成される広場景観の変遷にかんする知見

をえた。以下その調査概要を報告する。

本調査は、西を１９９８年度の第２９６次調査区、東を２００１～

０２年度の第３３７次調査区にはさまれた南面築地回廊の西

南部分を対象とした。調査面積は６００㎡（東西２４m、南北２５

m）で、一部既調査区を再発掘した。調査期間は、２００３年

７月２日から１０月３日までである。

2 旧地形と基本層序

調査区を含む南面築地回廊推定地は、１９８７年度の宮跡

整備事業において、基壇範囲に盛土・張り芝による遺構

表示がおこなわれている。また、２００２年度には、大極殿

復原整備にともない、本調査予定地の周囲に、工事用地

確保のための盛土（約３５～４０㎝）がおこなわれた。

発掘前の旧地表面は、北から南へなだらかに傾斜し、

調査区北端で標高６８．４m、南端で６８．１mを測る。東西方

向の盛土は、標高約６８．４～６８．３mでほぼ水平である。

基本層序は次の通り。築地回廊の北では、張り芝およ

び上面が表土化した黄灰色・灰色砂の整備盛土（上面標

高約６８．４m、以下同）、旧耕作土（約６８．１m）、黄灰褐色・暗

灰白色土の旧床土（約６７．９m）、暗茶褐色土ベースの礫敷

と礫・瓦片混り茶灰白土（約６７．７m）からなる。築地回廊

の南側は一段低い水田にあたり、整備盛土、旧耕作土

（約６７．６m）、灰褐色・灰茶褐色土の旧床土（約６７．４m）、

暗茶褐色粘質土ベースの礫敷（約６７．３m）からなる。

遺構検出は、築地回廊南北の礫敷ないし茶灰白土（約

６７．８～６７．７m）でおこなったが、これらの礫敷は奈良時代

後半の遺構と推測されるため、第２９６次調査区およびそ

の北側延長部分（調査区西端の約４分の１に相当する）では

遺構の保存に努めた。また、築地回廊の南では、同様の

観点から調査区西半の礫敷を保存し、調査区東半のみで

下層遺構の検出をおこなった。

築地回廊部分では、礫敷を除いた黄灰褐色ないし橙灰

褐色粘質土（約６７．７m）でさらに遺構検出をおこなった。

大極殿院内庭広場部分は、礫敷を除いた暗茶褐色粘質土

の瓦溜り、および礫混り灰茶色砂質土の上層礫敷（約６７．７

～６７．６m）で遺構検出を行い、必要に応じてさらに下層の

遺構を検出した。

3 遺 構

南面築地回廊（以下、築地回廊）とこれにともなう雨落

溝などの遺構、大極殿院内庭の広場（以下、内庭広場）、築

地回廊南側の朝堂院の広場（以下、朝堂院広場）などを検

出した。本節では、時期区分にしたがい、検出した遺構

を説明する。なお、第一次大極殿院地区の変遷は、『平城

報告�』で示された時期変遷案が穏当であり、本調査の

見解もこれを追認するものである。したがって、以下の

時期区分に、対応する時期を併記することとする。

A期（Ⅰ－１期）

大極殿院の南面築地回廊がつくられる時期である。

南面築地回廊SC７８２０ 第一次大極殿院の南を区画する

築地回廊である。第２９６次調査（『年報１９９９‐Ⅲ』）で西南隅

を、第３３７次調査（『紀要２００３』）で西楼に取りつく西端を

第一次大極殿院南面築地
回廊の調査

８次５次４次２次

７次３１９次 １１次６次

８１次 ８１次 ８１次 １７０次

―第３６０次 １９２次
３１３次

１７７次 ３１１次２９５次 ８７次６９次７２次
３１６次

３１３次F区３０５次 ３１１次
３１３次G区

２１７次 ３１３次Ｉ区
７２次

１１７次３１５次 ３１３次O区

３１３次J区２８次

７５次
２７次

１９２次
３１３次K区３１３次N区

７７次 ３１３次L区３１３次M区２９６次
９１次

４１次７７次

３６０次 ３３７次
９７次

図１４８ 第３６０次調査位置図 １：５０００
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０ ２m

０ １０m

（Y－１８,６８０）
Y－１８,９１０Y－１８,９３０

X－１４５,１００

SH１８５９０

SX１８５８５
SX
１８６００

SS１８５９９
SD１８５９５SX

１８６００

（X－１４５,４６０）

第２９６次
調査区 第３３７次

調査区
SD
１８５９３ SC７８２０

SSKK１１８８５５９９４４
SX１８５９７

SSXX
１１８８５５８８００

X－１４５,１２０

SSDD１１８８５５９９６６
SSXX１１８８５５８８１１

SSXX１１８８５５９９１１

図１４９ 第３６０次調査遺構平面図 １：２００

X－１４５,１０５
X－１４５,１１０

H=６７.５０m

X－１４５,１２０

H=６７.５０m

地 山

A期基壇外装裏込

内庭・朝堂院礫敷

整地土

B期基壇外装裏込

E期以降の礫敷

基壇土

B期基壇外装抜取溝

雨落溝

瓦溜SX１８５８５

図１５０ 調査区中央南北断面図（部分） １：５０

�‐１ 平城宮の調査 137



検出している。今回は柱穴１０基（西端の２基は第２９６次調査

で既検出）４間分を検出した。調査区をつらぬき東西の既

調査区に延びる。築地回廊の上部は内庭広場の上層礫敷

の高さまで削平されている。基壇版築の一部、礎石据付

穴・抜取穴のほか一部の礎石穴に根石が残存していた。

なお、築地回廊南柱列より南の基壇は、後世の水田耕作

により削平されている。

第７７次調査と、第３３７次調査の東半では、基壇の掘込地

業が確認されていた。今回の調査区では、基壇の掘込地

業は認められない。第２９６次調査の知見が追認され、西楼

以西の築地回廊には掘込事業がみられないことを確認し

た。

次に、整地土の状況を調査区全体について概観する。

基壇造成前に、青灰色粘土の地山上に厚さ３０㎝程度の暗

黄灰褐色や暗灰褐色粘質土の整地土を敷く。整地土は築

地回廊および南雨落溝の部分では、調査区のほぼ全体で

確認された。ただし、南雨落溝以南の整地土は、様相が

異なる。調査区中央以東では、地山上に直接礫が敷かれ

整地土は認められない。それに対して、調査区西端から

約９mの地点から、厚さ約７㎝の暗黄褐色粘質土の整地

土が確認される。調査区南端では、地山の上面は西に向

けてなだらかに傾斜している。傾斜部分に整地土を積む

ことで、礫敷面を概ね水平に保っているようである。朝

堂院広場礫敷面の標高は６４．１５m～６４．２０mを測る。

なお、第３３７次調査で確認された木簡などの木製遺物

を含む黒褐色ないし暗灰褐色粘質土の整地土は、本調査

区では部分的に確認したのみである。調査区東端の排水

溝で北から約１４m分、調査区北端に設けた東西方向の断

割トレンチで東から約３．５m分確認されたほか、同断割

トレンチで部分的に確認したにすぎない。中央の南北断

割トレンチでは砂混り暗灰褐色粘質土が一部認められた

のみである。調査区の南ないし西半では、黒褐色ないし

暗灰褐色粘質土の整地土は検出されなかった。

基壇部分では、整地土の上面に人頭大程度の石を敷く。

この石は、調査区東半では顕著だが、調査区中央の断割

トレンチ以西では密度が薄く大きさも小振りとなる。西

端の断割断面では希薄である。残存している基壇土は約

３０～４０㎝程度で、厚さ５～８㎝程度の黄灰褐色・灰褐色

粘質土や灰褐色砂質土を積み重ねている（図１５０）。

築地回廊の基壇外装はすべて残存しない。礎石据付穴

は、一辺約０．８～１．４m程度の方形で、残存する深さは最

大で２５㎝程度である。柱の礎石はすべて抜き取られる。

ただし、少なくとも１基の礎石据付穴に、根石と思われ

る径約２０～３０㎝の石が数個残存していた。

SD１８５９５A 築地回廊の北に設けられた雨落溝である。

北雨落溝SD１８５９５は広場の改修に対応して三時期確認し

た。A期（下層）の北雨落溝SD１８５９５Aは築地回廊に平行

する東西溝で、第２９６次のSD１７９４１A、第３３７次のSD１８５１０

Aと一連のものである。ただし、上層の雨落溝および内

庭広場の遺構に覆われるため平面では検出していない。

調査区東端・中央・西端の三ヶ所の断割断面で、幅約４５

～５５㎝、深さ約１５～３０㎝を測る。

SD１８５９６A 築地回廊の南に設けられた雨落溝である。

下層の溝SD１８５９６Aは、西断割断面で確認した。上層の

南雨落溝SD１８５９６Bの溝底直下にあり、幅約３７㎝、深さ約

８㎝確認できる。築地回廊基壇の南側ではこれまで改修

の痕跡は認められず、南雨落溝の確たる検出事例に乏し

いことから、この遺構が属する時期は詳らかにしえない。

ただ、後述するように築地回廊南側、朝堂院広場の礫敷

が少なくとも二層確認されており、南雨落溝SD１８５９６B

は下層礫敷を切っていることから、下層の溝はA期に属

する可能性が高い。

足場穴列SS１８５９９ 後述する上層の北雨落溝SD１８５９５C

の埋土を完掘し、さらに溝底にみえる中層の溝SD１８５９５

表２２ 大極殿院南面築地回廊 遺構番号対照表

南面築地回廊 北雨落溝
（下層） （中層） （上層）

南雨落溝
（下層） （上層）

２９６次
３６０次
３３７次

SC７８２０
SC７８２０
SC７８２０

SD１７９４１A
SD１８５９５A
SD１８５１０A

－
SD１８５９５B
－

SD１７９４１B
SD１８５９５C
SD１８５１０B

－
SD１８５９６A
－

SD１７９６５
SD１８５９６B
－

内庭広場
下層礫敷

内庭広場
中層礫敷

内庭広場
上層礫敷

内庭広場
Ⅱ期以降礫敷

朝堂院広場
下層礫敷

朝堂院広場
Ⅱ期以降礫敷

２９６次
３６０次
３３７次

SX１７９４２A
SH１８５９０A
SH６６０３A

－
SH１８５９０B
SH６６０３A

SX１７９４２B
SH１８５９０C
SH６６０３A

SX１７９４３
SX１８５８０
SX１８５１１

－
SX１８５９１
－

SX１７９４４
SX１８５８１
SX１８５１２

０ ２m

Y－１８,９１０Y－１８,９１５

H=６８.００m

上層礫敷

中層礫敷

図１５１ 内庭部東半東西断面図 １：８０
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B埋土の礫を取り除いた面で検出した。約２．８mの間隔で

３基、２間分を検出した。柱穴の径は約３５～４０㎝で、３

基とも埋土の状況は酷似する。柱穴断面の断割所見では

下層雨落溝との重複関係は認められず、出土瓦の所見か

ら、B期における築地回廊SC７８２０の改修は基壇外装の据

え直しに限られる。よって、SS１８５９９は築地回廊解体に

ともなうものではなく、A期の造営にともなう遺構であ

る可能性が高い。なお、朝堂院広場でも柱穴を検出して

いる。SX１８５９７は礫敷の下層、南雨落溝SD１８５９６Aの下層

で検出した、径約３０～５０㎝の柱穴である。これも足場穴

の可能性があるが性格は不詳。

広場SH１８５９０A 内庭広場の礫敷である。これまでの調

査で確認されている三層の礫敷のうち、もっとも下層の

ものである（下層礫敷）。上面の標高は約６７．４５m。基壇部

分の整地土上面の礫とほぼ同じレベルである。第３３７次

調査の所見から下層礫敷と判断したが、礫の残りは悪い。

上層ないし中層の礫敷に覆われており、平面的には検出

していない。

広場SH１８５９１ 朝堂院広場の礫敷。二面確認された礫敷

のうち下層にあたる。平面検出では二層の礫敷の識別は

困難を極めるが、前述した南雨落溝との重複関係から朝

堂院広場の礫敷は二面と判断した。暗茶褐色粘質土に径

約５～１０㎝の礫を敷きつめ、瓦片をごく少量含む。

B期（Ⅰ‐２・３期）

大極殿院に東西楼が増築され、内庭広場が中層礫敷に

改修される時期である。

広場SH１８５９０B・見切石列SX１８６００ 茶褐色粘質土を約１０

㎝敷いて盛土をほどこし、径約５㎝の礫を敷く（中層礫

敷）。礫上面の標高は約６７．５０～６７．５５m。基壇北側の外装

抜取溝の南端から約１．７m北に見切石列SX１８６００がおか

れ、これより北の内庭部分に礫が敷かれた。見切石列は

上層の雨落溝と礫敷に覆われるため、調査区中央付近と

東端でのそれぞれ約３m分で平面的に確認したほか、西

断割断面の精査によりこれに相当する石を検出したのみ

である。しかしながら、調査区の中央付近、および東西

端の推定箇所でいずれも見切石列と思われる石列を確認

できたので、少なくとも西楼より西の築地回廊全体に存

在したと推定する（図１５２・１５３）。

また、内庭の礫敷は地形に沿って南北に傾くとともに、

西楼基壇にとりつく形で、東にもレベルをあげていく

（図１５１）。傾斜のはじまりは西楼の推定西柱列からおよ

そ１０．７mの地点で、そこから約１．５m東では礫敷上面で１５

㎝程度あがっている。

SD１８５９５B 西楼の増築・内庭礫敷の改修にともない、

南面築地回廊北側では基壇外装を据え替える。またこれ

にともない下層の北雨落溝SD１８５９５Aが埋められ、あら

たにSD１８５９５Bが掘られた。この溝は、調査区中央で一部

平面的に検出した（図１５２参照）。SD１８５９５Bは、見切石列

SX１８６００に平行し、下層のSD１８５９５AやC期のSD１８５９５C

と比べて約５０㎝北に設定される。

C期（Ⅰ‐４期）

広場を上層礫敷に改修する時期である。

広場SH１８５９０C 中層礫敷の上面に灰茶色砂質土を約５

H=６７.５０m

Y－１８,９２０ Y－１８,９１８

X－１４５,１０８

SSDD１１８８５５９９５５BB

X－１４５,１１０

図１５２ 見切石列SX１８６００ １：５０

図１５３ 見切石列SX１８６００（南西から）
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㎝敷いて盛土をほどこし、中層礫敷よりもやや小振りの

径約１～２㎝の礫を敷く。中層礫敷にともなう見切石列

SX１８６００の南約５０㎝にあらたに拳大の見切石列がおかれ、

上層礫敷の南を限る境界とされた。

SD１８５９５C 広場の改修にともない、北雨落溝もさらに

掘り直された。幅約５０㎝、深さ約１５㎝。調査区を東西に

貫き、東西に延びる。第２９６次調査のSD１７９４１B、第３３７次

調査のSD１８５１０Bにあたる。

SD１８５９６B 第２９６次調査のSD１７９６５と一連のもの。幅約

４５～７０㎝、深さ約１５㎝。調査区の東でとぎれ、第３３７次調

査でも検出されていないが、削平により失われた可能性

が高い。なお、当初から礫詰暗渠であったか、上層の礫

敷SX１８５９６Bが敷かれた際に溝が埋められたものか判然

としない。また、この溝の時期は不詳であるが、B期もし

くはC期に属すると推測される。

D期（Ⅱ期のごく初め）

南面築地回廊を解体する時期である。回廊の解体にと

もない基壇上部が削平され、礫敷広場ができる。ここで

は解体にかかわる遺構を概観する。

築地回廊SC７８２０の礎石と基壇外装はすべて抜き取ら

れる。礎石抜取穴は径約０．５～１．０m、深さ約１０～１５㎝の

み残存している。また、回廊基壇北側で外装抜取溝を検

出した。幅約５０㎝、深さ約１５～２５㎝残存。東で溝の幅が

広く、地形の傾斜に即して、西側ほど残りがよい。

なお、基壇上にみられる南北溝SD１８５９３は、幅約２５㎝

深さ２～５㎝で南へ流れる溝である。E期の礫敷の下層

で検出したもので、築地回廊解体時の遺構と思われる。

基壇上面を一部削平した際に掘られた排水溝などの可能

性があるが、詳細は詳らかにしえない。

瓦溜りSX１８５８５ 築地回廊基壇の北辺にあり、C期の北

雨落溝SD１８５９５Cを埋める。南北は最大で３．７m、東西は

調査区全体に及び、第２９６次調査で検出された瓦溜りと

一連のものである。瓦層の厚さは最大で約１５㎝を測る

（図１５５）。遺物の項で述べるように、解体にともない不

要となった回廊所用瓦を廃棄した遺構であろう。

E期（Ⅱ期以降）

SX１８５８０ 築地回廊廃絶後に、それ以北の旧大極殿院内

庭部分全体に敷かれた礫敷である（図１５７）。SX１８５８１と

ともに、Ⅱ期の宮殿施設前面に広がる一連の空間として

利用されたらしい。暗茶褐色土のベースに径５㎝程度の

礫が敷きつめられ、一部瓦片を含んでいる。第２９６次調査

のSX１７９４３、第３３７次調査のSX１８５１１と一連のもので、調

査区の西端でSX１７９４３の一部を再発掘した。『平城報告

XI』のⅡ期・Ⅲ期の礫敷であろう。本調査区では、もと

の築地回廊基壇と大極殿院内庭部分であわせて約１２m分

検出した。それより以北では、径５㎝程度の礫と瓦片を

多く含む茶灰白色土が確認でき、礫敷に対応する層と推

測される。検出した礫敷の北端約１mでは、茶灰白色土

が礫敷の上面を覆っている。これは、北側からの土砂が

堆積したものと推測され、礫敷SX１８５８０が中世頃まで露

出していたとする既調査区の見解とも矛盾しない。

SX１８５８１ 築地回廊南側、朝堂院広場に敷かれた礫敷で

ある（図１５７）。この礫は基壇整地土最上面の礫とは異なり、

残存する基壇から約１．５m南から始まる。ここから、基壇

図１５４ 南雨落溝SD１８５９６B検出状況（西から） 図１５５ 瓦溜りSX１８５８５検出状況（北東から）
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の南端を推測できる。基壇部分の礫は、橙褐色粘質土の

ベースに径約７０～２５㎝の礫であるのに対して、朝堂院広

場の礫は径約５㎝程度と概して小さく、築地回廊の瓦と

思しき瓦片を多く含む。SX１８５８１は平面では判然としな

いものの、A期以降の礫敷上に直接礫を敷いたものと推

測される。また、検出状況からみる限り、SX１８５８１は、基

壇が後世に削平される以前に敷かれた礫である。したが

って、この礫敷は、奈良時代後半に属する遺構である可

能性が高まった。なお、本調査区内SX１８５８１からは、奈

良時代の遺物のみが出土したが、第２９６次調査では中世

の瓦器片が出土しており、この礫敷も比較的長期にわた

り露出ないしそれに近い状態にあったと思われる。

時期不明の遺構

土坑SD１８５９４ 築地回廊基壇南東で検出した。性格は不

詳。染付片が出土したことから近世以降に属する遺構で

あろう。 （山本 崇）

平面規模と柱間寸法

築地回廊SC７８２０にともなう遺構を模式的に示したの

が図１５６である。今回の調査では、後世の削平により回廊

南柱列心が特定できず、回廊推定心の算出ができなかっ

たが、第２９６次調査と一連の遺構であるため、回廊推定心

の座標は第２９６次調査の所見を踏襲した。また、南北雨落

溝および基壇下層の礫南端は、調査区東西断割断面なら

びに中央の断割断面の平均値とし、下層の南雨落溝に関

しては、西壁断面での計測値、北見切り石列は検出遺構

の南面上部の平均値とした。北側基壇外装抜取溝は、B

期におこなわれた基壇外装据替の際の、地覆石抜取溝の

南端とした。

これによると回廊推定心より北側基壇外装抜取南端ま

での距離は約４．９m、基壇下層の礫南端までの距離は約

５．０mとなり、南北基壇幅は約１０m以上となる。基壇外装

の幅を約１尺とすると、回廊基壇南北幅は少なくとも約

１０．６m以上の値をえる。

なお、回廊推定心より下層の北雨落溝、南雨落溝まで

の距離は、それぞれ約６．１m、約６．２mとなる。また、回廊

柱間は、桁行約４．６m、梁間約３．５mで、これまでの南面築

地回廊の所見とほぼ一致する。 （大林 潤）

4 遺 物

土 器

出土した遺物の量は、整理用コンテナにして３箱分と

少ない。とくに古代のものは細片が多く、図化しえるも

のは図１５８に掲げた程度である。

１は第３３７次調査の際、多量に木簡が出土した黒灰砂

質土から出土した土師器杯A。底部外面ヘラケズリ、体

部外面ヨコ方向のヘラミガキ、内面には２段に放射状の

暗文が施されている。これらの特徴は平城Ⅰの段階のも

のであることを表しており、大極殿回廊の建設がこの段

階に行われたことを追認するものである。

２は回廊基壇を断ち割った下層の整地土から出土した

須恵器長頸壺破片。肩が張り、稜をなす壺Kで、外面屈曲

部直上に沈線が回る。外面上半だけでなく上方の破面に

漆が厚く付着していることが注意される。漆を入れて運

んできた後、口頸部をはねてそこから漆を掻きだして使

用したものと考えられる。回廊建設時に使用したのち、

回廊推定心
北雨落溝
（下層）

基壇下層
礫南端 北側基壇外装抜取溝南雨溝（下層）

北見切石列

５.０m ４.９m

６.１m６.２m

６.９m

図１５６ 南面築地回廊遺構模式図

図１５７ 礫敷SX１８５８０・SX１８５８１（南西から）
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廃棄されたものであろう。

３もやはり整地土から出土した須恵器杯Bの底部であ

る。体部と底部の境よりやや内側に寄った位置に取り付

いた外側に踏ん張る高台をもち、やはり奈良時代初期の

ものとみてよい。

これらに対して、４の朝堂院広場SX１８５９１礫中から出

土した須恵器杯Bは、高台はやや摩滅しているとはいえ

矮小化したもので、その取り付き方からも平城ⅠやⅡま

ではさかのぼりにくいように思える。

さらに、築地回廊廃絶後の礫敷SX１８５８０から出土した

須恵器杯Bの５と６になると、体部外形や高台の形態か

ら平城Ⅴ以後の新しい時期のものと判断される。長岡遷

都頃に埋まった資料であろう。 （高橋克壽）

瓦磚類

出土した瓦磚類は表２３のとおり。軒瓦はいずれも平城

瓦編年のⅠ期前半に属する。６６６４B・Cは６２８４Cと組んで

第一次大極殿院の主要な軒瓦の組み合わせとされてきた。

今回の調査では６６６４Bがまとまって出土している。熨斗

瓦、面戸瓦が数多く出土しているが、これは第一次大極

殿院築地回廊周辺にみられる従来の傾向と一致する。熨

斗瓦はいずれも凹面に枠板痕を残す。この点は本書３２頁

の別稿を参照いただきたい。鬼瓦は平城宮式鬼瓦Ⅰ式A

である。

SC７８２０北側の瓦溜りSX１８５８５出土の一括資料につい

て詳しくふれる。ここから出土した丸・平瓦や道具瓦は、

いずれも暗灰色から黒灰色を呈し、胎土は精良で製作技

法も共通性が高い（色調は、本書３３頁の別稿参照）。そして

これらの特徴は、同じ瓦溜りから一括出土した軒瓦（い

ずれも瓦Ⅰ期前半）とも一致するため、SX１８５８５出土の瓦

磚類一括資料全体が軒瓦と同じ瓦Ⅰ期前半のもの、つま

り第一次大極殿院南面築地回廊造営当初の所用瓦である

可能性を強く示唆する。

今回の調査区の東には西楼SB１７８００が隣接し、出土位

置から見ればその所用瓦が一部混入したおそれも考えら

れる。しかし、西楼を検出した第３３７次調査では、西楼所

用の隅木蓋瓦や奈良時代中頃の軒瓦、恭仁宮式刻印瓦等

も出土している。これらと比較すれば、瓦溜りSX１８５８５

出土瓦磚類との違いは明らかであり、西楼所用瓦の混入

はほとんどないとみてよいだろう。 （清野孝之）

木器・金属器

東端の断割トレンチで確認した整地土から燃えさしが

出土している。また、SX１８５８０をおおう黄灰褐色土から

永楽通寶が１点出土した。

5 まとめ

今回の調査で、大極殿院南門から西南隅にいたる南面

築地回廊西半の発掘が完了した。本調査区と対称の位置

にあたる東南部分の一部除いて、南面築地回廊東半もす

でに調査されていることから、その全貌が明らかになっ

たといえる。本調査の成果は次の通りである。

第一。南面築地回廊の柱位置と柱間がほぼ確定した。

遺構の残存状況に恵まれず、すべての柱位置を確定する

ことはできなかったが、推定される回廊心、桁行・梁行

寸法について、これまでの知見を追認できた。

第二。内庭広場の変遷が明らかになった。とりわけ、

西楼の増設にともない内庭広場の礫敷が西楼にとりつく

かたちで上昇することは今回の調査ではじめて確認され

た。また、南面築地回廊に沿って内庭広場の中層礫敷に

ともなう見切石列が検出された。

第三。築地回廊南の朝堂院広場では、二面の礫敷が確

認され、奈良時代に属する礫敷である可能性が高まった。

これまでの調査が解明してきた施設の変遷とともに、

内庭の変遷と機能を含めた議論が望まれる。今後の調査

の進展にまちたい。 （山本）

表２３ 第３６０次調査 出土瓦磚類集計表

軒丸瓦 軒平瓦
型式 種 点数 型式 種 点数
６２８４ Ａ １ ６６４１ Ｅ ３

Ｃ ２ ６６６４ Ｂ １５
？ ２ Ｃ ２

６３０４ Ｃ １ ６６６８ Ａ ９
型式不明（奈良） １９ 古代 １
型式不明 ５ 型式不明（奈良） ５

型式不明 ８
軒 丸 瓦 計 ３０ 軒 平 瓦 計 ４３

丸瓦 平瓦 磚
重量 １９２．８kg ５７８．３kg ０．３kg
点数 ２３７７ ９２０７ １

道具瓦
鬼瓦 １点 熨斗瓦 １４点 面戸瓦 ９２点

０ １０�

１ ３２

４

５ ６

図１５８ 第３６０次調査出土土器 １：４
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１ 調査の概要

中央区朝堂院は、第一次大極殿院の南に附属して設け

られた施設である。周辺においては朝堂院東側の朝堂の

調査（第９７・１０２・１１１・１３６・１４０次調査）、朝堂院南門の調

査（第１１９・１７６次調査）、第一次大極殿院地区の調査（第７７

・２９６・３３７次調査）等があるが、朝堂院朝庭部分について

の本格的な調査は実施されていない。

また、この地区には下ツ道をはじめとする平城宮造営

以前の遺構の存在も予測された。

以上の課題を考慮し、中央区朝堂院朝庭部分の利用の

実態と、下層遺構の有無の確認を目的に調査を開始した。

期間は２００４年１月５日より開始し、３月３１日に終了し

た。調査区は当初東西８４m、南北２４mの長方形に設定し、

後に拡張をおこなった。水路部分は調査できなかったた

め、ここを境に東区および西区と便宜的に調査区を呼称

する。発掘面積は１９００�である。

２ 調査の成果

調査区のほぼ全体で水田床土下に小石敷が存在するこ

とを確認した。地表から浅いため、耕作等による影響を

大きく受けており、上面においては中世の瓦器、宋銭が

出土した。このため、性格は特定できないが、小石敷以

下は奈良時代以前の遺構・遺物のみに限られる点から、

この小石敷は朝堂院朝庭の舗装と考える。

小石敷を除去したところ、奈良時代および奈良時代以

前の遺構を確認した。

奈良時代の遺構としては、掘立柱建物４棟、東西溝・

南北溝があげられる。

掘立柱建物はいずれも東西棟と考えられる。

調査区北側には、東区・西区にまたがって現状で東西

５間、南北４間以上の大型の建物が１棟存在する。調査

区北側に更に延びる可能性もある。この建物は東西の中

心が中央区朝堂院の中軸線と一致していることを特徴と

してあげることができる。

東区南寄りには東妻の柱列をあわせるような形で２棟

が並ぶ。北側の建物は東西３間、南北２間の小型の建物

である。南側の建物は北側の柱列のみの確認に留まるが、

５間の東西棟建物であろう。

西区南西隅には柱穴が２基確認できる。東区で確認さ

れた建物と中央区朝堂院の中軸線を軸に線対称の位置に

あることから、同じ性格の建物であると考える。

従って、４棟の建物は中央区朝堂院の中軸線を基準に

規則的に配置されたものと考えられる。この建物配置は、

東区朝堂院朝庭で確認されている大嘗宮と共通点が多く、

大嘗宮の北半部東よりの区画に比定できる可能性が高い

と考えられるが、更に検討をおこないたい。

下ツ道は、平城宮内においては南側の朱雀門及びその

周辺の調査（第１６・１７次）、中央区朝堂院南門の調査（第

１１９次）において存在が確認されていたが、本調査区にお

いても両側溝を確認することができた。 （金田明大）

中央区朝堂院朝庭の調査
―第３６７次

図１５９ 調査区位置図 図１６０ 調査区南側掘立柱建物群（北東から）
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図１６１ 調査区西半部の状況（北から）

Y－１８，８６０ Y－１８，８４０ Y－１８，８２０ Y－１８，８００

南北溝

X－１４５，１５０

（X－１４５，５００）

掘掘立立柱柱建建物物

X－１４５，１６０

掘立柱建物東西溝

掘立柱建物 X－１４５，１７０
掘立柱建物

下ッ道東側溝下ッ道西側溝
（Y－１８，５５０）

図１６２ 第３６７次調査遺構平面図 １：５００
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�-２ 平城京と寺院の調査

３５９

３６３
３５６３６６
３５８３６４
３５７

３６１

３６２ ３６９

３５２・３６５

３６８

図１６３ 平城京発掘調査位置図 １：４００００



1 はじめに－ 調査の経緯と経過

平城宮跡発掘調査部では、本庭園を管理する（財）日本

ナショナルトラストの委嘱を受け、復原整備に向けた資

料を得るため、１９９５年から毎年継続的な発掘調査を実施

してきた。これまでの調査は、近世における大乗院庭園

の姿を明らかにすることを目的として、東大池の周囲を

中心に南岸から東・北岸へと進めてきたが、第３１０次調

査からは東大池西岸部を対象としている。文献・絵図に

よる研究から、この地区には御殿にともなって数寄を凝

らした庭園が整備され、近代にいたるまで大乗院庭園の

中核を形成していたこと、変化に富んだ景観をもつ「西

小池」が存在したことが知られていた。しかしながら、

建物はすべて失われ、西小池も明治の前半には埋め立て

られており、発掘調査による実態の解明が期待された。

第３５２次調査（平成１４年度）は、西小池（南池）の想定地

および東大池西岸の築山を、第３６５次調査（平成１５年度）は、

東大池西北隅および西南隅を主たる対象とした。

また、東大池西岸部の調査では、『大乗院四季真景

図』（興福寺蔵、以下『真景図』、図１６５）や『大乗院殿境内

図』（宇賀志屋文庫蔵、以下『境内図』、図１６６）など近世に描

かれた絵図、あるいは昭和１４年に『庭園』・『風景』誌に

紹介された平面図と重ね合わせることにより、検出遺構

の比定、あるいは発掘前の推定を試みている。

2 大乗院と大乗院庭園

大乗院は、一乗院とならび両門跡とよばれた興福寺の

門跡寺院である。平安時代にはじまり、当初は興福寺の

北方現在の奈良県庁のあたりにおかれたが、治承４年

（１１８０）、平重衡による南都焼き討ちによって罹災したた

め、元興寺の別院である禅定院のおかれていた鬼薗山

（飛鳥山）の南麓に移り、ここを大乗院家と定めた。

宝徳３年（１４５１）の徳政一揆による焼亡後の復興では、

尋尊大僧正によって、建物ばかりでなく庭園についても

精力的な整備が行われ、南都随一の名園となる。このと

き園池の造営にあたったのは、名匠とうたわれた善阿弥

親子で、善阿弥は足利義政に仕えて銀閣寺の園池を造っ

たとも言われている。室町時代の整備では、東の大池の

北と南にある中島に西側から橋を架けたり、大池の西側

にあらたに小池がつくられたりしたことが知られている。

室町時代に改修された庭園の基本的な姿は、江戸時代の

はじめまで続いたと考えられており、江戸時代の大乗院

の姿は、第１５世隆温大僧正の描かせた『真景図』からう

かがい知ることができる。

明治維新をむかえ大乗院は廃絶、敷地の大部分は休閑

地となり、御殿の一部は個人宅に転用された。明治７年

には門跡松園氏宅（内御殿・東林院殿）に更新舎小学が開

設される。明治８年には元興寺極楽院にあった研精舎と
かささぎ

合併して鵲小学校となり、鵲小学校は、明治１６年御殿を

取り壊して新築された飛鳥小学校へと移る。飛鳥小学校

は、現在の紀寺町に移転する明治３３年までこの地におか

れていた。また、明治２０年頃には荒池の造成にともなっ

て、東大池の北側に掘割を開削している。

庭園北側の奈良ホテルは、当初関西鉄道が建設にあた

る予定であったが、国有鉄道法施行により関西鉄道が国

有化、ホテル建設は鉄道院（旧国鉄、現JR）に引き継がれ、

明治４２年（１９０９）に開業する。大乗院跡地も鉄道院の所有

となった。 （次山 淳・金井 健）

旧大乗院庭園の調査
―第３５２次・第３６５次

第２８５次
第３６５次
北区

第２８７次第３１８次

第３００次第第３３３３６６次次

第３１８次

第２８７次

第３５２次
調査区 第３１８次 第３６５次

東区
第２８５次

東

大

池

第２７５次

第３１０次
第３１０次

第３３６次

第２６０次第３６５次
南区
第２６０次

図１６４ 第３５２次・３６５次調査区位置図
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図１６５ 『大乗院四季真景図』（興福寺蔵）部分

図１６６ 『大乗院殿境内図』（宇賀志屋文庫蔵）部分

含翆亭

閑眠亭 東大池
天神シマ

露地

岬ヲシマ
連リハシ

水の表現

石の表現

東大池

図１６７ 池の名称と『真景図』の対照
※下は、『風景』第６巻第３号（１９３９）所収
の図をもとに作図北池 南池中池

西小池
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3 第３５２次調査

第３５２次調査は、西小池（南池）の想定地および東大池

西岸の築山を対象に、２００３年１月７日から開始し３月１２

日に終了した。調査面積は２６７．５㎡である。調査区は、第

３３６次調査区の東南隅と一部重複し、第３１０次調査区の北

辺までをつなぐ位置にあたる（図１６８）。

『真景図』および『庭園』第２１巻第３号（１９３９）で田村

剛により紹介された『興福寺舊大乗院庭苑圖』（以下『庭

苑圖』）によれば、今回の調査地には、西小池南池の北岸

および東岸、『真景図』に「ヲシマ」と記された中島の東

半部、および「ヲシマ」から「連リハシ」によって結ば

れた小島と対岸部、東大池と西小池を結ぶ流路の西岸に

あたる嘴状の岬などが存在するものと考えられた。

基本層序

調査区内の層序は、表土、調査区西側にある旧国鉄の

宿泊施設「大乗苑」建設のための客土層、調査区北端に

あるテニスコート面とこれにともなう石炭殻層、灰黒色

粘質土層、暗橙褐色砂質粘土による整地層、灰黒色砂質

土層、橙褐色粘土あるいは青灰色粘土による西小池埋立

て整地層、池内堆積土、池底（地山）となる。また、池底

において池に先行する複数の遺構を検出した。

テニスコートは、当初昭和３年に造成され、昭和２０年

奈良ホテルが米軍の接収を受け、レクリエーション施設

となったのちに再開、昭和３０年代まで存在していた。第

３３６次調査では、防空壕を埋立てた上層で確認されたこ

とから後者の時期に比定している。

灰黒色砂質土層は、厚さ５cm未満のきわめて薄い土

層であるが、石筆片が大量に出土し、飛鳥小学校時代の

生活面と考えられる。硯などの文具は、青灰色粘土層中

からも出土しているが、前述の経緯からすれば、西小池

の面的な埋め立てと整地は、明治１６年の飛鳥小学校建設

にともなっておこなわれた可能性が高い。このことは、

ヲシマSX８７７０の残存する最高所が灰黒色砂質土層のレ

ベルと一致することからもうかがわれる。

池内堆積土は、植物質の腐植土を主体とするもので層

厚は１５cm前後ときわめて薄く、複数の層を形成するよ

うな堆積は認められない。以上のことから、調査区内の

堆積層はほとんどが西小池の廃絶以後のものであること

になる。

検出遺構

調査は、複数の遺構を検出した近代の遺構面（暗橙褐色

砂質粘土上面）で遺構検出、平面実測、写真撮影等の記録

ののち、これを掘りさげ、西小池にともなう遺構面を最

終的な検出面とした。

検出した遺構は、大きくA 西小池以前の遺構、B 西小

池（南池）とこれにともなう遺構、C 西小池の埋立て以後

の遺構、に区分される。

A 西小池以前の遺構

西小池の池底および小池にともなう造出しSX８７７４、

岬SX８７７５に重複して検出した遺構。

SD８７８０・SD８７８１・SD８７８２ 造出しSX８７７４の下層で検

出した３条が並行する東西素掘溝。幅８０～１１０cm、深さ

１０～２０cm、長さ５．５m以上。暗灰褐色の砂質土により溝

が埋まった上にSX８７７４の護岸石が据えられる。南のSD

８７８２からは平安時代の軒平瓦（興７０８）が出土した。

SD８７８３ 調査区の南部で検出した東西素掘溝。幅６０～

９０cm、長さ５．５m以上。黒褐色の混礫土で埋まり、その上

に岬SX８７７５の護岸石が据えられる。

これらのほかに、複数の土坑を検出した。

B 西小池とこれにともなう遺構

西小池南池SG７６５１ 当調査部では、西小池地区の調査

にあたり、前述の絵図を参考に、メシマを中心とする北

の池を「北池」、ヲシマから連リハシにより結ばれた小

島群から西側の部分を「中池」、それより東側および南

の池を「南池」と便宜的に呼び分けている（図１６７）。

今回の調査では、第３１０次調査で検出した西小池南池

の北部を検出した。第３３６次調査で検出した北池と同様

に地山を削りこんで造られており、池底の周囲には護岸

の木材が据えられている。地山が礫層となるところでは

この礫を池底の石敷きにみたてている。池底の標高は

８９．５m前後。後述するヲシマ・岬の高さを考えると、水

深は２０cm程と推定される。北岸は広い範囲で削平を受

けていたが、本来は勾配の急な崖状であったと考えられ

る。東岸も、池底からの比高差が１m程認められた。な

お、築山SX７８２９の南裾にある平場において、東大池と西

小池を結ぶかたちで東西方向の断ち割り調査をおこなっ

た。西小池東辺よりも約３m東で、ゆるやかに西におち

る肩を確認し、このことから西小池は盛土造成により汀

線を西に移動させ勾配をつけたことが判明した。
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（Y=－１５,２００）

第３３６次

SSXX８８３３２２２２

SSGG８８３３２２１１

X=－１４６,９２０

第３１８次

SSDD８８３３３３７７
SG８３２３

SSXX８８３３３３５５
SSXX８８７７９９００

SSXX７７８８２２９９SSXX８８７７９９１１

SSXX８８７７７７１１

第３５２次

SSXX８８７７７７００

SSGG７７６６５５１１

SSDD７７８８９９８８

X=－１４６,９４０

SSBB８８７７７７９９ SSXX８８７７７７４４

SSDD８８７７８８００SSDD８８７７８８１１

SSAA７７８８９９７７

SSDD８８７７８８２２SSXX８８７７７７６６ （X=－１４６,６００）

SSDD８８７７７７２２SSXX８８７７７７７７

SG７６５０
SSDD８８７７８８３３

SSXX８８７７７７５５

SX７６４１

SSGG７７６６５５１１ SSXX７７６６４４２２

X=－１４６,９６０

第３１０次

※第３５２次調査は２００２年度の
事業であり、日本測地系で
測量をおこなっている。こ
こではカッコ書きで世界測
地系の座標値を併記した。

Y=－１４,９６０ Y=－１４,９４０

図１６８ 第３５２次調査および周辺の調査（第３１０次・３１８次・３３６次）遺構平面図 １：３００
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ヲシマSX８７７０ 『真景図』に「ヲシマ」と記された中島

の東辺部を南北６m、東西２mの範囲で検出した。池底

から確認した頂部までの高さが４０cm、半球形に地山を

削り残してつくられており、周囲には石組がみられる。

基底部の周囲には石や土を押さえるための木材を平面が

多角形になるように据え、その材を２本の細い杭で挟む

ようにしてとめていた。

岩島SX８７７１ 南池の北端で約２mの範囲に石の集中す

る箇所を検出した。基底部には池岸から護岸と同じ材が

組まれており、岩島状のものがあった可能性がある。

方形造出しSX８７７４ 南池の東辺において南北６m、東西

２mの方形の張り出し部を確認した。『庭苑圖』にみられ

る汀線のありかたと一致する。

流路SD８７７２ 東大池と西小池を結ぶ流路。第３１０次調査

で東西の石組護岸SX７６４１・SX７６４２を確認している。

岬SX８７７５ 東大池と南池をつなぐ流路SD８７７２の西岸で

は、南北４m、南端で幅４mの範囲で地山を削り残した

嘴状の高まりを確認した。周囲に護岸石を据え、西側基

部にはわずかな造出しと踏石状の平石がみられる。また、

頂部では柱穴１基を検出した。

小島SX８７７６ ヲシマから南に連なる小島（もしくはその

対岸部に相当）の一部。縁まわりの石組に加えて東縁には

直径４cm程の白い玉石が撒き敷かれていた（SX８７７７）。

SB８７７９ 池底で石上に据えられた直径１０cm前後の丸太

柱材を３ヶ所で確認した。いずれも高さ１５cmほどに切

断されており、縁束状のものが埋め立ての際に切断され

た可能性がある。

築山SX７８２９ 西小池と東大池の間にある築山状の高ま

り。植栽を保護するためL字形のトレンチを南半部に設

けた。頂部で厚さ約１mをはかる明褐色土の盛土がなさ

れており、築山の南半部は、現状よりもかなり低平なも

のであったことが判明した。盛土の下部からは、完形に

近い室町時代の土師器皿が出土している（図１７８ １～３）。

また、南裾に石材のまとまる箇所があり、築山に上がる

ための石段など何らかの構築物かと思われたが、据付け

られたものではないことが判明した。

西小池埋め立て以後の遺構

暗橙褐色砂質粘土上面で検出した遺構、およびこれに

関わる遺構。

SX８７９０ 漆喰による長方形の流し状遺構。東西４０cm、

南北１２０cm。SX８７９１埋立て後につくられる。

埋甕遺構SX８７９１ 東西８０cm、南北３mの長楕円形平面

の両端に口径５５cmの瓦質の甕を据え、周囲上面に舟底

状に漆喰を貼る。甕にはともに塊石が落とし込まれてい

た。第３３６次調査で検出したSX８３３５と一連のものか。

水場状遺構SX８７９２ 外側に面を揃えた石で縁をとり、

中に漆喰を貼った方形の水場状遺構。東西１．８m、南北

１．５m以上。

埋設遺構SX７８９４・SX７８９５・SX７８９６ 調査区南半で検

出した樽（SX７８９４・SX７８９５）、木箱（SX７８９６）の埋設遺構。

杭列SA７８９７ 調査区南半東壁にそって確認した枕木な

どをもちいた南北方向の杭列。現在、東大池から鍵手状

の入り江として認められるSG７６５０は、岬の東辺を流れ東

大池と西小池を結ぶ流路SD８７７２を、埋め立てて現状の

ように改変したものと考えられ、その際の土留めであろ

うか。枕木をもちいた杭列は、北端のSD８３３７内において

も認められ、鉄道院所有との関係をうかがわせる。

南北溝SD７８９８ SA７８９７の西辺に沿って検出された南北

溝。暗橙褐色砂質粘土を掘り込む。埋土から物差し１点

を含む木簡６点が出土した。 （次山）

図１６９ 第３５２次調査 調査区全景（南東から）
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4 第３６５次調査

第３６５次調査は、東大池の西北隅（北区）と西南隅（南

区）を対象に、２００３年１０月１日に開始し、１２月２４日に終了

した。調査面積は北区が約２１８㎡、南区が約１７０㎡の合計

約３９０㎡である。本調査は、東大池の周辺を対象にした最

後の調査で、これまでの調査成果とあわせて、東大池沿

岸部分の変遷を明らかにすることを主たる目的とした。

また北区では、調査区の大部分が陸地部分にあたること

から、今後おこなう御殿跡地の調査につながる調査成果

も期待された。

この他に、東大池東岸で市道沿いの植栽工事にともな

う事前調査をおこなった（東区）。幅２．５mのトレンチを

３ヶ所に設けて調査した結果、市道沿いは現代の造成土

が厚く盛られていて、植栽が遺構面に影響しないことを

確認した。

北区検出遺構

北区の基本的な層序は、表土および近現代の整地土の

下に、ややしまりの良い砂質土層が、橙褐色土、茶灰色

土の順につづき、その下に淡黄色の粘質土層が厚く盛ら

れる。これらは中世後半～近世の整地土層であり、この

下には中世の遺物を含む暗褐色の粘質土層がある。

今回の調査では、中世後半～近世の各整地土上面で主

な遺構を検出した。ここでは便宜的に、中世の遺構をⅠ

期、中世後半～近世の遺構をⅡ期、近代の遺構をⅢ期と

区分する。このうちⅡ期を、さらに３時期に細分し、そ

れぞれ時代順にⅡ－１～３期、と呼ぶ。

Ⅰ期（中世）

調査区の中央を斜めにはしる明治時代の暗渠SX７８４３

の掘形で、近世の整地土層の下にひろがる暗褐色の粘質

土層を確認した。この粘質土層は２０～５０cmの厚さで、上

面はほぼ水平を呈し、その標高は９０．１m前後である。こ

れと同じ土層は、調査区西半の断ち割りでも確認してお

り、北区全域の下層に広がっているものと推察できる。

第３１８次調査では、この土層を池底の堆積層と推定し、中

世には東大池が現況より西北に張りだしていたとする。

今回の調査では池の堆積層である確証は得ていないが、

少量ながらも出土した火舎やすり鉢などの土器片は室町

時代のものに限られる。

Ⅱ期（中世後半～近世）

〈Ⅱ－１期〉 淡黄色土の上面で検出した遺構群。隣接

する第３１８次調査および第３３６次調査の遺構検出面にあた

り、出土遺物から中世後半～近世初頭に造成された整地

面と考えられる。この面では多数の遺構を重複して検出

しており、以下に主なものを示す。

SD８５７０・SD８５７１ 調査区の西半で検出したL字形の礫

溝。このうち南北溝をSD８５７０、東西溝をSD８５７１とする。

SD８５７０北端とSD８５７１西端を接続し、SD８５７１東端はSX

７８４３に壊される。SD８５７０南端は、調査区の西南隅に拡張

区を設定して調査した結果、南壁付近でとぎれることを

確認した。用途は不明だが、その構造からは庭園内の水

はけを改善する地業とも考えられる。下部に粗砂が堆積

し、その上面に礫を詰めた構造で、礫上面の標高は８９．９

m前後とほぼ水平を示す。溝の幅は礫上面で４０～６０cm、

図１７０ 礫溝SD８５７０・SD８５７１（北から） 図１７１ 礫溝SD８５７１と石列SA８５６４（東から）
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溝の深さはSD８５７０の南端では礫上面から約３０cmである

のに対し、SD８５７１の東端では約８０cmと急激に深くなっ

ている。溝底の標高から判断すれば、SD８５７１は南北溝

SD８５６２に接続する可能性が高い。埋土には中世から近

世にかけての遺物を含み、礫上面では赤土器・白土器と

呼ばれる中世の土師器片が多く出土している。

SD８５７２ 東西溝SD８５７１の中ほどに、北から合流する礫

溝。幅約５０cm、深さ約８０cmの溝に約４０cmの厚さで礫を

詰め、合流部には２０cm大の見切石で区切る。礫上面の標

高は東西溝SD８５７１と同じく８９．９cmだが、構造は大きく

異なり、下部に直径１５～２０cmの大粒の礫を詰めたのち、

その上を細礫で覆う。

SD８５６２ 調査区の中央にある南北溝。幅は約１m、深さ

は南壁ぎわで約４０cmだが、北壁ぎわは約９０cmと急激に

深くなる。溝底には灰白色の粗砂が厚く堆積する。

SX８５７５ 調査区の西南隅、礫溝SD８５７０の東岸にある埋

甕。底部に白色の粘土を充填する。室町中頃と思われる

瓦質の甕を用いており、遺構の重複関係からみても、Ⅱ

－１期の中でも早い時期の遺構となる。

SK８５６７ 調査区の西半、礫溝SD８５７０の南岸にある土坑。

東西約４m、南北約１mの長方形で、深さは約３０cm、底

に１０cm程の厚さで暗青灰色の粘土を敷き固める。遺構

の重複関係からはⅡ－１期の中でも早い時期と考えられ

るが、粘土上面からは陶器片など近世の遺物が出土して

いる。

SK８５６９ 調査区西半の北壁ぎわで検出した土坑。中世

の土師器片（白土器）が多量に出土した（図１７８－４～１１）。

SB８５６３ 調査区の中央で検出した東西約８m・南北約

４mの掘立柱建物。桁行４間・梁行２間で、柱穴内に礎

盤石を置く。庭園施設にしては簡素な建物が想定される

が、用途は不明。西北隅の柱穴は礫溝SD８５７１を掘り込ん

でおり、これより新しいことがわかる。南側柱穴は、第

３１８次調査で検出したSX７８２５に該当する。

＜Ⅱ－２期＞ 茶灰色土の上面で検出した遺構群。層位

的な関係から、時期は近世中期～後期にあたり、『真景

図』が描く時期と対応すると考えられる。『真景図』では

御殿の北端に「含翠亭」、西小池北岸に「閑眠亭」を描き、

東大池北西岸はこれらの露地として描かれる。

SX８５５８ 調査区中央で検出した瓦敷面。約６０cmの幅で

平瓦を東西に敷き並べる。瓦の上面を揃えて並べること

から、露地に設けた園路の一部と考えられる。

SD８５５４・SD８５５５ 幅１０cm、深さ１５cm程の溝に瓦を割

って詰めた暗渠。側面には瓦を小端立てに並べる。周辺

の水はけを改善するための湿気ぬきであろう。このうち

南北暗渠をSD８５５４、東西暗渠をSD８５５５とした。

SX８５５３ 調査区の東半、Ⅱ－２期とⅡ－３期の整地土

の間で検出した南北にのびる帯状の遺構。黄漆喰で固め

た堤を鉤の手に配し、その西側に瓦を小端立てに並べる。

堤と瓦の間には板材の痕跡も確認できる。庭園施設の周

縁部と考えられるが、詳細は不明。植栽桝の痕跡か。

SX８５５３ SX８５４８
A SK８５６９SD８５７２ a

H=９１.０m

H=９０.０m

■橙褐色土層 ■茶灰色土層 ■淡黄色土層 ■暗褐色土層
SX７８４３

Y－１５,２１０ Y－１５,２００ Y－１５,１９０

SK８５６９ aA SD８５７２

SD８５５５

SA
８５
６４

SX８５４８

SSDD
８８５５
７７００

SSDD８８５５７７１１

SX
８５
５３

SSDD
８８５５
６６２２

SSKK８８５５６６７７ SX８５５８

SSDD
８８５５
５５４４

X－１４６,５５５

SA
８５
６５

SB８５６３
第３１８次 SX８５７５ SX８５４７

（X－１４６,９０５）

SSXX８８５５４４５５
X－１４６,５６０

SX７８４３
第３３６次 第３００次第３１８次

X－１４６,５６５

（Y－１４,９４０）

図１７２ 第３６５次調査北区 遺構平面図・断面図 １：２００
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〈Ⅱ－３期〉 橙褐色土の上面で検出した遺構群。遺構

の検出状況から、大乗院が廃絶となる明治初年までの時

期、すなわち近世末期と判断できる。『境内図』が描く時

期と対応する。

SA８５６４ 調査区の中央で検出した南北の石列。約３０cm

大の石を外側の面をそろえて２列に並べ、その構造から

築地塀の基底部であることがわかる。拡張区を設けて南

端を確認したところ、東西石列SA８５４５に接続するよう

に鉤の手に曲がっており、一連の築地塀であったと考え

られる。整地ののち石列SA８５６５に造り替えられる。

SA８５４５ 調査区の南張り出し部で検出した東西の石列。

構造は南北石列SA８５６４とほぼ一致する。暗渠SX７８４３に

壊されるが、本来は石列SA８５６４に接続していたと考え

られる。『境内図』に描かれた鉤の手におれる築地塀の一

部であろう。

SX８５４７ 調査区の東半、東大池に急激に落ち込む岸上

で検出した黄白色の叩き漆喰面。同様の漆喰面は東大池

東岸部の調査でも検出している。今回の検出遺構は、そ

の形状や遺構の重複関係から判断して、近世末期の園路

とみるのが妥当であろう。

SX８５４８ 調査区の東半、東西石列SA８５４５の北側で検出

した築山状の高まり。Ⅱ－２期の整地土上面に積土を層

状に重ねて、高さ約７０cmの高まりを作る。『境内図』で

は築地塀の北側に樹木が生い茂った築山を描いており、

これに相当するものと考えられる。

Ⅲ期（近代）

明治初年（１８６８）以降、奈良ホテルが開業する明治４２年

（１９０９）までの遺構。

SA８５６５ 調査区の中央、南北石列SA８５６４に重なる位置

で検出した南北の石列。約２０cm大の石を東面をそろえ

て１列にならべる。西側に控え柱の柱穴があり、板塀の

基礎であることがわかる。下層の石列SA８５６４との間に、

近世末期頃の瓦片を多く含む廃棄土層SX８５６１をはさむ。

明治時代に宅地と旧庭園地を区切るために設けた区画施

設であろう。

SX７８４３ 第３１８次調査で検出した東大池の排水用土管暗

渠。東大池西北部分に煉瓦製の排水口があり、現在も機

能している。明治２０年代の荒池造成にともなって東大池

の北側に開削された掘割は、オーバーフローを東大池に

流し込むように計画されており、この暗渠もこの時に埋

設されたものと考えられる。今回検出した遺構面は、す

べてこの暗渠に壊されることから、北区における整地土

層の造成年代の下限が知られる。

南区検出遺構

南区の基本的な層序は、青灰色粘土の地山上に数層の

造成土を積み重ねて池岸を形成する。岸の上は近現代の

造成土および撹乱土がうすく覆い、池の中は地山直上に

暗青色土が堆積する。池岸の造成土は下から順に、青灰

褐色土、灰褐色土、橙褐色土、の砂質土層に大きく分け

られる（図１７４）。

今回の調査では、近現代の造成土および撹乱土、池底

の堆積土を除去した状態で、主な遺構を検出した。また、

池岸を断ち割るトレンチを数ヶ所に設け、岸の積土の状

態を確認するとともに、下層で地山直上に広がる礫敷面

を確認した。以下、中世以前の遺構をⅠ期、近世の遺構

をⅡ期、近代の遺構をⅢ期と区分する。

X－１４６,５５８

SD８５５４
SA８５６４

H=９０.５m

SB８５６３

SD８５６２
■茶灰色土層（�‐２期）
■淡黄色土層（�‐１期）
■暗褐色土層（ � 期 ）

SD８５７１H=８９.５m

図１７３ 北区 SX７８４３掘形南壁 土層図 １：６０

Y－１５,２１６Y－１５,２１０ 池岸SX８５９０

■橙褐色土層
■灰褐色土層
■青灰褐色土層

H=９１.０m

H=９０.０m

礫敷面SX８５８７

図１７４ 南区 東大池西岸 土層断面図 １：５０
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Ⅰ期（中世以前）

SX８５８７ 近世の東大池岸SX８５９０を断ち割ったトレンチ

の最下層で検出した礫敷面。調査区の南半で西に大きく

張り出して、入江状の洲浜を形成する。地山直上に５～

１５cm大の礫を敷き並べており、礫上面の標高は８９．７m

前後とほぼ水平を示す。礫敷面の直上は堆積土とみられ

る暗青灰色の砂質土でうすく覆われていた。礫敷面の東

端は汀線の位置に広範囲にわたり露出していて、礫敷面

が東大池の池岸西南部に広く存在することが推察できる。

さらに調査区の北半では、礫敷面が断面をみせるように

してとぎれる様子を確認できる。このことは、かつて北

東方向にのびていた礫敷面を切り込んで東大池西岸を新

たに造成した可能性を示唆しており、天神島を東大池西

岸から削り出して造成したとする第３３６次調査の所見と

も矛盾しない。礫上面および堆積土の中からは１１世紀末

～１２世紀初頭とみられる土器片が出土した（図１７８－１２～

１４）。これが礫敷面の時期を示すとすれば、大乗院庭園

に先立つ庭園の遺構として注目される。

Ⅱ期（近世）

SX８５８９ 調査区の北半にある地山起源の礫層を削り出

した礫面。汀線の位置に露出して礫敷の様相を呈する。

SX８５９０ 橙褐色土を最上層として造成された東大池の

西岸。橙褐色土を掘り込む暗渠SD８５８６に明治５年製の

土管を使用しているので、これを近世の造成土と判断し

た。橙褐色土層は４０cm程度の厚さがあり、上面の標高は

９１．１m前後とほぼ水平を示す。岸は４５度弱の急勾配でお

ちこみ、標高９０m付近に侵食でえぐられた跡がみられる。

この侵食痕により、池の水位を標高９０m前後とする従来

の所見が裏付けられた。

SX８５８２ 調査区の東端、岸上にある約１５cm大の石を乱

雑に並べた石組。『境内図』ではこの部分に長方形の敷石

を描いており、この地固め石の可能性が考えられる。

SD８５８８ 調査区の中央、岸下にある南北溝。方位はほぼ

南北の軸に沿う。残存状況が悪く詳細は不明だが、近世

の護岸に関わる遺構の可能性も考えられる。

Ⅲ期（近代）

SD８５８６ 池水を外へくばる土管暗渠。取水口SX８５８５か

ら南西にくだる。明治５年製の土管（図１７７）を使用する

ことから、掘削時期は明治初頭の可能性が高い。

SX８５８５ 暗渠SD８５８６の東端に取り付く樋門。直径約６０

cmの丸太（二葉マツ）を刳貫いたもので、上面と正面の２

ヶ所に取水口を設けて栓でふさぐ。樋門の標高は約８９．６

m、通常は上面の栓を抜いて取水し、水位が低い時や樋

門の泥を抜く時に正面の栓を抜いたらしい。

SA８５９１ 池の中を岸に沿って並ぶ杭列。重複関係から

暗渠SD８５８６より新しいことがわかり、暗渠の設置後に

岸を補修した時のものとも考えられる。 （金井）

Y－１５,２１５ Y－１５,２１０

SX８５８９
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X－１４６,６５０

（X－１４７,０００）

SX８５８７

X－１４６,６５５

SX８５８５SX８５９０
図１７６ 礫敷面SX８５８７（北西から）

X－１４６,６６０

SD８５８６

SA８５９１

X－１４６,６６５

SX８５８２
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図１７５ 第３６５次調査南区 遺構平面図 １：１５０
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5 出土遺物

瓦磚類

出土した瓦磚類の一覧を、次数ごとに分けて表に掲げ

た（表２４・２５）。このうち、興２８０・２８２・４０９・８５１・８６０は

近世、興７０８は平安時代の瓦である。

第３５２次調査で出土した瓦は近世のものが大半を占め

ており、中でも小型菊丸の出土率が高い。これらは大棟

の棟飾りとして用いられるものである。なお、６６６１Dは

飛鳥寺や元興寺に特有の瓦であるため、大乗院移転以前

の元興寺禅定院に関連する可能性がある。

第３６５次調査で出土した瓦は北区から出土したものが

ほとんどで、近世以降のものが大半を占める。多様な種

類の瓦が出土しているのも特徴で、組棟に用いられる菊

丸や輪違いなどの棟飾りや、塀に用いられる角桟瓦が出

土している。また、熨斗瓦の中には滑り止めのカキメが

施されているものがあるが、これらはおそらく明治以降

のものと考えられる。このほか、「大日本大阪横山製

造」の刻印をもつレンガが出土しており、同様のものが

第３３６次調査においても確認されている（『紀要２００２』）。

土 管

暗渠SD８５８６に使用されていた常滑産の真焼土管で、

全体に暗赤褐色を呈する。全長６６．７cm、ソケット外径

２３．４cm、筒部外形１８．４cm、内径１６．０cmを測る。ソケッ

ト部は内外面ともヨコナデで整形され、筒部は外面がタ

テナデ、内面は１～２条の細いタテナデを除くと基本的

に未調整で、全面に離れ砂が付着している。このことか

ら、筒部は型に粘土板を巻き付けて成形され、型から取

り外した後に、内面の合わせ目のみにタテナデが施され

たと考えられる。また、筒部内面中央のヨコナデ部分を

境にして上下でタテナデの位置が異なることから、２本

の筒を接合して成形したと考えられる。ソケット部も筒

部に接合するかたちで成形されている。 （林 正憲）

中野晴久氏（常滑市民俗資料館）の御教示によれば、この

土管は、英国人土木技師・R.H.ブラントンの依頼により、
こい え ほうじゅ

常滑の製陶業者・鯉江方寿が横浜居留地の下水道用とし

て明治５年（１８９２）に製造したものである。２万本ほど製

造して横浜に納入したが、規格外との理由で全数不合格

となり、実際には使用されなかった。不合格となった土

管は横浜周辺の資材商に払い下げられたといわれ、東京

の新橋停車場跡地では、近年この土管がまとまって出土

して話題になった。一方、鯉江はこれを機に土管の改良

をはじめ、翌年には新式製法の土管を開発、これが全国

に普及する近代土管の原形となった。

このように、この土管は近代土管の試作品ともいえる

もので、その使用は本格的な近代土管が普及する以前の

明治１０年頃までと推察できる。土管製法の転換点を示す

考古資料とて重要だが、今回の近畿地方での出土は、近

代化の道を邁進していた明治初頭の日本の物資流通を知

る上でも貴重な発見であろう。 （金井）

表２４ 第３５２次調査 出土瓦磚類集計表

軒 丸 瓦 軒 平 瓦

型式 点数 型式 種 点数

６２３５（興４） １
中世巴 １
興２８０ ３
近世巴 ３
近世小型菊丸 ４
近世小型菊丸 ２
近世 １
近世後半 １
隅軒丸 １
型式不明 ２

６６６１ D １
古代 １
興７０８ １
鎌倉 １
中世 ２
近世 ４
近世後半 ７
軒桟瓦（刻印付１点含） ３
型式不明 １

軒丸瓦計 １９ 軒平瓦計 ２１

道具瓦他

鬼瓦 １ 面戸瓦 １

割熨斗 ３ 丸瓦スタンプ １

丸瓦 平瓦 磚他 凝灰岩

重量 ３１．７kg ２１４．３kg ３．２kg ２３．７kg

点数 ２０６ １５６１ ５ ４０

表２５ 第３６５次調査 出土瓦磚類集計表

軒 丸 瓦 軒 平 瓦 軒 桟 瓦
型式 点数 型式 点数 型式 点数

鎌倉巴 ２ 平安 ２ 近世 ３
室町巴 １ 鎌倉唐草文 １ スタンプ付 １
中世巴 １ 室町唐草文 ２ 近世後半 １
中世菊丸 １ 室町後半唐草文 １ 近世 ２
中世 ２ 室町菊花文 １ 軒桟瓦計 ７
興２８０ １ 室町 ２

道具瓦他興２８２ １ 中世唐草文 １
興４０９ １ 中世 １ 鳥禽（巴文） ２
近世巴 ２１ 興８５１ １ 鬼瓦 ２
近世前半巴 １０ 興８６０ １ 輪違い ３
近世後半巴 ７ 近世唐草文 ２ 角桟瓦 ３０
巴 ３ 近世蓮華唐草文 ５ 角桟伏間瓦 ２
小型菊丸 ４ 近世無文 １ 熨斗瓦 １１
近世 １ 近世 ５ 箱熨斗瓦 ３
近世後半 ６ 近世前半 ４ 面戸瓦 ５
型式不明 ６ 近世後半 ２ 文字付平瓦 １

型式不明 ４ スタンプ付平瓦 １
軒丸瓦計 ６９ 軒平瓦計 ３６ スタンプ付丸瓦 １

丸瓦 平瓦 磚 凝灰岩・レンガ

重量 ９８．１kg ５４９．９kg ２１．４kg ３．５kg
点数 ８４０ ４３８３ ３３ １０

図１７７ 暗渠SD８５８６ 常滑産の真焼土管
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土器・陶磁器類

両次の調査を通して整理用コンテナにして２９箱分ある。

それらの所属時代は奈良時代から現代におよぶが、出土

量の大半は、近・現代の陶磁器である。平安時代前期以

前の土器は少量で、かつ調査区全域に散在する傾向を示

しているので、ここではまとまって出土し、東大池およ

びその周辺の変遷段階を示す資料を示した（図１７８）。

１～１１は室町時代の土器で、１～３は築山SX７８２９の

盛土である明褐色土層下部、４～１１は土器溜SK８５６９出

土である。土師器皿の口径は７．５cm～１４．０cmあり、口径

からは少なくとも５規格が認められる。７はいわゆる赤

土器、その他は白土器である。１１は口縁部２ヶ所に補修

孔があり、底部外面には、針描きが認められる。

１２～１７は東大池西岸SX８５９０の断割調査で出土した土

器である。１２～１４は大乗院園池に先行する園池の堆積層

である暗青灰色砂質土層、１５～１７は東大池の西岸築成土

である青灰褐色土から出土した。土師器小皿１２・１３の口

径は１０．５cm前後、器高は２．０cm前後、大皿１４・１５の口径

は１５．５cm前後、器高は、３．３cm前後となる。瓦器小皿１６、

瓦器椀１７は、見込みにジグザグ文が施されている。これ

らの土器は、平重衡による南都焼き打ち（１１８０）の後に再

建された興福寺大御堂鎮壇具埋納土器よりも先行するも

ので、瓦器椀や土師器皿の形態や調整手法から、１２世紀

前半の年代が推定される。

１８～２２は平安時代前期のもので、各包含層出土。１８は

黒色土器A類椀、１９～２１は緑釉陶器である。２２は白磁椀

の底部小片で、釉色はややくすんでいる。定窯あるいは

�窯の製品と考えられる。 （川越俊一）

飛鳥小学校関係遺物

第３５２次調査では、飛鳥小学校時代の遺物として、石筆

・石盤・硯などの文具が池の埋立て層およびその上の灰

黒色砂質土層から多量に出土した。このことは、当初西

小池の西側にあった旧内御殿・東林院殿を校舎とし、新

校舎も御所馬場に面した敷地西南部に建てられた歴史的

な経過と対応する。特に、１１７点の出土をみた石筆はいず

れも短く折れていることが特徴である。石盤・石筆がノ

ートと鉛筆にその座を明け渡した大きな理由に、石筆が

折れやすく使い勝手が悪かったことがあげられている。

埋没時の破損もおおいに考えられるが、こうした事情を

彷彿とさせる資料である。 （次山）

6 まとめ

（１）第３５２次調査

調査の結果、西小池南池、ヲシマ、岬など事前に予測

された遺構を、ほぼ予測された位置で検出し、西小池の

復原にあたり平面図である『庭苑圖』の資料としての正

確さをあらためて確認することとなった。

ところで、森蘊は、西小池を含む敷地西南部の様子に

ついて、『真景図』や現況に照らして復元図を描いた（『中

世庭園文化史』奈文研学報第６冊 １９５９）。その状況の類例を

江戸時代初期の庭園遺構に求め、「三個の中島を石橋で

連絡しつつ出島状とし、筋違いに州浜を突出させている

０ １０�

１２１

１３２

３
１４

４

１５
５

１６６

７

１７８

９

１８
１０

１９

１１

２０

２１

２２

図１７８ 第３５２次・３６５次調査出土土器 １：４

156 奈文研紀要 ２００４



姿は、あたかも桂離宮庭園景観中の白眉とされる松琴亭

前面の天橋立と、州浜一帯に酷似しているのに気がつき、

驚き入ったのである」と記している。

今回検出したヲシマSX８７７０、小島SX８７７６、および岬

SX８７７５を含む西小池の景観と各遺構の配置は、桂離宮

の天橋立と州浜のありかたに近似しており（図１７９）、森の

この予察を裏付ける結果となった。大乗院庭園の作庭に

おける意匠的な分野の研究に、貴重な材料をもたらした

ものといえよう。 （次山）

（２）第３６５次調査

陸上部分の変遷 北区では、中世から近代にいたる各時

期の整地面を層位的に確認し、大乗院庭園の造り替えに

関する重要な資料が得られた。

まず、調査区全体に広がる中世の暗褐色土層を確認し

た。この土層は第３１８次調査でも確認しており、東大池の

堆積土である可能性を指摘している。

次に、この上に積まれた中世後半～近世の整地土層を

三層にわたって確認した。下層の淡黄色土上面では多数

の遺構を重複して検出し、この場所が短い間に何度も造

り替えられた様子を伺い知ることができる。中でも礫溝

SD８５７０・SD８５７１と建物SB８５６３は、近世初期の作庭手法

を示す遺構として注目される。

中間層の茶灰色土層上面では、『真景図』と対応する遺

構を検出した。『真景図』では、北区に該当する場所に露

地（茶室に付属した庭）を描いており、瓦敷SX８５５８や瓦詰

め暗渠SD８５５４・SD８５５５は、これに対応する造作と考え

られる。

そして上層の橙褐色土上面では、『境内図』と対応する

遺構を検出した。『境内図』の北区に該当する場所には、

鉤の手におれる築地塀と樹木に覆われた築山状の高まり

が描かれており、東西石列SA８５４５および南北石列SA

８５６４、築山SX８５４８の検出状況とよく合致する。

絵図の年代 『真景図』および『境内図』は、これまで絵

画技法の特徴などから『境内図」が近世中期、『真景図』

が近世末期の情景を描いたものと想定されてきた。しか

し上述のように、遺構の検出状況からは、『境内図』が近

世末期、『真景図』がそれ以前の姿を描いたことが推察さ

れ、絵画が描く情景の年代もこれに従う可能性を指摘で

きる。

東大池岸の造成過程 南区では、東大池岸の造成に関し

て、既往の調査成果を裏付ける資料を得るとともに、近

世以前の遺構について重要な情報を得ることができた。

まず東大池の池岸が中世以来の積土によってしだいに

高く造成され、近世末期には現況のような急勾配の岸辺

となっていたことを確認した。このことは、これまでの

調査で既に明らかにされているが、積土の造成年代につ

いては包含する遺物の年代から推定していた。今回の調

査では、明治５年製の土管を使用する暗渠SD８５８６との

重複関係から、最上層の積土が近世の造成である可能性

を示すことができた。

また南区の南半では、積土の下に広がる礫敷面の存在

を確認した。これにより、かつて東大池西南部は現況よ

り西に張り出しており、入江状の洲浜を形成していたこ

とが明らかとなった。近世以前の遺構については部分的

な調査に止めており、洲浜の時期を断定するには至らな

いが、出土遺物からは１１世紀末～１２世紀初頭に遡る可能

性が指摘できる。この時期には元興寺禅定院の伽藍がこ

の地にあったことが史料から知られ、この洲浜が禅定院

の庭園遺構である可能性は大いにあろう。 （金井）
図１７９ 桂離宮庭園実測図 部分 １：８００
（『小堀遠州の作事』奈文研学報第１８冊１９６６より）
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1 はじめに

法華寺は、７４５年（天平１７）の平城京還都に際し、光明皇

后が平城宮東院に東接する父藤原不比等旧宅を施入して

創建した寺である。はじめは宮寺と呼ばれたが、ついで

大和国の国分尼寺に当てられ総国分尼寺とも称された。

平安期に衰退したが、鎌倉時代に叡尊が復興し金堂等を

再建、その後、戦国期に焼失。再び豊臣秀頼が復興する

という長い歴史をもつ。もともとの伽藍中心部は現境内

の南側、住宅密集地に広がっており、現在の南門がちょ

うど講堂の位置を踏襲するという位置関係にある（図

１８３）。

平城第３６３次調査は、奈良市法華寺町８８２番地に所在す

る史跡法華寺旧境内及び名勝法華寺庭園に対して、境内

防災施設改修事業としての改修工事を行うのに先立ち発

掘調査を行ったものである。期間は平成１５年８月４日～

平成１５年１２月２４日、調査面積３２１㎡である。

また、平城第３６６次調査はその間におこなった鐘楼西

側にある池に護摩堂を建設するための事前調査である。

当地に対する既往の調査としては、茶室、茶庭築造に

ともなう事前調査によって礎石および掘立柱を使用した

東西建物がみつかった第７９－２・１０次調査、境内西南で

収蔵庫建設に先立って調査されやはり礎石建物がみつか

った第９８－１７次調査、浴室北側の茶室建設に先立つ事前

調査で奈良時代の掘立柱建物が重複してみつかった第

１５１－１６次調査などがある。また、本堂、鐘楼の修理の際

にも広く調査されているが、当地域の全体像や移り変わ

りについての所見はいまだ不鮮明な状態にある。

それゆえ、境内を広い範囲で調査する機会として今次

の調査はおおいに期待された。しかし、いずれの調査区

も消火栓への給水配管や電気の配線工事にともなうもの

であったので、幅約１mほどの細長いトレンチ調査にな

らざるをえなかった。調査は配管の都合や庫裏の事情な

どを勘案して、境内北側より開始し南へ進んだが、十分

な広さのないところでは地山や遺構面の確認程度にとど

めたところも少なくない。

2 基本層序

全体的に北が高く、南に低い地勢で、とくに南東側が

大きく下がっている。境内北側でもっとも高い位置で確

認できた黄褐色の地山上面は標高６８．２mを測るのに対し

て、本堂前では６６．３m前後、浴室南方ではX－１４５，０６８付

近の６６m前後から比較的急に下降し、現地表面より１．８m

以上深くなる。このため、調査区南東部では遺構面を確

認できなかった。地山の低いところでは、奈良時代以後、

中世、近世の各時期の整地がなされているのに対して、

本堂前や庫裏北側では現代の上土をはぐと直ちに地山に

達するほどであった。なお、本堂前西側に限っては平安

時代の層が薄く広がっていた。

法華寺の調査
―第３６３次、３６６次

図１８０ 本堂前SB８６０１付近（東から） 図１８１ SB８６９０基壇（南から）
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３ 遺構の概要

以下、主要遺構の確認された地区をとくに取り上げて

調査成果を記す。該当する地区には本堂前地区（現境内）、

池西側地区、鐘楼裏地区、光月亭周囲地区があり、その

他の地区については若干の言及にとどめる。（高橋克壽）
図１８２ SD８７１０（西から）

Y－１８,０００ Y－１７９,０００

X－１４５,０００

光月亭周囲地区土蔵 庫裏

客殿
東室土蔵

光月亭

７９－２次

浴室

本堂

７９－１０次
本堂前地区

鐘楼 薬師堂池西側地区
慈光殿

稲荷堂９８－１７次 鐘楼裏地区
南門

東門
横笛堂市１次 WC X－１４５,１００

９５－８次

２３４－３次２３４－１５次

９８－２１次

３６３次調査
８２－６次３６６次調査

８２－６次

図１８３ 法華寺調査区配置図 １：１０００
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本堂前地区

東西棟建物SB８６００ 本堂前面で確認された４間×７間

の二面庇東西棟建物である。柱間は１０尺等間。このSB

８６００は、昭和２９年におこなわれた本堂の修理工事にとも

なう発掘調査で確認されていた（『重要文化財法華寺本堂南

門鐘楼修理工事報告書』、奈良県教育委員会、１９５７年）。今回の

調査でもその存在を追認したことになるが、西側の妻に

あたる柱穴のうち、２基は今回初めて検出されたもので

ある。柱穴の一部では柱の腐植痕を確認することができ

た。また、柱穴の中には掘形の上に礎石の据付痕や根石

の残存が確認できるものがあった。したがって、SB８６００

はある段階で掘立柱から礎石建へと移行したものと判断

される。なお、基壇等は確認されておらず、おそらく後

世に削平されたものと考えられる。

東西棟建物SB８６０１ SB８６００の東側に位置する建物で、

SB８６００と同規模の４間×７間の二面庇東西棟建物であ

る。かつて、SB８６００の西側で同様の建物が確認されてい

たことから（第９８－１７次調査）、その存在が想定されてき

たが、今回の調査で初めて確認することができた。今回

検出したのは柱穴４基であるが、そのうち１基は建物の

中央に位置している。SB８６００の西側建物でも同様の柱配

置が認められており、間仕切りとして機能していた可能

性がある。なお、これらの柱穴では柱根の残りがよく、

抜き取りがおこなわれた１基を除くと、いずれの柱穴で

も柱根を確認することができた。これらの柱根は直径５０

cm前後で、残存高も５０cm程度あった。掘形の上層では

根石や礎石の据付痕が確認されていないが、柱穴そのも

のを確認できた標高が低いため、もともとあったものが

削平された可能性がある。

Y－１７,９６０ Y－１７,９５０

X－１４５,０６０ SK８６３０

SX８６２５

SX８６２６
SX８６１７SX８６２８
SX８６１８

SX８６１９SD８６２３

SK８６２７

X－１４５,０７０

SX８６３２

（X－１４５,４２０）

SB８６００ 昭和２９年時調査区

（Y－１７,７００）
図１８４ 本堂前地区遺構平面図 １：２００

図１８５ SB８６０１柱根の検出状況（南西から）
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SX８６１５・SX８６１６・SX８６１７・SX８６１８・SX８６１９ いずれ

もSB８６００の北東で確認された柱穴群である。足場や小屋

組などといった、何らかの施設の存在を示すものと考え

られるが、調査区の幅に制限され、その概要や性格を明

らかにすることができなかった。時期に関しては、出土

遺物から奈良～平安時代と考えられる。なお、SX８６１９に

ついては昭和２９年の調査時にも確認されている。

SG８６０５・SX８６０６ 近世の池と、その東岸にあたる石組

遺構である。１８世紀における法華寺の伽藍を描いた『大

和名所図会』を見ると、かつて池が鐘楼を取りまくよう

にして広がっていたことがうかがえる。このSG８６０５の範

囲がその絵図の状況とよく合致していることから、近世

の池と判断した。

SX８６０８ SG８６０５の北側で確認された焼土面である。炭

化物とともに、土器や瓦が出土している。遺物の年代な

どから、法華寺が戦国期頃に焼亡した際の焼土面と考え

られる。

南北溝SD８６２３ 調査区の西側で検出された。北側はSX

８６２５に切られている。一部、石組が護岸状に配されてい

る部分もある。なお、このSD８６２３の西側には時期不明の

石組み遺構SX８６２６があるが、この石組みがSD８６２３まで

連続していた可能性がある。溝の埋土からは、平安時代

の灰釉陶器や緑釉瓦が出土した。

暗渠SX８６２５ 近世の瓦暗渠である。名勝庭園の池から

鐘楼西側にある池までをつなぐ役割を果たしていたと考

えられる。北西端では石詰め暗渠となるが、途中で鬼瓦

を加工した取水口を設け、丸瓦を並べて暗渠となし、平

瓦で蓋をする。その平瓦の上層に瓦礫を積んでいる。

SX８６２８・SK８６３０ 今回の調査区からは２ヶ所で凝灰岩

礎石片が出土した。SX８６２８は土坑などをともなわず、単

独で出土した。SK８６３０では土坑の中から、柱座の痕跡を

有した礎石片が出土している。

現在、境内には花崗岩様の礎石が残されているが、修

理工事の際に発掘された本堂の前身建物や、SB８６００の状

況から勘案すると、これらの建物の創建当初に用いられ

た礎石はいずれも凝灰岩と考えられる。

SX８６３４・SX８６３５ SB８６０１の東側、地表下１５cm程度で

検出された石組と、その下層から検出された凝灰岩の板

石である。両者の関係は明らかではないが、堆積状況等

から勘案して、異なる時期のものと判断した。板石は厚

さ５cm程度、幅５０cmで、整地土上に据えられている。時

期や性格は不明だが、SB８６０１の基壇外装にともなう可能

性がある。

SK８６０９～８６１３・８６２７・８６３２ いずれも中・近世の土坑で

ある。なかには瓦が大量に廃棄されていた。SK８６３２では

下層から茶碗などの磁器が重なり合って出土した。

０ ５m

Y－１７,９１０Y－１７,９２０Y－１７,９３０

X－１４５,０６０

SX８６１５

SSXX８８６６１１６６

SX８６０８
SK８６１１

SK８６１３ SK８６１０ X－１４５,０７０
SK８６１２ SK８６０９

SG８６０５
SX８６０６

SX８６３５

（X－１４５,４２０）

SX８６３４

SB８６０１

第３６６次調査区

（Y－１７,６５０）
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池西側地区

講堂SB８６４０ 基壇は地山を削り出した後、土盛りする

ことによって形成されている。残存している基壇高は３０

～５０cmである。基壇の北外縁では、地覆石と延石が検出

された。いずれも凝灰岩である。東西軸がやや南北に振

れているが、当初からその状態であったかどうかは明ら

かでない（図１８６）。

基壇上に立つ建物については、今回方形の柱穴１基の

みを確認した。柱の位置はSB８６００と１mほどずれている。

昭和６２年の発掘調査で確認された他の柱位置も、SB８６００

の柱位置とは異なるため（『奈良市埋蔵文化財調査概要報告

書』昭和６２年度、奈良市教育委員会）、講堂とその後背に建つ

建物群では、建物の中軸線を違えていたことがわかる。

SK８６４２ 基壇に積み土がなされている途中で掘られた

土坑である。上層には基壇の積み土が堆積していること

から、ごく短期間のみ設けられていたことがわかる。性

格等については不明である。

SK８６４３ 基壇の下層で検出された柱穴である。この柱

穴には抜取痕が確認されており、基壇築造以前に何らか

の建物が存在していたことを示すものである。

鐘楼裏地区

鐘楼SB８６５０ 今回の調査では、大ぶりの根石をともな

う礎石据付穴を３基確認した。根石の下を調査したとこ

ろ、掘立柱の痕跡は認められず、当初より純粋な礎石建

だったと考えられる。根石際で出土した土師器皿から、

鎌倉時代に建てられたものと考えられる。

基壇は２０cm程度しか残存しておらず、著しく削平さ

れているようである。なお、基壇の東西両外縁には凝灰

岩を用いた地覆石が検出された。

先にあげた修理工事報告書によると、同じ位置に創建

時の鐘楼を確認したとの記述があるが、今回それに相当

するような遺構を確認することができなかった。したが

って、その創建時の鐘楼と今回確認できた中世の鐘楼が

どのような関係にあるのか、定かではない。

SX８６５１・SD８６５２ 基壇東側に位置する石組と、それに

接する溝である。基壇との位置関係から察して、旧鐘楼

にともなう雨落溝と、基壇側の肩を補強する石組と思わ

れる。

SK８６４４ 鐘楼裏地区の西端で確認された土坑である。

その位置や土層の堆積状況から判断すると、SG８６０５と同

じく、鐘楼を取り巻いていた近世の池の可能性がある。

ただし、急な角度で掘り込まれているため、井戸の可能

性も捨て切れない。 （林 正憲）

０ ２m

０ １m

Y－１７,９４０

SK８６４３

X－１４５,０９０

SK８６４２

H
=６６
.５
m （X－１４５,４３８）

SB８６４０

（Y－１７,６８０）

図１８６ SB８６４０基壇平面図 １：５０

Y－１７,９０５Y－１７,９１０Y－１７,９１５

SX８６５１

X－１４５,０８８

SD８６５２
SB８６５０ （X－１４５,４３５）

SK８６４４

（Y－１７,６５５）

図１８７ 鐘楼裏地区遺構平面図 １：８０
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光月亭周囲地区

東西溝SD８７１０ 光月亭北側のトレンチで約２０mにわた

って確認した。溝の断面は逆台形で深さ約０．８m、上幅で

４mを越える大溝である。溝の最下層には砂、その上に

黒褐色の粘土が厚く堆積しており、水が澱んでいた状態

を推察させる。この粘土上面から完形の羽釜を中心とす

る１４世紀頃の中世土器（図１９１）が大量に出土した。溝の

東端が調査区内で押さえられており、その東側が通路と

なる堀状の施設とみられる（図１８８）。

この溝がこの途切れを隔ててその後、再びどのように

続くのかは確かめられなかったが、浴室西側の南北トレ

ンチ北端で検出された南北溝SD８６８４でも埋土から同様

な器種構成の中世土器が出土しており、南へ直角に折れ

る環濠状を呈していたと考えられる。しかしながらさら

に南側は、近世以後の撹乱が激しく、対応する溝を定め

られない。

なお、このSD８７１０が埋め戻されたあと、近世の東西溝

SD８７２３やSE８７２０が重複して掘り込まれている。

建物SB８６９０ 光月亭南側で検出した基壇建物。凝灰岩

製の地覆と羽目石下部の残存から判明した。直交する二

つの地覆は形態が異なり、階段となる可能性もある。東

西方向に敷かれた地覆は、暗渠底石にも見えるが、埋土

に砂をもつ東西溝SD８６８９が直上に重なっており、原位

置を動いている可能性がある。しかし、西側へそのまま

続くものでないことは明らかである。基壇自身は地覆の

残る東端を残して大きく削平されており、東端を確認で

きたのみで規模や建物の種類は不明である。

雨落溝SD８７０２ 光月亭から西側に続く渡廊下下部で検

出した石詰の雨落溝（図１８９）。SB８６９０と関係があるかな

いかは不明である。

その他

境内北西付近では客土より奈良三彩の小片が出土し

たが、遺構としては中世から近世の穴を検出したにすぎ

ない。また、浴室の西から屈曲しながら南に伸びるトレ

ンチでは幾筋もの溝や大規模な瓦廃棄土坑などを重複し

て確認した。そのもっとも下層の遺構としては７世紀前

半段階の土坑SK８６６２があり、それを覆うように、奈良時

代以後各時期の整地が大規模になされている。また、X

―１４５，０８０付近にある近世のSK８６５９からは付札などの数

Y－１７,９１０Y－１７,９２０

SK８７２４ SK８７１８ SK８７１９

SK８７２５

SE８７２０

（X－１４５,３６０）

X－１４５,０１５

SK８７０９ SD８７１０
SK８７０８

（Y－１７,６５０）

図１８８ 光月亭北側調査区遺構平面図 １：１２０
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図１８９ SD８７０２実測図 １：４０
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（X－１４５,４７５）SK８６８７ SD８６８６

SK８６９１X－１４５,１３２

H
=

６７
.２
m

SB８６９０

SD８６８８

（Y－１７,６５０）

図１９０ 光月亭南調査区遺構平面図 １：５０
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点の木簡が出土している。

護摩堂建設予定地の鐘楼西側の池ではヘドロを浚渫し

たところ、地山の青灰色砂礫層および粘土層を確認した

が、古代～中世の遺構は残っていなかった。 （高橋）

4 出土遺物

瓦磚類

第３６３次調査で出土した瓦磚類の一覧を表２６に掲げた。

このうち、薬９６・３２１は平安時代の瓦、興８５７は近世の瓦

である。大半を中・近世の瓦が占めるが、古代の瓦の中

には特徴的な組合せの軒丸・軒平瓦がある。

奈良時代の瓦で最も量が多いのは、６１３８Bと６７１４Aの

セットである。このセットは天平１７年の法華寺造営時に

用いられたものであり、創建瓦である６２８２と６７２１のセッ

トを補足していたと考えられている（『平城報告XⅢ』）。

ただし、今回の調査では６２８２と６７２１の出土点数は少ない。

このほか、藤原不比等邸の所用瓦と推定されている６２８５

Aと６６６７Aのセットも出土している。

平安時代の瓦で特徴的なのは、薬９６と薬３２１のセット

である。このセットは型式番号からも明らかなように、

薬師寺からも出土している。元来は平安時代の法華寺に

属するセットであるが、中世初期における薬師寺の復興

の際に、法華寺から持ち込まれたと考えられている（『薬

師寺発掘調査報告』）。 （林）

土器・土製品

本調査で出土した土器・土製品は遺物整理用コンテナ

で３３箱分を数える（図１９１）。内訳は、古墳時代の埴輪、７

世紀以後の須恵器、土師器、黒色土器、奈良三彩、緑釉

・灰釉陶器、瓦器、青磁、白磁、近世陶器などである。

古代の遺物は少ない。

１・２がSK８６６２からまとまって出土した土師器２点

で、１の杯Cには暗文は施されていない。７世紀前半の

年代を与えられよう。３がこの遺構を埋める整地土から

出土した須恵器杯B。８世紀初頭頃のもの。

４の須恵器杯B底部と７の須恵器杯蓋は光月亭の南側

でみつかったSB８６９０の基壇裾にあるSD８６８８から出土し

た。いずれも奈良時代後半～平安時代初め頃のものであ

ろう。奈良時代のものとしては、６の須恵器杯蓋がSB

８６０１に関係するものとして地山直上から出土しているほ

か、５のような壺Lも出土している。そして８は平安時

代に下がる須恵器杯蓋で、１０の外面全面にケズリの入る

土師器杯や１１・１２の灰釉陶器などとともに本堂西南の調

査区から出土したものである。９もこれらとほぼ同時期

の溝SD８６２３から出土したケズリ調整によらない土師器

杯である。

１３は近世の瓦暗渠から出土した緑釉の杯であるが、こ

れも同じく平安時代前半のもの。

１４～１６・２１～２５が光月亭北側で検出したSD８７１０の埋

土から出土した遺物である。１４～１６の皿は体部１段ナデ

調整によるもので、いずれも１４世紀頃と見られる。２１の

瓦器椀は高台が三角形の貼り付けに退化してはいるが、

ややさかのぼって１３世紀代のものと思われる。

また、２２～２５の羽釜は２２・２３の小形のものと、２４・２５

の大型のものとに大別され、さらに２２が精良な胎土で薄

く作られ、口縁部が面をなすのに対し、２３は砂粒のめだ

つ胎土で厚手に作られ、口縁部も丸く納められるなど、

個体差が認められる。また、煤の付着度合いもそれぞれ

に異なる。

こうした違いをもつとはいえ、これらは溝の埋土でも

上層からほぼ形を保って出土したもので、溝の埋没年代

軒 丸 瓦 軒 平 瓦 軒 桟 瓦
型式 種 点数 型式 点数 型式 種 点数 型式 点数 点数

６１３８ B １０ 鎌倉巴 ７ ６５５５ １ 薬３２１ １５ 近世後半 ５
？ １ 室町巴 １５ ６６４１ C １ （緑釉１点含む） 近現代 １

６２２５ E １ 中世巴 １５ ６６６７ A ８ 古代 ８ 角桟瓦 １
６２７６ G １ 近世前半巴 ３ D（緑釉） １ 平安 ６ 角桟伏間瓦 １
６２８２ Ha １ 近世後半巴 ８ ？ １ 鎌倉 １９

道 具 瓦６２８４ A １ 近世巴 ２９ ６６７１ B ３ 連珠文 １
B １ 巴 ２９ ６６７５ A １ 巴文 １ 鬼瓦 １１
？ ２ 小型菊丸 １ ６６９１ A ３ 鎌倉後半 １ 面戸瓦 ２５

６２８５ A １ 菊丸（近世後半） ４ ６６９４ A １ 室町 ２９ 熨斗瓦 １９
６３０１ A １ 菊丸（近世後半以降） ２ ６７１３ A １ 中世 ８ 鳥衾 ７

B １ 菊丸（近世） １５ ６７１４ A １３ 興８５７ １ 谷用丸瓦 １
C １ 室町 １ ６７１６ A ３ 近世前半 ３０ ヘラ書隅切瓦 ２

６３２０ Ab １ 中世 ４ C １ 近世後半 ２２ ヘラ書丸瓦 １
６３４８ A １ 近世末以降 １ ６７２１ C １ 近世末以降 ２ 刻印付平瓦 １
薬９６ １５ 近世 ７ J １ 近世 １０ スタンプ付平瓦 ４
古代 ５ 型式不明 ４８ ６７６８ B １ 型式不明 １９ 不明品 １１
軒 丸 瓦 計 （刻印・スタンプ付含む） ２３３ 軒 平 瓦 計 （刻印・スタンプ付含む） ２１３ 道具瓦計 ８２

丸 瓦 平 瓦 磚（石含む） 凝灰岩・レンガ

重量
点数

１０９６．８㎏
６３４３

３１３２．４㎏
２２２４

２０．６㎏
１６

７５．９㎏
５０

表２６ 第３６３次調査 出土瓦磚類集計表
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が１４世紀頃であることを示している。

１７・１８の土師器皿と２６の土師器羽釜はSD８６８４から出

土したもの。上述のSD８７１０の出土遺物と型式的にも組

成を含め出土状況としても類似しており、両溝の一体性

を強くうかがわせる遺物である。その他の土師器として

は、１９の皿が鐘楼の礎石根石際で出土したもの。鎌倉時

代に属する。また、２０はSB８６００の柱穴周囲から出土した

土師器皿。穿孔が見られる近世のもの。

２７はSD８７１０の埋没後に掘られた土坑SK８７１８から出土

した瓦摺鉢である。櫛目が比較的疎らに入っている。

２８はSD８７１１から近世の瓦等に混じって出土した円柱

をもつ家形埴輪の破片。隅の円柱から脱落した縁状の側

廻りであるが、上面は柱心より左側に一枚粘土を重ねて

水平面を拡張しているために、図に示すような断面形と

なる。

その他

SK８６５９から木簡１０点（うち削屑２点）が出土した。釈読

できる木簡は３点である。釈文を掲げたもの以外の二点

には、「□□〔八月ヵ〕」、「□〔二ヵ〕」と記されている。

九月
六十三

四十八□
荷 （１５５）×（７５）×４ ０８１

このほか、多くの板状、棒状の木製品、鉄釘、砥石と

ともに、漆器、鉱滓、鉄蹄、寛永通宝などが出土してい

る。いずれも近世以後のものである。 （高橋）

5 まとめ

今回の調査は非常に限定された範囲での調査であった

が、これまで不鮮明であった現境内地における法華寺の

伽藍配置の全容を明らかにした点や、掘立柱建物から礎

石建建物への移行を確認した点など、不比等邸以前に始

まる当地の土地利用の変遷を知る上で重要な成果をあげ

ることができたといえる。ただし、北側でみつかったSB

８６９０の性格や、中世の環濠状遺構の広がりなど、いくつ

かの点については課題を残している。 （高橋・林）

０ １０�

６３

１ ５ ７

４

８
１７２

１３
１８９

２２１４ １９

１０

２０１５
１１

２３１６１２ ２１

２６

２５
２４

２８２７

図１９１ 第３６３次調査出土土器・埴輪 １：４
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1 第３５６次調査

本調査は個人住宅の増改築にともなう緊急調査として

実施した。調査地は法華寺町内、法華寺旧境内東張出部

の東南隅に位置する（図１９２）。調査面積は７．５㎡、調査期

間は平成１５年４月１５日から４月１８日である。

現地表面は標高約６４．３m、クラッシャー礫、表土、填

圧した宅地造成盛土を除去すると旧地表面に達する。近

代の遺物を含む暗茶色砂質土、茶褐砂質土の遺物包含層

が堆積し、標高６３．８m付近で遺構面にいたる。地山は黄

褐色と白色が斑状に混じる砂土で、遺構によって掘り込

まれており、もっとも高いところで標高６３．６mである。

検出遺構

古代と近代の溝２条、土壙１基を検出した。

SD８５９５ 南北方向の素掘りの溝で、東半には掘り直し

かと思われる明確な段があり、これによって上下層に分

けた。下層は最大幅０．８m、深さ約０．３m、上層は最大幅約

１．２m、深さ約０．２mている。両層から土師器・須恵器・

瓦が出土した。

SK８５９６ 不定形の土壙で溝SD８５９５の上層を切り込み、

後述する溝SD８５９７によって東部分を壊されている。埋

土からは奈良時代の須恵器のほか、中世から近世初頭に

位置づけられる土師器の羽釜が出土した。

SD８５９７ 南北方向の溝で、西側の肩のみを検出した。検

出部分の深さは約０．７mある。埋土は粘性のある青灰色

砂質土で、軒瓦のほかに、近代の染付け片などが出土し

ている。この溝は１９７７年度の第１０３－１２次調査で検出し

た南北溝の延長部分の可能性がある。

出土遺物

瓦 奈良時代の軒平瓦６６８１Bが１点、中近世の巴文軒丸

瓦１点、ヘラ書きのある平瓦、そのほか丸瓦、平瓦、磚

などの破片が出土した。 （今井晃樹）

０ ２m

法華寺旧境内の調査 東
二
坊
大
路

―第３５６次・３５７次・３５８次・３６４次
３５６次

３５８次

一条南大路

３６４次

図１９２ 第３５６次・３５８次・３６４次調査区位置図 １：２５００

Y－１７,７３６（Y－１７,４７５）

X－１４５,０８３

Y－１７,７３９

SD８５９７
SD８５９５ （X－１４５,４３０）

SK８５９６

H＝６４.０m

図１９３ 第３５６次調査遺構平面図・南壁断面図 １：４０
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土 器 調査区内からは、奈良時代、室町時代を中心に、

各時期の土師器、須恵器、陶磁器が出土した。また遺物

包含層からは二彩椀の小片が出土している。

比較的まとまった量の土器が出土したSD８５９５の資料

について概述する（図１９４）。土器は、いずれも奈良時代前

半の様相を呈し、溝の埋没時期を考えるうえで重要な資

料である。出土量は土師器よりも須恵器が多い。

土師器には杯A（２）、杯B、皿A（１）、甕A（３）など

の器種があり、小型の甕が目立つ。杯皿類は器表面の摩

滅が著しいが、暗文を持つものが多い。須恵器は杯A

（５）、杯B（４）、杯B（７）、杯C（６）、杯B蓋、皿B（８）、

皿B蓋、鉢A（９）が出土し、圧倒的に杯皿類が多い。

（神野 恵）

おわりに

溝SD８５９５から出土した多数の土師器・須恵器は奈良

時代前半に属することから、溝は奈良時代中頃にはすで

に埋没していた可能性がある。本調査区は東二坊大路の

西側にあたり、大路西側溝の検出が期待された。しかし

SD８５９５の西肩と東二坊大路西側の坊の区画施設と想定

される海竜王寺東門の芯との距離が約０．２mであるから、

大路側溝の可能性は低いと考える。ただしこの付近は平

城京内でも唯一変則的な区画を呈するところであり、正

確な判断は今後の調査の進展を待ちたい。

2 第３５８次調査

個人住宅の新築工事にともなう調査である。法華寺町

内、第３５６次調査区の南西に位置する（図１９２）。調査面積

は約８㎡、調査期間は平成１５年５月６日～５月７日。

表土、宅地造成土、暗灰色粘質土、礫層の順に堆積、

標高６２．０mのところで青灰色砂の地山に達する。この地

山を掘り込む遺構を検出したが、遺構の全体像は確認で

きなかった。遺物包含層からは古代の軒丸瓦、中世の軒

平瓦、丸瓦、平瓦などが出土している。 （今井）

3 第３６４次調査

調査地は旧法華寺境内に位置し、奈良時代の中枢伽藍

の回廊すぐ東側にあたると想定される。

近代の瓦礫層下、暗灰褐色系の中世以降の遺物包含層

直下が中世の遺構面となる。この面で、小型の礎石２個

と、礎石間に地覆の用を為したと推定される丸瓦を伏せ

並べた瓦列を検出した（SX８７６５）。礎石の間隔は約１．４m、

礎石を結ぶ方位は北でやや西に振る。建物の一部と推定

されるが、２個の礎石の西側８０～９０㎝離れて相対する小

穴を検出しており、控柱をもつ塀の可能性もある。この

礎石の東南側がやや窪み、

ここから１３～１４世紀の羽釜

および土師器皿（１・２）が

出土した。これらは、遺構

の廃絶に伴って投棄された

ものと考えられる。これら

遺構を破壊しない範囲で下

層の状況を確認したが、奈

良時代の遺構は検出できな

かった。 （島田敏男）

０ ２０�

０ １０�

０ ２０�

１
４

８

２ ５

６

９

３ ７

図１９４ 第３５６次調査SD８５９５出土土器 １：４

Y－１７,８９４

X－１４５,１５５

SX８７６５
（X
－１４５,５０３）

X－１４５,１５８

（Y－１７,６３１）

図１９５ 第３６４次調査遺構図 １：１００

１

２
３

４

図１９６ 第３６４次調査出土土器 １：４／１：８
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4 第３５７次調査

法華寺町の個人住宅新築に伴う調査で、左京二条二坊

十五坪にあたる（図１９７）。調査期間は平成１５年４月２１日～

５月７日、面積は１０８㎡。法華寺旧境内の南寄りで、阿弥

陀浄土院の東隣の坪である。南の十一坪、十四坪の調査

でも大型の掘立柱建物群や施釉瓦が多数出土し、有力者

の宅地であったと想定されている。

検出遺構

現代の盛土が厚く、東半部分は現代の廃材投棄土坑で

壊されているが、各時期の遺構面は残存していた。現地

表面下１．２mで、室町時代以降の旧地表面に達し、南北溝

数条と井戸SE８５４１、SE８５３５を検出した。

さらに標高約６１．００m付近で、橙青灰色粘質土の地山

を検出した。一連の土坑SK８５３６、SK８５３７、SK８５３８は深

く、焼土や焼けた瓦を大量に含み、土師器皿などから９

世紀中頃に埋まったとみられる。これらの土坑から富壽

神寳（８１８年初鋳）、三彩壺、施釉瓦なども出土している。

いっぽう、西側のSK８５４０はやや浅く、焼土を含まないが、

埋土最上層から施釉瓦が集中して出土した。

SA８５３９は掘立柱の柱穴で、抜き取られている。掘形は

南北０．８m×東西１．２mの隅丸長方形で、深さは１．５mに達

する。調査区内に、対応する柱穴は検出されず、柱穴の

規模などから、南北につづく区画施設の可能性がある。

また、SK８５４０の下で掘立柱柱穴SB８５４２を検出した。

2 出土遺物

土器・土製品

土坑群を中心に奈良時代から平安時代の土師器、須恵

器が出土したが、残存状況は良好でない。特筆すべきも

のとして、SK８５３６、SK８５３７、SK８５３８、SK８５４０から奈良

三彩・二彩５点、緑釉１点、墨書土器２点、包含層から

緑釉５点、墨書土器１点などが出土した。とくに施釉陶

器が、調査面積および他の土器に対して非常に多く、注

目すべき内容である。 （神野 恵）

瓦磚類

軒丸瓦１０点、瓦軒平１０点、丸瓦、平瓦、磚１点（表２７）、

施釉瓦が６４点（軒瓦を含む）出土した。施釉瓦で釉を確認

できたものは３５点、釉が残存しないものが２９点ある。胎

土は精良で、焼成はやや軟質、色調は灰白色あるいは黄

白色を呈す。釉色は緑色、褐色、白色（透明釉）がある。

内訳は丸瓦（４８点）と平瓦（１１点）が大半を占め、型式不明

の軒丸瓦が２点、軒平瓦６６６７Dが３点ある（図１９８）。従来

の調査で出土した施釉軒瓦には、６６６７Dのほかに軒丸瓦

６０７５A、６１４６A、６１５１A、６３１４E、６４０１A、軒平瓦６７３２X、

６７５９B、６７６０Aがある。６３１４E、６６６７Dが平城宮軒瓦編年

のⅡ－２期に属するほかはすべてⅣ－２期であるから、

施釉瓦では最古型式である。６６６７Dは東大寺二月堂仏餉

屋下層遺構に同笵の施釉例がある。 （今井晃樹）

表２７ 第３５７次調査出土瓦磚類集計表

軒 丸 瓦 軒平瓦
型式 種 点数 型式 種 点数

６１３８ Ｆ １
６２２５ Ａ １
型式不明（奈良） ７
施釉 １

６６６４ Ｃ １
Ｆ ２

６６６７（施釉） Ｄ ３
６７２１ Ｃ １

Ｊ １
軒 丸 瓦 計 １０ 型式不明（奈良） ２

軒 平 瓦 計 １０
丸瓦 平瓦 磚他 凝灰岩

重量 ６７．３kg １６５．９kg ０．６kg ２８．０kg
点数 ６０２ １５０５ １ ７

道 具 瓦 ： ヘラ書平瓦 １点

０ ３m

図１９７ 第３５７次調査区位置図 １：３０００

図１９８ 施釉軒平瓦６６６７D １：４ 図１９９ 第３５７次調査平面図・南壁断面図 １：２００
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1 はじめに

調査区は二条大路南、北新大池の東、都跡通りを隔て

た場所に位置し、個人住宅新築に伴う緊急調査である。

調査期間は平成１５年６月８日～６月２０日、面積は５１㎡で

ある。

平城京左京三条一坊八坪にあたり、坪内を画する塀と

思われる掘立柱を検出した。この坪の性格については、

平城宮とは二条大路を挟んで南に接する位置にあるもの

の、まだ坪内の状況はよくわかっていない。

2 検出遺構

現代の盛土が厚く、現地表面から旧地表面まで１mほ

どある。遺物は全体的に少なく、摩滅した土師器、須恵

器片や陶磁器が少量出土した。奈良時代とみられる遺構

面は、現地表面から約２．３m掘下げた標高６２．５m付近で検

出した。

SA８７５０は掘立柱で、柱痕が残る。掘形は南北約５０cm、

東西約３０cm、南北に細長い隅丸

方形で、規模は小さい。柱痕は径

約１５cm。約２５０m北でおこなわれ

た第２４２－３次でも奈良時代のも

のとみられる同規模の掘立柱から

なる南北塀を検出している。この

塀とは軸線が合わないが、規模、

方位から考えても、SA８７５０は南

北塀の一部とみられる。

土坑SK８７５１、SK８７５２、SK８７５３はいずれも深く、瓦片

を含み、奈良時代以降のものと思われるが、性格は不明

である。斜行溝SD８７５４は遺物を含まないが、SA８７５０に

切られており、奈良時代以前の可能性もある。南北溝SD

８７５５は埋土が粗い砂で、奈良時代以前の自然流路であろ

う。埋土から弥生土器片が１点出土した。 （神野 恵）

０ ３m

左京三条一坊の調査
―第３６１次

図２００ 第３６１次調査位置図（１：２０００）と周辺の調査

SK８７５１

SA８７５０

SK８７５３ SK８７５２ SD
８７５５

SD８７５４

図２０１ 第３６１時調査遺構検出状況
図２０２ 第３６１次調査平面図・東壁断面図 １：１００
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1 はじめに

調査区は日葉酢媛命陵の前方部周濠の南にある山陵町

八幡神社の南方に位置する。現地形は東西方向に谷状に

低く、かねてから平城宮に関わる遺構の可能性や、中世

の超昇寺城に関わる遺構の可能性が指摘されていた。

畑造成に伴う緊急調査で、調査期間は平成１５年５月１４

日～５月２１日、面積は４８㎡である。

2 検出遺構

調査の結果、北側で地山の大きな落ち込みを検出した

（SD２８２０）。SD２８２０の南肩は直線的に１段落ちたところ

で、幅１m弱の水平な平坦面をもち、さらに直線的に落

ち込む。平坦面から約１mほど掘り下げると、マツなど

の植物遺体を大量に含む青灰色砂質土（堆積土）に達した

が、溝底まで確認することはできなかった。

遺物は摩滅した埴輪片が数点出土した程度で、埋没の

時期を決定づける遺物は出土していない。しかしながら、

植物遺体の遺存状況や、規模ないし犬走りと考えられる

平坦面を持つことから、１５８０年（天正８）年まで存在が知

られる超昇寺城の濠の可能性が高いと思われる。

また、一段高くなった南側では地表下約６０～７０cmで

地山を検出、地山面を切り込む遺構を検出した。SD２８２１

の埋土中に、階段耳石が出土した。南東隅では黄橙色砂

質土の盛土を検出し、超昇寺城の土塁の可能性がある。

3 まとめ

周辺の調査は、いずれも小規模であるが、第１７４－５次、

第２３４－１７次、第２１５－６次、第２９３－４次調査では、近世

の大溝を（図２０３イロ部分参照）、第１８３－１９次調査では、土

塁とみられる遺構を検出している。

今回、検出したSD２８２０からは時期を特定できる遺物

の出土がなかったが、犬走りを持つような事例は戦国時

代の城の濠などで見られること＊や、植物遺体の状態か

ら、超昇寺城に関連する時期のものであろう。

これらの遺構が、いずれも超昇寺城に関わるものだと

すると、これまで想定されていたよりも、北西に広がる

可能性もあり、今後の調査が注目される。 （神野 恵）

＊村田修三氏、千田嘉博氏よりご教示。

０ ２m

平城宮北方遺跡の調査
―第３５９次

図２０３ 調査区位置図（１：３０００）と周辺の調査
（超昇寺城跡推定線は村田修三１９８０「超昇寺城」『日本城郭大系』第１０巻による）

SD
２８
２０

SD２８２１

SD２８２２

図２０４ 第３５９次調査平面図・東壁断面図 １：２００
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